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はじめに

令和 2 年 3 月 1 日に県内で初めてとなる新型コロナウイルス感染症の感染者が確認
され 、本県は同日、直ちに「兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置、対
策本部会議を開催し、全庁一丸となって、前例のない感染症危機への対応を開始した。

令和５年５月８日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染
症に移行したが、それまでの３年超にわたり、専門家も参加する対策本部会議を計81
回開催し、緊急事態措置やまん延防止等重点措置などを講じるとともに、社会経済活動
との両立等に配慮しながら、適宜必要な対策を行ってきた。

とりわけ、医療提供体制、保健所業務、入院調整やワクチン接種など柔軟かつ機動的
に対応を進めてきた。

３年超の長期にわたる本県の取組を検証するため、５類移行後、令和５年６月23日
に全庁横断組織としてプロジェクトチームを設置し、保健医療や福祉、経済、社会活動
など８つの分野ごとに、専門家や市町、各種団体、県民の意見を聞きながら、課題と教
訓を抽出・整理し、今後の対応方針とともに取りまとめた。

検証で得られた課題と成果について、今後の新たな感染症への備えに生かしていく。

３年超にわたる本県のコロナ対策を踏まえて
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Chapter 01

検証の基本的事項
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【目的】

●３年間超にわたる新型コロナウイルス感染症
への対策について、県の取組を検証、その結
果を新型インフルエンザ等対策行動計画や感
染症予防計画に反映するなど、今後の感染症
に備える

01Chapter 01

検証の基本的事項

１ 検証体制

検証の基本的事項

●防災監（リーダー）、保健医療部長・副防災
監（副リーダー）、各部次長等で構成する
「兵庫県新型コロナ対策検証プロジェクト
チーム」を設置（R5.6.23）

●検証にあたっては、県民、感染症対策アドバ
イザーや新型インフルエンザ等対策有識者会
議などの専門家、各種団体等から意見を聴取
し、R6.1を目途に検証結果を取りまとめ・公
表

①
保
健
医
療

各部次長等

保健医療部長、副防災監

防災監

②
福
祉

③
経
済

④
生
活

⑤
社
会
活
動

⑥
教
育

⑦
体
制

⑧
広
報

ﾘｰﾀﾞｰ

副ﾘｰﾀﾞｰ

検証８分野

兵庫県新型コロナ対策検証プロジェクトチーム
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2 県民、専門家等への意見聴取

●新型コロナに関する県の対策の評価や、新型コ
ロナに本人や家族が罹患した際の経験などに関
する計13問（選択式及び自由記述式）

●期間：R5.9.29～R5.10.9

02Chapter 01

検証の基本的事項

① 県民モニター

検証の基本的事項

●感染症対策の専門家として県に助言（R4.4～）

区分 意見聴取先

県 民 県民モニター（R5.9.29～R5.10.9）
県民アンケート（R5.11.1～R5.11.14）

専門家
感染症対策アドバイザー（R5）
新型インフルエンザ等対策有識者会議
（R5.10.26､R5.●.●）

各種団体 商工会議所、商工会、市長会、町村会

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 所 属
笠井 正志 兵庫県立こども病院感染対策部長

森 康子 神戸大学大学院医学研究科教授・感染症
センター長

松尾 裕央 大阪大学医学部付属病院感染制御部講
師・感染症内科診療科長

③ 感染症対策アドバイザー

② 県民アンケート

●検証にあたっては、県民意見、感染症対策アド
バイザーや新型インフルエンザ等対策有識者会
議などの専門家、各種団体等から意見を聴取

●県の新型コロナ対策の検証（中間取りまとめ）
に対する意見（自由記述式）

●期間：R5.11.1～R5.11.14
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④ 新型インフルエンザ等対策有識者会議
新型インフルエンザ等対策行動計画の作成及び変更にあたり、専門的な知識に基づく意見を聴
くため、学識経験者等による有識者会議を設置

感染症、医療、危機管理、経済、マスコミ等の分野の委員11名で構成

03Chapter 01

検証の基本的事項

検証・提言の基本的事項

●

●
分野 所属 委員

感染症学（感染制御） 神戸大学医学部附属病院 感染制御部 部長 宮良 高維

感染症学（感染症治療） 神戸市立医療センター中央市民病院総合内科／感染症科医長 井 朝子

地域医療 兵庫県医師会副会長 橋本 寛

公衆衛生（相談体制） 兵庫県看護協会専務理事 西口 久代

公衆衛生（予防接種体制等） 神戸市保健所長 楠 信也

公衆衛生（患者、接触者対応） 兵庫県保健所長会会長 （洲本健康福祉事務所長） 鷲見 宏

水際対策 神戸検疫所長 柏樹 悦郎

危機管理 兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科准教授 紅谷 昇平

事業継続・県民生活維持 兵庫県商工会議所連合会専務理事 楠山 泰司

事業継続・県民生活維持 西日本旅客鉄道(株)兵庫支社 副支社長 秋元 勇人

広報・風評被害対策 (株)神戸新聞社論説委員長 勝沼 直子

オブザーバー
※要綱に基づき必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ、又は説明させることができる。

現行１名（ＷＨＯ神戸センター 所長：サラ・ルイーズ・バーバー）
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３ 全体像
５つのChapter（章）で構成。県の取組内容を検証し、今後の感染症に備える

04Chapter 01

検証の基本的事項

検証の基本的事項

●

区分 主な内容

Chapter 01
検証・提言の基本的事項 検証の考え方、主な構成内容

Chapter 02
発生からの経過 時系列での各波の新規感染者数や病床利用率等の状況

Chapter 03
分野別検証 保健医療、福祉、経済、体制など８分野17項目ごとの検証

Chapter 04
総括検証 分野別検証の総括、県民・各種団体・市町等の意見等

Chapter 05
検証を踏まえて
今後取り組んでいく事項

今後への備えとして必要となる対策

※上記の他、デジタルアーカイブ（本部会議資料、感染状況、各種施策等に関する資料）を作成
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４ 検証項目案
保健医療や福祉、経済、社会活動など８分野17項目について実施

①中間取りまとめ案、②取りまとめ案の段階で、専門家等から意見を聴取

05Chapter 01

検証の基本的事項

検証の基本的事項

●

●

分野 検証項目 専門家等

Ⅰ 保健医療 ①基本的な感染対策の周知、②医療提供体制、③検査・療養体制、
④保健所体制、⑤ワクチン 感染症対策アドバイザー

Ⅱ 福 祉 ⑥社会福祉施設等 福祉団体、学識者

Ⅲ 経 済 ⑦事業活動支援、雇用、貸付制度 経済団体、事業者、学識者

Ⅳ 生 活 ⑧県民生活支援等 学識者

Ⅴ 社会活動 ⑨社会活動制限、⑩県立施設等 学識者

Ⅵ 教 育 ⑪学校等 学識者

Ⅶ 体 制 ⑫本部体制、⑬関西広域連合及び他府県との調整、⑭県内市町と
の連携、⑮行政機能維持、⑯国及び県の予算措置 市長会、町村会、学識者

Ⅷ 広 報 ⑰広報 学識者
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５ 分野別検証の構成
各波の特性、感染力、ワクチン接種の状況等に応じて検証対象の期間を区分し、分野・項目別
で取組を整理

平成21年新型インフルエンザ時の検証（H21.9）及び１次検証（R2.10）を踏まえた内容とする。

06Chapter 01

検証の基本的事項

検証の基本的事項

●

●

時期 分野 構 成

第１期
（１～３波）

８分野
１７項目

１ ポイント

２ 取組内容

３ 有効であった対策こと（できたこと）

４ 教訓・課題（できなかったこと）

５ 今後の感染症対策に生かすこと

【第１期の例】
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６ 検証の期間・区分
●コロナ株の特性やワクチン接種の状況等に応じて、検証期間を４期に区分

※感染症法上の５類感染症移行までを主たる対象とし、それ以降の期間は特異事項のみを対象

07Chapter 01

検証の基本的事項

検証の基本的事項

区分 第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

株の種類

波の特性

感染力

ワクチン接種

（初回接種）

検証の期間・

区分

ｱﾙﾌｧ株ｱﾙﾌｧ株

病原性が高い

第２期第２期

ﾃﾞﾙﾀ株ﾃﾞﾙﾀ株従来株従来株 オミクロン株オミクロン株

病原性が低い病原性が低い

感染力が高い感染力が高い

接種率が高い接種率が高い

感染力は低い

ワクチンなし又は接種率が低い

第３期第３期第１期第１期 第４期第４期
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08Chapter01

検証の基本的事項

① 第１期

検証の基本的事項

② 第２期

期

波

第１期
R2.3.1～R3.2.28

第１波
R2.3.1～
R2.5.16

第２波
R2.6.19～
R2.10.31

第３波
R2.11.1～
R3.2.28

緊急事態
措 置

まん延防止
等重点措置

R3.1.14～
R3.2.28

R2.4.7～
R2.5.21

期

波

第２期
R3.3.1～R3.6.30

緊急事態
措 置

まん延防止
等重点措置

第４波
R3.3.1～R3.6.30

R3.4.25～R3.6.20

R3.4.5～
R3.4.24
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検証の基本的事項

③ 第３期

検証の基本的事項

④ 第４期

期

波

第３期
R3.7.1～R3.12.19

緊急事態
措 置

まん延防止
等重点措置

R3.8.20～
R3.9.30

期

波

第４期
R3.12.20～

緊急事態
措 置

まん延防止
等重点措置

第５波
R3.7.1～R3.12.19

R3.6.21～
R3.7.11

R3.8.2～
R3.8.19

第６波
R3.12.20～

R4.6.17

第７波
R4.6.18～
R4.10.11

第８波
R4.10.12～

R4.1.27～
R4.3.21
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７ 新型コロナ対策アーカイブの構築（保存・継承すべき資料・データ等の集積）

●検証作業にあたって、収集した関連資料を体系的に整理し、「新型コロナ対策検証アーカイブ」
として県ホームページに掲載

10Chapter 01

検証の基本的事項

検証の基本的事項

区分 構成

１ 本部会議資料 新型コロナウイルス感染症対策本部会議（81回）、知事メッセージ、動画等

２ 感染状況 新規感染者数、年齢別割合、ゲノム解析結果等 ※本編以外の資料

３ 各種施策等

４期別、８分野（17項目別）で各部の資料を掲載（時系列を基本）
（例）

実際のアーカイブ画像を掲載予定
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Chapter 02

発生からの経過
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各期間における陽性者数の推移 11Chapter 02

発生からの経過

R2/4/11
42人

R2/7/31
62人

R3/1/9
324人

R3/4/24
629人

R3/8/18
1,088人

R4/2/10
6,562人

R4/8/11
12,376人

R5/1/6
12,210人

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2020/3/1

2020/4/1

2020/5/1

2020/6/1

2020/7/1

2020/8/1

2020/9/1

2020/10/1

2020/11/1

2020/12/1

2021/1/1

2021/2/1

2021/3/1

2021/4/1

2021/5/1

2021/6/1

2021/7/1

2021/8/1

2021/9/1

2021/10/1

2021/11/1

2021/12/1

2022/1/1

2022/2/1

2022/3/1

2022/4/1

2022/5/1

2022/6/1

2022/7/1

2022/8/1

2022/9/1

2022/10/1

2022/11/1

2022/12/1

2023/1/1

2023/2/1

2023/3/1

2023/4/1

2023/5/1

感染者数
（疑似症
含む）

1週間移
動平均

区分 死亡者 死亡率

第1波 45人 6.43％

第2波 18人 0.70％

第3波 467人 3.17％

第4波 777人 3.38％

第5波 91人 0.24％

第6波 845人 0.23％

第7波 645人 0.11％

第8波 1,020人 0.22％

第１波

R2.3.1～R2.5.16
新規感染者
６９９人

第２波

R2.6.1９～R2.10.31
新規感染者
2,551人

第３波

R2.11.1～R3.2.28
新規感染者
14,718人

第４波

R3.3.1～R3.6.30
新規感染者
22,949人

第５波

R3.7.1～R3.12.19
新規感染者
37,854人

第６波

R3.12.20～R4.6.17
新規感染者
357,118人

第７波

R4..618～
R4.10.11

新規感染者
582,656人

第8波

R4.10.12～R5.5.8
新規感染者
461,608人

従来株 従来株 従来株

アルファ株 デルタ株 オミクロン株
(BA.1/BA.2)

オミクロン株
(BA.5)

オミクロン株
(BA.5のほかBQ.1、
XBB.1.5等が増加)

第１期 第２期 第３期 第４期
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発生からの経過第１期の陽性者の推移（第１波～第３波）
R2.3.1に県内初の感染者を確認、R2.3.中は9割程度感染経路が確認できたが、R.2.4.以降は感染経路が不明な陽性者が増加
R2.5.17からR2.6.18の33日間は、新規陽性者数ゼロの状況が継続
第１波では、神戸・阪神での発生が８割を占め、西播磨、但馬では発生が確認されなかったが、第２波以降は全地域で確認
第２波は20代等の若年層の陽性者が増加したが、第３波は高齢者の陽性者が増加
重症患者が多かった第１波の死亡率が高水準。また、高齢者の感染が拡大した第３波の死亡率が高水準
発生初期は原則入院の方針の下、積極的疫学調査による感染源、感染ルートの調査を中心に実施

●
●
●
●
●
●

年齢別死亡者数・死亡割合
第１波 第２波 第３波 合計

～40代 1 0 2 3
50代 1 0 9 10
60代 4 1 37 42
70代 20 5 102 127
80代 15 11 192 218

90以上 4 1 125 130
合計 45 18 467 530

死亡率 6.43% 0.70% 3.17% 2.95%
※ 死亡率 = 死亡者 / 陽性者数

R2/4/11
42人

R2/7/31
62人

R3/1/9
324人

0
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3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1

第１期（第１波～第３波）陽性者数
陽性者数 １週間移動平均

第１波 第２波 第３波

ゼロ
期間

神戸
40%

阪神南・
阪神北

42%

東播磨・
北播磨・

淡路
12%

中播磨・
西播磨

6% 但馬・丹波
0%

第１波陽性者

神戸
37%

阪神南・
阪神北

42%

東播磨・
北播磨・

淡路
11%

中播磨・西播磨
9% 但馬・丹波

1%

第２波陽性者

神戸
33%

阪神南・
阪神北

36%

東播磨・
北播磨・

淡路
16%

中播磨・
西播磨

13% 但馬・丹波
2%

第３波陽性者

20未満, 5.9% 20未満, 11.4%
20未満,

9.8%

20-30代, 28.6%
20-30代, 39.1%

20-30代, 26.6%

40-50代, 35.6%

40-50代, 29.0%

40-50代, 28.3%

60以上, 29.9% 60以上, 20.4%
60以上, 35.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

第１波 第２波 第３波

第１期 陽性者の年代割合
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発生からの経過第１期（第１波～第３波）の医療体制
●R2.4.中旬、病床利用率が重症病床及び重症除いた病床ともに９割を超え病床が逼迫、医療機関と協議を進めながら病床を順次拡大・確保
●軽症患者のための宿泊療養施設（ホテル等）を順次開設、第２波までに578室を確保
●第３波では、高齢者を中心とした患者の発生により病床が逼迫したことから入院を経ない宿泊療養や輪番制による医師の派遣などの対策

を実施
●重症患者の治療に必要なECMO（エクモ、体外式膜型人工肺）や人工呼吸器について、機器確保や使用できる医療人材の確保に苦慮
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確保病床数と入院患者等の推移

病床数（重症） 病床数（重症除く）

宿泊療養室数 入院・宿泊療養者計
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8/2,40.3%
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確保病床数 入院患者数

8/19,16.3% 1/16,66.4%
4/19,93.3%
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確保病床数と入院患者数（重症のみ）

重症確保病床数 重症者
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宿泊施設確保数と宿泊療養者数

宿泊施設確保数 宿泊療養者数
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発生からの経過第２期の陽性者の推移（第４波）
従来株より感染力の強いアルファ株に置き換わり、兵庫、大阪など関西で感染者が急増
高齢者の感染割合は高くないが、重症者の増加と病床の逼迫もあり、死亡率が高水準

●
●

R2/4/11
42人

R2/7/31
62人

R3/1/9
324人

R3/4/24
629人
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第１期～第２期（第１波～第４波）陽性者数

陽性者数 １週間移動平均

年齢別死亡者数・死亡割合
第１期 第２期 合計

～20代 2 2
30代 3 3
40代 3 9 12
50代 10 19 29
60代 42 47 89
70代 127 182 309
80代 218 442 660

90以上 130 73 203
合計 530 777 1307

死亡率 2.95% 3.38% 3.19%
※ 死亡率 = 死亡者 / 陽性者数
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40-50代, 28.7%
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第１期・第２期 陽性者の年代割合
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発生からの経過第２期（第４波）の医療体制
変異株（アルファ株）患者は原則入院措置、軽症者及び無症状者の宿泊施設療養開始
患者急増のため、無症状・軽症者の宿泊療養及び自宅療養を実施
医療機関に病床確保を要請するとともに、往診の開始など宿泊療養体制を拡充

●
●
●
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発生からの経過第３期の陽性者の推移（第５波）
アルファ株より感染力の強いデルタ株への置き換わりが進捗
中高年、若年層を中心に感染が拡大し、高齢者の割合は減少。これに伴い死亡率も減少

●
●
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年齢別死亡者数・死亡割合
第２期 第３期

20代 2 0
30代 3 1
40代 9 5
50代 19 12
60代 47 18
70代 182 24
80代 442 24

90以上 73 7
合計 777 91

死亡率 3.38% 0.24%
※ 死亡率 = 死亡者 / 陽性者数
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発生からの経過第３期（第５波）の医療体制
新規陽性患者の増加を踏まえ、全医療機関に対してコロナ病床の新設・増床にかかる意向及び課題を確認し、さらなる病床確保を要請
中和抗体薬（点滴）が使用開始され、重症化しやすいハイリスク患者に感染早期に抗体カクテル療法を実施
宿泊療養体制を拡充。医師派遣・往診体制を強化し、医療ケアを充実
自宅療養者の増加を踏まえ、自宅療養者への往診を強化

●
●
●
●
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発生からの経過第４期の陽性者の推移（第６波～第８波）
デルタ株より感染力の強いオミクロン株に置き換わり、感染者は大幅に増加した一方、重症化率や死亡率は低下
オミクロン株の中で、変異を繰り返し、BA.1/BA.2→BA.5→XBB系統等と流行の株が変化
すべての年代に幅広く感染が拡大

●
●
●
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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

第４期（第６波～第８波）陽性者数
陽性者数 １週間移動平均
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年齢別死亡者数・死亡割合
第３期 第４期
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10代 0 0
20代 0 3
30代 1 4
40代 5 16
50代 12 40
60代 18 131
70代 24 448
80代 24 1,296

90以上 7 571
合計 91 2,510

死亡率 0.24% 0.18%
※ 死亡率 = 死亡者 / 陽性者数
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発生からの経過第４期（第６波～第８波）の医療体制
変異株患者（オミクロン株）と航空機濃厚接触者に対する宿泊療養施設待機要請（R4.11.30～R5.1.7）
感染拡大時に、症状に応じた適切な療養を実施

中等症（概ねⅡ程度）→入院、 中等症（概ねⅠ程度）→宿泊、 軽症・無症状→自宅療養 を基本
フェーズに応じた病床、宿泊施設を確保

入院病床（最大1,712床） 宿泊療養施設（最大16施設、2,237室）
経口抗ウイルス薬使用開始。外来でも使用可能
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発生からの経過ゲノム解析
令和３年2月からゲノム解析検査を兵庫県立健康科学研究所において本格的に開始

実績：4114件（令和３年２月~令和５年８月 ただし令和５年２月から民間検査機関含む）
●

ゲノム解析結果については見やすさを重視するため少数のものについては省略した

0

5000

10000

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

陽性者数（令和3年2月～令和5年5月8日）
陽性者数 １週間移動平均

アルファ株 デルタ株

オミクロン株
(BA.1)

オミクロン株
(BA.2)

オミクロン株
(BA.5)

オミクロン株
(XBB)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

アルファ株 デルタ株 オミクロン株(BA.1) オミクロン株(BA.2) オミクロン株(BA.5) オミクロン株(XBB)



Hyogo Prefecture

21Chapter 02

発生からの経過病床利用率等
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新型コロナワクチンの接種回数の推移（兵庫県）

回数 接種率 回数 接種率 回数 接種率 回数 接種率 回数 接種率
第２期 135万回 24.8% 60万回 10.9% 0万回 0.0% 0万回 0.0% 0万回 0.0%

65歳以上 106万回 67.4% 49万回 30.8% 0万回 0.0% 0万回 0.0% 0万回 0.0%
第３期 273万回 50.0% 345万回 63.2% 2万回 0.3% 0万回 0.0% 0万回 0.0%
(令和３年７月１日～12月19日) 65歳以上 39万回 24.9% 97万回 61.2% 0万回 0.1% 0万回 0.0% 0万回 0.0%
第４期 12万回 2.2% 13万回 2.4% 360万回 66.0% 238万回 43.6% 128万回 23.5%
(令和３年12月20日～令和５年５月７日) 65歳以上 1万回 0.4% 1万回 0.4% 144万回 91.2% 131万回 83.0% 104万回 65.6%

全体
(令和３年３月１日～６月30日)

全体

全体

初回接種 追加接種
１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目

※接種回数データ(接種実績)はワクチン接種記録システム(VRS)に記録されている令和３年４月12日からのもので、ワクチン接種円滑化シス
テム(V-SYS)に記録されている約5万回の接種回数データは含まない。
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（64歳以下には年齢不明を含む）

臨時接種開始
（R3/2/17）
初回接種～

第一期追加接種
（R3/12/1）
3回目接種～

第二期追加接種
（R4/5/25）
4回目接種～

令和4年秋開始接種
（R4/9/20）
5回目接種～

令和3年4月12日から令和5年5月7日までの接種実績
1回目接種 2回目接種 3回目接種 4回目接種以上 合計

4,199,181回 4,177,550回 3,620,395回 3,664,122回 15,661,248回
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発生からの経過自宅療養者数等

第１期 原則自宅療養ゼロ
R3.1.～ 自宅待機者に対するフォローアップ体制を強化（健康観察アプリによる自己チェック、看護師による健康相談の実施）

第２期 R3.4.10～ 無症状・軽症者の自宅療養の実施
第３期 R3.7.8～ 感染拡大期以上は中等症以上も医療ケアの充実を図った宿泊療養を活用
第４期 R4.1.28～ 自宅療養者相談支援センターの設置

保健所は、重症・中等症やハイリスク者に対する対応に重点に行い、自宅療養者、濃厚接触者への対応は自宅療養
者相談支援センターで実施

R4.9.26～ 発生届が限定化、陽性者登録支援センター（届出対象外者への対応）を設置

●

●
●
●
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（人） 自宅療養・その他福祉施設等入所者数（R3.4.10～R4.9.26）
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発生からの経過【参考】各種資料①

第１期 第２期 第３期 第４期

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

新規陽性者総数 699 2,551 14,718 22,949 37,854 357,118 582,656 461,608 

1日最大陽性者数 42 62 324 629 1,088 6,562 12,376 12,210 

(公表日) R2.4.11 R2.7.31 R3.1.19 R3.4.24 R3.8.18 R4.2.10 R4.8.11 R5.1.16

入院患者数（最大） 306 263 601 814 932 1,095 1,112 1,095 

病床使用率（最大）% 103.38 40.34 79.50 85.10 75.34 77.28 68.26 63.96 

うち重症患者数（最大） 32 18 77 101 85 53 50 36 

うち重症病床使用率（最大）% 93.33 16.36 66.38 83.05 59.86 37.32 35.21 25.35 

宿泊療養者数（最大） 0 70 487 604 883 1403 838 477 

宿泊使用率（最大）% 0.00 14.34 49.29 57.43 57.08 58.19 34.76 26.32 

死亡者総数 45 467 467 777 91 845 645 1020 

死亡率（死亡者/陽性者数）% 6.43 0.70 3.17 3.38 0.24 0.23 0.11 0.22 

県に報告のあったものの令和５年８月現在での集計であり、以前の公表数字や各団体の公表数字と異なる場合があります。
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発生からの経過【参考】各種資料②

管轄別陽性者数
第１期 第２期 第３期 第４期

合計 人口
第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 数 陽性者/人口
芦屋 26 3.7% 71 2.8% 196 1.3% 497 2.2% 822 2.2% 6,489 1.8% 9,360 1.6% 5,317 1.2% 22,778 1.5% 93,922 24.3%
宝塚 62 8.9% 155 6.1% 697 4.7% 1,385 6.0% 1,961 5.2% 21,516 6.0% 32,175 5.5% 28,645 6.2% 86,596 5.9% 335,670 25.8%
伊丹 96 13.7% 189 7.4% 1,140 7.7% 1,378 6.0% 2,253 6.0% 25,411 7.1% 35,925 6.2% 29,060 6.3% 95,452 6.4% 380,139 25.1%

加古川 41 5.9% 82 3.2% 1,161 7.9% 1,187 5.2% 2,543 6.7% 24,080 6.7% 39,808 6.8% 38,645 8.4% 107,547 7.3% 412,472 26.1%
加東 10 1.4% 66 2.6% 477 3.2% 822 3.6% 1,090 2.9% 12,544 3.5% 26,441 4.5% 25,930 5.6% 67,380 4.6% 264,135 25.5%

中播磨 1 0.1% 8 0.3% 97 0.7% 66 0.3% 178 0.5% 1,591 0.4% 4,265 0.7% 4,288 0.9% 10,494 0.7% 41,224 25.5%
龍野 0 0.0% 25 1.0% 386 2.6% 405 1.8% 684 1.8% 6,922 1.9% 15,930 2.7% 15,473 3.4% 39,825 2.7% 158,475 25.1%
赤穂 0 0.0% 27 1.1% 83 0.6% 216 0.9% 261 0.7% 3,194 0.9% 8,051 1.4% 7,869 1.7% 19,701 1.3% 88,126 22.4%
豊岡 0 0.0% 3 0.1% 110 0.7% 47 0.2% 254 0.7% 4,236 1.2% 8,699 1.5% 8,666 1.9% 22,015 1.5% 106,871 20.6%
朝来 0 0.0% 9 0.4% 27 0.2% 70 0.3% 53 0.1% 1,888 0.5% 3,562 0.6% 4,182 0.9% 9,791 0.7% 51,118 19.2%
丹波 1 0.1% 13 0.5% 77 0.5% 151 0.7% 276 0.7% 3,722 1.0% 9,535 1.6% 10,851 2.4% 24,626 1.7% 101,082 24.4%
洲本 10 1.4% 22 0.9% 141 1.0% 212 0.9% 374 1.0% 5,140 1.4% 13,390 2.3% 12,623 2.7% 31,912 2.2% 127,340 25.1%

神戸市 279 39.9% 936 36.7% 4,837 32.9% 9,281 40.4% 12,053 31.8% 112,220 31.4% 176,475 30.3% 122,210 26.5% 438,291 29.6% 1,525,152 28.7%
姫路市 41 5.9% 183 7.2% 1,397 9.5% 1,511 6.6% 3,617 9.6% 31,558 8.8% 55,454 9.5% 46,518 10.1% 140,279 9.5% 530,495 26.4%
尼崎市 44 6.3% 338 13.2% 1,845 12.5% 2,219 9.7% 5,062 13.4% 40,465 11.3% 55,749 9.6% 34,323 7.4% 140,045 9.5% 459,593 30.5%
西宮市 67 9.6% 313 12.3% 1,487 10.1% 2,200 9.6% 4,450 11.8% 37,039 10.4% 56,726 9.7% 40,472 8.8% 142,754 9.6% 485,587 29.4%
明石市 21 3.0% 111 4.4% 560 3.8% 1,302 5.7% 1,923 5.1% 19,103 5.3% 31,111 5.3% 26,536 5.7% 80,667 5.4% 303,601 26.6%
合計 699 2,551 14,718 22,949 37,854 357,118 582,656 461,608 1,480,153 5,465,002 

※陽性者を発表した管轄であり、居住地とは別。管轄別人口はR2国勢調査に基づく

年代別陽性者数
第１期 第２期 第３期 第４期

合計 人口
第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 陽性者/人口
10未満 13 1.9% 90 3.5% 434 3.0% 886 3.9% 3,271 8.6% 58,224 16.3% 79,811 13.7% 52,227 11.3% 194,956 13.2% 421,509 46.3%
10代 28 4.0% 202 7.9% 1,009 6.9% 2,208 9.6% 5,726 15.1% 61,037 17.1% 82,720 14.2% 64,120 13.9% 217,050 14.7% 487,835 44.5%
20代 107 15.3% 650 25.5% 2,305 15.7% 3,984 17.4% 8,961 23.7% 51,950 14.5% 77,210 13.3% 60,209 13.0% 205,376 13.9% 479,859 42.8%
30代 93 13.3% 348 13.6% 1,601 10.9% 2,753 12.0% 6,009 15.9% 53,319 14.9% 83,749 14.4% 63,780 13.8% 211,652 14.3% 556,853 38.0%
40代 120 17.2% 375 14.7% 2,017 13.7% 3,223 14.0% 6,272 16.6% 53,338 14.9% 90,933 15.6% 70,679 15.3% 226,957 15.3% 766,191 29.6%
50代 129 18.5% 365 14.3% 2,151 14.6% 3,352 14.6% 4,598 12.1% 33,443 9.4% 69,720 12.0% 60,240 13.1% 173,998 11.8% 712,261 24.4%
60代 73 10.4% 209 8.2% 1,576 10.7% 2,156 9.4% 1,539 4.1% 18,160 5.1% 41,658 7.1% 35,637 7.7% 101,008 6.8% 655,354 15.4%
70代 72 10.3% 166 6.5% 1,667 11.3% 2,156 9.4% 879 2.3% 13,259 3.7% 30,096 5.2% 27,671 6.0% 75,966 5.1% 715,967 10.6%
80代 52 7.4% 98 3.8% 1,344 9.1% 1,590 6.9% 461 1.2% 9,721 2.7% 19,012 3.3% 19,183 4.2% 51,461 3.5% 388,181 13.3%

90以上 12 1.7% 48 1.9% 606 4.1% 641 2.8% 132 0.3% 4,660 1.3% 7,747 1.3% 7,862 1.7% 21,708 1.5% 98,601 22.0%
不明 0 0 8 0 6 7 0 0 21 
合計 699 2,551 14,718 22,949 37,854 357,118 582,656 461,608 1,480,153 

※公表時に非公開としていたもので、年代が判明しているものは計上しなおした。人口は統計ダッシュボード人口ピラミッド令和２年に基づく
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発生からの経過【参考】各種資料③

クラスター発生件数・陽性者数
第１期 第２期 第３期 第４期

合計
第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

件数 陽性者数 件数 陽性者数 件数 陽性者数 件数 陽性者数 件数 陽性者数 件数 陽性者数 件数 陽性者数
福祉施設 58 1206 78 1404 29 417 394 7309 445 5869 505 2741 1509 18946 
医療機関 45 1818 26 480 10 142 100 3014 83 1460 105 277 369 7191 
学校等 24 247 44 475 75 746 888 15827 170 2117 4 22 1205 19434 
事業所 10 149 25 325 56 569 21 244 7 51 1 30 120 1368 
飲食店等 10 84 6 78 4 25 0 0 0 0 0 0 20 187 
その他 6 61 7 161 8 116 10 210 1 201 0 0 32 749 
合計 153 3565 186 2923 182 2015 1413 26604 706 9698 615 3070 3255 47875 
県に報告があったものを集計。令和４年９月から陽性者数の報告がないものもあるが、その場合件数のみ集計。

年代別死亡者数
第１期 第２期 第３期 第４期

合計
第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
10未満 1 0.1% 1 0.0%
10代 0 0.0%
20代 2 0.3% 1 0.2% 2 0.2% 5 0.1%
30代 3 0.4% 1 1.1% 1 0.1% 3 0.5% 0.0% 8 0.2%
40代 1 2.2% 2 0.4% 9 1.2% 5 5.5% 3 0.4% 5 0.8% 8 0.8% 33 0.8%
50代 1 2.2% 9 1.9% 19 2.4% 12 13.2% 15 1.8% 14 2.2% 11 1.1% 81 2.1%
60代 4 8.9% 1 5.6% 37 7.9% 47 6.0% 18 19.8% 49 5.8% 27 4.2% 55 5.4% 238 6.1%
70代 20 44.4% 5 27.8% 102 21.8% 182 23.4% 24 26.4% 149 17.6% 111 17.2% 188 18.4% 781 20.0%
80代 15 33.3% 11 61.1% 248 53.1% 442 56.9% 24 26.4% 455 53.8% 357 55.3% 484 47.5% 2,036 52.1%

90以上 4 8.9% 1 5.6% 69 14.8% 73 9.4% 7 7.7% 172 20.4% 127 19.7% 272 26.7% 725 18.6%
合計 45 18 467 777 91 845 645 1,020 3,908 
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発生からの経過【参考】各種資料④

陽性者数、死亡者数の全国、世界との比較

第１期 第２期 第３期 第４期
合計

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

兵庫県新規陽性者数 669 2,551 14,718 22,949 37,854 357,118 582,656 461,608 1,480,123 

兵庫県新規陽性者数（人口10万人あたり） 12 47 269 420 693 6,535 10,662 8,447 27,084 

全国新規陽性者数 16,554 83,629 330,350 366,190 928,125 7,338,361 12,475,907 12,199,282 33,738,398 

全国新規陽性者数（人口10万人あたり） 13 66 262 290 736 5,817 9,890 9,671 26,745 

世界新規陽性者数 112,196,119 3,154,693,439 9,827,853,057 18,206,719,034 39,232,500,330 79,576,501,891 59,782,423,156 14,382,890,326 224,275,777,352 

世界新規陽性者数（人口10万人あたり） 1,395 39,213 122,161 226,311 487,663 989,142 743,100 178,780 177,790,498 

兵庫県死亡者数 45 18 467 777 91 845 645 1,020 3,908 

兵庫県死亡者数（人口10万人あたり） 0.8 0.3 8.5 14.2 1.7 15.5 11.8 18.7 71.5 

全国死亡者数 291 873 6,119 6,870 3,614 12,718 14,528 29,083 74,096 

全国死亡者数（人口10万人あたり） 0.2 0.7 4.9 5.4 2.9 10.1 11.5 23.1 58.7 

世界死亡者数 8,154,544 107,033,897 219,416,160 387,120,292 806,114,428 1,074,259,679 661,819,818 147,149,083 3,411,067,901 

世界死亡者数（人口10万人あたり） 101 1,330 2,727 4,812 10,020 13,353 8,226 1,829 42,400 

※兵庫県新規陽性者数及び死亡者数は兵庫県公表資料、全国新規陽性者数及び死亡者数は厚生労働省公表資料、世界新規陽性者数及び死亡者数は内閣官房公表資料に基づく
※全国死亡者数は2020年5月9日からのもので、兵庫県は2020年3月11日（始め)からのものである
※世界新規陽性者数及び死亡者数は2020年4月20日から2023年3月10日まで
※兵庫県及び全国の人口はR2国勢調査に基づく、世界人口は世界人口白書2023に基づく
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

国
等
の
動
向

・中国湖北省を入国拒否対象地
域に指定

・特措法の改正(新型ｺﾛﾅに同法
の規定を適用)

・特措法に基づく政府対策本部
設置

・特別定額給付金(10万/人)閣議
決定

・接触確認ｱﾌﾟﾘCOCOA運用開始
・軽症者等自宅療養及び宿泊療

養の対象者の明確化
・特措法及び感染症法の改正(ま

ん延防止等重点措置創設、新
型ｺﾛﾅを新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等感染
症として位置づけ)

・医療従事者等への先行・優先
接種の開始

・ﾜｸﾁﾝの供給開始
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症特定流行国

滞在者健康確認ｾﾝﾀｰの設置
・変異株流行国・地域からの入

国者に対する入国後の健康観
察等を更に強化

・VRS（ﾜｸﾁﾝ接種記録ｼｽﾃﾑ）運
用開始

・１日100万回の接種回数の目
標を表明

・企業や大学等における職域接
種開始

・自衛隊大規模接種会場の設置
・すべての入国者の健康観察を

実施

・抗原定性検査ｷｯﾄの薬局での一
般販売開始

・感染防止計画策定やﾜｸﾁﾝ・検
査ﾊﾟｯｹｰｼﾞによる行動制限緩和

・ﾜｸﾁﾝ３回目接種開始
・宿泊施設入所者以外の入国者

に対し、検疫所が配布する抗
原検査ｷｯﾄを用いて入国後３日
目に自主検査を要請

・厚労省HPにおいて、新型ｺﾛﾅ
はｳｲﾙｽを含んだ空気中に漂う
微粒子(ｴｱﾛｿﾞﾙ)を吸い込むこ
とで感染するとの見解が示さ
れる

・療養期間の見直し（1/5～）
（有症状:10日かつ症状軽快後
72 時間経過､無症状:７日）

・ﾜｸﾁﾝ４回目接種開始
・患者の発生届における届出項

目の削減
・療養期間の見直し（9/7～）

（有症状:７日かつ症状軽快後
24時間経過､無症状:７日）

・ｵﾐｸﾛﾝ株対応ﾜｸﾁﾝの接種開始
・全国一律で全数届出の見直し

を実施
・第101回政府対策本部にて

R5.5.8から、５類感染症とす
る方針決定

・濃厚接触者の待機期間を短縮
・入国後待機期間を短縮
・水際対策緩和
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症が検疫感染

症の対象外となる
・4.2.4ｺﾛﾅ分科会を踏まえ、ｵﾐｸ

ﾛﾝ株の特徴を踏まえた感染防
止策を強化
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期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【①基本的な感染対策】
・県民への感染症対策について、

知事ﾒｯｾｰｼﾞ、県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、
SNS、ひょうご防災ﾈｯﾄ等を通
じて発信

・人口密集地への不急不要の往
来、外出自粛、大人数での会
食や飲み会。３つの密回避、ﾏ
ｽｸ着用等｢ひょうごｽﾀｲﾙ｣への
取組を呼びかけ

【②-1入院病床の確保】
・１波～２波：原則入院→３

波：入院を経ない宿泊療養の
実施

【②-2県立病院の病床の確保】
・新型コロナウイルス感染症患

者の発生状況に応じた病床の
確保や患者の積極的な受け入
れを実施

・県立病院間の職員派遣等によ
り適切な医療人材を確保し、
医療提供体制を維持

・重症患者や透析患者等の特別
に配慮が必要な患者をはじめ、
患者の積極的な受け入れを実
施

【①基本的な感染対策】
同左

【②-1入院病床の確保】
・中等症以上の者、特に中等症Ⅱ

以上の者は優先して入院

【②-2県立病院の病床の確保】
・新型コロナウイルス感染症患

者の増加に応じて適切に病床
を確保

・重症患者や透析患者等の特別
に配慮が必要な患者の積極的
な受け入れを実施（継続）

【①基本的な感染対策】
同左

【②-1入院病床の確保】
・中等症以上の者、特に中等症Ⅱ

以上の者は優先して入院
・無症状・軽症者は宿泊療養（妊

婦や重症化のおそれがある基礎
疾患をもつ者などを除く）

・子育てや介護等の特別な事情が
ある無症状・軽症者は、自宅療
養可

【②-2県立病院の病床の確保】
・新型コロナウイルス感染症患

者の増加に応じて適切に病床
を確保（継続）

・重症患者や透析患者等の特別
に配慮が必要な患者の積極的
な受け入れを実施（継続）

【①基本的な感染対策】
・R5.3.13からﾏｽｸの着用は、個人の

主体的な選択を尊重し、個人の
判断に委ねられることになった

【②-1入院病床の確保】
・中等症以上の者、特に中等症Ⅱ

以上の者は優先して入院
・無症状・軽症者で、自宅での感

染対策が困難な者は宿泊療養
・その他の無症状・軽症者は自宅

療養

【②-2県立病院の病床の確保】
・新型コロナウイルス感染症患

者の増加に応じて適切に病床
を確保

・重症患者や透析患者等の特別
に配慮が必要な患者の積極的
な受け入れを実施
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期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【②-3入院調整・CCC-hyogoの
運営】

・感染症法に基づき、各保健所
が患者の状況に応じた入院調
整を実施

・「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ入院ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｾﾝ
ﾀｰ(CCC-hyogo）｣を設置
R2.3.19

・政令市・中核市を含め全県を
対象として、一元化した病床
情報を共有する体制を構築

・原則入院、自宅療養ゼロの方
針

・無症状及び軽症者の宿泊療養
の開始（R2.4.13～）

・原則入院、自宅療養ゼロの方
針の継続。入院を経ない宿
泊療養の実施（R2.11.5～）

・CCC-hyogoでの医師及び調整
事務スタッフの充実（県立大
看護学部の教員等の派遣）
（R3.1.22～）

・転院支援窓口の設置（R3.2.3
～）、転院受入医療機関に対
する支援（１名受入あたり10
万円）

・宿泊療養施設に、オンコール
医師の対応に加え、医師派遣
を開始（R3.1.23～）

【②-3入院調整・CCC-hyogoの
運営】

・医師を派遣する医療強化型宿
泊施設の設置
（３施設で開始し、順次拡
充）

・全宿泊療養施設への医師の往
診等医療ケアの充実

・保健所等への酸素濃縮器の配
備

・自宅療養の実施（R3.4.10～）
・自宅療養者の往診支援制度の

実施（R3.4.12～）
・転院調整をCCCに一元化

【②-3入院調整・CCC-hyogoの
運営】

・無症状者及び軽症者は、入院
が望ましい場合を除き、原則、
宿泊療養の方針

・宿泊療養体制の拡充（酸素吸
入装置の増、県医師会による
現場対応の研修実施、）

・抗体カクテル療法後の病院か
ら宿泊療養等への移送の実施

【②-3入院調整・CCC-hyogoの
運営】

・感染拡大特別期として、
フェーズⅤで運用

・自宅療養者等相談支援セン
ターを設置し、軽症及び無症
状者は自宅療養を基本方針

・自主療養制度の導入。自己検
査で陽性の場合、自主療養登
録センターに登録（R4.8.5～)

・夜間保健所支援センターの設
置（R4.8.8～）

・陽性者登録支援センターを設
置し、CCCと連携して、宿泊
調整を実施（R4.9.26～）

・夜間救急外来体制や分娩取扱
入院医療体制の強化（夜間救
急体制確保協力金（12千円/
人）、分娩受入体制確保協力
金（300千円/人）

・季節性インフルエンザとの同
時流行を想定した医療体制を
構築
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期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【②-4宿泊療養施設の確保】
・医療提供体制確保計画に基づ

き宿泊療養施設(兵庫県分)を
確保し、無症状者や軽症者に
対応

【②-5宿泊療養施設の運営】
・現地事務局ｽﾀｯﾌ：県職員を24

時間配置（自衛隊による生活
支援・教育指導 等）

・看護師：24時間２人体制
（看護協会等の協力等により
人材確保）

・ｵﾝｺｰﾙDｒ：医師職24時間ｵﾝｺｰ
ﾙ体制（医師会・公立病院等の
協力）

・看護師確保を派遣会社へ委託
・DMATの仕組み等を活用した

医療ﾁｰﾑの派遣
・県薬剤師会の協力により、解

熱剤等の常備薬の確保体制を
強化

・看護師：2人⇒3人体制に強化

【②-4宿泊療養施設の確保】
・(継続)医療提供体制確保計画

に基づき宿泊療養施設(兵庫県
分)を確保し、無症状者や軽症
者に対応

【②-5宿泊療養施設の運営】
・医師を派遣する医療強化型宿

泊施設の設置（３施設（神
戸・西宮・姫路）

・宿泊施設への往診・調剤等を
行う体制の構築

・医療強化型施設の看護師体制
の強化（3人⇒4人体制）

・酸素濃縮器の設置
・小児の入所増加に伴い、栄養

および水分補給のための補助
食を配布し、小児の症状悪化
を予防

【②-4宿泊療養施設の確保】
・(継続)医療提供体制確保計画

に基づき宿泊療養施設(兵庫県
分)を確保し、無症状者や軽症
者に対応

【②-5宿泊療養施設の運営】
・医師会と連携した研修による

往診・宿泊施設派遣医師の育
成

・酸素吸入装置の設置数増加
・小児用ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰの配布
・薬剤師会の協力により、小児

用解熱剤等の常備薬の確保

【②-4宿泊療養施設の確保】
・医療提供体制確保計画に基づき

宿泊療養施設(兵庫県分)を確保し、
無症状者や軽症者に対応

・隔離目的での宿泊療養は令和５
年５月７日をもって終了

【②-5宿泊療養施設の運営】
・新規感染者の急増を受け、一

般医療とのバランスを考慮し
つつ、入院医療の逼迫を回避
するため、症状に応じた適切
な療養を実施するため、症状
とフェーズ期のマトリックス
図により対象者を明確化

・65歳以上の方や、基礎疾患有、
ＢＭＩ30以上等、宿泊療養が
望ましい方の適切な入所を促
進

・R5.5.8をもって隔離目的の宿
泊療養施設の運営は終了。5/9
～9末は、今後の医療逼迫に備
えて医療強化型宿泊施設（２
施設350室）を確保（結果、
5/9～9末の運営はなし）
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期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【②-6外来医療体制の確保】
・季節性インフルエンザ流行に

備え、令和２年10月中を目途
に、かかりつけ医等の地域で
身近な医療機関等を相談・受
診し、必要に応じて検査を受
けられる体制(発熱等・検査医
療機関)を構築

・発熱等・検査医療機関は、検
査を依頼することできること
とし、地域によっては地域外
来・検査センタ―を設置

・国民の不安を軽減するととも
にまん延をできる限り防止す
る観点から、保健所(健康福祉
事務所)に「帰国者・接触者相
談センター」を設置

・令和２年２月に「帰国者・接
触者外来」を設置する医療機
関を設置

・疑い患者に対して、健康福祉
事務所(帰国者・接触者相談セ
ンター）からの依頼により診
察・検査を実施する帰国者・
接触者外来の設置を推進

【②-6外来医療体制の確保】 【②-6外来医療体制の確保】 【②-6外来医療体制の確保】
・季節性インフルエンザとの同

時流行も想定され、発熱患者
の増加が懸念

・従来の外来診療能力では超過
が見込まれる(季節性インフル
エンザとの同時流行により想
定される)外来患者に対応でき
るようフェーズを設定し、診
療時間延長や県民への呼びか
けなどの対策を実施

・同時流行に備え、感染警戒期
から、医療機関ひっ迫時の重
症化リスクや症状に応じた外
来受診・療養の流れの周知や
抗原検査キットや常備薬の事
前購入準備の呼びかけを実施
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期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【②-7要配慮者への対応１～
４】

・配慮を要する方に対し、慎重
に対応

・感染管理認定看護師等の派遣
による感染症対策研修を実施

・感染者発生時、感染症専門
医・感染管理認定看護師によ
る感染拡大防止対策指導や陽
性者への治療支援

【②-8救急医療体制の確保１～
４】

・コロナ重症者に対応する病院
を設定することで一般救急と
の役割分担を構築し、救急医
療体制を確保

・休日・夜間等で搬送先の確保
が困難な場合等に、県EMISの
一斉通報のシステムを活用し、
全県的な搬送先の確保を実施

・新型コロナの感染拡大に伴う
救急搬送困難事案（現場滞在
30分以上かつ交渉4回以上）
の増加への対応を検討

【②-7要配慮者への対応】

【②-8救急医療体制の確保１～
４】

【②-7要配慮者への対応】

【②-8救急医療体制の確保１～
４】

【②-7要配慮者への対応】

【②-8救急医療体制の確保１～
４】



Hyogo Prefecture

総括表【保健医療】 34Chapter 03

分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【②-9医療用物資等の確保・供
給・調整】

・医療機関に代わり県において
医療用物資を確保するととも
に、医療機関等で緊急的に不
足する医療用物資に対して、
緊急配布対応を行う体制を構
築（通期で実施）

・国が示す供給のための登録制
度に基づき、保健所及び県医
師会等関係団体と連携し、迅
速な登録体制等を構築。さら
に迅速な投与体制を確保する
ため、コロナ患者受入病院を
中心に薬剤配備体制を整備

・兵庫県健康財団に新型コロナ
ウイルス感染症に対応する医
療従事者等を支援するための
基金を設置

・医療従事者等への支援のほか、
県民等有志による支援希望者
の寄附受入れ先として活用

【②-10院内感染対策】
・医療機関で院内感染対策が講

じられるよう、個人防護服な
どの整備を支援

・医療機関・介護福祉施設への
医療チーム派遣により、特に
クラスター発生時の感染（濃
厚接触）による医療従事者の
不足に対応するとともに、感
染予防指導を実施(通期で実
施)

【②-11感染症廃棄物の処理】
・兵庫県版廃棄物処理ガイドラ

インを策定

【②-9医療用物資等の確保・供
給・調整】

【②-10院内感染対策】

【②-11感染症廃棄物の処理】

【②-9医療用物資等の確保・供
給・調整】

・国が示す経口抗ウイルス薬供給
のための登録制度に基づき、県
医師会及び県薬剤師会と適時情
報共有・協議し、迅速な登録体
制等を構築（第3期～4期）

・県立加古川医療センターに専
用病床を確保し、抗体カクテ
ル療法の実施（R3.9.6～）

【②-10院内感染対策】

【②-11感染症廃棄物の処理】

【②-9医療用物資等の確保・供
給・調整】

【②-10院内感染対策】

【②-11感染症廃棄物の処理】
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【③-1PCR検査等の実施】
・感染性や病原性等に関する知

見が不足する状況下、安全性
を担保する設備、検査機器等
の不足による検査分析・検体
採取能力が不足

・医療機関との行政検査委託契
約、民間検査機関及び医療機
関等への設備・機器整備を支
援、地域外来・検査ｾﾝﾀｰの設
置等を行い検査処理能力を増
強

・PCR検査体制の拡充策として、
保健所と連携のもと、県及び
保健所設置市が医師会等に委
託し、かかりつけ医からの紹
介でPCR検査が実施可能な
「地域外来・検査センター」
を整備

・変異株発生の早期探知を強化
するため、地方衛生研究所に
おいて、国立感染症研究所で
開発された変異株の疑いを確
認するための変異株PCR検査
を実施するよう要請（R3.2.5
国通知）

・変異株スクリーニング検査の
結果は、兵庫県ホームページ
にて公表

・県健康科学研究所
【変異株PCR検査】

令和３年1月29日開始

【③-1PCR検査等の実施】 【③-1PCR検査等の実施】
・感染拡大傾向時に、新型インフ
ルエンザ等特措法（第24条第9
項）に基づき、「不安を感じる
無症状者に対し、検査を受ける
こと」を県民に要請し、無料検
査を実施
・感染拡大傾向時の一般検査
実施期間：令和３年12月27日～
令和５年３月31日
要請要件：国が示す「新たなレ
ベル分類の考え方」にあるレベ
ル２相当以上
実施主体：薬局、衛生検査所、
医療機関（110事業者）
・ワクチン検査パッケージ
実施期間：令和３年12月27日
～令和４年３月31日、令和４
年４月１日～令和４年８月31
日、令和４年12月26日～令和
５年１月12日
要請要件：経済社会活動を行
うにあたり必要となる検査
実施主体：薬局、衛生検査
所、医療機関（110事業者）

【③-1PCR検査等の実施】
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【③-2フォローアップ体制】 【③-2フォローアップ体制】
・現下(R3.4.10)の感染者の急増

を踏まえ、自宅待機者への
フォローアップ体制を構築し
たうえで、自宅療養を実施

・感染予防対策の周知徹底、ア
プリを活用した健康観察

・高齢者や基礎疾患を有するな
ど特に注意が必要な方へ、パ
ルスオキシメーター等を活用
した家庭訪問等

・体調が悪化した場合の訪問診
療の実施

・希望者への食料品・衛生資材
等の配布

・陽性患者及び家族の専用相談
窓口「自宅療養者等相談支援
センター」の設置
（R4.1.28~）

・第４波から、自宅療養者へ生
活支援物資、パルスオキシ
メーターを配布

・自宅療養者等相談支援セン
ターを設置し、自宅療養者、
濃厚接触者の相談支援を一元
化

・市町による自宅療養支援を推
進することにより、支援体制
を強化

【③-2フォローアップ体制】 【③-2フォローアップ体制】
・診療が必要な方が適切なタイ

ミングで医師の診療・治療等
を受けられるよう、症状が軽
く重症化リスクが低い方(2歳
以上59歳以下等)に抗原キット
を送付

・自己検査で陽性の場合は、
「自主療養登録センター」に
て登録し、自主療養を実施
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【③-4後遺症対策】

【④-1応援体制の確保】
・感染ピーク時に業務が逼迫す

る健康福祉事務所に職員を派
遣

・リエゾンを設置することで派
遣職員の労務管理を円滑に実
施

・一部業務を集約することで効
率的に職員を派遣

【④-2情報共有等の取り組み】
・政令市・中核市を含め全県を

対象として、広域災害・救急
医療情報システム（EMIS）等
を活用した各医療機関の医療
機能情報、病床情報などの情
報共有（リアルタイムで一元
管理）

・健康福祉事務所が把握した患
者情報を県で集約し、感染症
法第16条（情報の公表等）に
基づき県において記者発表。
保健所設置市の患者について
も情報共有

・ICTを活用した情報共有により
職員間の連携を強化

【③-4後遺症対策】

【④-1応援体制の確保】

【④-2情報共有等の取り組み】

【③-4後遺症対策】

【④-1応援体制の確保】

【④-2情報共有等の取り組み】

【③-4後遺症対策】
・幅広く県民に周知するため、

ホームページや広報資材（ちら
し）の作成を行った。

・後遺症に対応できる医療機関の
幅広い確保するため、令和3年度
より、医師会と連携して研修会
を実施、

・県医師会において、診療支援の
一環として、後遺症プロジェク
トチームの立ち上げ

【④-1応援体制の確保】

【④-2情報共有等の取り組み】
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【④-3積極的免疫学調査・入国
者への健康観察の実施】

【④-4コールセンターの設置・
運営】

・健康相談コールセンターを24
時間体制で設置し、夜間・休
日の相談にも対応した。

・段階的に人材派遣の導入、業
務委託へ移行することにより、
相談体制を拡充

【⑤新型コロナウイルスワクチ
ンの接種体制】

・ﾜｸﾁﾝ接種に関して国や市町､医
療機関などと調整等を行うﾜｸﾁ
ﾝ対策課を新設し､迅速に対応
を検討

・医療機関へのﾜｸﾁﾝ配送を県自
ら行う等により､医療従事者向
け優先接種の円滑な実施を促
進

【④-3積極的免疫学調査・入国
者への健康観察の実施】

【④-4コールセンターの設置・
運営】

【⑤新型コロナウイルスワクチ
ンの接種体制】

・副反応専門相談窓口の設置や､
専門的医療機関の設置により､
市町が実施する住民接種を後
押し

・県大規模接種の実施により､接
種希望者の利便性向上に繋が
るとともに､市町のﾜｸﾁﾝ接種の
取組をｶﾊﾞｰ

・医療従事者への優先接種
・専門相談窓口の設置
・高齢者等へのワクチン接種
・専門的医療機関の設置
・職域接種への支援

【④-3積極的免疫学調査・入国
者への健康観察の実施】

【④-4コールセンターの設置・
運営】

【⑤新型コロナウイルスワクチ
ンの接種体制】

・令和３年7月からは65歳未満
の住民対する接種が県内の各
市町において順次開始｡県にお
いては､接種後の副反応への対
応の拡充や､県大規模接種会場
の延長等によりﾜｸﾁﾝ接種の促
進を強化

・多言語相談窓口の設置
・専門相談窓口の強化
・ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶﾞ設置ｾﾝﾀｰの設置
・若者の接種促進
・県大規模接種会場の延長

【④-3積極的免疫学調査・入国
者への健康観察の実施】

【④-4コールセンターの設置・
運営】

・ひょうご新型コロナ後遺症相
談ダイヤルの開設

・兵庫県新型コロナ外国人専用
健康相談窓口の開設

【⑤新型コロナウイルスワクチ
ンの接種体制】

・医療機関等とも連携し実施主
体の市町を県が様々な取組を
通じて支援することで円滑な
接種対体制を構築

・県大規模接種会場の設置
・小児接種情報発信
・若者の接種促進
・ワクチン接種促進月間の設定
・ノババックス接種会場の設置
・小児接種専用相談ダイヤルの

設置
・専門的医療機関の強化
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分野別検証１ 基本的な感染対策の周知
（分野）保健医療（項目）基本的な感染対策：第１期①

【主な取組等】
●感染対策について、対策本部会議終了後、速やかに知事記者会見を実施し、知事メッセー

ジ、県ホームページ、
SNS 、ひょうご防災ネット等を通じて発信

●人口密集地への不要不急の往来、外出自粛、大人数での会食や飲み会、３つの密(密閉・密
集・密接)回避、マスクの着用等「ひょうごスタイル」への取組を呼び掛け

第１期(知事メッセージ抜粋)
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分野別検証１ 基本的な感染対策の周知
（分野）保健医療（項目）基本的な感染対策：第１期②

【教訓・課題】
①チラシ等広報媒体やSNS等を活用した分かりやすい

情報提供
②報道関係者と連携した戦略的な情報発信

【今後の感染症に生かすこと】
（詳細検討中）

【有効であった対応】
①知事定例記者会見等を活用した迅速な情報発信
②LINE・ツイッターを活かした情報発信
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分野別検証１ 基本的な感染対策の周知
（分野）保健医療（項目）基本的な感染対策：第２期

【教訓・課題】
①チラシ等広報媒体やSNS等を活用した分かりやすい情
報提供
②報道関係者と連携した戦略的な情報発信

【有効であった対応】

【今後の感染症に生かすこと】
（詳細検討中）

【有効であった対応】
①知事定例記者会見等を活用した迅速な情報発信
②LINE・ツイッターを活かした情報発信

41
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分野別検証１ 基本的な感染対策の周知
（分野）保健医療（項目）基本的な感染対策：第３期～第４期

【教訓・課題】
①チラシ等広報媒体やSNS等を活用した分かりやすい情報提供
②報道関係者と連携した戦略的な情報発信
③平時の場合のリスクコミュケーション、危機管理時の戦略的な

クライシスコミュニケーション

【有効であった対応】
①知事定例記者会見等を活用した迅速な情報発信
②LINE・ツイッターを活かした情報発信

【今後の感染症に生かすこと】
（詳細検討中）

【主な取組等】
●第3期：デルタ株の急速な感染拡大。R3.10.29 厚労省HPにおいて、新型コロナはウイルスを含んだ

空気中に漂う微粒子(エアロゾル)を吸い込むことで感染するとの見解が示された(換気対策の推進)
●第4期：R4.2.4のコロナ分科会提言を踏まえ、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化

｢屋外・屋内でのマスク着用及び子どものマスク着用に関する具体的なリーフレット」が発出された

【屋外】 距離が確保できる 距離が確保できない
会話をする マスク必要なし

(人との距離 目安２ｍ以上)
マスク着用推奨

会話をほとんど行わない マスク必要なし
(公園での散歩やランニング、サイクリングなど)

マスク必要なし
(徒歩や自転車での通勤など、屋外で人とすれ違う場面)

【屋内】 距離が確保できる 距離が確保できない
会話をする マスク着用推奨 マスク着用推奨
会話をほとんど行わない マスク必要なし

(距離を確保して行う図書館での読書、芸術鑑賞)
マスク着用推奨
(通勤ラッシュ時や人混み)

マスク着用について（R4.5.25国通知）第6波

・マスクは不織布のマスクを推奨
・高齢者等との面会や病院内など、重症化リスクの高い者と接する場合にはマスクの着用を推奨
・乳幼児のマスク着用には注意が必要であり、特に2歳児未満は推奨されない。
・夏場については、熱中症予防の観点から、マスクを外すことを推奨
（参考）新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策の基本的対処方針（令和3年11月19日（令和4年5月23日変更）新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部決定）
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分野別検証１ 基本的な感染対策の周知
（分野）保健医療（項目）基本的な感染対策：第４期

【教訓・課題】
①報道関係者と連携した戦略的な情報発信(ｸﾗｲｼｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)
②様々な広報媒体やSNS等を活用した分かりやすい情報提供
③効率的な啓発資材の作成(広報媒体等は、政令・中核市と連携し

一元的に作成することにより、効率的な普及啓発が期待できる)

【有効であった対応】
①本部会議における知事からの「県

民メッセージ」は、注目されやす
く情報発信としての効果が高い

【今後の感染症に生かすこと】
効率的な情報発信に向けては、政令･中核市との情報連携が重要であり、定期的な情報交換の場が必要

【主な取組等】
●新型コロナウイルス感染症対策として、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、

県民への感染対策について、対策本部会議において県民メッセージ、県ホームページ等を通じて発信
●令和５年２月10日新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策本部決定で「マスク着用の考え方の見直し等について」が示

され、３月13日からマスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねられることに
なった

マスク着用は個人判断が基本（R5.2.10国通知）
●マスクについては、屋内では原則着用としているこれまでの取扱いを改め、個人の判断が基本とされた

国通知を受け、県は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、着用が効果的な場面の周知等を実施

目的 具体的な場面
着用が効果的な場面 感染を拡げない ・受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問する時

・通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスの乗車する時

・症状がある場合、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の検査陽性の場合
・同居家族に陽性者がいる場合

感染から守る ・重症化リスクの高い方が感染拡大時に混在した場面に行くとき
（高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦）
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分野別検証２ 入院病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期

【教訓・課題】
①感染症に対応できる医療体制の確保
②重症用病床の確保と地域バランス（偏在）
③妊婦や小児、透析患者等、特別な対応が必要な患者の病床確保

（広域的な入院調整が必要）
④重症病床における県からの要請に基づく確保数と、人員配置が

困難等による運用病床数との齟齬

【有効であった対応】
①フェーズに応じた医療体制の構築
②CCC-hyogoによる円滑な入院調整の実(R2.3.19～)
③重症者対策の推進(拠点病院・重症等特定病院の指定)
④回復者の転院支援窓口の設置

【今後の感染症に生かすこと】
平時からの初動体制の確保に加え、重症用病床の確保や特別な対応が必要な患者の病床の確保にも並行
して取組むことが必要。また、病床逼迫の解消に向けた回復患者の転院先（後方病院）の事前確保も必要

【主な取組等】
●陽性患者の増加に伴い、感染症指定医療機関だけでなく一般医療機関においても入院受入を実施
●患者の増加にあわせて速やかに病床を確保できるよう、フェーズに応じた機動的な医療体制を構築
１ 基本方針

２ 第１期(第１波～第３波)における感染状況

第１・２波 原則入院（自宅療養ゼロ）※入院後、医師等が入院の必要がないと認めた者のみ宿泊療養可

第３波 入院を経ない宿泊療養の実施
R2.11.5～ 無症状者 → R2.11.24～ 無症状者＋軽症者に拡大

新規感染者数
（期間累計）

最大確保病床数 最大病床
使用率

最大重症病床
使用率重症 中軽症 小計

第１波
(R2.3.1～5.16) 699人 71床 444床 515床 103.3%

(4/19)
93.3%

(4/19,4/20）
第２波

(R2.6.19～10.31) 2,551人 110床 553床 663床 40.3%
(8/2)

16.3%
(8/19,10/17,10/18)

第３波
(R2.11.1～R3.2.28) 14,718人 116床 723床 839床 79.4%

(1/20)
66.3%
(1/16)
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分野別検証２ 入院病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第２期

【教訓・課題】
①入院や自宅療養、宿泊療養の基準の明確化
②自宅療養者の病状把握（個配では保健所の負担大）

【有効であった対応】
①入院病床の体制強化（第３波最大患者数の倍を想定）
②入院は中等症Ⅱ以上を優先

【今後の感染症に生かすこと】
急激な感染拡大にも対応できるよう、平時から県内医療機関、宿泊施設と連携しながら、感染拡大の状
況に応じた病床や居室の確保数・確保方法を想定しておくことが必要

【主な取組等】
●第３波の最大感染者数（324人）の２倍程度の発生にも対応できるよう、重症130床程度を含む1,200

床程度の体制構築を目指し、医療機関に病床確保を依頼
●退院基準を満たした重症・中等症患者の転院促進のため、人工呼吸等の整備支援を実施

１ 基本方針

２ 第２期(第４波)における感染状況

R3.4.10～ 無症状・軽症者の自宅療養の実施（65才未満又は子育て・介護等の特別な事情により宿泊療
養に適さない者に限る）

R3.5.26～ 無症状・軽症者は宿泊療養を基本（妊婦や基礎疾患がある者など入院が望ましい場合を除く。
子育て・介護等の特別な事情により宿泊療養に適さない者は自宅療養可）

新規感染者数
（期間累計）

最大確保病床数 最大病床
使用率

最大重症病床
使用率重症 中軽症 小計

第４波
(R3.3.1～6.30) 22,949人 136床 1,015床 1,151床 85.1%

(4/22)
83.0%
(5/6）

中等症以上の者、特に中等症Ⅱ以上の者は優先して入院
R3.4.10以降、段階的に運用を変更
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分野別検証２ 入院病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第３期

【教訓・課題】
①急激に症状が悪化した患者の受入先の確保

【有効であった対応】
①中和抗体薬の投与体制の整備
②医療従事者との意見交換会の実施
③空床補償や入院患者受入れに対する支援の継続

【今後の感染症に生かすこと】
医療機関間の連携による入院調整機能の強化と、対応困難な場合に備えるための行政によるバックアップ
機能（保健所や入院調整センター等）の充実

【主な取組等】
●コロナ患者の入院医療機関の担当医師等が、診療内容や課題、先進事例を共有する意見交換会を実施
●ハイリスク患者への抗体カクテル療法の実施のため、県立加古川医療センターに専用病床を確保

１ 基本方針

２ 第３期(第５波)における感染状況
新規感染者数
（期間累計）

最大確保病床数 最大病床
使用率

最大重症病床
使用率重症 中軽症 小計

第５波
(R3.7.1～12.19) 37,854人 142床 1,275床 1,417床 75.3%

(9/3)
59.8%
(9/7）

ただし、感染拡大期（フェーズ4段階/6段階）以降については、患者の増加による入院医療の逼迫を回避するため、
①中等症（概ねⅠ程度）患者については、医療ケアの充実を図った宿泊療養施設での療養
②無症状・軽症者については、十分な医療観察体制を確保したうえで、自宅療養（R3.7.8～）

①中等症以上の者、特に中等症Ⅱ以上の者は優先して入院
②無症状・軽症者は宿泊療養（妊婦や重症化のおそれがある基礎疾患をもつ者などを除く）
③子育てや介護等の特別な事情がある無症状・軽症者は、自宅療養可
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分野別検証２ 入院病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第４期

【教訓・課題】
①症状が安定した入院患者の円滑な転院調整
②医療機関職員の感染・待機による診療の一部制限の発生

【有効であった対応】
①自主療養登録ｾﾝﾀｰの設置（R4.8.5～）

【今後の感染症に生かすこと】
症状が安定した入院患者の円滑な転院調整に向けた、医療機関間での情報共有の強化
医療機関職員の感染・待機による診療制限の発生防止に向け、統一的な運用ルールの策定が必要

【主な取組等】
●オミクロン株(BA.5)が主流になり、軽症の新規感染者がさらに増加したため自主療養制度を開始(第７波)
●季節性インフルエンザとの同時流行を想定した医療体制を構築（第８波）

１ 基本方針

２ 第４期(第６波～第８波)における感染状況

①中等症以上の者、特に中等症Ⅱ以上の者は優先して入院
②無症状・軽症者で、自宅での感染対策が困難な者は宿泊療養
③その他の無症状・軽症者は自宅療養

新規感染者数
（期間累計）

最大確保病床数 最大病床
使用率

最大重症病床
使用率重症 中軽症 小計

第６波
(R3.12.20～R4.6.17) 357,118人 142床 1,387床 1,529床 77.2%

(2/24)
37.3%

(2/15）
第７波

(R4.6.18～10.11) 582,656人 142床 1,570床 1,712床 68.2%
(8/17)

63.9%
(1/10)

第８波
(R4.10.12～R5.5.7) 446,043人 142床 1,570床 1,712床 79.4%

(1/20)
25.3%
(1/10)
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分野別検証３ 県立病院の病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期①

【教訓・課題】
①平時からの感染症専門人材確保、配置基準明確化
②一般病棟の転用時の通常医療への影響低減
③救急搬送困難者の一時受け入れ施設の整備
④全県的な情報共有、意見交換の場の早期構築
⑤後方連携体制の早期構築

【有効であった対応】
①一般病棟転用によるコロナ病床の確保
②適切なゾーニングによるICU（集中治療室）

等での重症対応病床の確保
③県立病院間の応援体制の構築（看護師等派遣）
④小児、精神患者の受け入れ体制の早期整備

【主な取組等】
●新型コロナウイルス感染症患者の発生状況に応じた病床の確保や患者の積極的な受け入れを実施
●県立病院間の職員派遣等により適切な医療人材を確保し、医療提供体制を維持

入院体制の構築

病院名 確保病床(うち重症)
丹波医療センター 11（2）
淡路医療センター 16（3）
ひょうごこころの医療センター 6（0）
こども病院 7（2）

病院名 確保病床(うち重症)
加古川医療センター 100（20）
尼崎総合医療センター 49（13）
西宮病院 16（1）
姫路循環器病センター 10（0）

●加古川医療センター及び尼崎総合医療センターを兵庫県対処方針において拠点病院等に位置づけ
●感染症指定機関をはじめ、その他の県立病院においても積極的な患者受け入れ体制を早急に整備

・R2.3～ 感染症病床に加え、一般病棟を新型コロナウイルス感染症対応病棟に転用
●ICU等の高度な医療設備や手厚い人員配置が必要となる重症患者対応病床を確保
●特別な配慮が必要な患者の受け入れ体制を整備

・こども病院で小児重症対応病床、ひょうごこころの医療センターで精神疾患対応病床を確保
●患者受入病床拡大への対応及び検査体制支援・研修のため、県立病院間で職員応援体制を整備

・看護師81名、検査技師９名
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分野別検証３ 県立病院の病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期②

【教訓・課題】
①重症病床確保、集中治療に対応可能な医療者の迅速な確保
②精神患者等、特別配慮が必要な患者の病床確保、

受入れ体制の拡充、医療機関の役割分担の明確化
③隔離解除後の高齢者（介護施設入所者、認知症患

者等）の受け入れ体制の拡充
④医療提供に必要な防護具等の確保・備蓄
⑤看護師等の業務（病棟清掃、リネン交換等）負荷

の解消（軽減対策）
⑥治療情報の収集、分析システム・体制整備
⑦受入医療機関職員に対する風評（保育の一時自粛

要請等）払拭のための啓発

【有効であった対応】
①2次・3次救急停止に伴う周辺医療機関との救急

患者受け入れ調整
②災害医療センターにおける一般救急の受入拡大
③院内感染対策の徹底による通常医療の安定提供

・病院職員の感染者：43人
・院内クラスター発生件数：１件

④迅速なPCR検査機器の導入
⑤県立病院間（加古川⇔尼崎、西宮、こころ）で

の迅速検査体制の構築

【今後の感染症に生かすこと】
医療機関や医療者間の情報共有ネットワークの早期整備、診療情報の集約・一元化

重症患者等への対応
●重症患者や透析患者等の特別に配慮が必要な患者をはじめ、患者の積極的な受け入れを実施

項目 内容

病床の確保 重症41床、中等症174床の計215床を確保（第１期最大時）

重症患者等の
受け入れ

重症延べ3,539人、中等症以下延べ20,846人の計延べ24,835人を受け入れ

全重症者のうち42.3%（神戸市を除くと69.6%）を受け入れ
全中等症以下の患者のうち28.6%（神戸市を除くと36.4%）を受け入れ

妊婦、小児等の特別な対応が必要な入院調整困難患者に対応（県立病院/CCC調整件数）
※透析患者の76.7%、妊婦の45.5%、小児患者の17.1%、精神患者の71.6%を受け入れ
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分野別検証３ 県立病院の病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第２期

【教訓・課題】
①透析患者、妊産婦等の特別な配慮が必要な特定

患者の感染者数増加に備えた受け入れ体制強化
②隔離解除後の高齢者（介護施設入所者、認知症

患者等）の受け入れ体制の拡充（再掲）
③CCC等による入院調整時の診療情報集約、一元化
④救急を含めた通常医療体制の維持、両立に向けた

体制整備

【有効であった対応】
①フェーズに応じた機動的な病床の確保
②県立病院、大学等と連携した応援体制の構築
③公立病院を中心とした重症者、特定患者の受け入れ
④院内感染対策の徹底による通常医療の安定提供

・病院職員の感染者：31人
・院内クラスター発生件数：２件

【今後の感染症に生かすこと】
流行初期の対応医療機関数の増加と平時からの感染症対策人材の確保・育成

重症患者等への対応

●R3.4～ 県立加古川医療センター臨時重症専用病棟の共用開始
・受入人数：123人 ・病床数：12床（全個室、うちECMO対応２床・透析対応４床）

項目 内容
病床の確保 重症41床、中等症141床の計182床を確保（第２期最大時）

重症患者等の
受け入れ

重症延べ2,573人、中等症以下延べ10,092人の計延べ12,665人を受け入れ
全重症者のうち30.9%（神戸市を除くと52.9%）を受け入れ
全中等症以下の患者のうち17.7%（神戸市を除くと24.0%）を受け入れ
妊婦、小児等の特別な対応が必要な入院調整困難患者に対応（県立病院/CCC調整件数）
※透析患者の60%、妊婦の5%、小児患者の36.8%、精神患者の81.1%を受け入れ

【主な取組等】
●新型コロナウイルス感染症患者の増加に応じて適切に病床を確保
●重症患者や透析患者等の特別に配慮が必要な患者の積極的な受け入れを実施
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分野別検証３ 県立病院の病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第３期

【教訓・課題】
①透析患者、妊産婦等の特別な配慮が必要な特定患者

の感染者数増加に備えた受け入れ体制強化（再掲）
②隔離解除後の高齢者（介護施設入所者、認知症

患者等）の受け入れ体制の拡充（再掲）
③CCC等による入院調整時の診療情報集約、一元化（再掲）
④救急を含めた通常医療体制の維持、両立に向けた

体制整備（再掲）

【有効であった対応】
①フェーズに応じた機動的な病床の確保
②感染早期の中和抗体療法の実施体制整備
③院内感染対策の徹底による通常医療の安定提供

・病院職員の感染者：24人
・院内クラスター発生件数：0件

④県立病院間の定期的な情報共有

【今後の感染症に生かすこと】
救急搬送困難ケースの解消のための臨時待機施設等の整備

重症患者等への対応

●R3.９～ 重症化しやすいハイリスク患者に対する抗体カクテル療法の実施体制を整備
・県立加古川医療センター、約30床を確保

【主な取組等】
●新型コロナウイルス感染症患者の増加に応じて適切に病床を確保
●重症患者や透析患者等の特別に配慮が必要な患者の積極的な受け入れを実施

項目 内容
病床の確保 重症41床、中等症187床の計228床を確保（第３期最大時）

重症患者等の
受け入れ

重症延べ1,300人、中等症以下延べ8,221人の計延べ9,521人を受け入れ
全重症者のうち30.1%（神戸市を除くと44.9%）を受け入れ
全中等症以下の患者のうち15.4%（神戸市を除くと20.3%）を受け入れ
妊婦、小児等の特別な対応が必要な入院調整困難患者に対応（県立病院/CCC調整件数）
※透析患者の40%、妊婦の14.3%、小児患者の20%、精神患者の80.6%を受け入れ
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分野別検証３ 県立病院の病床の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第４期

【教訓・課題】
①患者増への対応として、医療機関の役割分担の明確化

（軽症：一般病院、重症：県立病院）や軽症者の転院
促進の更なる推進（平時や流行初期からの対応を含む）

②小児重症対応病院の負荷軽減、負荷の分散化
③隔離解除後の高齢者（介護施設入所者、認知症

患者等）の受け入れ体制の拡充（再掲）
④職員の感染･自宅待機者の急増に伴う医療従事者の

確保や自宅待機基準の明確化（診療制限の抑制）
⑤患者の属性別の傾向共有と意見交換の場の設置

【有効であった対応】
①医療機関の役割分担の明確化や転院促進
②公立病院を中心とした重症者、特定患者の受け入れ
③診療内容や各病院の課題、先進事例等の共有
④小児患者の傾向の共有と意見交換会実施による

受入れ医療機関の拡大

【今後の感染症に生かすこと】
病院・高齢者施設間の後方連携体制の構築
症状に応じた適切な医療機関による受入促進

重症患者等への対応

●R4.10～ 小児医療逼迫の回避に向け、科学的知見に基づいた小児患者等の治療情報等を収集・分析

【主な取組等】
●新型コロナウイルス感染症患者の増加に応じて適切に病床を確保
●重症患者や透析患者等の特別に配慮が必要な患者の積極的な受け入れを実施

［県立病院における中軽症以下の患者受け入れ割合の推移（神戸市除き）］
・第１期：36.4％ ・第２期：24.0% ・第３期：20.3% ・第４期：17.5%

項目 内容

病床の確保 R4.4～ 県立がんセンターにおいて病床を確保（10床）
R4.7～ 県立はりま姫路総合医療センターにおいて病床運用を開始（17床）

重症患者等の
受け入れ

重症延べ5,181人、中等症以下延べ38,669人の計延べ43,850人を受け入れ
全重症者のうち50.2%（神戸市を除くと64.1%）を受け入れ
全中等症以下の患者のうち14.2%（神戸市を除くと17.5%）を受け入れ
妊婦、小児等の特別な対応が必要な入院調整困難患者に対応（県立病院/CCC調整件数）
※透析患者の42.2%、妊婦の35.6%、小児患者の64.6%、精神患者の32.4%を受け入れ
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期①

【教訓・課題】
①保健所職員が電話対応で、入院の優先順位等を判

断するリスク
②保健所は本来24時間体制の組織ではないため、感

染拡大が続く中、その役割を担うことは負担となる

【有効であった対応】
①感染拡大時の保健所の入院調整業務の逼迫を緩

和するための負担軽減を実施

【今後の感染症に生かすこと】
感染状況を踏まえつつ、適切な支援機関を適切な時期に立ち上げる必要

保健所による入院調整

【主な取組等】
●感染症法に基づき、各保健所が患者の状況に応じた入院調整を実施
●各保健所による入院調整を基本としつつ、圏域を越える入院等を保健所の依頼により、適切な入

院調整もしくは宿泊療養調整を行うため、「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ入院ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｾﾝﾀｰ(CCC-hyogo）｣を設置

●管内医療機関等と連携しながら情報収集を行い、入院調整を実施
●特に感染拡大時は、妊婦や小児、精神疾患、透析患者など、圏域での入院調整は難航

→新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ入院ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｾﾝﾀｰ(CCC-hyogo）による広域入院調整を実施（詳細次項）
●保健所職員が病院や宿泊療養施設までの搬送を実施。保健所職員の負担、感染拡大時は搬送困難な状況

→民間救急搬送事業者等を活用した搬送業務を実施(R2.8～)
●第4期の感染拡大急増時は、疫学調査など更に保健所業務が逼迫する中、昼夜を通じた入院調整、搬送調

整について更に保健所職員の負担が増大
→夜間保健所支援センターを設置し、夜間の入院調整及び搬送調整業務を一本化・一元化（県所管圏域）

（Ｒ４.8～）
●一部の圏域においては、５類移行以前から先行して、圏域での病病・病診連携での実施を原則として、

保健所の介入は必要な事例のみとする体制を構築
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期②

１ CCCの設置

新型コロナ

ウイルス

患者

○県健康福祉事務所

○政令市・中核市保健所

新型コロナウイルス

入院コーディネートセンター

【CCC-hyogo】

入院医療機関

②入院調整

依頼 ④調整結果

③入院調整・

宿泊調整

⑤患者搬送（入院）

①患者発生（陽性確認）

宿泊療養施設

⑤
患
者
搬
送

（
軽
症
者
）

機 能 内 容

Ⅰ
入院調整・宿泊
調整

○ 各保健所の依頼により、受入患者の状況、
入院患者の症状に応じた入院・転院調整
（圏域を超える広域的な調整)

○ 軽症者の宿泊療養にかかる宿泊療養施設へ
の入所調整

Ⅱ
病床情報の共
有・一元管理

○ 広域災害・救急医療情報システム
（EMIS）等を活用した情報共有

○ 各医療機関の情報把握、情報の一元管理
(医療機能情報、病床情報等)

●入院調整は、主にコーディネーター(県立病院
のOB看護師、県保健師、県看護協会応援職員
等)が担当
入院調整依頼状況に応じて配置数を増員して対応

●宿泊療養、情報把握、病床確保の調整は、主に
県職員が担当

●患者の増加を踏まえ、受入可能な医療機関情報、リアルタイムの病床情報を一元管理し、圏域をま
たぐ入院調整や患者の症状に応じた入院調整に対応する体制が必要となった

●他の都道府県より早い時期（令和2年3月19日）に新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ入院ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｾﾝﾀｰ(CCC-hyogo）を
設置し、運営を開始

●政令市・中核市を含め全県を対象として、一元化した病床情報を共有する体制を構築

２ CCCの運営
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期③

３ CCC対応実績

区 分 第1波 第2波 第3波 第4波 第5波 第6波 第7波 第8波 計
入院依頼件数(件) 143 412 2,206 2,149 1,253 1,227 1,029 645 9,064

宿泊依頼件数(件) 88 298 3,069 3,485 6,363 6,653 4,786 3,651 28,393
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入院調整依頼時の重症度割合

重症 中等症Ⅱ 中等症Ⅰ 軽症等
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年齢別割合（入院調整）

10歳未満 10代 20代 30代 40-50代 60-70代 80歳以上
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期④

Ⅱ 体制上の課題（広域調整のあり方）
①圏域内を含めた一元化の可否
・感染者が多数であっても円滑に運営できるマンパ

ワーの確保
・圏域内医療機関の特性の把握
・政令・中核市との関係のあり方
・政令・中核市の業務一元化の場合は、適正な応分

負担の検討
②行政からの要請による病床確保の限界
③IT化の推進（現状は情報伝達手段としてFAXが多用）
④入院調整時の症状の判断

【有効であった対応】
①早期に円滑な入院調整ができる体制を確保
②EMISによる情報把握、一元管理を行うシステムを構築
③政令市・中核市との連携により、全県的な対応を実施

【今後の感染症に生かすこと】
マンパワーや病床の確保、政令・中核市の役割分担、IT化などの進展を踏まえた、最適な入院調整体制を

継続して議論する必要

【教訓・課題】
Ⅰ 運営上の課題
①CCCへの依頼案件の保健所の関与のあり方
②EMISによる情報把握について、症状に応じた適

切な対応のための情報の把握のあり方について更
なる検討が必要

③感染状況に応じた、運営に必要なOB看護師等の
機動的な確保が必要
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期

【教訓・課題】
①配慮を要する者や夜間・休日対応等について、調整

が難航
②入院患者の個別情報や病床の回転状況がわからず、

受入対応は病院に任せにならざるを得ない。
③「原則入院、自宅療養者ゼロ」の方針により、感染

者の増加に伴い、病床が逼迫
④DNARへの適切な対応

【有効であった対応】
①早期にCCC-hyogoを設置し、その後の患者増に

あわせ円滑な入院調整機能を発揮
②病床が逼迫する中で、宿泊療養施設の受入対象

の弾力化により、入院受入機関の負担を軽減

【今後の感染症に生かすこと】
感染状況に応じた適切な規模の病床確保と宿泊療養施設の適切な時期の運用開始が必要。配慮を要する
方の受入先の確保が必要

CCCの運営
区分 主な関連する取組 期間中の入院調整等の状況

第１波
第２波

・CCCの設置運営開始（R2.3.19～）
・原則入院、自宅療養ゼロの方針
・無症状及び軽症者の宿泊療養の開始（R2.4.13～）

・３月中にCCCの運営方法・ルール作り等を確立し、その
後運営を開始

・入院調整後、保健所の搬送困難な状況を踏まえ、民間
救急を活用した搬送業務を開始

第３波 ・原則入院、自宅療養ゼロの方針の継続。入院を経ない
宿泊療養の実施（R2.11.5～）

・CCC-hyogoでの医師及び調整事務スタッフの充実（県立
大看護学部の教員等の派遣）（R3.1.22～）

・転院支援窓口の設置（R3.2.3～）、転院受入医療機関に
対する支援（１名受入あたり10万円）

・宿泊療養施設に、オンコール医師の対応に加え、医師
派遣を開始（R3.1.23～）

・感染者の急増により自宅待機者が増加
・入院調整依頼件数が増加し、入院病床の運用が厳しい

状況（第３波の最大病床使用率79.4％）
・病院や高齢者、障害者施設等でクラスターが多数発生
・入院を経ない宿泊療養の実施に伴い、宿泊調整につい

ても大幅に増加
・DNAR情報の確認増加 （以降、第４期まで）
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第２期

【教訓・課題】
①自宅療養制度導入のタイミング
②往診医の確保
③病床逼迫時の限られた重症病床の適正な活用方法、

重症病床逼迫時のICUを持たない医療機関での急変
等の重症化への対応

④病床の出口対策。転院支援は困難事例が多く、調整
が難航

【有効であった対応】
①宿泊療養施設における医療ケア（酸素濃縮器の

設置、施設内処方など）の対応を強化や往診制
度による医療の提供により、入院調整の逼迫度
合いが軽減

②転院調整を一元化し、重症病床の適正活用を促進

【今後の感染症に生かすこと】
急激な感染拡大時、病床逼迫時における病床の確保と出口対策としての転院調整の円滑な実施が必要
自宅療養に踏み切らざるを得ない場合の医療につなげられるフォローアップ体制が必要

CCCの運営
区分 主な関連する取組 期間中の入院調整等の状況

第４波 ・医師を派遣する医療強化型宿泊施設の設置
（３施設で開始し、順次拡充）

・全宿泊療養施設への医師の往診等医療ケアの充実
・保健所等への酸素濃縮器の配備
・自宅療養の実施（R3.4.10～）
・自宅療養者の往診支援制度の実施（R3.4.12～）
・転院調整をCCCに一元化

・従来型より感染力の強いアルファ株に置き換わり、感
染者が急増

・入院調整は、中等症以上の割合が増加し、病床回転が
鈍化し、病床が逼迫(第４波最大病床使用率(85.1%)、最
大重症病床使用率(83.0%))

・病病連携での転院調整は困難となったため、CCCで一元
化したが、病床が逼迫する中で転院調整に時間を要し、
調整困難案件が増加

・入院を経ない宿泊療養施設入所者が、宿泊療養中に症
状が悪化する事例が発生。宿泊療養施設における医療
ケアの対応を強化
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第３期

【教訓・課題】
①妊婦、小児等への対応
・妊婦や小児等の感染者が同時多発した場合に、

受け入れ病床が不足。調整困難時の受け皿の確保
・かかりつけ医が妊婦の診療を拒否する事例が見ら

れ、かかりつけ医の理解・協力が必要

【有効であった対応】
①圏域内での入院調整、自宅療養等の推進により、

入院調整の逼迫度合いを軽減
（保健所の発生件数に占める入院調整依頼件数割

合は８%にまで減少）

【今後の感染症に生かすこと】
感染状況に応じた療養区分により、適切な入院・宿泊調整を実施。配慮を要する方（若年層の感染拡大
時における妊婦、小児等）の受入体制の確保が必要

CCCの運営
区分 主な関連する取組 期間中の入院調整等の状況

第５波 ・無症状者及び軽症者は、入院が望ましい場合を除き、
原則、宿泊療養の方針

・宿泊療養体制の拡充（酸素吸入装置の増、県医師会
による現場対応の研修実施、）

・抗体カクテル療法後の病院から宿泊療養等への移送
の実施

・感染力の強いデルタ株の流行により、若年層の感染が
拡大

・第４波に比べ、入院調整件数は大きく減少するも、若
年層の入院調整割合が大幅に増加

・宿泊調整も大幅に増加（最大使用率55%程度）
・若年層の感染拡大に伴い、妊婦や小児の調整依頼が

増加

小康期～増加期 拡大期１ 拡大期２ 特別期

重症
中等症Ⅱ

中等症Ⅰ

軽症

無症状

往診

医師派遣

オンコール

宿
泊
療
養
体
制

区分

入
院
医
療
体
制

入院

宿泊

自宅

毎日

最大週３回
毎日

必要に応じて実施
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第４期①

CCCの運営
区分 主な関連する取組 期間中の入院調整等の状況

第６波 ・感染拡大特別期として、フェーズⅤで運用
・自宅療養者等相談支援センターを設置し、軽症及び

無症状者は自宅療養を基本方針

・感染力が強く重症化率の低いオミクロン株により、感
染者は大幅に増加

・医療機関、宿泊療養施設ともに逼迫。自宅療養者が増
加(第６波の病床使用率：最大7割程度、第６波の宿
泊療養施設最大使用率：58.2%(R4.1.19全期間で最大))

・入院調整件数は第５波と同水準だが、重症者割合は減
少(第６波の最大重症病床使用率 37.3%(参考：第４波
83.0％、第５波59.8％))

・妊婦、こどもの患者数が引き続き増加、透析患者が大
きく増加

第７波 ・自主療養制度の導入。自己検査で陽性の場合、自主療
養登録センターに登録（R4.8.5～)

・夜間保健所支援センターの設置（R4.8.8～）
・陽性者登録支援センターを設置し、CCCと連携して、

宿泊調整を実施（R4.9.26～）

・入院調整件数は、第６波と比べ、やや減少。多くは中
等症以下で重症者の割合はさらに減少
（第６波4.8％→第７波1.4％）

・宿泊調整は、自宅療養が主流となったことから第６波
に比べ件数は減少 （最大使用率は30%程度）

・小児や妊婦の感染者は引き続き高水準
・夜間保健所支援センターを設置し、保健所の入院調整

などの夜間業務を一元化

［夜間保健所支援センター］

医療機関

・消防 夜間保健所

支援センター
［18:00～翌9:00］

健
康
危
機
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

①入院・搬送

調整依頼 健
康
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）

④結果

翌朝

報告

②調整

依頼

入院調整

（管内）

CCC-hyogo
広域調整

❶広域調整依頼

入院調整

（広域）

❷結果報告
民間

救急 搬送調整

③入院調整

搬送調整
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分野別検証４ 入院調整・CCC-hyogoの運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第４期②

【教訓・課題】
①医療機関同士での転院促進等により、症状に応じ

た適切な療養体制を確保
②小児等配慮が必要な患者への救急対応、入院受入

体制の確保

【有効であった対応】
①第７波の動向を踏まえ、夜間救急や小児受入体制

を確保
②自主療養制度の導入は、軽症者や無症状者の受診

抑制につながり、医療逼迫の軽減に寄与
③夜間保健所支援センターの設置により、保健所の

夜間業務を軽減し、保健所は日中の重症化リスク
の高い方への対応に重点化

【今後の感染症に生かすこと】
感染爆発時における保健所の入院・搬送調整の一元化による負担軽減を実施を検討
配慮を要する方（若年層の感染拡大時における妊婦、小児等）の受入体制の確保が必要

CCCの運営

＜参考＞5類移行（R5.5.8～）に伴う体制
○入院の要否を医療機関が判断し、病診・病病連携による調整を基本とする仕組みへ段階的に

移行
○重症等病診・病病連携で調整しても入院先を見つけることができなかった場合、当面の間、

保健所・CCC-hyogoによる入院調整支援を継続

区分 主な関連する取組 期間中の入院調整等の状況
第８波 ・夜間救急外来体制や分娩取扱入院医療体制の強

化（夜間救急体制確保協力金（12千円/人）、分娩
受入体制確保協力金（300千円/人）

・季節性インフルエンザとの同時流行を想定した医
療体制を構築

・軽症者の増加により、入院調整件数はさらに減少
（第７波の６割程度）

・自宅療養により、宿泊調整も減少
（最大使用率は25%程度）

・小児の重症患者が増加し、一時的に小児重症病床が逼
迫
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分野別検証５ 宿泊療養施設の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期

【教訓・課題】
①当初は、未知のウイルスとの理由から患者が使用した

資材からの感染を恐れ、感染性廃棄物処理や消毒会社
等が見つからなかった

②近隣住民からは、居室の窓を介した感染リスクの可能
性懸念など、意見や苦情が多く寄せられた

【有効であった対応】
①施設内のゾーニング等について、感染症対策専門

家の助言・指導を受けることで、施設内感染防止
対策をとることができた。

②自衛隊による生活支援・教育指導を受け、安全・
安心な業務体制の確保ができた。

【今後の感染症に生かすこと】
施設での現場対応や関係者への説明等に関し、専門家の助力なしにはなしえなかったことから、特に初動

期は現地で各専門家の助力を仰ぎ、適切に対応することが重要である

【主な取組等】
●医療提供体制確保計画に基づき宿泊療養施設(兵庫県分)を確保し、無症状者や軽症者に対応

運用状況： R2.3/1 ～ R3.2/28 【第１波～第３波】
令和２年度

　県・運用施設数計 0 → 2 2 → 1 1 → 0 0 → 1 1 → 1 1 → 1 1 → 1 1 → 2 3 → 4 4 → 4 4 → 5

　県・運用室数計 0 → 252 252 → 180 180 → 0 0 → 180 180 → 180 180 → 180 180 → 180 180 → 272 461 → 647 647 → 647 647 → 789

　市・運用施設数計 0 → 2 2 → 2 1 → 1 1 → 1 1 → 2 2 → 2 2 → 2 2 → 2 2 → 3 3 → 3 3 → 3

　市・運用室数計 0 → 300 300 → 300 100 → 100 100 → 100 100 → 210 210 → 210 210 → 210 210 → 210 210 → 298 298 → 298 298 → 298

0 → 4 4 → 3 2 → 1 1 → 2 2 → 3 3 → 3 3 → 3 3 → 4 5 → 7 7 → 7 7 → 8

0 → 552 552 → 480 280 → 100 100 → 280 280 → 390 390 → 390 390 → 390 390 → 482 671 → 945 945 → 945 945 → 1087

県＋市・運用施設数計

県＋市・運用室数計

区分
2月8月 9月 10月 11月 12月 1月4月 5月 6月 7月
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分野別検証５ 宿泊療養施設の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第２期

【教訓・課題】
①施設内感染防止のためのゾーニング工事や運用をする

一方で、消防（スプリンクラー、火災時の避難経
路）、

陽性者の隔離、安全な療養確保のバランスが必要

【有効であった対応】
①既に宿泊療養への協力を得ていた施設の系列施

設が提供に応じてくれ、確保施設数を増やせた
②個別に契約していた食事手配、消毒、感染性廃棄

物処理、リネン手配等について、新たに施設への
委託契約に含め、一体的な運用ができた

【今後の感染症に生かすこと】
系列ホテルがある場合、一施設の運用をその後の確保追加に繋げることができたことから、多くを確保し

たい際は系列のある施設に接触する方が、ゾーニング工事のノウハウの共有等を含め、効率的である

【主な取組等】
●医療提供体制確保計画に基づき宿泊療養施設(兵庫県分)を確保し、無症状者や軽症者に対応

運用状況： R3.3/1 ～ R3.6/30 【第４波】
令和３年度

　県・運用施設数計 5 → 4 4 → 5 5 → 7 7 → 7

　県・運用室数計 789 → 717 717 → 867 867 → 1177 1177 → 1177

　市・運用施設数計 3 → 3 3 → 3 3 → 3 3 → 2

　市・運用室数計 298 → 298 298 → 298 298 → 298 298 → 210

8 → 7 7 → 8 8 → 10 10 → 9

1087 → 1015 1015 → 1165 1165 → 1475 1475 → 1387

県＋市・運用施設数計

県＋市・運用室数計

3月 4月 5月 6月
区分
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分野別検証５ 宿泊療養施設の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第３期

【教訓・課題】
①施設返却して通常営業に戻るのも、通常営業をやめて

療養施設へ転用するのも手間や時間を要し、感染者数
に応じた柔軟な契約締結・解約は難しい

【有効であった対応】
①一時的に感染が落ち着いた際には、施設を確保し

たまま事務局運用や警備を一時休止し、コストを
抑えつつ、再開に向けた即応性を確保した

②事務局を受託した会社の柔軟な対応により、一時
休止や再開はスムーズに行われた

【今後の感染症に生かすこと】
施設との契約締結・解約を感染者数の動向に応じて随時行うことは難しかったことから、確保を続けたま

ま運用を休止し、コストを抑えつつ即応性を確保するという取組が必要となる

【主な取組等】
●医療提供体制確保計画に基づき宿泊療養施設(兵庫県分)を確保し、無症状者や軽症者に対応

運用状況： R3.7/1 ～ R3.12/19 【第５波】
令和３年度

　県・運用施設数計 5 → 5 6 → 8 8 → 9 9 → 8 7 → 5 5 → 4

　県・運用室数計 831 → 831 991 → 1287 1287 → 1427 1427 → 1267 1081 → 821 821 → 671

　市・運用施設数計 2 → 2 2 → 4 4 → 5 5 → 5 5 → 2 2 → 3

　市・運用室数計 210 → 210 210 → 436 436 → 584 584 → 584 584 → 210 210 → 358

7 → 7 8 → 12 12 → 14 14 → 13 12 → 7 7 → 7

1041 → 1041 1201 → 1723 1723 → 2011 2011 → 1851 1665 → 1031 1031 → 1029

県＋市・運用施設数計

県＋市・運用室数計

区分
8月 9月 10月 11月 12月7月
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分野別検証５ 宿泊療養施設の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第４期

【教訓・課題】
①新たな宿泊療養施設の候補を探すも、諸条件に合う

宿泊施設が県内で乏しくなる
②宿泊療養施設として運用した施設では、ホテル従業

員スキルの維持・育成等の点から返還希望が増加

【有効であった対応】
① 施設との当初からの契約に、予め原状回復費用

の上限を定めていたので、返還時に費用について
施設側とトラブルになることはなかった

【今後の感染症に生かすこと】
契約内容に予め定めがあったことから、争いを未然に防止できたという面もあり、宿泊施設に対し本来業

務とは異なる内容について非常時に協力を仰ぎつつも、原状回復費用等、施設との契約内容は重要である

【主な取組等】
●医療提供体制確保計画に基づき宿泊療養施設(兵庫県分)を確保し、無症状者や軽症者に対応
●隔離目的での宿泊療養は令和５年５月７日をもって終了
運用状況： R3.12/20 ～ R5.4/16現在 【第６波～第８波】

令和３年度 令和４年度

　県・運用施設数計 5 → 4 4 → 9 10 → 10 10 → 10 10 → 9 9 → 9 9 → 8 8 → 7 7 → 7

　県・運用室数計 821 → 671 671 → 1427 1557 → 1557 1557 → 1557 1557 → 1427 1427 → 1427 1427 → 1317 1317 → 1177 1177 → 1177

　市・運用施設数計 2 → 3 3 → 6 6 → 6 6 → 6 6 → 6 6 → 6 6 → 5 5 → 5 4 → 6

　市・運用室数計 210 → 358 358 → 760 680 → 680 680 → 680 680 → 680 680 → 680 680 → 592 592 → 622 512 → 703

7 → 7 7 → 15 16 → 16 16 → 16 16 → 15 15 → 15 15 → 13 13 → 12 11 → 13

1031 → 1029 1029 → 2187 2237 → 2237 2237 → 2237 2237 → 2107 2107 → 2107 2107 → 1909 1909 → 1799 1689 → 1880

県＋市・運用施設数計

県＋市・運用室数計

区分
8月2月 3月 4月 5月 6月 7月12月 1月

令和５年度

　県・運用施設数計 7 → 6 6 → 7 7 → 6 5 → 6 6 → 6 6 → 6 4 → 3 2 → 2

　県・運用室数計 1177 → 1027 1027 → 1254 1254 → 1094 905 → 1065 1065 → 1065 1065 → 1065 719 → 577 350 → 350

　市・運用施設数計 6 → 6 5 → 5 5 → 6 6 → 7 7 → 7 6 → 5 5 → 5 5 → 5

　市・運用室数計 703 → 703 549 → 549 549 → 703 703 → 739 739 → 739 653 → 554 554 → 554 554 → 554

13 → 12 11 → 12 12 → 12 11 → 13 13 → 13 12 → 11 9 → 8 7 → 7

1880 → 1730 1576 → 1803 1803 → 1797 1608 → 1804 1804 → 1804 1718 → 1619 1273 → 1131 904 → 904

県＋市・運用施設数計

県＋市・運用室数計

2月 3月 4月
区分

9月 10月 11月 12月 1月
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分野別検証６ 宿泊療養施設の運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期

【教訓・課題】
① 医療ｽﾀｯﾌの確保（医療機関との協力体制整備、研修実施等）
② 看護師の量的確保及び質の担保（雇用条件の整備）
③ 医療的・福祉的ｹｱが必要な患者対応（関係機関のｻﾎﾟｰﾄ体制確保）
④ 入所者の健康管理・体調変化(悪化)への対応体制整備(早期発見、医療機関確保等)
⑤ 入所者への命令など法的・制度的担保（苦情対応等）
⑥ 現地事務局ｽﾀｯﾌの業務負担軽減、継続性の確保（県職員直営→外部委託等）
⑦ 感染懸念の払拭（近隣住民、従業員、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ事業者、廃棄物処理事業者等）
⑧ 食事・衛生面等、療養環境の改善

【有効であった対応】
①自衛隊による生活支援・教育指導(感染防止)
②看護協会ﾅｰｽｾﾝﾀｰ登録による看護師確保
③看護系大学の協力(教員の看護師従事、ﾏﾆｭｱﾙ反映等)
④人材派遣会社を活用した安定的な看護師確保
⑤ 県精神保健福祉ｾﾝﾀｰによる心のｹｱ・ｽﾄﾚｽ対応
⑥有識者、医師会等の助言による感染防御体制の整備
⑦健康観察ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑの導入 等

【今後の感染症に生かすこと】
①流行初期は未知の感染症への恐れや民間でのﾉｳﾊｳ蓄積の不足、緊急性等から、県職員による現地事務局運営となる見込みが

高い。施設内感染防止や防護服の着脱など、ﾉｳﾊｳを持たない県職員にとって、有識者や自衛隊(自衛隊法に基づく派遣)の応
援・ﾏﾆｭｱﾙ整備等が有効

②看護師、ｵﾝｺｰﾙDｒを早期に確保・従事してもらうため、看護協会・看護系大学・医師会等との事前の連携体制構築等が有効

【主な取組等】
●患者の増加に伴い重症患者の入院医療に支障が生じないよう、原則として入院後の無症状者や軽症

者について、医師の判断に基づく宿泊施設での療養等を開始（第３波～：自宅からの入所も可）
運営 （R2.4/11～R3.2/28）

●開設当初は、初めての現地事務局業務について、内容・規模・期間等の全てが未知の領域であり、手探りの中、県応援職員で対応
したが、自衛隊や有識者、看護協会等関係機関の協力等により運営体制を整備

●入所対象者を状況に応じて順次拡大
区分 第１波（R2.4/11～5/16） 第２波（R2.6/19～10/31） 第３波（R2.11/1～R3.2/28）

主
な
取
組

・現地事務局ｽﾀｯﾌ：県職員を24時間配置
（自衛隊による生活支援・教育指導 等）

・看護師：24時間２人体制
（看護協会等の協力等により人材確保）

・ｵﾝｺｰﾙDｒ：医師職24時間ｵﾝｺｰﾙ体制
（医師会・公立病院等の協力）

・看護師確保を派遣会社へ委託 ・DMATの仕組み等を活用した医療ﾁｰﾑの
派遣

・県薬剤師会の協力により、解熱剤等の常
備薬の確保体制を強化

・看護師：2人⇒3人体制に強化

対
象
者

①「入院→ホテル」のみ
②～６０歳未満
③基礎疾患有は×
④免疫抑制状態者は×、⑤妊婦は×
⑥発熱なし、呼吸器症状が改善傾向等
⑦アレルギーなし

［要件拡大］

②～６５歳未満

［要件拡大］
①「自宅→ホテル」も可

⑥～４０歳未満は発熱可

※さらに、Drが
認めれば
・６５歳～：可
・基礎疾患有：可
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分野別検証６ 宿泊療養施設の運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第２期

【教訓・課題】
①看護師による酸素投与について、本来業務を超えた業

務となり委託先との調整等に苦慮した
②入所希望者について翌日以降への繰越が発生。ホテル

稼働率向上に向けてのさらなる工夫が必要

【有効であった対応】
①医療ｹｱ体制の充実により、医療が逼迫する状況

においても宿泊療養の役割を果たせた
②酸素吸入が必要な入所者への対応を適切に行うこ

とができた
③小児入所者に対する体制整備により、小児の症状

悪化を予防できた
【今後の感染症に生かすこと】

酸素投与等、看護師による医療補助行為については、生命の危機等やむを得ない場合に限り対応する
こととして、事前に委託先と調整

【主な取組等】
●変異株（アルファ株）の発生に伴い、国においては変異株確定又は疑いの患者は原則入院措置

とする等の対応が示されたが、県としては医療機関の負担等を考慮し、無症状・軽症者のうち
宿泊療養を行う基準を満たす患者は原則宿泊療養で対応

●宿泊施設における医療ケアの充実（医療強化型宿泊施設の設置、往診・調剤等の体制構築）
●小児の入所者増加に伴う対応を実施

運営 （R3.3/31～R3.6/30）

区分 第４波（R3.3/31～6/30）
主な取組 ・医師を派遣する医療強化型宿泊施設の設置（３施設（神戸・西宮・姫路）

・宿泊施設への往診・調剤等を行う体制の構築
・医療強化型施設の看護師体制の強化（3人⇒4人体制）
・酸素濃縮器の設置
・小児の入所増加に伴い、栄養および水分補給のための補助食を配布し、小児の症状悪化を予防

対象者 第３波から変更なし（無症状・軽症者のうち宿泊療養を行う基準を満たす患者は原則宿泊療養で対応）
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分野別検証６ 宿泊療養施設の運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第３期

【教訓・課題】
①宿泊療養以外の他の業務の増加により看護師需要の高

まり、看護師の安定的確保が困難
②入所希望者について翌日以降への繰越が発生。ホテル

稼働率向上に向けてのさらなる工夫が必要

【有効であった対応】
①医師会と連携した研修による往診・宿泊施設派遣

医師を育成
②「小児用ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰの配布」「薬剤師会の協力

により、小児用解熱剤等の常備薬の確保」等によ
り、小児の病状の適切把握、症状緩和に役立った

【今後の感染症に生かすこと】
看護師・ｵﾝｺｰﾙDｒの安定的確保に向けた取組（看護協会、人材派遣会社、医師会等との連携等）

【主な取組等】
●新規陽性患者の増加を踏まえ、宿泊療養体制を拡充
●酸素吸入装置の設置数を増加するとともに、兵庫県医師会による現場対応の研修実施等により、

医師派遣・往診体制を強化し、医療ｹｱを充実
●若年者の感染拡大に向けた小児等への対応充実

運営 （R3.7/1～R3.12/19）
区分 第５波（R3.7/1～12/19）

主な取組 ・医師会と連携した研修による往診・宿泊施設派遣医師の育成
・酸素吸入装置の設置数増加
・小児用ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰの配布
・薬剤師会の協力により、小児用解熱剤等の常備薬の確保

対象者 第３、４波から変更なし（宿泊施設の積極的利用を通知）
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分野別検証６ 宿泊療養施設の運営
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第４期

【教訓・課題】
①入所対象者の宿泊に係る調整先の明確化
②外部委託にあたっての民間業者への制度説明・理解等

【有効であった対応】
①症状とフェーズに応じた適切な入所促進
②陽性者登録支援センターへの外部委託により、保

健所職員等の負担軽減となった

【今後の感染症に生かすこと】
①入所対象者の明確化による入所促進等
②入所申請手続きを外部委託する際の民間業者との調整・連絡・フォロー体制

【主な取組等】
●新規感染者の急増を受け、一般医療とのバランスを考慮しつつ、入院医療の逼迫を回避するた

め、症状に応じた適切な療養を実施するため、症状とフェーズ期のマトリックス図により対象
者を明確化

●65歳以上の方や、基礎疾患有、ＢＭＩ30以上等、宿泊療養が望ましい方の適切な入所を促進
●R5.5.7をもって隔離目的の宿泊療養施設の運営は終了。R5.5.8～9.30は、今後の医療逼迫に備えて

医療強化型宿泊施設（２施設350室）を確保（結果、 R5.5.8～9.30の運営はなし）
運営 （R3.12/30～R5.4/1）

区分 第６波（R3.12/30～R4.6/17） 第７波（R4.6/18～10/11） 第８波（R4.10/12～R5.4/1）
主な
取組

対象者

・Ｒ４．９．２６～
陽性者登録支援センターを設置（9/26全国一律で全数届出の見直し実施）
検査キッドでの自主検査で陽性となった「自主療養者」の宿泊療養申請等
手続きを外部委託

小康期～増加期 拡大期１ 拡大期２ 特別期

重症
中等症Ⅱ

中等症Ⅰ

軽症

無症状

往診

医師派遣

オンコール

宿
泊
療
養
体
制

区分

入
院
医
療
体
制

入院

宿泊

自宅

毎日

最大週３回
毎日

必要に応じて実施
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分野別検証７ 外来医療体制の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期

【教訓・課題】
① 対応する医療機関や医療従事者への風評被害

（医療機関名の公表にあたっての支障要因）
② 夜間休日対応医療機関の確保

【有効であった対応】
①医師会の協力による発熱等診療・検査医療機関

の拡充
②発熱等診療・検査医療機関名の公表（医療アク

セスの向上）

【今後の感染症に生かすこと】
①対応医療機関の早期確保、感染症に関する知識の啓発、情報共有
②対応医療機関の医療従事者に対する感染リスクや風評被害への対策

【主な取組等】
●季節性インフルエンザ流行に備え、令和２年10月中を目途に、かかりつけ医等の地域で身近な

医療機関等を相談・受診し、必要に応じて検査を受けられる体制(発熱等・検査医療機関)を構築
●発熱等・検査医療機関は、検査を依頼することできることとし、地域によっては地域外来・検

査センタ―(※)を設置 ※保健所や医療機関の医師の判断に基づき依頼を受けて行政検査を行う機関

１ 経緯

２ 発熱等診療・検査医療機関数の推移

３ 発熱等診療・検査医療機関の公表

R2.2月に「帰国者・接触者相談センター」を設けてからは、発熱等患者は同センター(保健所等)に電話で相談
したうえで、帰国者・接触者外来等を受診し、必要な場合には検査を受ける流れとなっていた。季節性インフ
ルエンザ流行(R2.12～)に備えて、発熱等の症状のある多数の患者に対して、地域において適切に相談・診療
・検査を提供する体制を整備する必要があった

発熱等・診療医療機関数
R2.10.20 ： 774 (登録開始時）
R5.  5. 8     :1969 (5類移行時）

R3.10.29から発熱等診療・医療機関に対して、診療報酬の見
直し(二類感染症患者入院診療加算)に併せ、公表を行うことと
なった
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分野別検証７ 外来医療体制の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期

【教訓・課題】
①感染症危機管理対応による保健所業務のひっ迫
②業務継続計画（BCP）による優先業務の整理
③平時からの「相談マニュアル」の整備(未知の感染症

等を想定し、発生時に柔軟に対応可能な「相談マニュ
アル」）

④受診要件（症状等）を満たさない方への対応

【有効であった対応】
① 感染初期における健康福祉事務所の受診調整
② 早期のコールセンター(24時間対応)の立ち上げ

(県民の不安解消及び保健所業務の軽減）

【今後の感染症に生かすこと】
平時からの基本的なマニュアルの整備を行うとともに、発生後速やかにコールセンターの立ち上げを行い、
保健所業務の分散を行うことが必要

【主な取組等】
●国民の不安を軽減するとともにまん延をできる限り防止する観点から、保健所(健康福祉事務所)

に「帰国者・接触者相談センター」を設置
●令和２年２月に「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関を設けた

帰国者・接触者相談センター
●R2.2.7健康福祉事務所に「帰国者・

接触者相談センター」を設置し、
一般相談や疑い患者を「帰国者・
接触者外来」へ紹介、R2.2.28には
コールセンターを立ち上げ、24時
間の相談体制とした

R2.2-R3.3 R3.4-R4.3 R4.4-R5.3 R5.4・5

県 98,386 131,260 105,479 2,359

政令中核市 92,964 13,047 0 0

計 191,350 144,307 105,479 2,359

※各保健所が受電したもののみ
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分野別検証７ 外来医療体制の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期

【教訓・課題】
①医療機関に対する早期の感染対策支援（県内患者発生前）
②健康不安による相談電話の激増（応需率の向上）
③ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞとの同時流行に備えた診療・検査体制の拡充

【有効であった対応】
①地元医師会及び病院関係者との協議の場による医

療提供体制の拡充
②医療機関に対する感染対策支援（感染対策用品の

配布、設備等への補助等）

【今後の感染症に生かすこと】
対応医療機関に対し、早期に新興感染症について情報を共有することが必要

【主な取組等】
●疑い患者に対して、健康福祉事務所(帰国者・接触者相談センター）からの依頼により診察・検

査を実施する帰国者・接触者外来の設置を推進

１ 帰国者・接触者外来の基本的な流れ

公立 民間 計 公立 民間 公立 民間 計

R2.2.14 (当初) 22 3 25 22 3 25

R2.8.24 (最大時) 42 25 67 2 9 44 34 78

帰国者・接触者外来 準外来 合計

注)２月時点では、準外来の概念はない。

※１　帰国者・接触者外来：「帰国者・接触者相談センター」からの紹介に基づき、疑い患者と一般患者との

動線の確保などの感染対策が整った医療機関で検体採取等の行政検査を行う外来医療機関。

※２　準外来：帰国者・接触者相談センターからの紹介で検体採取等は行わないが、新型コロナウイルス感染

症の入院患者に行う陰性確認検査や医師が総合的に必要と認めた術前患者のPCR検査等を行う ※１以外の外来機関

非公表自宅等 健康福祉
事務所

２ 推移

疑い例

(類似症患者)

帰国者・
接触者

相談ｾﾝﾀｰ 帰国者・
接触者外来

①電話
相談

②受診
調整

③受診
連絡

④受診(外来受付へ連絡)
⑤外来

受付
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分野別検証７ 外来医療体制の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第４期①

【主な取組等】
●季節性インフルエンザとの同時流行も想定され、発熱患者の増加が懸念
●従来の外来診療能力では超過が見込まれる(季節性インフルエンザとの同時流行により想定される)

外来患者に対応できるようフェーズを設定し、診療時間延長や県民への呼びかけなどの対策を実施
１ 外来フェーズ設定への背景

２ 外来フェーズ

●新型コロナ・インフル同時流行時は、高リスク者等に医療機関の受診を重点化しても外来受診見込
は、1日あたり2万５千人～２万９千人と想定

●発熱外来(約1,800カ所R4.11時点)の外来診療能力推計では、1日あたり2万4千人

第6波、第7波の軽症患者が多いオミクロン株の特性や季節性インフルエンザとの同時流行を見据え、
外来患者数を目安に感染状況に応じた外来提供体制の拡充(外来フェーズ)や県民への呼びかけを実施

●発熱患者が多く発生する流行期に向け、外来提供体制の拡充を準備
●流行期に、低リスク者が自己検査、自主療養を積極的に活用するよう

・感染警戒期には、抗原検査キットや常備薬の事前準備の呼びかけを実施
・感染拡大期には、低リスク者が自己検査・自宅療養するよう、症状に応じた外来受診・療養

を周知
外来フェーズ 感染警戒期 感染拡大期 流行期

平均外来患者数 ～約5,000人/日 約5,000人/日～
(第6波ピーク並)

約9,000人/日～
最大外来受診想定2.9万人へ順次対応

外来提供対策 地域の実情に応じた輪番制や臨時
外来等の設置検討

・発熱外来診療時間延長検討
・臨時外来等の設置準備

・発熱外来の診療時間延長
・臨時外来の実施

呼びかけの狙い
【事前準備の促進】
①ﾜｸﾁﾝ接種の勧奨
②常備薬・検査ｷｯﾄ購入

【重症化ﾘｽｸ別の行動喚起】
高ﾘｽｸ者：速やかな受診
低ﾘｽｸ者：自己検査・自宅療養

【重症化ﾘｽｸ別の行動の徹底】
高ﾘｽｸ者：速やかな受診
低ﾘｽｸ者：自己検査・自宅療養

県民への
メッセージ

・ﾜｸﾁﾝ接種の推奨
・常備薬、抗原検査ｷｯﾄの家庭備蓄

の呼びかけ

左に加えて
・重症化ﾘｽｸの低い軽症者(13才～

64才）へ自己検査、自主療養の
呼びかけ

・重症化ﾘｽｸの低い軽症者(13才～
64才）へ自己検査、自主療養の
更なる協力依頼
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分野別検証７ 外来医療体制の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第４期②

【主な取組等】
●同時流行に備え、感染警戒期から、医療機関ひっ迫時の重症化リスクや症状に応じた外来受診・

療養の流れの周知や抗原検査キットや常備薬の事前購入準備の呼びかけを実施

３ 県民へのメッセージ(R4.11.18発表)

【教訓・課題】
① 地域において感染流行に差があるため、地域ごと

の外来フェーズの検討
② 感染拡大時に診療時間延長などの対応をする医療

機関の情報提供（リアルタイムな情報提供や公表
率の向上）

【有効であった対応】
① 医師会との定期的な情報交換（医療機関のひっ

迫状況の確認によるフェーズ切り替えの判断）
② フェーズの設定により、流行拡大に備えた医療

機関の事前準備
③ 症状に応じた受診行動の明確化

【今後の感染症に生かすこと】
地域ごとの外来フェーズの設定による流行拡大に的確に対応する医療提供体制の構築

外来フェーズ 感染警戒期 感染拡大期
県民へのメッセージ ・ワクチン接種の推奨

新型コロナワクチンの早期接種をお願いいたします。季節性イン
フルエンザワクチンについては、65歳以上等の定期接種対象者で、
接種を希望される方は早めの接種をお願いします。

・常備薬、抗原検査キットの家庭備蓄の呼びかけ
医療機関がひっ迫した場合には、重症化リスクがある方の発熱外
来の受診を重点化するため、低リスクの軽症者は、自己検査、自
主療養の協力をお願いします。
発熱外来をすみやかに受診できない場合に備え、感染確認に必要
な新型コロナ抗原検査キットや、自宅療養に必要な常備薬を、あ
らかじめ買っておきましょう。

・重症化リスクの低い軽症者(13才
～64才）へ自己検査、自主療養
の呼びかけ
高齢者・基礎疾患を有する方・
妊婦・子供等の皆様は症状があ
れば速やかに発熱外来を受診し
ましょう。
重症化リスクの高い方を守るた
め、低リスクの方は自己検査・
自主療養にご協力をお願いしま
す。
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分野別検証８ 要配慮者への対応
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期①

【主な取組等】
●いったん感染すると重症化するリスクが高い妊婦や透析患者、発熱やけいれんなど特有の症状が

出やすい小児、精神疾患等を有する患者など、適切な入院医療機関に繋げるなど、配慮を要する
方に対して慎重に対応

妊婦

【教訓・課題】
①地域のかかりつけ医での更なる受入促進
②受入圏域に偏りがあるため、各圏域内での受入病床

の確保

【有効であった対応】
①各医療機関への受入要請、分娩取扱機関への支援

等により、妊婦の受入が推進（CCCへの依頼件数
は、第7波に比べ第８波は半減）

【今後の感染症に生かすこと】
産科医や分娩取扱医療機関の減少などへの課題に対応しつつ、地域のかかりつけ医など各圏域内での受
入病床を確保することによる円滑な受入体制の構築が必要

＜受入体制＞
●若年層の感染拡大により、第４波以降、CCCへの入院調整依頼が増加
●軽症が大半であるが、重症化が懸念される妊娠後期が多い
●入院調整の受入先は主に公立病院。徐々に、その他の医療機関でも受入増
●急増時には、満床、NICUの確保不可、マンパワー不足等により、自宅待機も一部発生
●入院先決定後も、搬送手段が確保できない、かかりつけ医の内診拒否などによる困難事案あり
●CCCへの依頼件数は217件、入院調整実績は102件 ※依頼件数には、緊急時に備えた情報提供案件も含む

＜分娩医療機関への協力要請、支援＞
●令和３年８月に発生した千葉県で発生した新生児の死亡案件を受け、関係医療機関に受入体制の確保

を要請(R3.8.24)
●第７波までの状況を踏まえ、分娩受入医療機関拡充のため、分娩取扱を行う医療機関に協力金

（300千円/人）を支援
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分野別検証８ 要配慮者への対応
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期②

小児

【教訓・課題】
①小児病床は限られており、感染者増加時には、軽

症者も県立こども病院に患者が集中するため、更
なる受入病床、特に受入医療機関のない圏域での
受入病床の確保が必要

②様々な家族背景も考慮する必要性あり

【有効であった対応】
① 関係機関等への協力要請、意見交換を進めなが

ら受入体制の確保を図った

【今後の感染症に生かすこと】
地域のかかりつけ医や輪番での受入促進や、各圏域内での受入病床確保による円滑な受入体制の構築が必要
医療機関間の情報を共有するプラットフォームの構築が必要

＜受入体制＞
●若年層の感染拡大により、第５波移行、CCCへの入院調整依頼が増加
●主に軽症が多いが小児特有の発熱やけいれん、クループ症候群等の症状への対応が必要
●県立こども病院、県立尼崎総合医療センター、加古川中央市民病院などで主に受け入れ
● CCCへの依頼件数は497件（入院調整実績は102件＋その他宿泊療養施設入所など）

＜県民への発信＞
●子どもが感染した際の自宅療養のポイントを県HPで発信（県立こども病院感染症内科笠井医師監修）

＜小児医療体制確保への要請＞
●感染拡大が危惧される状況時等において、小児対応医療機関に対し、小児患者の入院病床の確保、夜

間・休日の受入体制、重症例への対応等について、協力を要請
●実施時期：令和4年7月

＜小児対応入院医療機関等による意見交換会の実施＞
●関係者との意見交換会を開催し、第７波までの課題をふまえ、小児の入院患者にかかる治療情報や重

症化例の経緯等を共有し、共通認識を深めた。
●実施回数：2回（令和4年11月、令和５年4月）
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分野別検証

８ 要配慮者への対応
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期③

透析患者

【教訓・課題】
①平常時から、透析治療を行える病床の確保、療養

期間中や自宅待機時の外来維持透析施設との移送
体制などの連携体制の構築

【有効であった対応】
①関係団体等と連携しながら、病床確保を進めつつ、

各医療機関での感染対策、隔離透析が進んだ

【今後の感染症に生かすこと】
透析治療を行える入院患者、重症患者の受入機関の確保が必要。病床、搬送逼迫時における患者の移送
体制の確保が必要

＜受入体制＞
●感染の拡大により、第３波以降、CCCへの入院調整依頼が増加。特に第6波で増加
●県立尼崎総合医療センターや公立病院や一部の民間病院を中心に透析患者を受け入れ
●逼迫時は、自宅待機が発生し、自宅で重症化するケースもあった。第８波では受入可能

病院でのクラスター発生により受入が一時停止となり、調整が難航
●療養期間内もかかりつけ医への通院による透析を行う体制が進んだ。
●CCCへの依頼件数は277件（入院調整実績は148件＋その他かかりつけ医への通院対応

など）
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分野別検証８ 要配慮者への対応
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期④

精神疾患患者等

【教訓・課題】
①感染者急増時には、精神科病院の病床では限りが

あり、精神症状や身体症状の重症度により、一般
病院も含めた適切な医療機関の確保（特に神戸、
阪神などの都市部）

【有効であった対応】
①公立病院や民間精神病院、兵庫県精神科病院協会

等との連携強化により円滑な調整を実施

【今後の感染症に生かすこと】
各々の障害特性等を踏まえた受入医療機関の確保が必要。精神科病院の感染急増時や院内クラスター発
生時に備え、一般病院も含めた適切な受入医療機関の確保が必要

＜受入体制＞
○初期においては受入可能医療機関は、県立ひょうごこころの医療センターのみであったため、調整に難航
〇施設や精神科病院では、その疾患等の特性などにより、感染防止対策の徹底が困難なため、クラスター

が発生し、多数の感染者が発生
〇第５波以降、徐々に受け皿となる受入可能医療機関は拡大
○CCCへの依頼件数594件（うち入院調整実績399件＋その他施設内療養など)
＜受入機関への支援＞
〇県看護協会と連携して、精神科病院内に感染管理認定看護師等を派遣し、新型コロナ感染患者対応に係

る研修を実施（R2.12）
〇クラスターが発生した精神科病院への医療従事者派遣、感染防護物品の支援

※精神疾患、認知症、知的障害、発達障害のある患者



Hyogo Prefecture

79Chapter 03

分野別検証８ 要配慮者への対応
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期⑤

精神科病院への支援

【教訓・課題】
①精神科病院入院患者の特性を踏まえた感染防止対

策の向上、感染拡大時の対策が必要。（大規模ク
ラスター多く発生したが、転院等困難であった）

【有効であった対応】
①専門家派遣による陽性患者確認時の初動対応
②研修等を通じた精神科病院における感染症にか

かる意識の向上

【今後の感染症に生かすこと】
精神科病院での平時における感染拡大防止対策、精神科病院クラスター発生時の対応の検討

【主な取組等】
●感染管理認定看護師等の派遣による感染症対策研修を実施
●感染者発生時、感染症専門医・感染管理認定看護師による感染拡大防止対策指導や陽性者への

治療支援

取組事業 事業開始 取組内容

兵庫県精神科病院感染症対策支
援事業 R2.9.1

県下精神科病院へ感染症対策の専門家（感染管理認定看護師）を講師として
派遣し、各病院に応じた感染症対策への助言を行う等実地研修による効果的
な対策を支援

兵庫県精神科病院における新型
コロナウイルス感染症対策 R3.3.31

新型コロナ陽性者が発生した精神科病院に対し、感染症の専門家（感染症専
門医等）を派遣し、初動における感染拡大防止指導、陽性者への治療支援を
実施

精神科病院感染症対策支援研修 R3.11.10 県下精神科病院の医療従事者を対象とした研修を実施。感染症に関する専門
的知識を習得するなど、各病院の取組みに活かすことを目的とした

感染予防ポスター、チェックリ
ストの作成

R4.3.8 感染症の専門家監修の元、感染予防にかかるポスター、チェックリストを作
成し、県下精神科病院へ周知
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分野別検証９ 救急医療体制の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期①

1 救急医療体制に配慮した病床確保

【教訓・課題】
①コロナ禍における一般救急医療体制の維持
②救急隊のPPEの処理及び車内清掃

（緊急出動に要する時間のロス）

【有効であった対応】
①救急医療体制確保に配慮した病床確保
②消防本部との医療情報共有

【主な取組等】
●コロナ重症者に対応する病院を設定することで一般救急との役割分担を構築し、救急医療体制を確保
●休日・夜間等で搬送先の確保が困難な場合等に、県EMISの一斉通報のシステムを活用し、全県的な

搬送先の確保を実施

【今後の感染症に生かすこと】
救急受入医療機関での役割分担を明確化するなど、救急医療体制の崩壊を防ぐための事前の取り決
めが必要

●コロナ患者のための病床を確保する際、救急救命セ
ンターを有する３次医療機関に集約するのではなく、
他の病院と一定の役割分担により救急医療体制を確
保した。

設定区分 病院名 役割
拠点病院 県立加古川医療センター 県内全域の患者に対応

重症等特
定病院

神戸市立医療センター中
央市民病院、県立尼崎総
合医療センター

主に重症患者に対応

２ 消防本部との医療情報の共有 神戸大学医学部附属病院や県立災害医療センターが一般救急に対応
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分野別検証９ 救急医療体制の確保
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期②

救急搬送体制の確保

【教訓・課題】
①搬送にかかる連携体制の構築
②救急車の適正利用の周知
③高齢化が進む中、今後、感染拡大時に搬送困難事

案が急増する懸念があるため、段階的な現場体制
の充実が課題

【有効であった対応】
①「兵庫県広域災害・救急医療情報システム

（HEMIS）の活用
②電話での救急医療相談や、消防庁作成「救急車利

用マニュアル」の活用
③消防庁によるN95マスク等の感染防止資機材の

提供、他の業務に従事している消防隊員等を活用

【主な取組等】
●新型コロナの感染拡大に伴う救急搬送困難事案（現場滞在30分以上かつ交渉4回以上）の増加への

対応を検討

【今後の感染症に生かすこと】
希望した消防本部にG-MISのアカウントを付与し、空床情報の確保に活用

●患者が特に増加した第6波から第8波において搬送困難事案が全体の救急件数の約1割に達したため、
各消防本部では以下の対策を実施

① 医療機関の受入体制に係る情報収集の迅速化、保健所等との連携

② 救急車の適正利用の住民周知

③ 臨時救援隊の増隊、救急隊員の感染防止対策等の実施
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分野別検証10 医療用物資等の確保・供給・調整
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期

医療用物資

【教訓・課題】
①パンデミック発生時に医療用資材の組織的な備蓄

が行われておらず、感染対策に必要な医療用物資
等については、輸入の遅れ、囲い込み等により確
保（調達先の確保含む）が困難であった

②医療用物資を継続的に一括した保管ができるス
ペースの確保及び管理体制の確立・維持

【有効であった対応】
①G-MIS等を活用し、発熱等診療・検査医療
機関等に対して、医療用物資の在庫量・使用
量の調査を行い、各機関の医療用物資必要数
を把握し、個々の機関に対して必要に応じ医
療用物資を提供
②専用相談窓口を設置し、個々の医療機関等
からの緊急要請に基づき医療用物資を供給

【主な取組等】
●医療機関に代わり県において医療用物資を確保するとともに、医療機関等で緊急的に不足する医療

用物資に対して、緊急配布対応を行う体制を構築（通期）

【今後の感染症に生かすこと】
改正感染症法や新型インフルエンザ等対策特別措置法等で、今後の県備蓄や医療機関備蓄等につい
て議論中

体制等 理由等

医療機関に代わり県において医療用マスク等の医療用物資につい
て、概ね６ヶ月分の使用量相当を確保

新型コロナウイルス感染症第2波への備えとして、令和2年
6月に本県の対応方針を決定

発熱等診療・検査医療機関に対し、緊急時おいて必要となる医療
用物資が国から提供される体制が構築され、状況に応じて県から
も迅速に提供

国において、G-MISを活用した緊急配布要請の対応が構築
され、それに基づき県の体制を整備
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分野別検証10 医療用物資等の確保・供給・調整
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第３期～第４期

経口抗ウイルス薬

【教訓・課題】
①承認当初は経口抗ウイルス薬の供給量が少なく、各医療機

関及び薬局等で配備できる薬剤数が限られていたため、配
備及び対応が困難となる医療機関及び薬局等があった。

②経口抗ウイルス薬の各登録医療機関及び薬局等における発
注・供給・在庫状況等の把握

【有効であった対応】
①県医師会及び県薬剤師会と調整のうえ、県

の簡易申請システムを用いて迅速に登録申
請及び受付が可能となる体制の構築

【主な取組等】
●国が示す経口抗ウイルス薬供給のための登録制度に基づき、県医師会及び県薬剤師会と適時情報共

有・協議し、迅速な登録体制等を構築（第3期～第4期）

※ラゲブリオ ： ラゲブリオ ®カプセル 200mg パキロビッド ： パキロビッド®パック ゾコーバ ： ゾコーバ®錠 125mg

体制等 理由等
ラゲブリオの登録医療機関及び薬局の確保
【令和4年9月15日時点】登録医療機関：1,732

登録薬局 ：1,190

令和３年12月24日に特例承認され、国が所有した上で、登録医療機関等
に配分するとされた。
※令和4年９月16日より一般流通が開始

パキロビッドの登録医療機関及び薬局の確保
【令和5年3月29日時点】登録医療機関： 690

登録薬局 ： 584

令和4年2月10日に特例承認され、試験運用後に国が所有した上で、登録
医療機関等に配分するとされた。
※令和5年3月22日より一般流通が開始

ゾコーバの登録医療機関及び薬局の確保
【令和5年3月31日時点】登録医療機関： 508

登録薬局 ： 467

令和4年11月22日に緊急承認され、国が所有した上で、登録医療機関等
に配分するとされた。
※令和5年3月31日より一般流通が開始

【今後の感染症に生かすこと】
関係団体との協力の基に迅速な対応を行える体制を維持しておくことが必要
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分野別検証10 医療用物資等の確保・供給・調整
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期①

抗ウイルス薬及び中和抗体薬（R5.6末現在）

【教訓・課題】
①薬剤供給体制の確保と適正使用に向けた情報提供の徹底

配分医療機関：当初、供給量が限られたため、医療機関
の要請に添った在庫配備が困難

登録医療機関：患者登録後の配送になるため、休日を挟
む場合に有効期間内の投与が困難

【有効であった対応】
①簡易申請システムを用いた登録申請に

よる体制の構築
②ホームページを活用した薬剤情報発信
③県立加古川医療センターにおける抗体カ

クテル療法実施体制整備（全県受入）

【主な取組等】
●国が示す供給のための登録制度に基づき、保健所及び県医師会等関係団体と連携し、迅速な登録体

制等を構築。さらに迅速な投与体制を確保するため、コロナ患者受入病院を中心に薬剤配備体制を
整備

●県立加古川医療センターに専用病床を確保し、抗体カクテル療法の実施（R3.9.6～）

【今後の感染症に生かすこと】
治療初期には専用病床を設置し、積極的に適用患者を受入れ、治療効果等を発信することで、コロ
ナ患者受入病院での治療導入が促された。これを踏まえた医療体制の確保が必要

分類 薬剤名 体制等 理由等
抗ウイルス薬 レムデシビル

（商品名：ﾍﾞｸﾙﾘｰ点滴静注用100㎎）
※令和3年10月18日一般流通開始

登録医療機関等の確保 令和2年5月7日特例承認され、
国が所有した上で、登録医療機関
等に配分

チキサゲビマブﾞ/ シルガビマブﾞ
（商品名：ｴﾊﾞｼｪﾙﾄﾞ筋注ｾｯﾄ）

登録医療機関等の確保
登録リストのHP公開
登録医療機関：72

令和4年8月30日特例承認され、国
が所有した上で、登録医療機関等
に配分

中和抗体薬 カシリビマブ/イムデビマブ
（商品名：ﾛﾅﾌﾟﾘｰﾌﾞ点滴静注ｾｯﾄ300）

登録医療機関等の確保
登録医療機関：285
配備医療機関：81

令和3年7月19日特例承認され、国
が所有した上で、登録医療機関等
に配分

ソトロビマブ
（商品名：ｾﾞﾋﾞｭﾃﾞｨ点滴静注ｾｯﾄ500㎎）

登録医療機関等の確保
登録医療機関：302
配備医療機関：84

令和3年9月27日特例承認され、国
が所有した上で、登録医療機関等
に配分



Hyogo Prefecture

85Chapter 03

分野別検証10 医療用物資等の確保・供給・調整
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期②

ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金

【教訓・課題】
①感染の急拡大及び感染者数の急増に伴い、対応機

関数や検査数が爆発的に増加し、配分に係る労力
が増大。きめ細やかな支援が困難

【有効であった対応】
①新型コロナ感染症に対応する医療従事者への

直接的な支援による労働環境・福利厚生の改善
②有志による寄附金の受入先確保

【主な取組等】
●兵庫県健康財団に新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者等を支援するための基金を設置
●医療従事者等への支援のほか、県民等有志による支援希望者の寄附受入れ先として活用

【今後の感染症に生かすこと】
（詳細検討中）

基金を設置のうえ、幅広い層から寄附金を受入し、
新型コロナ感染症に対応する医療機関等に随時配分寄附募集期間：令和2年4月27日～令和5年3月31日

寄附金総額 ：739,103千円
下記一覧のとおり医療機関等へ配分

概要 配分時期 配分額 配分先(配分団体数)

第１次配分 R2.9 486,880千円 新型コロナ患者入院受入機関、PCR検査・外来受入機関（59機関）

第２次配分 R3.12 186,800千円 新型コロナ患者入院受入機関、PCR検査・外来受入機関（578機関）
宿泊療養施設往診、自宅療養者往診・訪問看護実施機関（142機関）

第３次配分 R5.8 65,075千円 新型コロナ患者入院受入機関、５類移行後対応協力機関（89機関）

【配分金の活用状況】
・医療従事者への慰労金等の支給、医療資機材等の調達、医療従事者の勤務環境の向上に資する物品

の調達等、各医療機関等において医療従事者支援に活用
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分野別検証11 院内感染対策
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期～第４期

主な院内感染対策

【教訓・課題】
①医療資機材の安定供給
②術前患者・救急患者・妊産婦等に対する感染防止
③職員の市中感染リスクの軽減
④院内クラスター発端の端緒の捕捉と、早期対策の実施

【有効であった対応】
①標準予防策の徹底（個人防護具の着用、手指衛生

の遵守）
②水際対策による感染防止（面会制限、動線の分

離・区分）

【主な取組等】
●医療機関で院内感染対策が講じられるよう、個人防護服などの整備を支援
●医療機関・介護福祉施設への医療チーム派遣により、特に院内クラスター発生時の感染（濃厚接触）

による医療従事者の不足に対応するとともに、感染予防指導を実施

【今後の感染症に生かすこと】
院内感染の防止に必要な設備や資機材の常時備蓄と、院内感染対策に対応できる人材の育成が必要

●新型コロナウイルス感染症を疑う患
者受入れのための救急・周産期・小
児医療体制確保事業（R2.4～）

【事業目的】
・発熱や咳等の症状を有している疑い患者に対応

できるよう、救急・周産期・小児医療を担う医療
機関を対象に、院内感染を防止するための必要な
設備等の整備を支援。

【補助内容】
・医療機関が、疑い患者を受入れるために必要な

次に掲げる設備等の整備費用を支援
対象：個人防護具（マスク、ゴーグル、ガウン

等）、簡易陰圧装置、簡易ベッド、空気
清浄機、消毒経費等

●医療チーム派遣事業(R2.4～)
【事業目的】
・コロナ患者の増加により、通常の医療

提供体制おいて患者対応が困難な場合に、
医療チームを医療機関等へ派遣すること
で、コロナ患者に円滑に対応できる医療
提供体制の確保を図る。

【補助内容】
・医療チーム派遣経費

▶医師等の派遣
（患者治療や感染対策支援等に従事）

・医療チーム活動経費
▶個人防護具、医薬品、消耗品など、

医療チームがコロナ患者に対応する
ために必要な経費

●研修の実施
・国内での発生が予測された段階

（R2.1～2頃）で、感染患者に対
応する医療従事者を対象とした防
護具のシミュレーションなど院内
研修の実施

●ICTの活用
・直接患者と接する必要のない業務

について、患者と医療従事者の接
触による感染リスクを低減させる
ため、タブレットを導入し、WEB
面談できるように対応した。

●応援職員の職場復帰
・感染が疑われる職員や他病院への

応援が終了した職員等に２週間程
度の自宅待機を命じ、院内感染防
止に万全を期した。
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分野別検証12 感染性廃棄物の処理
（分野）保健医療（項目）医療提供体制：第１期

感染性廃棄物の処理

【教訓・課題】
①感染不安から感染性廃棄物扱いとなる廃棄物が増加

・県内の感染性廃棄物処理業者は限られる
・通常の廃棄物と比べて処理費用が高額である

【有効であった対応】
①宿泊療養施設等から発生する感染性廃棄物に

ついて、取り扱いに不慣れな施設職員に対し
県がガイドラインをもとに指導し感染拡大防
止に貢献

【主な取組等】
●感染性廃棄物の取扱に関する国からの通知では処理方法が排出事業者に委ねられていたため、

「兵庫県版廃棄物処理ガイドライン」を策定し、感染性廃棄物の適切かつ円滑な処理を確保

令和2年4月～ 県独自の取組として、医療機関ではない宿泊療養施設やクラスター化した施設から発生する、新型
コロナウイルスが付着している可能性のある廃棄物は全て感染性廃棄物として取り扱い
（※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の感染性廃棄物には該当せず）
宿泊療養施設運用開始前に、排出・回収・保管・引渡しといった段階毎の廃棄物からの感染の可能
性について、医師・廃棄物処理業者と検討。廃棄物を介した感染拡大を防止する体制を整備
家庭からも感染性の疑いのあるマスク、ティッシュ等の廃棄物が排出されるおそれがあったため、
HPや市町広報誌を活用してごみの適切な出し方を周知し、家庭ごみからの感染防止を徹底

令和3年2月 令和３年２月、「兵庫県版廃棄物処理における新型コロナ対策ガイドライン」を作成
宿泊療養施設等での実際の廃棄物の取扱い及び処理状況等について、医療機関、医療・衛生分野の
専門家、廃棄物処理業者等、関係各団体からの意見を横断的に聴取し、ウイルスが付着している可
能性のある廃棄物の廃棄から処理までに必要な対応をとりまとめ

【今後の感染症に生かすこと】
感染拡大状況や感染症法上の位置づけによって、感染性廃棄物相当とみなすかを柔軟に判断すべき
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分野別検証13 PCR検査等の実施
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第１期①

【主な取組等】
●感染性や病原性等に関する知見が不足する状況下、安全性を担保する設備、検査機器等の不足によ

る検査分析・検体採取能力が不足
●医療機関との行政検査委託契約、民間検査機関及び医療機関等への設備・機器整備を支援、地域外

来・検査ｾﾝﾀｰの設置等を行い、検査処理能力を増強
１ 検査に係る主な経過
●検体採取

R2.3.6 「SARS CoV 2 （新型コロナウイルス）核酸検出」 保険適用
医療機関との委託契約による公費検査可能となる。

（感染症指定医療機関、帰国者･接触者外来、新型コロナ入院医療機関等）

検体採取時の感染リスクの低減
→５/15～無症状者が検査適応となる（検体採取方法：鼻腔・鼻咽頭）
6 / 2～有症状者の検体採取方法が唾液が可となる。
６/17～無症状者の検体採取方法が唾液が可となる。

R2.5.13 「SARS CoV 2 （新型コロナウイルス）抗原検出」保険適用
R2.６～ 郡市区医師会委託による「地域外来・検査センター」整備開始

●検査分析
地方衛生研究所等（県、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市）にてPCR検査開始
R2.1.29～ 県健康科学研究所検査体制整備（1日40件開始）

（R2.1.30~神戸市、R2.2.6~姫路市、R2.2.3~尼崎市開始）
（R2.4中旬～あかし保健所、R2.9～西宮市保健所検査開始）

R2.5～ 民間検査会社への検査委託開始
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分野別検証13 PCR検査等の実施
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第１期～第４期②

２ PCR検査体制（1日あたりの最大検査件数）の拡充

【教訓・課題】
①平時からの検査分析・検体採取能力の確保

医療機関、民間検査会社との協定
神戸検疫所との連携体制確認

②検査手続き等（健福→研究所）のさらなる電子化
③感染初期における検査体制確保(地方衛生研究所の

体制強化）

【有効であった対応】
①民間検査機関の積極的活用
②地域外来・検査センターの設置
③帰国者・接触者外来等でのPCR装置等の導入支援
④県立健康科学研究所への検査依頼手続き及び結果

通知の簡略化（Excel様式、公印省略）
⑤神戸検疫所との連携による検査実施

【今後の感染症に生かすこと】
地方衛生研究所について、新興感染症発生・流行時において初期から検査を扱う役割を踏まえ、それを
担いうる体制と仕組みを整えておくことが必要

第1期 第2期 第3期 第4期
第1波 第2波 第3波 第4波 第5波 第6波 第７波 第8波

R２ R3 R4 R5
県対処方針更新日 3.10 5.21 6.18 8.28 10.14 11.5 2.22 3.29 8.18 2.10 8.3 4.26 

衛生
研究所

等

県 80 120 160 200 280 700 700 700 700 700 700 700
保 健 所
設 置 市

48 160 300 490 530 600 685 685 685 685 938 938

小計 128 280 460 690 810 1,300 1,385 1,385 1,385 1,385 1,638 1,638
民間検査機関 － 44 130 470 580 760 1,430 2,440 2,810 4,635 5,070 4,520
医療機関 － 80 60 320 490 490 1,235 2,375 3,775 5,580 6,492 13,842

合計 128 404 650 1,480 1,880 2,550 4,050 6,200 7,970 11,600 13,200 20,000

【神戸検疫所によるPCR検査応援】
期間：R2.3.19~R2.4.22
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分野別検証13 PCR検査等の実施
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第１期～第４期③

１ 県管轄保健所の開設状況（県）

【主な取組等】
●PCR検査体制の拡充策として、保健所と連携のもと、県及び保健所設置市が医師会等に委託し、か

かりつけ医からの紹介でPCR検査が実施可能な「地域外来・検査センター」を整備した。

圏域 阪神 東播磨 淡路
名称 宝塚市医師会

検査センター
伊丹市医師会
PCR検査センター

川西市医師会
検査センター

加古川・高砂
PCR検査センター

淡路圏域地域
外来・検査センター

設置時期 R2.10.1 R2.10.5 R2.12.1 R2.8.28 R2.9.1
閉鎖時期 R4.6.30 R4.3.31 R4.3.31 R3.9.30 R3.9.30
方式 ドライブスルー方式
R2実績 352 279 81 654 197
R3実績 1,349 503 144 429 36
R4実績 195 － － － －

２ 保健所設置市の開設状況
運営開始 運営主体 方式

神戸市 R2.6.8 神戸市医師会 ウォークスルー方式
姫路市 R2.7.3 姫路市医師会 ドライブスルー方式
西宮市 R2.8.18 西宮市医師会 ウォークスルー方式

【教訓・課題】
①平時からの開設スキームの構築

場所確保(既存施設活用、ﾃﾝﾄ設営等)、従事者・資材等
の確保、実施方式(ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰ型等)、医療法上の手続き
(開設許可、使用許可等)、運営体制、保険等の整理

【有効であった対応】
①検査による医療従事者の感染リスクが高い時期

におけるセンターの開設（受診対応可能な医療
機関の増）

【今後の感染症に生かすこと】
流行初期は、検体採取の場の確保が課題となる。地域における外来診療体制を確保するため、平時から
「地域外来・検査センター」立ち上げについて、保健所及び郡市区医師会等関係機関との検討が必要
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分野別検証13 PCR検査等の実施
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第１期～第４期④

県立健康科学研究所における変異株スクリーニング実績（抜粋）

【主な取組等】
●変異株発生の早期探知を強化するため、地方衛生研究所において、国立感染症研究所で開発された

変異株の疑いを確認するための変異株PCR検査を実施するよう要請（R3.2.5国通知）
●変異株スクリーニング検査の結果は、兵庫県ホームページにて公表
●県健康科学研究所

【変異株PCR検査】
令和３年1月29日開始

開始時期 変異 備考 国通知
R3.1.29 N501Y アルファ株 R3.2.5
R3.6.9 L452R デルタ株 R3.6.7
R4.2.14 T547K オミクロン株：BA.1 系統,BA.2系統 R3.11.28
R4.10.28 R346T オミクロン株：BA.4系統、BA.5系統

R3.1.29～
R3.5.30

R3.5.31～
R3.10.24

R3.11.1～
R4.2.7

R4.2.14 ～
R4.3.27

R4.3.28～
R4.7.31

R4.10.24 ～
R5.3.26

変異株 ｱﾙﾌｧ株
陽性：ｱﾙﾌｧ株疑

ﾃﾞﾙﾀ株
陽性：ﾃﾞﾙﾀ疑

ｵﾐｸﾛﾝ株（BA.1/BA.2）
陽性：BA.1系統疑
陰性：BA.2系統疑

ｵﾐｸﾛﾝ株
（BA.4/BA.5）

変異 N501Y L452 R L452R T547K T547K R346T
検査数 1,387 1,603 2,060 694 1,492 584
陽性 1,212 1,344 75 631 58 250
陰性 175 255 1,948 56 1,414 296
判定不能 0 4 37 7 20 18 

【教訓・課題】【有効であった対応】

【今後の感染症に生かすこと】
（詳細検討中）
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分野別検証13 PCR検査等の実施
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第３期

【教訓・課題】
①無料検査事業における全国的な不正事案の発生

（国のスキーム見直しが必要）
②県民への感染対策の呼び掛けとあわせた実施
③検査陰性に対する正しい理解の促進
④診断用検査キット確保に対する医療機関への影響
⑤事業効果の全国的な検証と評価

【有効であった対応】
①無症状者を対象とした無料検査（県民の不安軽減、

旅行等の異動による感染拡大の抑止）
②薬剤師会や薬局チェーン店への事業実施の働きかけ

PCR等検査無料化事業の実施

【今後の感染症に生かすこと】
全国一律で早急に実施する必要のある無料検査事業等については、国の制度設計時点で一定の不正防災策
を講じるよう、国に要望

【主な取組等】

●感染拡大傾向時の一般検査
実施期間： R3.12.27～R4.3.31
要請要件：国が示す「新たなレベル分類の考え方」

にあるレベル２相当以上
実施主体：薬局、衛生検査所、医療機関(110事業者)

●ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業
実施期間：R3.12.27～R4.3.31、R4.4.1～R4.8.31、

R4.12.26～R5.1.12(３箇所のみ)
実施要件：経済社会活動を行うにあたり必要となる検査
実施主体：薬局、衛生検査所、医療機関(110事業者)

感染拡大初期 医療負荷増大期 医療機能不全期

レベル２ レベル３ レベル４

指標 病床使用率 30％～50％ 50％超 80％超

感染状況

感染者数が急速に
増え始める

今夏並またはそれ以上
の数の感染者発生

今冬想定数を超える
膨大な数の感染者発生

外来患者
（※２推計
外来患者数）

発熱外来の患者が
急増し、負荷が高く

なる
(約5,000～9,000人)

発熱外来に患者が殺到
し、重症化リスクの高い
者がすぐに受診できない
(約9,000人～)

膨大な数の感染者に
発熱外来で対応でき
ず、一般外来にも殺到

社会経済活動
状況

職場の欠勤者が増
加し、業務継続に
支障を生じる事業
者が出始める

職場で欠勤者が多数
発生し、業務継続が
困難になる事業者が

多数発生

職場の欠勤者数が膨大
になり、社会インフラ
の維持に支障が生じる

※各事象及び指標を総合的に勘案してレベル判断を行う

―

国
レ
ベ
ル
分
類
※

区分

事
象

感染小康期

レベル１

0％～30％

感染者数は低位で
推移しているが、
徐々に増加

負荷が少ない

(～約5,000人)

定着促進事業
検査数合計 60,677 

陽性者数合計 2,219 

一般検査事業
検査数合計 866,071 

陽性者数合計 55,182 

両事業合計
検査数合計 926,748 

陽性者数合計 57,401 

●感染拡大傾向時に、新型インフルエンザ等特措法（第24条第9項）に基づき、「不安を感じる無症
状者に対し、検査を受けること」を県民に要請し、無料検査を実施
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分野別検証14 フォローアップ体制
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第２期①

１ 自宅療養の実施

【主な取組等】
●入院を原則としていたが、R3.4.10より自宅療養を開始

●令和2年3月より県では、新型コロナウイルス感染症については、子育てや介護等の特別な事情
がある場合を除き、入院及び宿泊施設での対応を原則としてきたが、現下(R3.4.10)の感染者の
急増を踏まえ、自宅待機者へのフォローアップ体制を構築したうえで、自宅療養を実施

２ 自宅療養の対象者
●65歳未満の陽性者もしくは、子育てや介護等の特別な事情があり、宿泊療養に適さないものな

どで、①かつ②の条件を満たす場合については、健康福祉事務所等の判断により、自宅療養を
可能とする

【陽性患者の療養区分の目安】
療養場所については、概ね下表の区分を目安とするが、具体の対応については、例えば、基礎疾患がある者、
妊婦、食事制限が必要な者等個別の状況に応じて判断

【自宅療養が可能な条件】
① 無症状または軽症(呼吸器症状・息切れなし等)で酸素飽和度(SPO2)が96％以上の者
② 独居または同居者がいても個室隔離や消毒などの感染対策が行える者

区 分 対 象 患 者 （R3.4.10 制度開始時点の考え方)
入院 中等症以上の者。特に中等症Ⅱ(SpO2≦93％、酸素投与が必要)以上の者は優先して入院
宿泊療養 無症状または軽症者

医療強化型 65歳未満で呼吸不全のない中等症患者、もしくは65歳以上の軽症者
自宅療養 65歳未満の無症状または軽症者等で自宅で感染対策が行える者
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分野別検証14 フォローアップ体制
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第２期②

【教訓・課題】
①全員入院勧告制度から、病状に応じた適切な療養体

制への移行タイミングの検討
②医師会と連携した自宅療養者の往診を行う地域医療

機関の確保
③感染拡大とともに、県、保健所設置市で複数の相談

窓口が設置され、県民や医療機関等が混乱
④ICTを活用した効率性も含め、県下で統一して対応

できる窓口の一元化の検討
⑤ICTに不慣れな高齢者等への対応

【有効であった対応】
①病状に応じた体制（入院、宿泊療養、自宅療養）を

講じて適切な病床数を確保
②アプリの活用により効率的な健康観察を実施
③訪問診療、パルスオキシメーター、食料衛生資材の

配布など自宅療養者へのフォローアップ体制の整備
④陽性患者及び家族の専用相談窓口の開設（自宅療養

期間中の患者・家族の安心感）

３ 健康観察等フォローアップ体制
●感染予防対策の周知徹底、アプリを活用した健康観察
●高齢者や基礎疾患を有するなど特に注意が必要な方へ、パルスオキシメーター等を活用した家庭

訪問等
●体調が悪化した場合の訪問診療の実施
●希望者への食料品・衛生資材等の配布
●陽性患者及び家族の専用相談窓口「自宅療養者等相談支援センター」の設置（R4.1.28~）

【今後の感染症に生かすこと】
AI等の技術を活用した効率的かつ適切な健康観察の実施
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分野別検証14 フォローアップ体制
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第２期～第４期

【教訓・課題】
①まん延を予測し、早期の立ち上げが効果的
②相談指導、医学的判断、医療機関調整等的確に対応

できる看護師の確保が必要
③平時からの市町との連携・協力体制の構築が必要

【有効であった対応】
①自宅療養者等の相談支援の一元化による保健所の負

担軽減
②24時間体制の看護師による適切な医療へのつなぎ
③市町への経費負担により支援体制の強化

【今後の感染症に生かすこと】
自宅療養者支援体制の迅速な構築
平時からの市町との連携体制の構築、役割分担の明確化
平時からの生活物資の備蓄の啓発

１ 自宅療養者等相談支援センターの設置

【主な取組等】
●第４波から、自宅療養者へ生活支援物資、パルスオキシメーターを配布した。
●自宅療養者等相談支援センターを設置し、自宅療養者、濃厚接触者の相談支援を一元化した。
●市町による自宅療養支援を推進することにより、支援体制を強化した。

設置 R4.1.28（姫路市内）

業務内容 健康観察・健康相談、医療機関案内（医療機関の紹介、連絡、調整）、生活支援対応
（食料品・衛生資材、パルスオキシメーターの希望受付、市町・配送業者への配送依頼）

体制 24時間体制オペレーター：一般相談、看護師：健康観察、健康相談、医療機関調整
生活支援対応スタッフ：食料品等受付、配送手配、発送

実績 健康相談 76,241件、食料品等配布 38,745件（外6,454件は同ｾﾝﾀｰを経由せず配送）

２ 生活支援実施市町の経費負担
●自宅療養者の生活支援を強化するため、協力した市町の経費を負担

実績：生活支援物資配布18,989件
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分野別検証14 フォローアップ体制
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第４期①

１ 自主療養のスキーム(軽症者等)

【主な取組等】
●R4.8より自主療養制度が開始された。
●診療が必要な方が適切なタイミングで医師の診療・治療等を受けられるよう、症状が軽く重症化リ

スクが低い方(2歳以上59歳以下等)に抗原キットを送付
●自己検査で陽性の場合は、「自主療養登録センター」にて登録し、自主療養を実施

発熱等診療・
検査医療機関

診療
治療

有症状者

【対象者】
・２～59歳かつ
・基礎疾患がないかつ
・軽症の方

兵庫県

配送事務局

コールセンター

自主療養登録センター
・自主療養者の登録
・自主療養証明書の発行

⑥症状悪化時
等は受診

①HPで申込

②検査キット送付※

③陽性者は結果を
HPで登録申請

④申請受付の通知

新型コロナ健康相談コールセンター等

⑤症状悪化時の相談
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分野別検証14 フォローアップ体制
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第４期②

【教訓・課題】
① 民間の医療保険の適用が認められるようなスキー

ムが必要
② 医療機関の受診を経ないため、民間保険の不正受

給への対応も視野にいれた体制づくりが必要
③ 症状悪化時のフォロー体制構築が必須

【有効であった対応】
① 市町の協力により自主検査用の抗原検査キットを

配布
② 民間の医療保険（入院特約）の適用を受けるため

に関係団体と調整
③ 症状悪化時に医療機関受診を円滑にするために医

師会と調整

【今後の感染症に生かすこと】
医療ひっ迫を防ぐ観点から、医療機関の受診を経ず、医療保険が適用されるスキームの検討

２ 自主療養のポイント
●医療機関を受診せずに療養開始
●健康相談コールセンター等で相談受付
●自主療養を証明する書類を発行

３ 自主療養登録及び自主療養証明書の発行
●配布した検査キット等により陽性判明時、「自

主療養登録センター」に登録し、申請により
「自主療養証明」を発行

４ 自主療養の実施フロー

自己点検等により陽性判明

１

２

３

・自主療養登録センターにアクセス
・Webフォームに必要事項を記入

・登録完了。自主療養開始

・自主療養終了確認。自主療養証明発
行の案内
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分野別検証14 フォローアップ体制
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第２期～第４期

【教訓・課題】
①往診医療機関の地域偏在（但馬、丹波等の不足）
②産科、小児科など特定の診療科の医療機関不足

【有効であった対応】
① 往診医の専門分野等をまとめリスト化し活用
② 医師会と連携した往診医拡大に向けた研修会開催

【今後の感染症に生かすこと】
迅速な制度設計により、適時適切に制度を立ち上げ、医療機関が資金面で持ち出し無く往診等の活動が
できるよう支援することが必要

往診支援事業の実施 R3.4.12～R5.5.7

【主な取組等】
●自宅や高齢者施設等において自宅療養等を行っている患者に対し、往診を行う医療機関を支援する

ことにより、医療提供体制の整備を図り、自宅療養者等が安心できる環境を確保

● 事業の対象となる患者
・自宅や福祉施設（介護老人福祉施設、障害者支援施設、福祉型障害児入所施設等）、宿泊療養施設等

において待機・療養している者で、保健所等から受診勧奨のあった者
● 支援内容

・保健所等からの受診勧奨に対応した医療機関に対して支援
診療所等：１日あたり50,000円（実地に往診した場合に）
訪問看護：１日あたり30,000円（医師の往診のない日に限る）
薬 局：１日あたり10,000円（処方薬の提供・服薬指導の場合）

● 急変時の対応
・体調が悪化した場合は保健所等が連絡を受け、必要に応じ入院等の調整を行う。

● 支援体制の強化を随時実施
・R3.4.12～ 第４波における自宅療養の開始に伴い、往診支援事業開始
・R3.5.18～ 医療ケアのさらなる充実を図るため、 訪問看護にかかる支援を追加(4/12にさかのぼり適用)
・R3.5.21～ 宿泊療養施設入所中の患者を対象に追加。調剤・服薬指導にかかる薬局支援を追加
・R4.1.27～R4.3.21 第６波「まん延防止等重点措置」期間中は往診強化のため１日あたり支援額を２倍に増額
・R4.1.27～ 福祉施設でのクラスター増加を踏まえ、全ての福祉施設への往診を事業対象に追加

医療機関数

(延べ）
実施日数
(延べ）

金額
（千円）

往　診 1,264 5,900 346,950
訪問看護 648 7,009 252,450
調　剤 609 2,842 30,920

計 2,521 15,751 630,320
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分野別検証15 後遺症対策
（分野）保健医療（項目）検査・療養体制：第４期

【教訓・課題】
①外部委託を有効活用し、看護師等の専門家による

相談対応

【有効であった対応】
①医師会と連携した後遺症対策事業（研修会の開

催等）により、診療医療機関の確保促進

【今後の感染症に生かすこと】
関係団体と連携し、臨床現場のニーズを把握した感染症に関連するタイムリーな情報発信が必要。また、
医療機関リスト公表は、スムーズな受診につながることから、外来医療提供体制整備として検討が必要

後遺症対策事業（令和4年度）

【主な取組等】
●幅広く県民に周知するため、ホームページや広報資材（ちらし）を作成
●後遺症に対応できる医療機関の幅広い確保するため、令和3年度より、医師会と連携して研修会を

開催したほか、県医師会において、診療支援の一環として、後遺症プロジェクトチームを立ち上げ

項目 内容
日時 令和４年４月７日 令和４年８月４日
対象 医師、医療従事者、行政･保健所関係者、学校関係者
方法 兵庫県医師会館、WEB

内容

「COVID-19罹患後症状」
大阪大学医学部附属病院 感染制御部講師

松尾 裕央 氏
「小児COVID-19の現状と影響（後遺症含む）」
兵庫県立こども病院感染症内科 笠井 正志 氏

「罹患後症状のマネジメント編集」を踏まえて
川崎市健康安全研究所長 岡部 信彦 氏

参加者 620名 247名
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分野別検証16 応援体制の確保
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第１期～第４期

【教訓・課題】
①様式の統一化
②書類の電子化
③民間人材派遣会社等のさらなる活用

【有効であった対応】
①専門職（保健師）の派遣
②職員派遣時のリエゾンの設置
③保健所業務支援室の設置及び業務集約

【今後の感染症に生かすこと】
保健所業務を支援する組織の迅速な設置及び柔軟な運用
民間人材派遣会社などの活用による即応体制の整備
保健所業務の効率化・重点化・優先順位づけ
平時から感染症対策における専門家の人材データベースの構築が必要

職員派遣内容

【ポイント】
●感染ピーク時に業務が逼迫する健康福祉事務所に職員を派遣
●リエゾンを設置することで派遣職員の労務管理を円滑に実施
●一部業務を集約することで効率的に職員を派遣

派遣場所 派遣内容

第1～
2期

健康福祉事務所
健康福祉部内

・健康福祉部の疾病対策課感染症班（R2.7以降は
感染症対策課に改編）に事務職員を派遣

・一部の健康福祉事務所に事務職員を派遣
・健康福祉事務所間及び本庁等から保健師を派遣

第3期 健康福祉事務所
・引き続き保健師の派遣を継続
・第５波時には大規模な職員派遣を実施（本庁・

県民局・県民センター・地方機関）
・派遣職員の労務管理のためリエゾンを設置

第4期 健康福祉事務所
保健所業務支援室

・引き続き保健師の派遣を継続
・保健師以外の健康福祉事務所への派遣について

は県民局及び県民センターから派遣
・保健所業務支援室を設置し、保健所の業務を一

部集約
・保健所業務支援室へ本庁等から職員を派遣

○保健所業務に関する職員研修(R3.10～11)
本庁職員等を中心に保健所で実施する感染症
対応業務について研修を実施し、職員による
即応体制を整備

●研修内容
・保健所での感染症業務全般
・疫学調査方法（具体的な疫学調査での聞き

取り内容中心にロールプレイングも実施）

●受講者数
全５回 トータル 1,026人

○保健所業務支援室（R4.1～）
陽性者の健康観察等を本庁に集約し、業務が
逼迫する保健所の支援体制を整備

R4.1 業務支援室設置
R4.6 業務支援室拡充

※ 専任の主幹１、担当１配置
本庁等からの応援 60名／日体制
民間人材派遣 30名／日体制

●主な集約業務
・発生届のデータベース化
・陽性者の健康観察
・発生状況に関する統計データの作成
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分野別検証17 情報共有等の取り組み
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第４期

【教訓・課題】
①患者情報の共有化（システム構築）
・平時のｼｽﾃﾑ運用訓練が必要
・国HER-SYSの変更が多く県ｼｽﾃﾑの変更が追い付かず
・FAX届出が多く保健所職員がｼｽﾃﾑ入力することが必要
②ICTを活用した情報共有
・ｼｽﾃﾑ化する業務の手順を明確化し説明できる体制構築

【有効であった対応】
①患者情報の共有化（システム構築）
・全県で様式を統一化
・入力文字数制限、送信件数制限が無くなり効率化
・情報の集約化による迅速な共有
②ICTを活用した情報共有
・ﾉｰｺｰﾄﾞﾂｰﾙにより職員自ら迅速にアプリを開発

【今後の感染症に生かすこと】
情報の共有や応援職員でも直ちに業務従事できるよう、統一した様式が必要
医療機関等からのFAXでの届出が多く、平時から電子化に取組むことが必要

１ 感染情報共有システムの構築（R5.3～）

【主な取組等】
●健康福祉事務所ごとに異なっていた患者情報に係る様式をシステム構築により統一化し、事務所、

本庁間で迅速に共有を図る。
●患者がSMS・webで報告することで、保健所業務の負担軽減・効率化を図る。
●ICTを活用した情報共有により職員間の連携を強化

２ ICTを活用した情報共有（R４～）
●検査キット配布、陽性者情報登録のアプリの開発

及び運用

【主な課題】
①事務所ごとに様式が異なる
②携帯電話から患者（療養者）の携帯電話

に情報を送信する必要があり非効率
③ID管理がなく、個々の患者回答内容等の

確認に時間を要す

【解決策】
①ｼｽﾃﾑ構築により様式を統一し事務所と本庁間で迅速に共有
②ｼｽﾃﾑから直接患者(療養者)へ健康観察の確認依頼等の送信

が可能となり、入力業務等を効率化
③ID管理により患者回答内容等の確認の迅速化

【システム概要】
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分野別検証18 積極的疫学調査･入国者への健康観察の実施
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第３期～第４期①

【主な取組等】
●感染症法第15条における積極的疫学調査
●第5波 1日最大1,088人（R3.8.18）第6波 1日最大6,562人(R4.2.10）

第7波 1日最大12,376人（R4.8.11）前波を上回る大規模な感染が発生
●新たな患者への調査を迅速に行い、適切な療養への調整や自宅療養者の健康観察など命を

守ることを最優先とし、積極的疫学調査は、重点化リスクが高い陽性者（高齢者・障害児
者施設）に重点化

１ 積極的疫学調査の重点化
時期 県通知 濃厚接触者 施設調査

第5波（R3.7.1～R3.12.19）
デルタ株
※R4.9.26 国通知

R3.9.3 陽性患者の同居家族・同居人の調査・
検査。友人等は、患者を通じて該当者
に連絡し自主待機とする。

感染拡大やクラスター化が懸念される施
設等の調査・検査。同時期に2名以上の
陽性者が確認された施設。

第6波（R2.12.20～R4.6.17)
オミクロン株（BA.1/BA2）

R4.1.14
同上

事業所等は、一定の感染管理を実施して
いることを前提に、保健所は、一律に濃
厚接触者を特定し、行動制限を行わない。

「ｵﾐｸﾛﾝ株の特徴を踏まえた濃
厚接触者の特定・行動制限及
び積極的疫学調査について」
※R4.3.16国通知

R4.3.24 R4.1.25県通知
さらなる重点化

※自主検査による濃厚接触者の
待機期間の短縮が可能に

R4.1.25県通知
さらなる重点化

時期 県通知 【中等症以上及び重症化ﾘｽｸの高い者】 【軽症・無症状者】

第6波（R2.12.20～R4.6.17)
オミクロン株（BA.1/BA2）

R4.1.25
さらなる
重点化

療養区分：原則、入院・宿泊療養施設
調査項目の絞り込み（本人情報・症状
等のみへ）

療養区分：原則、自宅療養
・ｵﾝﾗｲﾝﾌｫｰﾑへの情報入力の推進
・患者自身による健康観察
・「自宅療養者等相談支援ｾﾝﾀｰ」による

対応
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分野別検証18 積極的疫学調査･入国者への健康観察の実施
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第３期～第４期②

２ 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)の概要等
●厚生労働省は、保健所等の業務負担軽減及び保健所・都道府県・医療機関等をはじめとした関係者間の

情報共有・把握の迅速化を図るため、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム（HER-
SYS）を開発し、令和2年5月29日から運用開始

●医療機関においては、発生届の入力・報告を電子的に行うことができるとともに、自宅療養者などが、
毎日の健康状態をスマホ等で簡単に報告をすることができる仕様

※HER-SYS＝Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-19
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分野別検証18 積極的疫学調査･入国者への健康観察の実施
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第３期～第４期③

【教訓・課題】
①感染の急拡大により、保健所が、患者へ迅速に対

応ができなくなった（第6波：R4.8）
②全数調査の継続は、保健所の疲弊と患者の不安を

助長する結果となった
③感染状況に沿った積極的疫学調査の重点化による

保健所業務の効率化に向け、タイムリーに感染症
の特徴を踏まえた重点化の基準の設定が必要

④「新型インフルエンザ対策計画」を踏まえた、
重症度トリアージによる療養支援への転換等につ
いて、平時から関係者との認識の共有を図る。

⑤保健所等現場の意見をタイムリーに反映できる場
の確保

⑥国システムを基本とした患者管理

【有効であった対応】
①SNSを活用した連絡、キントーン導入による疫学

調査や健康観察の導入は、保健所の中等症以上や
ハイリスク者への迅速な支援につながった

②県庁デジタル改革課によるシステム導入支援
③HRE-SYS普及により、県医師会等とICT化の必要

性を共通認識でき、医療機関のICT化を推進する
機会となった

【今後の感染症に生かすこと】
感染の急拡大時においては、医療機関や高齢者施設等、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所して
いる施設におけるクラスター事例に重点化が必要。保健所業務の効率化のためには、タイミングの見極
めが重要であり、重点化の基準の設定が必要

３ 積極的疫学調査依頼等の実績
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分野別検証18 積極的疫学調査･入国者への健康観察の実施
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第１期～第４期①

【主な取組等】
●外国から入国した者については、検疫所から健康観察対象者リストが送付され、14日間、

発熱等の有無を毎日観察する健康観察を健康福祉事務所や保健所設置市が実施
主な検疫に関する動向等

日付（国通知等） 動向・国通知内容等 県対応

R2.2.1 新型コロナウイルス感染症が検疫法上の検疫感染症に指定 国及び検疫所への結果報告（県庁）
対象者への電話等による定期的（1日1
回）健康観察、外出自粛の勧告等実施R2.2.17通知 流行地域の滞在歴にある者に対する保健所での健康フォローアップﾟ実施

R3.1.9 全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提
出、を要請。入国時の検査を開始（変異株アルファ株流行）

R3.１.19通知

R3.１.20より「新型コロナウイルス感染症特定流行国滞在者健康確認セン
ター」の設置
・変異株流行国・地域からの入国者に対する入国後の健康観察等を更に強化
・入国後の宿泊施設での待機要請。入国後3日目に検査を行い陰性であれば

退所。入国後14日間フォローアップ

有症状者等を認めた場合等において、セ
ンターから管轄保健所に連絡。受診対応
含め、フォローアップ

R3.３.26通知 「新型コロナウイルス感染症特定流行国滞在者健康確認センター」を「入国
者健康確認センター」に改称。R3.３.26より全ての入国者の健康観察を実施

R3.1130通知

オミクロン株患者と同一の航空機関において、座席位置に関わらず、
濃厚接触者と同定された搭乗者に対し、疑似症患者として、感染症法第44条
の3第2項に基づく宿泊療養施設待機を求める。
（12/28～対象：前後２列を含む5列以内の列に搭乗していた者に変更）
宿泊施設入所者以外の入国者に対し、検疫所が配布する抗原検査キットを用
いて入国後3日目に自主検査を要請（R3.11.30通知（R3.12.28一部改正）

航空機濃厚接触者、市中でのオミクロン
患者増加による宿泊療養施設入所者が増
加。陰性確認のためのPCR検査数の急増
・検疫所の待機施設が飽和状態
・県による県宿泊施設への待機者の移送

実施。3、6、10日目を目安にPCR検
査実施。いずれの検査でも陰性、かつ
最終暴露日から14日間経過した場合に
宿泊療養を解除

R４.3.29通知

・オミクロン株の国内外の感染状況を前提として、R4.3.30より、機内濃厚
接触者について、「前後2列を含む５列以内の登用者」から「機内家族」
のみに変更

・濃厚接触者の待機期間を短縮（原則7日間の自宅待機、検査により5日間に
短縮可能） R3.12.28日通知（R4.３.29一部改正）

国の帰国者フォローアップシステムによ
る患者管理
・待機期間中陽性者の健康フォローアッ

プ入力
・機内濃厚接触者の疫学調査
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分野別検証18 積極的疫学調査･入国者への健康観察の実施
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第１期～第４期②

【教訓・課題】
①変異株対応を想定した平時からの体制準備

・宿泊施設委託先との調整（運営管理、健康観察方法等）
・施設内検査体制整備
・検体採取方法の検討や民間検査会社の確保
・マニュアル、ちらし等のテンプレート
・検査体制整備にかかる人員体制の検討

【有効であった対応】
①当初、保健所毎に対応した宿泊施設における検

査体制を県で一元化（保健所業務の効率化）

日付（国通知等） 動向・国通知内容等

R4.7.28 入国後待機期間の見直し
・全ての入帰国者の待機期間を7日から5日に変更

R4.9.14
入国後待機期間の見直し
・国内の濃厚接触者の待機期間の見直しを踏まえ、待機期間5日について、入国後2日目、3日目の検査陰性の確

認により、待機期間が3日に短縮可能

R4. 10.11
入国時検査及び入国後待機の見直し
・原則、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交

通機関不使用等を求めない。

R5.４.29 水際対策緩和
・全ての入国者に対して、出国前72時間以内の陰性証明書又はワクチン接種証明書（3回）いずれかの提出不要

R5.５.８ 新型コロナウイルス感染症が検疫感染症の対象外となる。
・検疫法第2条第2号に基づく新型コロナウイルス感染症に係る水際措置終了

【今後の感染症に生かすこと】
（詳細検討中）
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分野別検証19 コールセンターの設置・運営
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第１期～第４期

【教訓・課題】
① 医療機関、消防等との連携による緊急対応の強化
② 休日・夜間の相談体制の充実
③ 感染者増加に伴う迅速な体制拡充

【有効であった対応】
① 看護協会、看護系大学等の協力による相談員の

確保とマニュアルの整備
② CCCとの連携による受診調整
③ 24時間体制による対応（県民の不安解消）

【今後の感染症に生かすこと】
迅速な相談体制の確立と、感染者の増減に伴う柔軟な対応
夜間・休日を含む医療機関、消防等関係機関との連携体制の構築

【主な取組等】
●健康相談コールセンターを24時間体制で設置し、夜間・休日の相談にも対応した。
●段階的に人材派遣の導入、業務委託へ移行することにより、相談体制の拡充を図った。

１ 健康相談コールセンターの主な相談内容と対応
【主な相談内容】
① 症状、感染予防等の健康相談
② 医療機関受診について
③ 検査、治療等について

【主な対応】
① コロナに関する知識の提供、症状の聞き取り、指導・助言
② 医療機関情報の提供、緊急時は保健所等へ情報提供
③ 検査、治療についての最新情報の提供 等

２ 健康相談コールセンターの相談体制・実績
第1期 第2期 第3期 第4期

運営体制 直営 直営 直営 委託

回線数 ４回線⇒６回線 ６回線⇒７回線 ７回線 ７回線⇒40回線

相談件数 87,741件 32,541件 38,899件 254,825件
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分野別検証19 コールセンターの設置・運営
（分野）保健医療（項目）保健所体制：第４期

相談窓口の概要と実績

【主な取組等】
●ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤルの開設

オミクロン株による感染者数の増加により、今後もの後遺症に悩む罹患者の増加が想定されるこ
とから、後遺症に関する悩みを抱えている方への相談窓口として、R４.７.７から専用相窓口を開設

●兵庫県新型コロナ外国人専用健康相談窓口の開設
水際対策が大幅緩和され、外国人患者の増加に備えて、多言語対応による相談体制を強化

(1) 名称：ひょうご新型ｺﾛﾅ後遺症相談ダイヤル
(2) 開 設 日 ：R４.７.７
(3) 設置場所：自宅療養者等相談支援センター内
(4) 電話番号：０７８－３６２－９２７８
(5) 受付時間：９時～20時（土日祝日含む）
(6) 対 応：看護師2名による相談対応
(7) 内 容：具体的な症状や体調に関する相談

受診の相談

(参考）R4年度実績：3,653件

(1)名称：兵庫県新型コロナ外国人専用健康相談窓口
(2)開 始 日 ：R４.11.１
(3)電話番号：０５０-３１７１-３２４４
(4)受付時間：24時間（土日祝日含む）
(5)通訳方法

①外国人患者等が専門電話番号に架電し、通訳
コーディネーターが適切な窓口に繋ぐ

②外国人患者等と通訳と各種相談窓口の相談者の
３者間で、遠隔医療通訳

(6)対応言語：英語、中国語、ベトナム語、
スペイン語、ヒンディー語等30言語

(参考）R4年度実績：49件

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

407 862 782 328 265 287 411 196 115
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分野別検証20 新型コロナウイルスワクチンの接種体制
（分野）保健医療（項目）ワクチン：第１期

【教訓・課題】
(医療従事者優先接種)
①接種対象者拡大による適切な優先順位付け及び関

係団体との調整
②ワクチンや資材の保管、配送準備･手配等地域の

中核医療機関への負担
③ワクチンの取扱い(配送単位や超低温冷凍保存等)

や供給の制度･仕組み等ロジスティックスの制限
④短期間に多くの予約が集中するため､円滑に予約

できる仕組みが必要

【有効であった対応】
(医療従事者優先接種)
①医療機関へのワクチン配送を県自ら行うことに

より接種施設を確保
②統一的なオンライン予約システムの構築

【今後の感染症に生かすこと】
ﾜｸﾁﾝ接種に係る役割や業務は、検討段階から国・県・市町・関係団体間で適切な情報共有や調整が必要
ﾜｸﾁﾝ接種の円滑な実施に対応する組織体制の整備や、専門的な知識・経験を有する人員配置が重要

【主な取組等】
●ワクチン接種に関して国や市町､医療機関などと調整等を行うﾜｸﾁﾝ対策課を新設し､迅速に対応を検討
●医療機関へのワクチン配送を県自ら行う等により､医療従事者向け優先接種の円滑な実施を促進

●新型コロナワクチン接種の円滑な実施に向け､ワクチン対策課を新設(R3.1.25)し､県内医療従事
者への優先接種にかかる医療機関との調整等を開始するとともに､県民へのワクチン接種にする
情報提供等を実施

体制整備等

【ワクチン接種の役割分担】
区分 役割

国
・接種順位決定 ・ワクチン一括購入
・接種推進等に係る財政的措置
・ワクチン接種円滑化システムの整備等

県
・医療従事者への優先接種
・ワクチンの流通調整 ・市町支援
・専門的相談対応 等

市町
・高齢者への優先接種 ・住民への接

種 ・接種券の配付 ・住民への接種
勧奨 ・一般相談対応 等

【県ワクチン対策課が担う業務】
区分 業務内容

医療従事者
への優先接種

・医療機関や関係団体等との調整 ・超低温冷凍庫の配置施設
の調整 ・接種予定者リストの作成 ・接種会場の確保調整 等

ワクチンの
流通調整

・ワクチン卸売業者との調整 ・ワクチン流通量の調整 ・ワク
チン接種円滑化システム(V-SYS)の入力 ・システム管理 等

市町支援 ・接種会場等に関する広域調整 ・助言、連携、情報共有 等

専門的相談 ・専門的相談の実施（総合案内、副反応等相談、専門相談
等）・コールセンターの設置・運営 等

その他 ・ワクチン接種等に関する広報 等
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分野別検証20 新型コロナウイルスワクチンの接種体制
（分野）保健医療（項目）ワクチン：第２期

【教訓・課題】
①市町によっては､接種医療機関や医療従事者の確

保が困難
②ワクチンの有効性や安全性に対する県民の不安

【有効であった対応】
①接種医療機関や医師･看護師等確保のため医師会
等関係団体へ協力依頼
②県内２カ所の県独自の大規模接種会場により広
域的なワクチン接種を実施
③看護師等の専門職を配置した相談窓口の設置

【今後の感染症に生かすこと】
県は市町の住民接種が円滑に進むように、接種医療機関や医療従事者確保のため、医師会・看護協会等
関係団体への協力依頼や、市町をまたぐ広域接種の調整など、積極的に市町をサポートすることが重要

【主な取組等】
●副反応専門相談窓口の設置や､専門的医療機関の設置により､市町が実施する住民接種を後押し
●県大規模接種の実施により､接種希望者の利便性向上に繋がるとともに､市町のワクチン接種の取

組をカバー

●ワクチン接種後の副反応への対応による市町が実施する住民接種への支援や､国の掲げた接種
目標等を推進するため県独自の大規模接種会場の開設等を実施

主なワクチン対策（R3.3.1～6.30）

項目 詳細

医療従事者への優先接種 ３／５から医療従事者への優先接種が開始｡県が調整主体となり接種施設の確保､医療機関へのワクチン
配送､統一的なオンライン予約システムの構築等を実施

専門相談窓口の設置 ３／15から県民のワクチン接種後の副反応等の相談に対応する窓口を開設
高齢者等へのワクチン接
種

４／12から各市町において高齢者等に対する接種が順次開始｡県としては各市町へのワクチン配分や市
町間調整を行うとともに､接種回数等に応じて医療機関への財政的支援を実施

専門的医療機関の設置 ５／１から副反応を疑う症状を診察した医療機関が､より専門的な対応が必要であると判断した場合に､
専門的医療機関(神戸大学医学部附属病院･兵庫医科大学病院)に相談できる体制を整備

県大規模接種会場の運営 ６／21から姫路市及び西宮市に県大規模接種会場を開設

職域接種への支援 ６／21からの職域接種の開始に向け､６／８､県では｢職域接種専門相談窓口｣の設置や､一定要件を満た
す職域接種を実施する中小企業等への財政的支援を実施
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分野別検証20 新型コロナウイルスワクチンの接種体制
（分野）保健医療（項目）ワクチン：第３期

【教訓・課題】
①若者のワクチン接種率の向上
②専門相談窓口への問い合わせの増加

【有効であった対応】
①県大規模接種会場における事前予約なしでのワ

クチン接種の実施
②相談数増加に合わせ相談体制を増員(４名→10名) ､

夜間まで相談受付時間を延長

【今後の感染症に生かすこと】
ﾜｸﾁﾝ接種に当たっての不安を解消するため、電話相談については利用状況に応じて、回線数や受付時間
等を柔軟に変更して対応し、さらには、県民の様々なﾗｲﾌｽﾀｲﾙへ対応するため、相談手法の多様化も重要

【主な取組等】
●市町や地域の実情に応じた接種体制に加えて､県においてもワクチン接種の促進を図る取組を強化
●医療従事者及び高齢者は７月末までに２回目接種を概ね終了｡その他の接種希望者も11月末までに

概ね終了

●令和３年７月からは65歳未満の住民に対する接種が県内の各市町において順次開始｡県においては､
接種後の副反応への対応の拡充や､県大規模接種会場の延長等によりワクチン接種の促進を強化

主なワクチン対策（R3.7.1～12.19）

項目 詳細
多言語相談窓口の設置 ７／１から外国人県民への副反応等に対する相談窓口として多言語対応ができる窓口を設置
専門相談窓口の強化 ９／１から｢兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口｣の受付時間を延長(９時～17時30分→９時～21時)
アストラゼネカワクチン
接種センターの設置

９／13から神戸及び姫路の医療機関と連携し､アストラゼネカ社ワクチンが接種できる接種会場(神戸会場･
姫路会場)を開設

若者の接種促進 ２回目接種を完了した県内在住･在学の学生を対象に県オンラインショップで使える楽天クーポン等を付与
県大規模接種会場の延長 11月末まで､姫路競馬場及び園田競馬場を活用し､県大規模接種を継続

【県大規模接種会場の実施概要】
接種会場 設置場所 設置期間 接種人数

姫路会場(播磨地区) ①アクリエ姫路 ②姫路競馬場 ①6/21～10/3 ②10/5～11/27 91,027人
阪神会場(神戸･阪神地区) ①西宮市立中央体育館 ②園田競馬場 ①6/21～10/17 ②10/4～11/28 84,956人
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分野別検証20 新型コロナウイルスワクチンの接種体制
（分野）保健医療（項目）ワクチン：第４期

【教訓・課題】
①接種時期が集中し接種予約が困難
②ワクチン接種に関する不安が拡大

【有効であった対応】
①３回目の接種開始に合わせ県大規模を設置｡４回

目の接種開始時も規模を拡大して対応
②小児接種の努力義務化に合わせて､専門相談窓口

や専門的医療機関の強化
【今後の感染症に生かすこと】

市町の要望に基づき、県においてもワクチン接種を実施し、接種者ニーズを踏まえて柔軟な接種環境を構築
小児接種に対する保護者等の意識は様々であり、情報提供や相談体制の整備等きめ細やかな支援が必要

【主な取組等】
●初回接種は短期間で高い接種率を達成したが､3回目以降は接種率が低下｡接種者にとってのメ

リット・デメリットについて､正確に判断ができるよう､科学的根拠に基づく情報を国と連携して
発信していくことが重要

項目 詳細

県大規模接種会場の設置
3回目接種開始に合わせて､R4/1/14から姫路市及び西宮市に県大規模接種会場を再設置｡設置
場所や規模等を変更しながら､第一期･第二期追加接種及びR4年秋開始接種等を実施｡設置期間
中は､接種券なし接種や夜間接種､団体接種などニーズを踏まえた接種促進策を展開

小児接種の情報発信 小児接種が開始され､R4/3/10から専門家による動画配信など分かりやすい情報発信を開始
状況に応じて新たに説明動画を発信する等普及啓発を強化

若者の接種促進 R4/4/1から県内大学生等への大規模接種会場における団体接種に要する経費の支援や､SNSで
の情報発信､県内大学への啓発訪問等を実施

ワクチン接種促進月間の設定 R4/5月をﾜｸﾁﾝ接種促進月間とし､県内市町とも連携し､県民のワクチン接種を促進

ノババックス接種会場の設置 R4/6以降､神戸に2カ所､姫路に1カ所､医療機関と連携して武田社ワクチン(ノババックス)接種
会場を設置

小児接種専用相談ダイヤルの設置 小児接種の努力義務化に合わせて､R4/9/16から｢兵庫県小児接種専用相談ダイヤル｣を設置｡乳
幼児接種の開始に伴い乳幼児ワクチンに関する相談にも対応

専門的医療機関の強化 小児接種の副反応に対応できる専門的な医療機関として､R4/11/18から県立こども病院を追加

●医療機関等とも連携し実施主体の市町を県が様々な取組を通じて支援することで円滑な接種
体制を構築

主なワクチン対策（R３.12.20～R５.５.７）



Hyogo Prefecture

Chapter 03

分野別検証

Ⅱ福祉



Hyogo Prefecture

総括表【福祉】

期 第１期 第２期 第３期 第４期

国
等
の
動
向

【社会福祉施設等（高齢者、障害者)】
〈感染拡大の防止〉
・感染拡大防止対策に係る国通知
・感染防止に係る施設の改修等を支援する補助

金事業の創設
・高齢者施設等でのPCR検査実施要請
〈事業継続の支援〉
・高齢者施設等への応援職員の派遣体制の構築

を要請
・感染者が発生した事業者のサービス継続を支

援する補助金の創設
・社会福祉施設の従事者に対し、新型コロナウ

イルス感染症緊急包括支援交付金を活用した
慰労金の支給を都道府県に要請

・障害者支援施設、介護サービス事業所等の人
員基準等の臨時的な取扱い

〈衛生資材の確保・備蓄〉
・介護施設等に対する布製マスク、防護具等の

配布

【社会福祉施設等(こども)】
・感染防止対策に係る国通知
・介護施設等への布製マスクの

配布【再掲】
・保育所等の保護者に向けた助成金
・緊急事態宣言時の保育所等の対応

の提示

【生活困窮者・社会的孤立への支援】
・生活福祉資金特例貸付の実施
・支給要件等緩和(住居確保給付金)
・ひとり親世帯臨時特別給付金の支

給の実施（R2.7）
・住宅を失った者の公営住宅への入

居にかかる国通知

【社会福祉施設等（高齢者、障害
者)】
〈入院待機高齢者への対応〉
・退院患者の介護施設における適

切な受入等について通知
・退院者を受入れた際の介護報酬

の加算の枠組みを拡充（通常１
回→30日間算定可）

〈従事者に対する集中的検査の実施〉
・抗原簡易キットの配布
・高齢者施設等の従事者等に対する

検査の実施について、まん延防止
等重点措置の適用地域以外の対象
地域や対象施設を地域の実情に応
じて指定すること等を要請

〈感染防止対策の周知徹底〉
・感染拡大防止対策に係る国通知
・社会福祉施設等における面会等の

実施の留意点について通知

【社会福祉施設等(こども)】
・感染防止対策に係る国通知
【生活困窮者・社会的孤立への支
援】
・申請期間延長(生活福祉資金）
・支給要件等緩和(住居確保給付金)
・ひとり親世帯臨時特別給付金の支

給の実施（R3.4.）

【社会福祉施設等（高
齢者、障害者)】
同左

【社会福祉施設等(こど
も)】
・感染防止対策に係る

国通知
・保育所等への簡易検

査キット配布

【生活困窮者・社会的
孤立への支援】
・申請期間延長(生活福

祉資金)
・支給要件等緩和(住居

確保給付金)
・申請期間延長(自立支

援)

【社会福祉施設等（高齢者、障害者)】
〈医療機関の協力による往診支援等〉
・５類移行後も医療機関やかかりつけ

医との連携の確保等を高齢者施設等
に要請

〈感染者発生時の対応力強化〉
・感染拡大防止対策に係る国通知
〈従事者に対する定期的な検査の強化〉
・高齢者施設等の従事者等に対する検

査の強化（抗原定性検査の実施回数
の拡充等）

〈ワクチン接種の促進〉
・高齢者施設等の入所者及び従事者等

への接種勧奨について要請

【社会福祉施設等(こども)】
・感染防止対策に係る国通知（随時）
・保育所等におけるマスク着用の考

え方の見直し

【生活困窮者・社会的孤立への支援】
・申請期間延長(生活福祉資金)
・支給要件等緩和(住居確保給付金)
・申請期間等延長(自立支援金)
・コロナ禍等を踏まえた「新たな自

殺総合対策大綱」の閣議決定
（R4.10.14)
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

【社会福祉施設等（高齢者、障害者)】
〈感染拡大の防止〉
・感染経路の遮断、感染防止対策の厳重徹底を要請
・個室化改修や施設内での感染拡大を防止するための簡易

陰圧装置等の設置費用を支援
・職員研修に活用できる感染防止対策の動画等の周知
・新規就労職員及び新規入所者へのPCR検査の実施
・施設内感染対策等に係る相談窓口を県看護協会に設置
・障害者施設における濃厚接触の施設入所者を受入れる一

時避難所に要する経費を助成
〈事業継続の支援〉
・関係団体の協力を得て、応援職員の派遣を行う「応援ス

キーム」を全国に先駆けて構築
・感染者等が発生した事業者のサービス継続を支援する補

助金の支給
・感染者が発生した施設や感染症対策に一定の役割を果た

した従事者に対する慰労金の支給
〈衛生資材の確保・備蓄〉
・概ね２ヶ月分の使用量のマスク・消毒液等を図ったうえ

で、更に概ね２ヶ月分の使用量相当を県が保管

【社会福祉施設等（高齢者、障害者)】
〈入院待機高齢者への対応〉
・退院基準満了証明の交付や受入施設への支援金

により、回復者の退院受入れを支援
・医師の配置等、適切な健康管理体制の確保に必

要な経費を支援
・入院調整中のため自宅待機中の要介護者等の介

護サービス確保のため、訪問看護・介護事業者
等へ協力金を支給

〈従事者に対する集中的検査の実施〉
・感染拡大防止のため、従事者に対する集中的検

査を強化し、対象地域、事業者を拡充
〈感染防止対策の周知徹底〉
・感染管理認定看護師等による個別訪問時の研

修、助言を強化
・感染拡大リスクのある行為等を具体的に示すポ

スターやチェックリストの作成
・感染状況を踏まえた面会方針の周知

【社会福祉施設等（高齢者、障害者)】
〈医療機関の協力による往診支援等〉
・介護サービス継続の支援や医療機関の

協力による円滑な往診医師の派遣な
ど、福祉・医療ニーズへの総合的な支援

・５類移行後の医療ひっ迫に備え、往診
応援可能医師を紹介する相談窓口や医
療機関への協力金を支給する仕組みを
構築

〈感染者発生時の対応力強化〉
・専門家や県医師会の協力を得て、施設

の配置医師や管理者等に対する研修会
を開催

〈従事者に対する定期的な検査の強化〉
・感染の早期発見によるクラスター発生

防止のため、検査回数等を拡充（抗原
定性検査：週２回）

〈ワクチン接種の促進〉
・入所者への早期接種勧奨を周知（集団

接種、個別接種の勧奨と接種状況の把
握）

【社会福祉施設等(こども)】
・衛生管理体制の強化
・従事者慰労金の支給
・相談窓口の設置
・子育て世帯への経済的支援
・一時保護所サテライトの設置

【社会福祉施設等(こども)】
・感染症対策のための簡易な改修
・事業継続のためのかかりまし経費
・保育施設における感染防止対策
・ひょうご放課後児童プラン等におけるＩＣＴ化の推進
・一時保護所サテライトの設置【拡】

【生活困窮者・社会的孤立への支援】
・生活福祉資金
・住居確保給付金
・ひとり親世帯臨時特別給付金
・県営住宅の一時住居
・ネットカフェ難民への無償一時提供
・公社賃貸住宅の提供
・夜間法律電話相談

【生活困窮者・社会的孤立への支援】
・生活福祉資金【拡】
・住居確保給付金【拡】
・高等職業訓練促進給付金
・住宅支援資金貸付
・県営住宅の一時住居【拡】
・ひょうご女性サポートホットライ

ン

【生活困窮者・社会的孤立への支援】
・生活福祉資金【拡】
・住居確保給付金【拡】
・生活困窮者自立支援金
・ひょうご女性サポートホットライン
・薬剤師のための自殺ハイリスク者対応力向上研修
・自死遺族地域支援者研修会
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分野別検証１ 社会福祉施設等（高齢者、障害者）
（分野）福祉（項目）社会福祉施設等：第１期

【教訓・課題】
①感染症に対する防護体制の不足

(平時からの備え：計画、訓練、物資の備え、応援体制)

【有効であった対応】
①不足していた衛生資材の確保、供給
②サービス継続支援事業による経済的支援

【今後の感染症に生かすこと】
感染症への平時からの備え

【主な取組等】
重症化リスクが高い高齢者等の感染拡大への懸念
→感染拡大防止の取組を徹底するとともに、事業者の事業継続に必要な支援を実施

●

項目 内容

感染拡大防止の
取組

・感染経路の遮断、感染防止対策の厳重徹底を要請（手指消毒、マスク着用、換気 等）
・施設内で感染経路を遮断するために必要な個室化改修[R2.3 月～]や施設内での感染拡大を防止するための簡易

陰圧装置等の設置[R2.4 月～]に要する費用を支援
・感染管理認定看護師による感染拡大防止対策等の指導・研修 [R2.6月～]
・職員研修に活用できる感染防止対策の動画等の周知
・新規就労職員及び新規入所者へのPCR検査の実施 [R2.12月～]
・障害者施設における濃厚接触の施設入所者を受入れる一時避難所に要する費用を助成
・施設内感染対策等に係る相談窓口を県看護協会に設置

事業継続の支援

・感染者発生に伴う職員不足に対応できるよう、関係団体の協力を得て、応援職員の派遣を行う「応援スキー
ム」を全国に先駆けて構築 [R2.3月～]

・利用者や職員に感染者等が発生した事業者において、サービス継続に必要な費用(かかりまし費用)が生じた場
合、その費用の一部を支援 [サービス継続支援事業、R2.12月～]

・感染者が発生した施設や感染症対策に一定の役割を果たした事業者等の従事者に対する慰労金の支給 [R2.7月]
衛生資材の
確保・備蓄 ・概ね２ヶ月分の使用量のマスク・消毒液等を図ったうえで、更に概ね２ヶ月分の使用量相当を県が保管
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分野別検証１ 社会福祉施設等（高齢者、障害者）
（分野）福祉（項目）社会福祉施設等：第２期～第３期

【教訓・課題】
①感染から入院までの医療的対応
②コロナ禍の長期化による面会制限が及ぼした影響

（心身への影響、QOLの低下等）
③従事者の感染による事業所の一時的閉鎖や利用者

の減少等による経営への影響

【有効であった対応】
①集中的検査による陽性者の早期発見
②協力金や経費支援により多くの事業者が入院待

機高齢者等の対応に協力

【今後の感染症に生かすこと】
施設内療養者への対応力強化や感染防止対策への取組、オンラインを活用した面会の実施

【主な取組等】
重症化リスクは低下傾向も、患者数が増加し医療体制がひっ迫
→ 施設内での療養者対応を支援するとともに、感染拡大を防ぐ取組を強化

●

項目 内容

入院待機高齢者
等への対応

・退院基準満了証明の交付や受入施設への支援金により、回復者の退院受入れを支援
・特別なコロナ対応が必要でない場合は施設で療養し、サービス継続支援事業等で賄えない経費について、医師の

配置等、適切な健康管理体制の確保に必要な経費を支援
・入院調整中のため自宅待機中の要介護者等の介護サービス確保のため、訪問看護・介護事業者等へ協力金を支給

従事者に対
する集中的
検査の実施

・感染拡大防止のため、従事者に対する集中的検査を実施

感染防止対
策の周知徹
底

・クラスターが多い従来型施設(多床室)を中心に、感染管理認定看護師等による個別訪問時の研修、助言を強化
・感染拡大リスクのある行為等を具体的に示すポスターやチェックリストの作成
・感染状況を踏まえた面会方針の周知

R3.3月 感染多数地域で高齢者等が長期入所する施設の従事者を対象に3月中に集中的に実施
（検査方法：核酸増幅検査 → R4.1月～PCR検査 → R4.6月～抗原定性検査(検査キットの無料配布))

R3.4月 対象地域を全県(保健所設置市除く)とし、有料老人ホーム等を含む入所系施設に対象を拡充
実施期間をR3.6月まで延長

R3.7月 対象に通所系を追加し、継続実施
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分野別検証１ 社会福祉施設等（高齢者、障害者）
（分野）福祉（項目）社会福祉施設等：第４期

【教訓・課題】
①感染者発生時の医療機関との連携体制の構築
②施設内療養者の大幅増加時の施設の対応

【有効であった対応】
①施設内療養に対する理解と対応力の向上
②検査キットの無料配布による積極的な検査の実施
③ワクチン接種による重度化防止の効果

【今後の感染症に生かすこと】
新たな感染症の発生も含め、入所者・従事者に感染者が発生した場合の円滑な業務継続に向けた対応力
強化（介護保険法において、R6年度から業務継続計画(BCP)に基づく研修・訓練等が義務づけ）

【主な取組等】
重症化リスクは高くないが感染力が非常に強い新たな変異株の流行により、多数のクラスターが発生
→ 往診支援に加え、施設内療養者への対応力を強化

あわせて、感染拡大防止を図るための定期的な検査、重度化防止を図るワクチン接種を促進

●

項目 内容

医療機関の協力に
よる往診支援等

・介護サービス継続の支援や医療機関の協力による円滑な往診医師の派遣など、福祉・医療ニーズへの総合的
な支援 [R4.3月～]

・５類移行後の医療ひっ迫に備え、往診応援可能医師を紹介する相談窓口や医療機関
への協力金を支給する仕組みを構築 [R5.3月～(感染状況を踏まえ実施検討)]

感染者発生時の
対応力強化 ・専門家や県医師会の協力を得て、施設の配置医師や管理者等に対する研修会を開催 [R4.8月]

従事者に対す
る定期的な検
査の強化

・感染の早期発見による
クラスター発生防止の
ため、検査回数等を拡充

ワクチン接種
の促進 ・入所者への早期接種勧奨を周知（集団接種、個別接種の勧奨と接種状況の把握）

回数 2週に1回 → 週1回[R4.6月～] → 週2回[R4.11月～]

方法 PCR検査 → 抗原定性検査[R4.6月～]

対象 入所・通所 → 訪問系を対象に追加[R4.8月～]
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分野別検証２ 社会福祉施設等（こども）
（分野）福祉（項目）社会福祉施設等：第１期

【教訓・課題】
①職員への支援（衛生物資の優先支給、感染症に関す

る研修等）や感染症発生に備えた衛生物資の確保
②こども家庭ｾﾝﾀｰ職員がｻﾃﾗｲﾄに勤務することによる、

通常業務への影響

【有効であった対応】
①登園自粛に対する利用者負担額の減免等支援
②学校臨時休業中の居場所確保
③一時保護所ｻﾃﾗｲﾄの迅速な立ち上げが可能な体制
（施設・備品の設置・職員勤務計画作成等）の整備

【今後の感染症に生かすこと】
感染リスクを抱えながら勤務する職員への迅速な支援（衛生物資の優先支給、心のケア等）

【主な取組等】
保育所・放課後児童クラブ等への感染防止対策等のための支援を実施
保護者が新型コロナウイルスに感染し、保護者以外に養育できる親族等がいない要保護児童を、
サテライト用に一部改良した施設において一時保護を実施

●
●

項目 内容

保育所・
放課後児童
クラブ等

衛生管理体制の強化 施設の感染症拡大防止に必要なﾏｽｸ、消毒液などの衛生用品等の購入やかかり増し経費
を支援

従事者慰労金の支給 相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって業務に従事された施設職員に対し
て、県独自の慰労金を支給

相談窓口の設置 市町が設置する、①感染症防止対策等に関する相談窓口、②施設・事業所等への感染症
対策専門家等の派遣指導、③職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談窓口に要する経費を支援

子育て世帯への経済的
支援
（第1期～第4期）

小学校の臨時休業に伴い、午前中からの開所等を行うための追加経費を支援するととと
もに、放課後児童ｸﾗﾌﾞを臨時休業させた場合、市町が保護者へ返還する日割り利用料を
財政支援
小学校の臨時休校等に伴い利用したﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業利用料を市町が支援した場合
に生じる費用を財政支援

一時保護所
サテライト

一時保護所サテライト
の設置
（第1期～第4期）

一時保護所のｻﾃﾗｲﾄとして、県内の宿泊施設等において一時保護を実施し、対象を３歳
以上から乳児及び２歳児まで拡大
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分野別検証２ 社会福祉施設等（こども）
（分野）福祉（項目）社会福祉施設等：第2期～第４期

【教訓・課題】
①３密対策（スペースや人材面で課題あり）
②夏季の熱中症対策と換気の両立
③保育所等における感染発生時の協力体制の構築

【有効であった対応】
①空気清浄機やﾏｽｸ消毒液の購入経費の支援
②現場の負担感を減らすための体制（勤務形態）

の適切な見直し

【今後の感染症に生かすこと】
感染防止対策は必要であるが、過度な制限による児童の成長への影響に留意する必要

【主な取組等】
保育所・放課後児童クラブ等への感染防止対策等のための支援を実施
保護者が新型コロナウイルスに感染し、保護者以外に養育できる親族等がいない要保護児童を、
サテライト用に一部改良した施設において一時保護を実施

●
●

項目 内容

保育所・
放課後児童
クラブ等

地域子ども・子育て支援事業の感染防止対策
感染症対策のための簡易な改修 感染症対策のための改修（トイレ、非接触型の蛇口の設置等簡易な改修）

を支援
事業継続のためのかかりまし経費 サービス継続に必要な費用（かかりまし経費、衛生資材等）を支援

保育施設における感染防止対策 認可外保育施設にかかるマスク等衛生資機材の購入を支援
※保育所、認定こども園等は市町にて支援
※子どものマスクの取扱いについて周知

ひょうご放課後児童ﾌﾟﾗﾝ等における
ICT化の推進（第2期～第4期）

利用児童等の入退出管理のためのICT機器等のICT環境整備経費及び研修の
オンライン化に必要なシステム導入経費を支援

一時保護所
サテライト

一時保護所サテライトの設置【拡】 一時保護所のｻﾃﾗｲﾄとして、県内の宿泊施設等において一時保護を実施
また、継続的な設置を可能とするため職員の勤務体制を見直しを実施し、
県有施設において、ｻﾃﾗｲﾄを実施できる体制を整備
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分野別検証３ 生活困窮者・社会的孤立への支援
（分野）福祉（項目）社会福祉施設等：第１期

【教訓・課題】
①申請の増加に対応したﾏﾆｭｱﾙ整備、申請の簡素化(生活)
②敷金、連帯保証人免除に伴う滞納時の対応(住宅)
③相談室における感染症対策(自殺)

【有効であった対応】
①償還免除要件の予告や支給期間等の変更(生活)
②国によるコールセンターの設置(ひとり親)
③敷金免除等による初期費用の負担軽減(住宅)
④コロナ情勢を踏まえた相談体制強化(自殺)

【今後の感染症に生かすこと】
各種申請等の急増を見越した受付・問い合わせ対応の整備(生活、ひとり親) 

【主な取組等】
収入が減少した生活困窮世帯を対象に、貸付や給付金の支給を実施
ひとり親世帯等を対象に、生活支援特別給付金の支給を実施
解雇、離職等による収入減少者等を対象に、県営住宅、公社賃貸住宅を提供
悩みを抱える人が適切な相談窓口に繋がるための取組を推進

●
●
●
●

項目 内容

生
活
困
窮
者

生活福祉資金（第1期～第4期） 県社会福祉協議会へ原資を助成し、一時的な資金が必要な方へ緊急貸付

住居確保給付金（第1期～第4期） 離職・廃業等により住宅を失った又はそのおそれがある生活困窮者に対し、家賃
相当分を給付

ひ
と
り

親
家
庭

ひとり親世帯臨時特別給付金
（第1期～第4期）

経済的負担が大きくなっているひとり親世帯等に対し、臨時特別給付金をプッ
シュ型等により支給

県
営
住
宅
等

県営住宅の一時入居（第1期～第4期）
ネットカフェ難民への無償一時提供

・解雇・離職者や収入減少者を対象に入居要件を緩和し県営住宅を一時的に提供
・ネットカフェ難民を対象に、県営住宅を一時的に無償提供

公社賃貸住宅の提供（第1期～第4期） 解雇・減給となった方を対象に、公社賃貸住宅を入居要件の緩和等で支援

自
殺
対
策

夜間法律電話相談（第1期～第4期）
(経済問題等心の悩み相談体制)

・経済生活問題への対応を強化するため、休日夜間開設日を増
・コロナ関連相談対応のため平日夜間相談を実施
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分野別検証３ 生活困窮者・社会的孤立への支援
（分野）福祉（項目）社会福祉施設等：第２期

【教訓・課題】
①ｺｰﾙｾﾝﾀｰにつながりにくい状況の改善(生活)
②受付・問い合わせ対応の整備 (ひとり親)
③生活が困窮している入居希望者は引越費用の負担

が困難(住宅)

【有効であった対応】
①申請期間等の延長、HP等での周知徹底(生活、ひ

とり親)
②生活保護、住居確保給付金の窓口を案内するなど

市町の福祉部局等との連携(住宅)
③ｺﾛﾅ情勢に応じた女性対応等の相談体制強化(自殺)

【今後の感染症に生かすこと】
生活が困窮している方を迅速に支援するためのプッシュ型による支給の推進（生活、ひとり親）

【主な取組等】
収入が減少した生活困窮世帯を対象に、貸付や給付金の支給を実施
ひとり親世帯等を対象に、生活支援特別給付金等の支給を実施
解雇、離職等による収入減少者等を対象に、県営住宅、公社賃貸住宅を提供
悩みを抱える人が適切な相談窓口に繋がるための取組を推進

項目 内容

生
活
困
窮
者

生活福祉資金【拡】 申請期間を延長（R3.6末からR3.8まで延長）
住居確保給付金【拡】 ・支給期間の変更（R3.9.30まで 最大９ヶ月＋再支給３ヶ月）

・支給要件の緩和

ひ
と
り

親
家
庭

高等職業訓練促進給付金
（第2期～第4期）

ひとり親の資格取得を促進し、就職を支援するため、養成訓練等の受講期間にお
ける本給付金を支給

住宅支援資金貸付
（第2期～第4期）

生活基盤の安定を図り、自立に向けた取組を推進するため、入居している住宅家
賃に対する資金を無利子で貸付

県
営
住
宅

県営住宅の一時入居【拡】 家賃減免等の入居支援を拡充

自
殺
対
策

ひょうご女性サポートホットライン
～ここふれ～（第2期～第4期）

生活・社会情勢の変化の影響を受けやすい女性の自殺リスクに対応するため相談
事業を開始

●
●
●
●
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分野別検証３ 生活困窮者・社会的孤立への支援
（分野）福祉（項目）社会福祉施設等：第３期～第４期

【教訓・課題】
①ｺｰﾙｾﾝﾀｰにつながりにくい状況の改善(生活)
②円滑な事業遂行に向けた正確な情報の周知(生活)
③感染拡大に伴い、相談員が急遽従事できなくなっ

た場合のフォロー体制の検討(自殺)

【有効であった対応】
①支給期間等の延長(生活)
②対象者へのプッシュ型の通知送付(生活、ひとり親)
③コロナ情勢に応じた、健康問題、自死遺族等の相

談体制の強化（自殺）
④感染状況に応じた、ｵﾝﾗｲﾝ手法での研修開催(自殺)

【今後の感染症に生かすこと】
自殺者増に繋がる可能性がある社会・経済情勢の変化等を踏まえたタイムリーな施策の検討

【主な取組等】
収入が減少した生活困窮世帯を対象に、貸付や給付金の支給を実施
悩みを抱える人が適切な相談窓口に繋がるための取組や研修を推進

●
●

項目 内容

生
活
困
窮
者

生活福祉資金【拡】 申請期間を延長（R4.3末まで延長）

住居確保給付金【拡】 ・支給期間変更（R5.3末まで 最大９ヶ月＋再支給３ヶ月）
・支給要件緩和

生活困窮者自立支援金
（第3期～第4期）

生活福祉資金の貸付が終了し、一定の所得要件を満たす世帯に対し支給

自
殺
対
策

ひょうご女性サポートホットライン
～ここふれ～【拡】

相談開設時間の増

薬剤師のための自殺ハイリスク者対
応力向上研修（第2期～第4期)

自殺の原因の一つである健康問題への対応を強化するため、調剤薬局の薬剤師に
向けたゲートキーパー研修を開始

自死遺族地域支援者研修会
（第3期～第4期）

自殺者増に伴い、自殺ハイリスク者である自死遺族が増加する可能性があること
から、支援者への研修を開始
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

国
等
の
動
向

・外出自粛等の協力要請
・飲食店への休業要請・営業時

間短縮の要請
・在宅勤務（テレワーク）の推

進

・不要不急の外出・移動の自粛
・飲食店への休業要請・営業時

間短縮の要請
・在宅勤務（テレワーク）を更

に徹底

・不要不急の外出・移動の自粛
・飲食店への休業要請・営業時

間短縮の要請
・在宅勤務（テレワーク）の更

なる徹底

・感染ﾘｸｽが高い場所等への外
出・移動の自粛

・飲食店への営業時間短縮の要
請

県
の
取
組

・休業要請事業者経営継続支援
金

・中小企業事業再開支援事業
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止協

力金
・がんばるお店・お宿応援事業
（第1弾）
・商店街お買い物券・ﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾙ

事業（第1弾）
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策貸付
・経営活性化資金
・借換等貸付
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ危機対応貸付
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応資金
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症保証料応援

貸付
・美しい村づくり・豊かな海づ

くり資金の拡充
・美味いもん情報まとめｻｲﾄ｢御

食国ひょうご｣の創設
・県産水産物の学校給食提供の

支援
・県産農林水産物直売・消費応

援事業の実施

・がんばるお店・お宿対応事業
（第２弾）
・伴走型経営支援特別貸付
・山田錦等酒米生産応援事業の

実施
・県産酒米消費拡大キャンペー

ン事業の実施
・美しい村づくり・豊かな海づ

くり資金の拡充（再掲）
・美味いもん情報まとめｻｲﾄ｢御

食国ひょうご｣の創設（再掲）

・商店街お買い物券・ﾎﾟｲﾝﾄｼｰﾄ
事業（第２弾）

・中小企業新事業展開応援事業
（第１弾）

・ひょうごを旅しようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
・県産ブランド牛肉の消費拡大
・県産水産物の消費拡大
・県産農産物等におけるECｻｲﾄ活用

販売への支援
・美しい村づくり・豊かな海づく

り資金の拡充（再掲）
・美味いもん情報まとめｻｲﾄ｢御食国

ひょうご｣の創設（再掲）
・県産酒米消費拡大キャンペーン

事業の実施（再掲）

・中小企業新事業展開応援事業(第
２弾)+【特別枠】

・ひょうごを旅しようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・
ﾜｲﾄﾞ

・中小法人等事業継続一時支援
金

・がんばろう商店街・お買い物
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・ひょうごで食べようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
・経営改善・成長力強化への支

援
・農林水産業の競争力強化
・県内直売所における消費拡大
・但馬牛生産基盤の強化
・森林林業における緊急整備事

業の実施
・美しい村づくり・豊かな海づ

くり資金の拡充（再掲）
・美味いもん情報まとめｻｲﾄ｢御

食国ひょうご｣の創設（再掲）
・県産酒米消費拡大キャンペー

ン事業の実施（再掲）
・県産農産物等におけるECｻｲﾄ

活用販売への支援（再掲）
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第１期①

【主な取組等】
緊急事態宣言に基づく休業要請を受け、中小事業者等が売上減少に直面したことから、
地域経済への影響を緩和するため、各種支援金等を給付

●

【休業要請に応じた事業者への支援】
対策名 期間 概要 実績

休業要請事業者
経営継続支援金

R2.4/15～
5/6

施設の使用停止や時間短縮の要請に応じた中小法人・個人事業
主を対象に、事業の継続を支えるための支援金を支給

支給件数:43,605件
支給金額:10,167百万円

中小企業事業再
開支援事業

R2.6/30～
9/30

新しい生活様式（ひょうごスタイル）にあわせて、事業者が従
業員の労働環境確保のために取り組む感染防止対策等を支援

支給件数：35,277件
支給金額：2,091百万円

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止協力金

R3.1/12～
R4.3/21

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、県からの休業
又は営業時間の短縮要請に応じた事業者に協力金を支給

支給件数：272,176件
支給金額：341,203百万円
※第３波～第６波まで断
続的に支給

【教訓・課題】
①コロナ初期の事業者支援では、審査事務等を県職員が対応

したため業務量が増加し、通常業務に支障が発生した。
（休業支援金）

②迅速な支給実現のため、予算成立から事業開始までの期間
を短縮したことで、事業者への周知期間が十分ではなく、
申請期間を知らずに申請できなかった事業者が多数発生し
た。（協力金）

③支給要件を見直し場合は、申請様式に適切に反映すべきと
ころ、一部は審査担当者間の情報共有で済ませたことから、
確認漏れによる過払いが発生した。（協力金）

【有効であった対応】
①コロナ初期の事業者支援では、全庁で応援体制を構築して

審査事務等を実施したことにより、迅速な支給を実現した。
（休業要請支援金:R2.4～5）

②事業者支援の長期化が見込まれたことを踏まえ、途中で審
査・支給業務を民間事業者への委託に切り替えたことによ
り、人員の確保など、安定的な事務局体制が構築され、支
援が長期間に及んだにも関わらず、迅速な支給を継続して
実現した。（協力金:R3.1～R4.3）

③一度提出した書類は、次回以降提出が省略できる等、申請
の簡略化により、申請者の負担軽減や迅速な支給に寄与し
た。（協力金）

【今後の感染症に生かすこと】
緊急時の迅速な支援では、民間事業者への委託による、早期の安定的な事務局体制の構築が有効
申請期間が短期間の場合は、特に各種団体をはじめ最大限のネットワークを活用して、迅速かつ幅広い周知に努めることが重要
審査誤り防止のため、支給要件の見直し内容は、申請様式への反映等の徹底が重要
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第１期②

対策名 期間 概要 実績

がんばるお店・
お宿応援事業
（第１弾）

R2.5/12～
6/10

外出自粛要請等により、売上が減少している飲食店、
宿泊施設、小売店によるテイクアウト・デリバリー等
新商品開発など、新たな事業展開を支援

支給件数：4,728件
支給金額：468百万円

商店街お買い物券・
ポイントシール事業
（第1弾）

R2.7/1～
R3.2/28

消費の落ち込みを回復するため、商店街等が取り組む
期間限定プレミアム付商品券の発行やポイントシール
事業を支援

支給件数：30市町・280商店街
支給金額：1,257百万円

(うち838百万円県負担)
※市町随伴事業

【休業要請期間中の事業展開への支援】

【主な取組等】
外出自粛による消費の落ち込みを回復し、事業者の売上回復を図るため、飲食店等へ各種
支援を実施

●

【教訓・課題】
①早期事業着手するため、予算成立から事業開始ま

での期間を短縮したことで、適切な周知が不足し
た。（がんばるお店応援事業）

【有効であった対応】
①店舗内飲食が前提だった業態の転換の一つとして

デリバリー等へ参入した事業者へ支援をした。
（がんばるお店応援事業）

【今後の感染症に生かすこと】
業界団体等へ周知をすることで、事業者への迅速な情報提供を行うことが重要（がんばるお店事業）
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第１期③

【資金繰り支援】

【主な取組等】
令和２年２月以降、順次新型コロナウイルス対策資金を創設、５月に「新型コロナウイル
ス感染症対応資金（無利子・無保証料）」を開始するとともに、令和２年４月補正で１兆
円、９月補正で１兆3,000億円の融資枠を確保するなど中小企業者の資金繰りを支援

●

貸付名
（取扱期間） 概要 融資利率

（保証料率） 融資限度額 融資期間
(据置期間)

貸付実績
（R2.3/1~R3.2/28）

①新型コロナウイルス対策
貸付（R2.2/25～）

セーフティネット保証
の別枠を利用した融資

0.70％
(0.80％)※ 2.8億円 10年（２年）

以内
件数： 3,266 件
金額： 66,648百万円

②経営活性化資金
（R2.3/16～） 迅速な融資・保証審査 金融機関所定

(0.80％)※ 5,000万円 10年（１年）
以内

件数： 605件
金額： 18,184百万円

③借換等貸付
（R2.3/16～）

既往債務の返済負担
軽減

0.70％
(0.80％)※ 2.8億円 10年（１年）

以内
件数： 161件
金額： 5,166百万円

④新型コロナウイルス危機
対応貸付
（R2.3/16～R3.12/31）

危機関連保証を利用し
た融資（①の別枠）

0.70％
(0.80％) 2.8億円 10年（２年）

以内
件数： 1,288件
金額： 48,969万円

⑤新型コロナウイルス感染
症貸付資金
（無利子・無保証料）
（R2.5/1～R3.5/31）

最大で当初３年間無利
子、保証料免除

当初３年間 0.00％
４年目以降 0.70％

（最大0.00％）

3,000万円
→4,000万円
→6,000万円

10年（５年）
以内

件数： 48,651件
金額： 791,458百万円

⑥新型コロナウイルス感染
症保証料応援貸付
（R2.6/22～R3.5/31）

⑤を超える資金需要に
対応(保証料全額免
除）

0.70％
(0.00％) 5,000万円 10年（２年）

以内
件数： 2,615件
金額： 82,399百万円

【教訓・課題】
①無利子無保証料の融資により過剰債務を抱えた事
業者が増加

【有効であった対応】
①金融機関や保証協会との連携による迅速な融資審

査・実行の構築
②必要な融資枠を迅速に確保

【今後の感染症に生かすこと】
多くの融資先を抱える金融機関の支援体制の強化が必要

※セーフティネット保証を利用の場合
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第１期④

【農林水産業への支援】

【主な取組等】
外食需要の減退等により影響を受けた農林水産事業者に対し、経営継続に向けた資金繰り
を支援したほか、ECサイトを活用した県産農林水産物の販売やPR、学校給食への提供支援
等の需要喚起対策を実施

●

対策名 期間 概要 実績

美しい村づくり・豊か
な海づくり資金の拡充 R2.4/24～

農業者及び水産加工業者等の資金繰りを支援するため、
貸付期間の延長、融資限度額の引上げ、利子補給による
貸付利率の無利子化を実施

件数：279件
金額：1,686百万円

美味いもん情報まとめ
サイト「御食国ひょう
ご」の創設

R2.10/19～
県内の農畜水産物等の購入を促すため、県内農畜水産団
体等が運営するECサイトの情報が1カ所で閲覧できるま
とめサイトを創設

閲覧数(月平均)：16,677
掲載食品数：353食品

県産水産物の学校給食
提供の支援

R2.7/6～
R3.3/10

県産水産物の需要を増加させるため、希望のあった小中
学校等の給食での県産水産物の提供や食育活動を支援

提供数：2,095,599食
補助事業費：196百万円

県産農林水産物直売・
消費応援事業の実施

R2.11/1～
R3.2/28

県産農林水産物の需要喚起のため、直売所での農林水産
物購入時に、次回利用できる金券を配布するキャンペー
ンを実施

配布枚数：480,997枚
補助事業費：223百万円

【教訓・課題】
①個々の農林水産事業者への制度周知
②新たな生活様式の広がりを見据えた県産品の販売

促進・需要喚起対策
③ECサイト利用者増などに対応した多様な供給体制

の構築

【有効であった対応】
①JA等融資機関を通じた資金ニーズの調査、県HP

での融資情報の発信
②教育委員会と連携した周知により給食食材の提供

を希望する学校園等を速やかに把握
③事業の実施が生産者支援だけでなく、地産地消や

食育推進に大きく寄与

【今後の感染症に生かすこと】
移動制限がある中で、直売所等の地域の核となる拠点が必要
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第２期①

【主な取組等】
新たな事業展開の支援等により、地域経済の活性化を支援●

【教訓・課題】
①早期事業着手するため、予算成立から事業開始ま

での期間を短縮したことで、申請が集中し事務が
煩雑化

【有効であった対応】
①申請受付業務を関係団体へ委託し、人員の確保な

ど、迅速に事務局体制を構築したことにより、早
期支給を実現

【今後の感染症に生かすこと】
申請が集中することから、関係団体の活用や民間企業への委託などによる必要な人員の確保など、安定的

な事務局体制構築が必要

対策名 期間 概要 実績

がんばるお店・お宿応援事業
（第２弾） R3.4/1～7/31

コロナ禍の影響を受け、売上が減少している飲食店等
によるテイクアウトやデリバリーなどの事業展開や
パーティション等の感染防止対策を支援

支給件数：11,182件
支給金額：1,240百万円

【休業要請期間中の事業展開への支援】
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第２期②

【主な取組等】
R3年度当初予算で8,000億円の融資枠を確保するとともに、金融機関の伴走支援を受け経営
改善等に取り組む中小企業者を対象とした融資制度等を新設

●

【教訓・課題】
①平時を大きく超える事業者（融資先）を抱えた金

融機関の支援体制の強化

【有効であった対応】
①金融機関が中小企業へ伴走支援する融資制度によ

り、企業の経営改善に寄与

【今後の感染症に生かすこと】
多くの融資先を抱える金融機関の支援体制の強化が必要

【資金繰り支援】
貸付名

（取扱期間） 概要 融資利率
（保証料率） 融資限度額 融資期間

(据置期間)
貸付実績

（R3.4.1～R3.6.30）

伴走型経営支援特別貸付
（R3.4/1～）

金融機関が継続的な伴走支援
を行う融資

0.90％
(0.20％) 60百万円 10年（５年）

以内
件数： 39件
金額： 720百万円
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第２期③

【主な取組等】
新たに県産酒米の消費拡大キャンペーンを実施するなど、県産農林水産物の需要喚起対策
を実施

●

【教訓・課題】
①酒米の米粉など、酒以外の新たな需要開拓
②短期間での実施により、直売所での金券配布枚数

の把握などの事務が集中し、支援金の算定事務が
繁雑化

【有効であった対応】
①業務用需要の急激な減少に対して、緊急的な価格

差補填により生産者の経営維持の早期支援を実現
②地域間移動が制限される中、地域で身近な直売所

での日本酒販売の強化により、巣ごもり需要に対応

【今後の感染症に生かすこと】
平時から新たな需要開拓を模索しつつ、県内直売所等の販売拠点との連携強化が必要

【農林水産業への支援】
対策名 期間 概要 実績

山田錦等酒米生産応援事
業の実施 R3.3

県産山田錦の産地維持のため、令和２年産酒米を酒
用として販売した価格と酒以外の他用途利用向けに
販売した価格差を支援

他用途販売：124t
支援金額：10百万円

県産酒米消費拡大キャン
ペーン事業の実施

R3.5/1～8/31
R3.11/1～R4.2/15

日本酒の消費低迷による県産山田錦の需要拡大を図
るため、直売所と連携した消費拡大キャンペーンを
実施

金券配布枚数：196,596枚
補助事業費：37百万円
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第３期①

【主な取組等】
中小事業者等の新事業展開への支援に加え、旅行支援等により消費を喚起●

【教訓・課題】
①審査事務等を県職員等で対応したため、業務が集中

し通常業務に支障が生じた。(中小企業新事業展開）
②補助金の手続きに不慣れな事業者から、申請内容が分かりに

くいという意見があった。(中小企業新事業展開）
③実施主体が都道府県のため、都道府県毎に制度が異なること

から、旅行・宿泊会社、利用者の混乱を招いた。
(ひょうごを旅しようキャンペーン)

【有効であった対応】
①書類の簡素化をすることで、早期支給を実現

(中小企業新事業展開）
②中小・零細企業にとって事業規模（150万円程

度）が適正であり、事業再構築に繋がりやすい。
(中小企業新事業展開）

③高い支援水準により県内全体の観光需要を喚起し
た。(ひょうごを旅しようキャンペーン)

【今後の感染症に生かすこと】
申請が集中することから、関係団体の活用等による必要な人員の確保など、安定的な事務局体制構築が必要
（中小企業新事業展開応援事業）
補助金申請に不慣れな事業者が現れるため、コールセンターだけで無く、身近な相談窓口場所が必要
（中小企業新事業展開応援事業）
都道府県の感染状況に応じた国の一元的な支援策の実施が必要（ひょうごを旅しようキャンペーン）

【休業要請期間中の事業展開への支援、消費喚起支援】
対策名 期間 概要 実績

商店街お買い物券・ポイン
トシール事業（第２弾）

R3.7/1～
R4.1/31

消費の落ち込みを回復するため、商店街等が
取り組む期間限定プレミアム付商品券の発行
やポイントシール事業の第２弾を展開

支給件数：23市町・243商店街
支給金額：1,336百万円

(うち791百万円県負担)
※市町随伴事業

中小企業新事業展開応援事
業（第1弾）

R3.9/1～
R4.1/31

コロナ禍の環境変化に応じたビジネスモデル
の再構築や新たな事業展開に取り組む県 内中
小企業の取組を支援

支給件数：925件
支給金額：629百万円

ひょうごを旅しようキャン
ペーン

R3.7/5～
R4.10/10

需要の落ち込んだ県内宿泊旅行業の回復を支
援するため、感染状況を見極めつつ、新たな
観光需要の創出に向けた取組を実施

支援対象人数：147.1万人・泊
割引支援額：71億円
クーポン券利用額：17.2億円
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第３期①

【主な取組等】
県産ブランド牛肉等の消費拡大キャンペーン等による需要喚起に加え、業務用・飲食店向
け販路が失われた農林水産事業者に対し、ECサイトを活用した販路開拓を支援

●

【教訓・課題】
①継続した利用を促すためには、ECサイトの魅力

及び利便性の向上を図ることが必要
②単にビーフ券を配布するだけでなく、ＳＮＳ等を

活用した情報発信によりブランド力の向上に繋げ
る仕組みづくりが必要

【有効であった対応】
①ECサイトの整備支援による販売ルートの多様化

【今後の感染症に生かすこと】
ECサイトを通じた販路を継続させるため、平時からサイトの魅力や利便性の向上を図ることが必要
消費動向や相場等を注視し、対策事業を速やかに打ち出していくことが必要

【農林水産業への支援】
対策名 期間 概要 実績

県産ブランド牛肉の消費拡大 R3.9/1～10/31 県産ブランド牛肉購入者に５千円のビーフ
券を進呈

発行枚数：1,760枚
ビーフ券利用額：8,800千円

県産水産物の消費拡大 R3.6/9～R4.2/22 県産生鮮水産物購入者に１千円相当の水産
物加工品等を進呈

応募者数：563
補助事業費：2,423千円

県産農産物等におけるECサ
イト活用販売への支援 R3.10/6～R4.3/31

業務用・飲食店向け等の販路が失われてい
る事業者に対して、ECサイトを活用した販
路開拓等を支援

支援事業者数：20
支援額：2,623千円
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第４期①

【主な取組等】
中小事業者等の新事業展開への支援に加え、旅行支援等により消費を喚起●

【教訓・課題】
①早期事業着手するため、予算成立から事業開始までの期間を短縮したこと
で、広報等が不足し，参加できない店舗や利用できなかった県民が続出
（ひょうごで食べようキャンペーン事業）
②伴走支援の質の更なる向上（中小企業経営改善・成長力強化支援事業）
③迅速な支給実現のため、予算成立から事業開始までの期間を短縮したこと
で、事業者への周知期間が十分ではなく、申請期間を知らずに申請できな
かった事業者が多数発生（一時支援金）
④実施主体が都道府県のため、都道府県毎に制度が異なることから、旅行・
宿泊会社、利用者が混乱(ひょうごを旅しようキャンペーン)

【有効であった対応】
①プレミアム付食事券の発行により、コロナで売上が減少した飲食店を下

支え（ひょうごで食べようキャンペーン事業）
②県、金融機関や信用保証協会、商工団体等の支援機関が一体となって伴

走支援の推進に向けた事業を実施（中小企業経営改善・成長力強化支援
事業）

③国事業の受給を申請要件としたことで、申請書類の簡素化が可能となり、
迅速な支給を実現（一時支援金）

④審査・支給業務を民間事業者へ委託したことにより、人員の確保など、
安定的な事務局体制が構築され、迅速な支給を実現（一時支援金）

⑤オンラインによる申請に限定したため、申請から支給までの円滑な事務
処理を実現（一時支援金）

⑥高い支援水準により、県内全体の観光需要を喚起（ひょうごを旅しよう
キャンペーン）
【今後の感染症に生かすこと】

ＳＮＳ・インターネット広告や、動画広告等のプッシュ型の広報を用いることにより、県民や店舗への周知を強化することが必要
（ひょうごで食べようキャンペーン事業）
申請期間が短期間の場合は、特に各種団体をはじめ最大限のネットワークを活用して、迅速かつ幅広い周知に努めることが重要（一時支援金）
都道府県の感染状況に応じた国の一元的な支援策の実施が必要（ひょうごを旅しようキャンペーン）

【休業要請期間中の事業展開への支援、消費喚起支援】
対策名 期間 概要 実績

中小企業新事業展開応援事
業（第２弾）+【特別枠】

R4.8/1～
R5.1/31

コロナ禍の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築や新たな事業
展開に取り組む県 内中小企業の取組を支援

支給件数：559件
支給金額：375百万円

ひょうごを旅しようキャン
ペーン・ワイド

R4.10/11～
R5.6/30

需要の落ち込んだ県内宿泊旅行業の回復を支援するため、感染状況
を見極めつつ、新たな観光需要の創出に向けた取組を実施

支援対象人数：282.6万人・泊
割引支援額 ：110.6億円
クーポン券利用額：65.9億円

中小法人等事業継続一時支
援金

R4.１/17～
R4.2/28

コロナ禍からの回復期に足かせとなる原油価格や原材料価格高騰な
どへの対策として、中小法人・個人事業主等に一時支援金を支給

支給件数：42,284件
支給額：4,925百万円

がんばろう商店街・お買い
物キャンペーン

R4.7/1～
R4.10/31

消費の落ち込みを回復するため、商店街等が取り組む期間限定プレ
ミアム付き商品券発行等を支援

支給件数：25市町・287商店街
支給金額：1,750百万円

(うち988百万円県負担)
※市町随伴事業

ひょうごで食べようキャン
ペーン

R4.12/19～
R5.2/28

プレミアム付き食事券の発行により、物価高騰に直面する県民生活
及び原材料調達コスト上昇の影響を受ける飲食店を支援、

販売数：17万5,258セット
販売額：2,191百万円
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分野別検証１ 事業活動支援、雇用、貸付制度
（分野）経済（項目）事業活動支援、雇用、貸付制度：第４期②

【主な取組等】
R４年度当初予算で、急激な経済状況の悪化等のリスクに備え 5,000 億円の融資枠を確保するなど、資
金繰り支援に万全を期すとともに、県･金融機関が協調して事業者の経営改善を促進する制度を創設

●

【教訓・課題】
①外出自粛が長期にわたる中で、関係機関の間のコミュニケー

ションが不足
②キャンペーンは、野菜等の収穫期や閑散期を踏まえ、実施時

期を設定する必要がある

【有効であった対応】
①金券配付により直売所の売り上げが約１割増加するなど、

県産農産物の消費拡大に大きく寄与

【今後の感染症に生かすこと】
補助事業に不慣れな事業主体もあるため、事務手続きをサポートする体制の構築など、事業主体の負担軽減が必要

【農林水産業への支援】

ポストコロナを見据え、農林水産業の生産を継続・拡大できる環境を整備するため、園芸用施設や牛舎
等の整備支援、高性能林業機械等の導入支援など、生産基盤や産地競争力の強化を推進

●

【中小企業等における経営改善・成長力強化への支援】
対策名 概要 実績

経営改善・成長力強化への支援 地域の中小企業支援機関（金融機関）による事業者への伴走支援
に補助を行い、事業者の経営力強化を促進

参加金融機関：24機関
伴走支援を受ける中小企業：12,241者

対策名 期間 概要 実績

農林水産業の競争力
強化 R4.4～R5.3 産地競争力の強化を図るため、農業用機械・施設整備等を支援 共同育苗施設等の整備

補助事業費：365百万円

県内直売所における
消費拡大

R4.11/19～
R5.1/31

食費高騰の影響を受ける県民を支援するとともに、肥料・燃料等の高騰で
経営が圧迫されている生産者を支援するため、県産農産物の購入支援・販
売促進を実施

金券配布枚数：468,080枚
補助事業費：210百万円

但馬牛生産基盤の強
化

R4.3/31～
R5.3/31

収益力強化や規模拡大に取り組む畜産クラスターの中心的経営体に対し、
牛舎整備等に関する経費を支援

繁殖牛舎：184頭規模
肥育牛舎：1,000頭規模

森林林業における緊
急整備事業の実施

R4.4/7～
R5.3/30 間伐、路網整備、高性能林業機械等の整備を実施する事業体を支援 事業体数：18社

補助金額：148百万円
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期 第１期 第２期 第３期 第４期

国
等
の
動
向

・外出自粛等の協力要請
・医療従事者等への先行・優先

接種の開始
・ワクチンの供給開始

・不要不急の外出・移動の自粛 ・不要不急の外出・移動の自粛
・ワクチン３回目接種開始

・感染ﾘｸｽが高い場所等への外
出・移動の自粛

・ワクチン４回目接種開始
・オミクロン株対応ワクチンの

接種開始
・マスク着用を個人の判断に委

ねることを基本とする取扱い
に変更

県
の
取
組

・徴収猶予制度の特例
・自動車税環境性能割の臨時的

軽減
・寄附金税額控除の適用
・個別税目の特例措置適用要件

緩和
・窓口等への来庁者等集中回避

等
・県営水道の料金免除
・なやみ相談の開設
・ひょうご女性ｻﾎﾟｰﾄSNSこころ

ちゃっとの開設
・オンライン居場所の開設
・生理用品の無料配布
・多様な媒体を活用した人権啓

発
・ひょうご・ｵﾝﾗｲﾝ人権ﾌｪｱの開

催
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ事業の強化

・なやみ相談の開設【再掲】
・ひょうご女性ｻﾎﾟｰﾄSNSこころ

ちゃっとの開
設【再掲】

・オンライン居場所の開設【再
掲】

・生理用品の無料配布【再掲】
・多様な媒体を活用した人権啓

発【再掲】
・ひょうご・ｵﾝﾗｲﾝ人権ﾌｪｱの開

催【再掲】
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ事業の強化

【再掲】

・なやみ相談の開設【再掲】
・ひょうご女性ｻﾎﾟｰﾄSNSこころ

ちゃっとの開設【再掲】
・オンライン居場所の開設【再

掲】
・生理用品の無料配布【再掲】
・新型コロナウイルス感染症に

関する差別的扱いと誹謗中傷
を防止する共同行動宣言

・多様な媒体を活用した人権啓
発【再掲】

・ひょうご・ｵﾝﾗｲﾝ人権ﾌｪｱの開
催【再掲】

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ事業の強化
【再掲】

・なやみ相談の開設【再掲】
・ひょうご女性ｻﾎﾟｰﾄSNSこころ

ちゃっとの開設【再掲】
・オンライン居場所の開設【再

掲】
・生理用品の無料配布【再掲】
・コロナ差別に関する弁護士相

談窓口の設置
・多様な媒体を活用した人権啓

発【再掲】
・ひょうご・ｵﾝﾗｲﾝ人権ﾌｪｱの開

催【再掲】
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ事業の強化

【再掲】
・ﾃﾚﾜｰｸの普及等に伴う移住促進

の強化
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分野別検証１ 税制上の対応
（分野）生活（項目）県民生活：第１期

【教訓・課題】
①効果検証に資する実績把握の方法検討
②通常業務への移行時期の検討
③申請・納付等の多様化・電子化推進

【有効であった対応】
①感染症で悪化した景気を踏まえた資金繰り支援
②感染症で悪化した景気に対する需要喚起
③行動制限下での行政への申請手段等確保

【今後の感染症に生かすこと】
国の示す方針に則った運用を行うとともに、県独自の対応が求められる納付方法・窓口等の運用において

は、申請・納付方法等の多様化・電子化を積極的に推進していく必要がある

【主な取組等】
国の緊急経済対策として講じられた徴収猶予特例等の措置を速やかに実施
感染症まん延防止による経済活動の制限で厳しい状況におかれた県民を税制上の措置により支援

●

●

対応 内容 実績

徴収猶予制度の特例
・令和２年２月以降の１か月以上の期間の収入が前年同期▲20％以上で、一時に

納付するのが困難なもの
・納期限が令和３年２月１日までに到来する県税徴収金について、１年間猶予

許可実績(累計)
3,544件
3,615百万円

自動車税環境性能割
の臨時的軽減 ・自家用乗用車取得の税率▲１％の適用期限を令和３年12月31日まで15か月延長 税収▲2,409百万円

（R2.10～R3.12）
寄附金税額控除の適
用

・政府の自粛要請を踏まえて中止した一定の文化芸術・スポーツイベントの入場
料等の払戻金を放棄した場合を控除対象に追加 －

個別税目の特例措置
適用要件緩和

・個人住民税 ： 住宅ローン控除適用の入居期日要件を緩和
・不動産取得税 ： 耐震改修の特例適用の入居期日要件を緩和 －

窓口等への来庁者等
集中回避等

・自動車税身体障がい者減免の弾力的取扱い
（提出期限を１ヶ月延長(令和２、３年度）、郵送での申請書受付の実施）

・納付方法の多様化推進・周知(コンビニ、クレジットカード、スマホ決済、ペイジー)
・問い合わせ集中の緩和（ホームページのQ&Aの充実等）

－
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分野別検証２ 兵庫県営水道の料金免除
（分野）生活（項目）県民生活：第１期

【教訓・課題】
①減免が受水市町に限定されること及び受水市町

においても県水依存率に差があり、不公平
②減免の実施により、赤字を計上

【有効であった対応】
①当時、国のコロナ交付金制度が使用できるか

不透明であったことから、市町の水道料金減免
を促すために実施

【今後の感染症に生かすこと】
国や他事業体の動向を注視し、真に必要な対策を実施

【主な取組等】
新型コロナウイルス感染症に伴う地域経済や家計の影響に対応するため、市町が水道料金の減免を
行う場合、県営水道の料金（平均供給単価120円／㎥）を３ヶ月間免除

●

① 実施方法

② 免除期間

③ 免除額

市町が新型コロナウィルス感染症対策として、水道料金Ａを減免する場合、県営水道の
料金Ｂを免除（Ａの減免額合計 ≧ Ｂが必要）

３カ月間(R2.5～R2.9まで
に減免を開始した場合)
※市町により異なる

3,043百万円
※R2年度決算で278百万円の赤字

市 町 県（企業庁）

市町民

上水道原水供給

県営水道料金 Ｂ

水道料金 Ａ 上水道供給

自己水源

【事業スキーム】
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分野別検証3 女性に対する支援
（分野）生活（項目）県民生活：第１期～第４期

【教訓・課題】
①多岐にわたる相談内容に対応するための体制の確立

【有効であった対応】
①電話・SNS・面接など、様々なニーズに応じた

相談体制を構築

【今後の感染症に生かすこと】
社会・経済情勢の変化等を踏まえたタイムリーな施策の検討

【主な取組等】
様々な不安や困難を抱える女性の相談に幅広く対応するため、男女共同参画センターにおいて、
女性のための悩み相談を実施するほか、NPO法人と連携し、SNS等を活用した相談支援事業や
居場所づくり等を実施

●

名称 実施場所 手法 対象・支援内容 等

なやみ相談 男女共同参画センター 電話・面接 家族・職場の人間関係や、自分に自信がない、将来が不
安など、女性の様々な悩み

ひょうご女性ｻﾎﾟｰﾄSNS
こころちゃっと NPO法人 SNS 気持ちの整理の支援など

オンライン居場所 NPO法人 ZOOM 女性同士が様々な悩みを打ち明ける居場所を開設し、一
歩踏み出す気持ちを応援

生理用品の無料配付 男女共同参画センター
・マザーズハローワーク等 対面 経済的に困窮する希望者に生理用品を配付
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分野別検証４ 人権侵害の防止
（分野）生活（項目）県民生活：第１期～第２期

【教訓・課題】
①オンラインを活用した啓発活動
②インターネット上の人権侵害への対応
③関係機関と連携した人権侵害の防止と早急な法整備

【有効であった対応】
①多様な媒体の活用による幅広い継続的な啓発
②インターネット・モニタリング事業を活用した

人権侵害抑止の強化

【今後の感染症に生かすこと】
・オンラインを活用した効率的・効果的な情報発信
・インターネット上の人権侵害について、啓発活動に加えて、人権擁護のための対策の強化が必要

【主な取組等】
コロナによる差別を防止するため、特設サイトを開設するなど、様々な啓発活動を実施●

項目 詳細

多様な媒体を活用した人権啓発 ・ひょうご人権ジャーナルきずな（毎月発行）
・啓発ラジオ放送「ハートフル・フィーリング」（ラジオ関西 毎週火曜日）
・新聞広告（神戸新聞朝刊 R2年8月、12月）
・大型ビジョン（神戸国際会館、三宮センター街、神戸ハーバーランド R2年8月～）

ひょうご・オンライン人権フェ
アの開催（R2年8月～）

・インターネット上にコロナ差別の防止を訴える人権メッセージなど多彩な啓発動画等を
配信し、人権の大切さを学べる機会を提供

インターネット・モニタリング
事業の強化

・部落差別、ヘイトスピーチに加え、新型コロナウイルス感染症に関する悪質な書き込み
を対象に加え、監視を強化
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分野別検証４ 人権侵害の防止
（分野）生活（項目）県民生活：第３期～第４期

【今後の感染症に生かすこと】
・オンラインを活用した効率的・効果的な情報発信
・SNS上での誹謗中傷などを防止するための条例制定に向けた検討を進めるとともに、早急な方法整備を

国に要望

【有効であった対応】
①多様な媒体の活用による幅広い継続的な啓発
②インターネット・モニタリングﾞ事業を活用した

人権侵害抑止の強化
③関係機関と連携した事業の実施

【教訓・課題】
①オンラインを活用した啓発活動
②SNS上での誹謗中傷など、インターネット上での人権

侵害が深刻化
③関係機関と連携した人権侵害の防止と早急な法整備

【主な取組等】
様々な啓発活動に加え、相談窓口の開設など、被害者の支援に繋がる取組を実施●

項目 詳細

新型コロナウイルス感染症に関す
る差別的扱いと誹謗中傷を防止す
る共同行動宣言(R3年11月)

・兵庫県、神戸地方法務局、兵庫労働局、兵庫県弁護士会の4者が署名
・新型コロナウイルス感染症に関する地域や職域における差別的取扱いや誹謗中傷につい
て、これらを防ぐとともに、その被害者等に寄り添い、支援する取組を進めた。

コロナ差別に関する弁護士相談窓
口の開設（R4年1月～）

・新型コロナウイルス感染症に関する差別的取扱と誹謗中傷に関しこれらを防ぐとともに、
その被害者に寄り添い、支援する取り組みを進めるため、専門的知識を生かした相談窓口
を開設した

多様な媒体を活用した人権啓発 ・ひょうご人権ジャーナルきずな（毎月発行）
・啓発ラジオ放送「ハートフル・フィーリング」（ラジオ関西 毎週火曜日）
・新聞広告（神戸新聞朝刊 R3年12月）
・県ホームページによる情報提供
・啓発グッズ（紙製ファイル）の作成

インターネット・モニタリング事
業の強化

・新型コロナウイルス感染症に関する悪質な書き込みを監視し、人権侵害の抑止を強化
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分野別検証5 テレワークの普及等に伴う移住促進の強化
（分野）生活（項目）県民生活：第４期

【教訓・課題】
①社会情勢の変化等に伴い、多様化する相談内容に対応

するための体制や施策の確立

【有効であった対応】
①コロナ禍で普及したオンラインセミナーの手法を

活用し、県の魅力PR等で移住を促進
②相談員の増員により、相談対応の充実とともに、

ニーズを踏まえたイベントの企画等を強化

【今後の感染症に生かすこと】
社会・経済情勢の変化等を踏まえたタイムリーな体制構築・施策の検討

【主な取組等】
テレワークの普及や、住環境ニーズの変化等による地方回帰志向の高まりに対応するため、地
域の魅力をPRする動画の作成や、首都圏の移住関心層を主なターゲットとしたオンラインセミ
ナーを実施するとともに、移住相談体制を拡充する等、移住促進の取組を強化

●

項目 詳細

民間活力を活用したオンライン
セミナーの実施

・オンライン技術の向上を踏まえ、首都圏等の移住関心層を主なターゲットとしたオンラ
インセミナーを、地域の魅力を熟知する市町等と連携して実施

・様々なテーマでのアプローチや、新たな関心層の獲得のため、実施回数を増加
(R４:東京４回、大阪１回 → R５：東京５回、大阪２回)

相談員の増員（１名→２名） ・多様なニーズへの対応や、更なる相談件数の増加を図るため、カムバックひょうご東京
センターの相談員を１名から２名に増員し、相談体制を強化

移住動画｢ひょうご移住ストー
リー｣の製作・公開

・本県への移住者６組の体験談を｢子育て｣｢きっかけ｣｢暮らし｣｢仕事｣等のテーマで、計28
本の動画を製作(R5年1月公開 ※県HP及びYouTube)

・特に首都圏の若者･子育て世帯に訴求する内容を目指し、その後のｲﾍﾞﾝﾄ等でも活用
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Hyogo Prefecture

総括表【社会活動】 142Chapter 03

分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

国
等
の
動
向

・外出自粛等の協力要請
・飲食店への休業要請・営業時

間短縮の要請
・在宅勤務（テレワーク）の推

進
・催物（イベント）開催の制限

の要請
・医療従事者等への先行・優先

接種の開始
・ワクチンの供給開始

・不要不急の外出・移動の自粛
・飲食店への休業要請・営業時

間短縮の要請
・在宅勤務（テレワーク）を更

に徹底
・催物（イベント）開催の制限

の要請

・不要不急の外出・移動の自粛
・飲食店への休業要請・営業時

間短縮の要請
・在宅勤務（テレワーク）の更

なる徹底
・イベント主催者に対して、規

模要件に沿った開催、営業時
間短縮の要請

・ワクチン３回目接種開始

・感染リスクが高い場所等への
外出・移動の自粛

・飲食店への営業時間短縮の要
請

・ワクチン４回目接種開始
・オミクロン株対応ワクチンの

接種開始
・マスク着用を個人の判断に委

ねることを基本とする取扱い
に変更

県
の
取
組

・外出自粛要請の呼びかけ（第
１波、第３波）

・バスにおける感染症防止対策
への支援

・地域公共交通新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応
型運行の支援

・タクシー事業者感染防止対策
の支援

・飲食店等への休業・時短要請
・催物の開催制限
・出勤抑制
・第10回神戸マラソンの延期
・県立施設の休館・開館時間の

短縮
・県立都市公園一律閉鎖

・外出自粛要請の呼びかけ（第
４波）

・バスにおける感染症防止対策
への支援【再掲】

・地域公共交通新型コロナウイ
ルス対応型運行の支援【再
掲】

・タクシー事業者感染防止対策
の支援【再掲】

・飲食店への休業・時短要請
【再掲】

・飲食店等の見回り
・第三者認証制度による飲食店

等の認証
・出勤抑制【再掲】
・第10回神戸マラソンの再延期
・県立施設の休館・開館時間の

短縮【再掲】
・県立都市公園一律閉鎖

【再掲】

・感染防止対策徹底の呼びかけ
（第５波）

・バスにおける感染症防止対策
への支援【再掲】

・地域公共交通新型コロナウイ
ルス対応型運行の支援【再
掲】

・タクシー事業者感染防止対策
の支援【再掲】

・出勤抑制
・飲食店への休業・時短要請

【再掲】
・第三者認証制度による飲食店

等の認証【再掲】
・県立施設の休館・開館時間の

短縮【再掲】
・県立都市公園一律閉鎖

【再掲】

・バスにおける感染症防止対策
への支援【再掲】

・地域公共交通新型コロナウイ
ルス対応型運行の支援【再
掲】

・タクシー事業者感染防止対策
の支援【再掲】

・県立施設の休館・開館時間の
短縮【再掲】
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分野別検証１ 社会活動制限
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第１期①

【主な取組等】
感染拡大防止に向けた外出自粛や催物の開催制限等を実施●

期間 R2.4.15～R2.5.21 R３.１.14～R3.2.28

区域 県内全域 県内全域

主な
対応

○外出自粛
・不要不急の外出自粛を要請
○施設の使用制限
・遊興施設、劇場、集会場、運動施設等に

ついては、休業を要請
・社会生活を継続するうえで必要な医療施

設、飲食店(20時までの営業時間短縮、
酒類の提供は19時まで)、宿泊施設等の
事業継続を要請

○出勤抑制
・「出勤者数の７割削減」を目指し、在宅

勤務（テレワーク）、テレビ会議などの
推進を要請

○ 外出自粛
・不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不

要不急の外出自粛を要請
○施設の使用制限
・飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営

業許可を受けている飲食店の20時までの営業時間
短縮（酒類の提供は11時から19時まで）を要請

・劇場、集会場、運動施設、遊技場など特措法施行
令第11条施設については、特措法によらず20時ま
での営業時間短縮（酒類の提供は11時から19時ま
で）を働きかけ

○出勤抑制
・「出勤者数の７割削減」を目指し、在宅勤務（テレ

ワーク）、テレビ会議などの推進を要請

【緊急事態宣言】

パチンコ店の規制（R2.4.15～R2.5.22）について
パチンコ店は、業務の性質上、他府県からの利用者も含め「３密（密閉・密集・密接）」となり、
感染拡大につながるおそれが高かったため、国の対処基本方針に基づき、また兵庫県新型インフル
エンザ等対策有識者会議委員からの意見聴取のうえ、重点的な休業要請等の要請を行ったが、クラ
スター発生施設や各地域の患者発生の状況を考慮の上、同要請を段階的に解除
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分野別検証１ 社会活動制限
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第１期②

【教訓・課題】
①感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、

各種要請について、明確なエビデンスがない中で
国の指針を踏まえつつ、現場の状況に応じた期間
や内容等により実施

②感染対策等に対する専門家の助言を得られる体制
の確立

【有効であった対応】
①接触機会低減のための外出自粛等を要請
②同一交流圏である大阪府・京都府と整合を図っ

たうえで、外出自粛等を要請
③感染状況に応じた柔軟な開催制限

【今後の感染症に生かすこと】
エビデンスに基づいて各種要請等を実施できるよう、専門家の助言を得られる体制を確立

【催物の開催制限】

期間 R2.4.15～R2.7.9 R2.7.10～R3.11.24

対象 屋内外を問わず、複数の者が参加し、
密集状態等が発生する恐れのある催物、パーティ等

全国的な移動を伴う催物
又は
参加者が1,000人を超える催物

対応 ー 事前相談開始

開催
制限 停止・自粛要請

【収 容 率】屋内：50%
屋外：十分な間隔(2m)

【人数上限】5,000人
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分野別検証１ 社会活動制限
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第２期①

【主な取組等】
●各種要請の実施に伴い、飲食店等への見回り、第三者認証制度の導入など、要請の実効性

を担保する取り組みを実施

期間 R3.4.5～R3.4.24 R3.６.21～R3.７.11
区域 兵庫県全域 兵庫県全域

主な
対応

○外出自粛
・不要不急の外出自粛を要請
○飲食店等への時短要請等
【神戸・阪神南地域、阪神北地域・明石市(4/22
～)】
・５時～20時までの営業時間短縮を要請
・酒類提供は11時～19時までを要請
【東播磨地域(明石市除く)・中播磨地域、神戸・
阪神南地域、阪神北地域・明石市(～4/21)】
・５時～21時までの営業時間短縮を要請
・酒類提供は11時～20時半までを要請
○出勤抑制
・「出勤者数の７割削減」を目指すことも含め、

在宅勤務（テレワーク）、テレビ会議などの推
進を要請

○外出自粛
・不要不急の外出自粛を要請
○飲食店等への時短要請等
【神戸・阪神南地域、阪神北地域・東播磨地域、姫路市】
・５時～20時までの営業時間短縮を要請
・平日の酒類提供は11時～19時までを要請、土日祝日は酒類
提 供を禁止
・カラオケ設備の利用自粛を要請
【北播磨・中播磨地域(姫路市除く)・西播磨地域、但馬・丹
波・淡路地域】
・５時～21時までの営業時間短縮を要請
・酒類提供は11時～20時までを要請
・カラオケ設備の利用自粛を要請
○出勤抑制
・「出勤者数の７割削減」を目指し、在宅勤務（テレワーク）、

テレビ会議などの推進を要請
・事業者に対し、出勤数７割削減の実施状況の公表を要請

【まん延防止等重点措置区域】

【緊急事態宣言】
期間 R3.4.25～R3.6.20

区域 兵庫県全域

主な
対応

○外出自粛
・不要不急の外出自粛を要請
○飲食店等への休業要請・時短要請
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等への休業要請
・酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等への時短要請(５時～20時)
○出勤抑制
・「出勤者数の７割削減」を目指し、在宅勤務（テレワーク）、テレビ会議などの推進、大型連休中の休暇取得の促進を要請
・事業者に対し、出勤数７割削減の実施状況の公表を要請
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分野別検証１ 社会活動制限
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第２期②

【教訓・課題】
①現地確認時のみ感染対策を実施する店舗の

感染対策の担保
②危険な店舗への現地確認時の警察との連携
③飲食店等への理解

【有効であった対応】
①感染対策の徹底
②要請を受け入れた店舗との公平感
③各種補助事業の要件にしたことで、認証店となる

店舗が増加
④感染拡大防止に一定の効果

【今後の感染症に生かすこと】
・事業者や県民に理解を得た上での各種体制の実施
・緊急事態宣言の発令等は、国が疫学的根拠に基づき判断するよう、国に要望

【飲食店の見回り】 【第三者認証制度】
期間 R3.4.5～R3.5.11

主な
対応

まん延防止等重点措置に係る指定区域４市
の飲食店の時短営業及び感染防止対策の徹
底を図るため、「飲食店等見回り連携チー
ム」を設置（延べ258人）
見回り実施状況：4/5～5/11 約27,000件
新型いんインフルエンザ等対策特別措置法
に基づく施設の使用制限の命令数及び過料
通知数
命 令：５２施設
過料通知：４０施設

期間 R3.6.21～R5.5.7

趣旨 コロナ対策を実施している飲食店等を県が実地確
認の上、認証し公表

対象 県内にある客席を設ける飲食店及び喫茶店

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ ・県ホームページ掲載
・各種補助事業の要件

認証店ステッカー
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分野別検証１ 社会活動制限
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第３期①

【主な取組等】
全国的な移動による感染ﾘｽｸの拡散、催物前後の交通機関における三密の発生等により、感染ﾘｽｸが拡
大する可能性があることを踏まえ、催物の開催制限を実施。
地域の感染状況や催物の性質等に応じた適切なﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを行い、開催の態様、有無を判断。

●
●

【まん延防止等重点措置区域】 【緊急事態宣言】
期間 R3.８.２～R3.８.19

区域 兵庫県全域

主な
対応

○外出自粛
・不要不急の外出自粛を要請
○飲食店等への時短要請等
【但馬地域を除く】
・５時～20時の営業時間短縮を要請
・酒類提供を行わないことを要請
・カラオケ設備の利用自粛を要請
【但馬地域】
・５時～21時の営業時間短縮を要請
・酒類提供は11時～20時とすることを要

請
・カラオケ設備の利用自粛を要請
○出勤抑制
・「出勤者数の７割削減」を目指し、在

宅勤務（テレワーク）、テレビ会議な
どの推進を要請

・事業者に対し、出勤数７割削減の実施
状況の公表を要請

期間 R3.８.20～R3.９.30

区域 兵庫県全域

主な
対応

○外出自粛
・ 不要不急の外出自粛を要請
・混雑した場所等への外出の半減を要請
○飲食店等への休業要請・時短要請
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食

店等への休業要請
・酒類及びカラオケ設備を提供しない飲

食店等への時短要請(５時～20時)
○出勤抑制
・「出勤者数の７割削減」を目指し、在

宅勤務（テレワーク）、テレビ会議な
どの推進を要請

・事業者に対し、出勤数７割削減の実施
状況の公表を要請
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分野別検証１ 社会活動制限
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第３期②

【催物の開催制限（R3.11.25~R5.5.7）】

区 分
制限等

開催にあたって必要な手続き
収容率 人数上限

参加人数が5,000人超かつ収
容率50％超のｲﾍﾞﾝﾄ 100％以内 収容定員まで 感染防止安全計画を策定し、県に提出

上記以外のｲﾍﾞﾝﾄ 100％以内 5,000人又は収容定員50％
のいずれか大きい方 ｲﾍﾞﾝﾄ開催前にﾁｪｯｸﾘｽﾄを作成し、公表

区 分 R3年度 R4年度 R5年度

屋 外 ス ポ ー ツ 観 戦 ５件 ２７件 ０件

コ ン サ ー ト ・ 舞 台 鑑 賞 ５件 ２２件 １件

学 会 ・ 展 示 会 ０件 １件 １件

祭 ( 花 火 大 会 含 む ） ほ か ２件 ４０件 １件

合 計 １２件 ９０件 ３件

● 大規模イベント等における上限人数等の緩和を行う条件として感染防止安全計画を策定

感染防止安全計画策定実績

【教訓・課題】
①新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の６第１項に

よる要請の検討を含めた協力を得られない主催者への対応
②感染対策等に対する専門家の助言を得られる体制の確立
③国に対し計画策定の催事の規模(5,000人)の基準の検討

を要望

【有効であった対応】
①感染状況やイベントの規模に応じ、柔軟に開催

を制限するなど適切なリスクアセスメントを実施
②手指消毒などの基本的な感染対策の徹底
③催物主催者への個別連絡を含めた広報
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分野別検証１ 社会活動制限
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第３期③

【教訓・課題】
①現地確認時のみ感染対策を実施する店舗への感染対策

の担保
②飲食店等への理解

【有効であった対応】
①感染対策の徹底
②各種補助事業の要件にしたことで、認証店となる

店舗が増加
③感染拡大防止に一定の効果

【今後の感染症に生かすこと】
イベント主催者等の負担の軽減や、事務手続きをサポートする体制構築 

区 分 内 容

期 間 R3.12.22～R4.8.31

対 象 新型コロナ対策適正店認証店のうち、登録を希望する店舗

イ ン セ ン
テ ィ ブ 県内に行動制限が課された際、人数制限等の緩和が可能

【ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査適用事業者登録】
● 飲食店等の事業者が入店者等の「ﾜｸﾁﾝ接種歴」や「検査結果の陰性」のいずれかを確認することで、

感染ﾘｽｸを低減させ、行動制限を緩和
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分野別検証１ 社会活動制限
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第４期

【教訓・課題】
①ウイルスの毒性が弱く重症化率が低い状況下では、

社会経済活動と感染防止の両立が可能
②５類移行後、個人や事業者等が感染対策を自主的

に実施するため、引き続き適切な情報提供の実施
が必要

【有効であった対応】
①社会経済活動と両立可能な制限内容(飲食店等の

時短・人数制限廃止など)への移行
②地域の賑わいを取り戻すための適切な情報発信

【今後の感染症に生かすこと】
感染対策で社会活動の両立に向けた柔軟な対応や情報提供

【主な取組等】
重症化率の低いｵﾐｸﾛﾝ株の特性を踏まえ、社会経済活動と両立可能な制限内容に移行
感染症法上の５類感染症への移行（R5.5.8～）に伴い、社会活動制限を一律に求める
取り組みは終了

●
●

項 目 主な取り組み等 ５類移行後の対応

社会活動制限
・まん延防止等重点措置 (R4.1.27~R4.3.21)
・飲食店等の時短・人数制限を廃止（R4.6.1～）

するなど、感染拡大防止と社会経済活動を両立

・各種要請等は終了し、個人や
事業者の判断を基本

催物開催制限
・国指針に基づく制限を引き続き実施
・地域の実情に応じ、現場に即した具体的な考え

方等を情報発信

・開催制限は廃止し、事業者や
業界団体の自主的取組へ移行

認証店制度

・県民に対し、認証店の利用を引き続き推奨
・認証店に対する対策の継続及び非認証店に対す

る認証の獲得を引き続き呼びかけるとともに、
効果的な換気等の実施を推奨

・制度は廃止し、事業者や業界
団体の自主的取組へ移行
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分野別検証２ 外出自粛要請の呼びかけ
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第１期～第３期

【教訓・課題】
①県民への継続的な呼びかけ、周知徹底

【有効であった対応】
①県民への直接の呼びかけ
②報道等で取り上げられ、要請内容が幅広く周知

【今後の感染症に生かすこと】
効果的な情報発信に向けて、関係機関との連携が必要

【主な取組等】
●本県が緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象区域とされたことを受け、歓楽街等における

外出自粛要請や感染防止対策徹底の呼びかけ、路上飲み自粛要請等を実施

【外出自粛要請の呼びかけ】

時期 時間 場所及び備考

第１波 Ｒ2.4.17～5/9までの週末等 18時～19時 三宮北部地域(客引き行為禁止区域)4.17・18・24・ 5.1・7・8・9
尼崎市神田新道地域4/9 姫路駅前・魚町・塩町地域4/25 福原・新開地地域4/26

全日、県警と共同実施
第３波 Ｒ3.1.15～３／５の各土曜日 三宮北部地域(客引き行為禁止区域)

第４波 Ｒ3.4.9～5.6の水・日を除く毎日 18時～19時 三宮北部地域(客引き行為禁止区域) 4/9.16.23.30は県警共同実施
Ｒ3.5.7～6.30の水・日を除く毎日 5/7.14.21.28.6/4.11.25は県警共同実施

この期間以降、路上飲み自粛要請を追加
第５波 R3.7.1～9.30の水・日を除く毎日 18時～19時 三宮北部地域 7/9.16.30.8/6.20.27.9/10.24県警共同実施

R3.8.27 19時～20時30分 メリケンパーク・元町商店街 県警と共同実施
R3.8.28・29 13時～17時 メリケンパーク・HAT神戸(なぎさ公園) 県警と共同実施
R3.9.3･10 18時～19時30分 メリケンパーク・元町商店街 県警及び神戸市と共同実施
R3.9.4・5・11・12 17時～18時30分 メリケンパーク 県警及び神戸市と共同実施
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分野別検証３ 公共交通の事業継続
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第１～４期

【教訓・課題】
①テレワーク、WEB会議の浸透などライフスタイルの変
化に伴う公共交通機関利用者の減少への対応

【有効であった対応】
①車内等の密度を上げないよう便数等に配慮した運
行による感染拡大防止
②感染防止設備の導入等による安心安全な公共交通
の利用環境整備

【今後の感染症に生かすこと】
（詳細検討中）

【主な取組等】
公共交通事業者に対して、車内等の密度を上げないよう便数等に配慮した運行に要する経費や、感染
防止設備の導入経費を支援

●

【支援の概要】
支援事業 時 期 対 象 内 容 支援実績

バスにおける感染症防止
対策への支援 R2年度 民営バス事業者

①運転席感染防止設備（ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ等）
の導入に要する経費を支援

②非接触型体温計の購入に要する経費を
支援（貸切バスのみ）

①７事業者
②３事業者

地域公共交通新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対応型運行の支援 R2～4年度

①地域鉄道事業者
②路線バス事業者
③航路事業者

車内等の密度を上げないよう便数等に配
慮した運行に要する経費（燃料費、人経費
等）を支援

①４事業者
②14事業者
③４事業者

タクシー事業者感染防止
対策の支援 R3～4年度 県内ﾀｸｼｰ事業者

①高性能な空気清浄機導入等の感染防止
対策に要する経費を支援（R3～R4)

②消毒液購入費等の感染防止対策に要する
経費に対し7,000円/台を支援（R3)

①６事業者
②255事業者
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分野別検証４ 社会活動制限（イベント・神戸マラソン）
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第１~４期

【教訓・課題】
①感染症の動向に合わせた適切な医事・救護計画の策定
②感染症の動向に合わせたｽﾀｯﾌの配置や、ｽﾀｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、

ﾌﾛｰの再検討

【有効であった対応】
①感染症対策を反映した各種計画、ﾏﾆｭｱﾙ等に基づいた

大会運営
②ｽﾀｰﾄﾌﾞﾛｯｸ拡大によるﾗﾝﾅｰ密集の回避、2万人の検温
③開催延期に伴う代替ｲﾍﾞﾝﾄを通じたﾗﾝﾆﾝｸﾞ機会の提供

【今後の感染症に生かすこと】
医療従事者等、専門家の意見を聴取する機会の設定

【主な取組等】
第10回神戸マラソンを２度延期し、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ等代替ｲﾍﾞﾝﾄを通じ、次年度大会の機運を醸成●

区分 実 施 内 容

R2年度

R2.11.15に予定していた第10回神戸ﾏﾗｿﾝを１年程度延期
感染拡大防止対策が可能な範囲での「ﾗﾝﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ」等を開催

R3年度

R3.11.21に予定していた第10回神戸ﾏﾗｿﾝを再延期
感染拡大防止対策が可能な範囲での「ﾗﾝﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ」等を開催

R4年度 R4.11.20に３年ぶりに第10回神戸ﾏﾗｿﾝを開催

ﾗﾝﾅｰ応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ R2.9～11 ﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室やﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ等を実施

ｵﾝﾗｲﾝﾏﾗｿﾝ R2.11 ｱｼｯｸｽ(株)が提供するｱﾌﾟﾘと連携して実施

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室 R3.9～11 ﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室やﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ等を実施

ｵﾝﾗｲﾝﾏﾗｿﾝ R3.11～12 ｱｼｯｸｽ(株)が提供するｱﾌﾟﾘと連携して実施
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分野別検証５ 社会活動制限（イベント）
（分野）社会活動（項目）社会活動制限：第１～４期

【教訓・課題】
①普及に向けた運用の工夫

（通知を受けた利用者へのメリット等）

【有効であった対応】
①濃厚接触者を特定できない場合の万一の備え
②事業者等が感染防止対策を講じていることの

発信に活用

【今後の感染症に生かすこと】
円滑かつ迅速な情報共有につなげる新しいシステムの活用

【主な取組等】
店舗・施設やイベント会場における感染拡大防止を図るため、クラスター発生時等に迅速に利
用者への注意喚起状況を提供する「兵庫県新型コロナ追跡システム」を構築・運用

●

【兵庫県新型コロナ追跡システム】
利用者(県民)が店舗等ごとに掲示されるＱＲ
コードを読み取り、メールアドレス等を登録し
た場合に、当該利用者に対して、クラスター発
生時等に県から注意喚起情報を提供

●

● コロナへの感染対策の充実・強化に加え、行動
制限の緩和に向けた「ワクチン・検査パッケー
ジ・対象者全員検査」の開始を踏まえ、国の新
型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）
に基づく全国共通の取組に引継ぎ、運用を終了

154



Hyogo Prefecture

155Chapter 03

分野別検証６ 社会教育施設・体育施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第１期①

【教訓・課題】
①急な休館時の広報・周知方法について検討が必要
②貸館事業は主催者の自主判断であったため、混乱が

生じた

【有効であった対応】
①緊急事態宣言を踏まえた施設の休館、主催事業の

自粛
②休館中の感染拡大防止対策の強化
③業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策の徹

底は施設再開にあたり有効

【主な取組等】
国の緊急事態宣言を受け、休館
県の対処方針、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を実施した上で、開館

●
●
【社会教育施設・体育施設】

休館休業の対応（範囲・期間）
県内での患者確認以降 国の緊急事態宣言(R2.4.7～5.21) 国の緊急事態宣言解除後

県主催事業
R2.3.3～15 自粛
R2.3.16～23 中止または延期

貸館事業
R2.3.3～4.7 主催者の自主判断
（R2.4.1～ 実施の場合は感染症予

防措置を講じる）

R2.4.8～ 美術館、ホール・劇場、社
会体育施設の休館
（屋外施設の利用は可）

R2.5.18～ 西播磨、但馬、丹波地域所
在の施設について、感染症防止対策を
整え順次開館
R2.5.22～ 美術館、ホール・劇場につ
いて、感染症防止対策を整え順次開館

※ 国のガイドラインが明示（R2.4.13）されるまで、県独自の基準に基づき要請
イベント中止や来場見送りには、キャンセル料免除、チケット払戻の対応
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分野別検証６ 社会教育施設・体育施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第１期②

【教訓・課題】
①窓口対応で今まで以上の時間を要したため、対応が必要
②来館者の安全性を保ちつつ、満足感を得られるよう、

映像等を活用した非接触型の解説や接触の少ない体験
学習メニューの開発等の検討が必要

【有効であった対応】
①感染症予防ガイドラインに基づくサーモグラフィ、

非接触型体温計などによる発熱チェック、マスク
装着の徹底、消毒液の設置などの感染防止対策の
徹底

【今後の感染症に生かすこと】
施設における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、施設を継続して運営

【社会教育施設・体育施設】
● 施設再開後の感染防止対策

・ 飛沫感染や密接を生む行事（講演会、解説、体験学習等）は中止
・ 来館者多数の場合の入場制限
・ 発熱チェック、サーモグラフィー等の整備
・ マスク装着の徹底
・ 消毒液、アクリル板の設置
・ 事前予約制の導入
・ 入館者の氏名・連絡先等の把握 など

● 各施設のPR動画作成、施設案内や収蔵品の音声ガイドが利用できるアプリの作成（R2）
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分野別検証６ 社会教育施設・体育施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第２期①

【教訓・課題】
①消毒用薬品等の調達、備蓄について、計画的な

管理や供給ルートの確保が必要

【有効であった対応】
①入場者制限、イベント定員制限
②各施設での取組状況をホームページで周知

【主な取組等】
県の対処方針、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を実施した上で、開館●

【社会教育施設・体育施設】
● 感染防止対策を実施した上で開館

・催物の開催制限及び開館時間の短縮については、対処方針の「イベントの開催自粛」
および「施設の使用制限による取扱い」の徹底

・来館者多数の場合の入場制限
・発熱、咳などの症状のある者の入場禁止
・マスク装着の徹底、消毒液の設置
・演者と観客との一定の距離の確保（２ｍ）
・密閉・密集・密接状態の回避（休憩時間・回数増、換気など）
・入館者の氏名・連絡先等の把握
・「兵庫県新型コロナ追跡システム」QRコードの掲示と来館者への登録呼びかけ など
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分野別検証６ 社会教育施設・体育施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第２期②

【教訓・課題】
①公演・展示の中止に伴う貸館事業主催者に対するキャン

セル料の徴収・返金、主催事業に係るチケット払戻の
取扱い等について事前に設定しておく必要

②スムーズな予約方法の検討

【有効であった対応】
①一部施設の休館、県主催事業の自粛や中止延期、

大規模イベントの無観客開催による感染拡大防止

【今後の感染症に生かすこと】
施設における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、施設を継続して運営【再掲】

【社会教育施設・体育施設】
● 緊急事態措置実施期間（R3.4.25～5.11）の対応

施設 内容

社会教育施設
・ 原則臨時休業
・ 図書館については、入場整理のうえ、開館

（開館時間は最長20時まで）

体育施設

屋内施設

・ 1,000㎡以上の施設は、原則臨時休業
・ 中体連、高体連等の公式戦（全国大会につながる公式戦）

については、無観客での利用可
・ 1,000㎡以下の施設は、入場整理のうえ、開館

（営業時間は20時まで）

屋外施設 ・ 入場整理のうえ、無観客での利用可
・ 飲酒につながる酒類提供及びカラオケ設備の使用の自粛
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分野別検証６ 社会教育施設・体育施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第３期

【教訓・課題】
①施設で感染者が出た場合の休業手順、従業員の確

保等のマニュアルの整備が必要
②利用者の減少による減収補償

【有効であった対応】
①各施設の対応状況をきめ細かく情報提供すること

により、取組に対する理解と協力を得た

【今後の感染症に生かすこと】
施設における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、施設を継続して運営【再掲】

【社会教育施設・体育施設】
● 感染防止対策を実施した上で開館

・催物の開催制限は、対処方針の「イベントの開催自粛」の徹底
・来館者多数の場合の入場制限（～R4.11)
・発熱、咳などの症状のある者の入場禁止
・マスク装着の徹底、消毒液の設置
・演者と観客との一定の距離の確保（２ｍ）
・密閉・密集・密接状態の回避（休憩時間・回数増、換気など）
・入館者の氏名・連絡先等の把握
・「兵庫県新型コロナ追跡システム」QRコードの掲示と来館者への登録呼びかけ(～R4.3) 等

【主な取組等】
県の対処方針、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を実施した上で、開館●
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分野別検証６ 社会教育施設・体育施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第４期

【教訓・課題】
①感染拡大や新たな感染症に対して、医療体制と連動させ

た段階的な規制ルールと、民間事業者への自粛要請との
整合性を図ることが必要

② 数年間のイベント中止によるノウハウの一部喪失

【有効であった対応】
①県の対処方針を踏まえながら、県主催事業におけ

る出演・出展団体との調整、貸館事業主催者に対
する県の対応状況の情報提供等を適切に行うこと
による円滑な事業運営

【今後の感染症に生かすこと】
施設における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、施設を継続して運営【再掲】

【社会教育施設・体育施設】
● 感染防止対策を実施した上で開館

・催物の開催制限は、対処方針の「イベントの開催自粛」の徹底
・発熱チェック
・発熱、咳などの症状のある者の入場禁止
・マスク装着、消毒液の設置
・演者と観客との一定の距離の確保（２ｍ）
・密閉・密集・密接状態の回避（休憩時間・回数増、換気など）

【主な取組等】
県の対処方針、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を実施した上で、開館●
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分野別検証７ 県立都市公園における対応
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第１期

【教訓・課題】
①公共交通機関や徒歩で来園可能な公園に人が集中
②県境を越えた移動の増加

【有効であった対応】
①駐車場や運動施設閉鎖による利用者の制限
②「３密」を回避しながら公園機能を適正に発揮

するための公園のHP等による呼びかけ

【今後の感染症に生かすこと】
感染症の特性に応じた適切な感染防止・安全対策の実施

【対策本部会議結果に基づく主な対応】

【主な取組等】
イベント等の自粛のほか、公園駐車場や屋外施設の一律閉鎖を実施
公共交通機関や徒歩で来園可能な公園に人が集中し、屋外であるが密な状況が発生

●

●

通知日 内容

R2.3.13
不特定多数の者や高齢者の集うイベントや開催の自粛・要請
換気が悪い屋内施設の使用の自粛（貸切利用は主催者判断）

R2.4.8
集客イベントの中止・延期を要請
屋内施設自粛を要請（屋外施設は利用可、4/10～屋外も自粛要請）

R2.4.24 遊具・駐車場の閉鎖（大型連休を見据えた対策強化）

R2.5.5 駐車場の開放（大型連休終了に伴う駐車場開放）

R2.5.22
各施設を順次解放(但し、スポーツジムは5/26～解除)
一部イベントの再会（屋内100人以下、屋外200人以下）

R3.1.13
延床面積1,000㎡を超える屋内運動施設は20時以降閉鎖
イベント開催要件の変更

R3.2.26
延床面積1,000㎡を超える屋内運動施設は21時以降閉鎖
イベント開催要件の変更

● イベント開催要件の緩和及び変更は随時実施（R2.5～ R3.2 計４回）
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分野別検証７ 県立都市公園における対応
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第２期～第４期

【教訓・課題】
①公共交通機関や徒歩で来園可能な公園に人が集中【再掲】
②県境を越えた移動の増加【再掲】

【有効であった対応】
①駐車場や遊具の使用制限を最小限とすること

により、都市部の人流を広大なオープン
スペースである公園に誘導

【今後の感染症に生かすこと】
可能な限り公園や運動施設を開放し、県民の健康づくりの場を提供

【対策本部会議結果に基づく主な対応】

【主な取組等】
●イベント等の自粛のほか、公園駐車場や屋外施設の一律閉鎖を実施
●公共交通機関や徒歩で来園可能な公園に人が集中し、屋外であるが密な状況が発生

通知日 内容
R3.3.5 屋内運動施設の時短終了、イベント開催要件変更

R3.4.23
運動施設等は県対処方針どおり使用制限等を実施、イベントは原則無観客開催のみ可
舞子・明石・甲山・西猪名・尼崎の森は駐車場を閉鎖
（緊急事態宣言再発令）

R3.5.7
閉鎖していた駐車場をすべて開放等実施、イベント開催要件の変更
（緊急事態宣言の延長）

R3.9.28
運動施設等は県対処方針どおり使用制限等を実施、イベント開催要件の変更
（緊急事態宣言の解除）

R4.3.17
運動施設やイベント等の条件付利用制限緩和
（まん延防止等重点措置の解除）

● イベント開催要件の緩和及び変更は随時実施（R3.3～ R5.3 計15回）



Hyogo Prefecture

163Chapter 03

分野別検証
８ 県立施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第１期①

【生活創造センター・文化会館・高齢者大学等】

【主な取組等】
感染状況や国からの緊急事態宣言等の発令状況等を勘案し、適宜、施設の休館や利用制限等を実施●

● 生活創造ｾﾝﾀｰ（神戸生活創造ｾﾝﾀｰ、東播磨生活創造ｾﾝﾀｰ、丹波の森公苑）
● 文化会館等（嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ、但馬文教府、西播磨文化会館、淡路文化会館）
● 高齢者大学等（いなみ野学園、阪神ｼﾆｱｶﾚｯｼﾞ、ふるさとひょうご創生塾、生涯学習情報ｺｰﾅｰ、各地域高齢者大学）

期間 対応等

令和2年3月3日から緊急事態宣言
（令和2年4月7日）発令まで

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを策定し、感染防止等の観点から、施設の管理運営や
ｲﾍﾞﾝﾄ実施の際における取扱いを周知徹底

緊急事態宣言発令期間
（令和2年4月7日～５月21日） 施設の休館（講座の休講）もしくは開館時間の短縮を実施

緊急事態宣言解除（5月22日）以降 感染症防止対策を施しながら通常運営

緊急事態宣言発令（令和3年1月14
日から2月28日） 施設の休館（講座の休講）もしくは開館時間の短縮を実施

期間 対応等

令和2年3月3日から緊急事態宣言
（令和2年4月7日）発令まで

県主催の行事：中止や自粛、延期等で対応
貸館事業：主催者の自主判断に任せ、実施する場合には感染予防措置のもとで実施

緊急事態宣言発令期間
（令和2年4月7日～５月21日） 休館（5/18から西播磨、但馬、丹波地域にて感染防止対策を整えて順次開館）

緊急事態宣言解除（5月22日）以降 感染症防止対策を整え順次開館
陶芸(5/26～)、県民会館(6/1～)、横尾･芸術文化ｾﾝﾀｰ･ﾋﾟｯｺﾛｼｱﾀｰ･原田の森(6/2～)

緊急事態宣言発令（令和3年1月14
日から2月28日）

施設利用制限 ：20時までの利用 ※1/13以前の申込みは適用外
公演等催物開催：20時までの開催(500人以下、屋内収容率50％未満)
※周知期間1/17までは適用外

【芸術文化施設】
● 美術館（兵庫陶芸美術館、横尾忠則美術館）
● ホール/劇場（芸術文化センター、ピッコロシアター、原田の森ギャラリー、県民会館）
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分野別検証
８ 県立施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第１期②

【社会教育施設（子ども・青少年関係）】
● 神出学園・山の学校・こどもの館・いえしま自然体験センター

期間 対応等

令和2年3月3日から
緊急事態宣言
（令和2年4月7日）
発令まで

神出学園：臨時休校(3/2～）
山の学校：臨時休校(3/2～3/5)、簡素化した修了式(3/6)、春季休業(3.7～）
こども：イベントの中止(3/2～)、全館臨時休館(3/7～3/15)、館外とﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ等開館(3/16～)
いえしま：ガイドラインをもとに施設内での感染症対策の徹底(体調確認チェックシート義務付け)

緊急事態宣言発令期
間
（令和2年4月7日～
５月21日）

神出学園：臨時休校、感染防止対策マニュアル作成し感染症対策を実施
山の学校：臨時休校、感染防止対策マニュアル作成し感染症対策を実施
こども：館外とﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ等開館(3/16～)、書籍消毒器購入し図書の宅配を開始
いえしま：ガイドラインをもとに施設内での感染症対策を実施(体調確認チェックシート義務付け)

緊急事態宣言解除
（5月22日）以降

神出学園：学校再開（6/1～）、道具消毒や食堂でのパーテーション等感染症対策を徹底
山の学校：登校日（5/22、5/28～29）、学校再開（6/1）、健康観察カードやアクリル板等感染症対策の徹底
こども：館内一部会館(6/1～)、利用中止継続（親子遊戯室、伝承あそびのひろば、工作室等）
いえしま：ガイドラインをもとに施設内での感染症対策の徹底(体調確認チェックシート義務付け)

緊急事態宣言発令
（令和3年1月14日
から2月28日）

神出学園：感染症対策を実施しながら運営（道具消毒や食堂でのパーテーション等感染症対策を徹底）
山の学校：感染症対策を実施しながら運営（健康観察カードやアクリル板等感染症対策の徹底）
こども：（R2年12/8～大規模修繕により閉館）
いえしま：ガイドラインをもとに施設内での感染症対策の徹底(体調確認チェックシート義務付け)

【教訓・課題】
①高齢者大学等高齢者利用が多い施設は方針等について特に迅速な

意思決定・周知が必要
②寮など生活を共にする施設は接触機会が多く感染拡大の懸念が高い
③離島では島の医療体制へ与える影響が重大。水際対策が重要
④利用者の特性に応じ感染症対策専門家の助言を得る機会が必要

【有効であった対応】
①ロッジ、テント、シャワー、食堂、密になる部屋や

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨの利用
②中止や制限、道具の消毒、間隔をあける、

交代で使う等の対策
③利用者の健康観察による感染防止への意識付け
④消毒液の設置

【今後の感染症に生かすこと】
・感染症等における状況下でも、可能な限り通常通りの施設の運営を可能とする仕組みの検討（事業等のｵﾝﾗｲﾝ実施の検討等）
・家島は離島であり、島の医師に感染すると島民の医療が滞る。出来る限り島内へ感染症を持ち込ませない対策が初期段階から必要
・施設利用者は島民の足である定期船に同乗し来島することから、来島前段階での感染者確認対応を行うことが必要
・離島の宿泊施設で感染者が出た場合の帰宅・搬送に利用可能な公共交通機関の確認
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分野別検証
８ 県立施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第２期①

【生活創造センター・文化会館・高齢者大学等】

【主な取組等】
感染状況や国からの緊急事態宣言等の発令状況等を勘案し、適宜、施設の休館や利用制限等を実施。●

● 生活創造ｾﾝﾀｰ（神戸生活創造ｾﾝﾀｰ、東播磨生活創造ｾﾝﾀｰ、丹波の森公苑）
● 文化会館等（嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ、但馬文教府、西播磨文化会館、淡路文化会館）
● 高齢者大学等（いなみ野学園、阪神ｼﾆｱｶﾚｯｼﾞ、ふるさとひょうご創生塾、生涯学習情報ｺｰﾅｰ、各地域高齢者大学）

【芸術文化施設】
● 美術館（兵庫陶芸美術館、横尾忠則美術館）
● ホール/劇場（芸術文化センター、ピッコロシアター、原田の森ギャラリー、県民会館）

期間 対応等

まん延防止等重点措置実施期間
（令和3年4月5日～24日）

施設の開館時間の短縮もしくは一部ｽﾍﾟｰｽ開館時間の短縮、感染防止対策を施しながら通常
運営を実施。

緊急事態宣言発令
（令和3年4月25日～6月20日）

施設の休館(講座の休講)もしくは開館時間の短縮、感染防止対策を施しながらの通常運営を
実施

まん延防止等重点措置実施期間
（令和3年6月21日～7月11日）

施設の開館時間の短縮もしくは一部ｽﾍﾟｰｽ開館時間の短縮、感染防止対策を施しながら通常
運営を実施。

期間 対応等
まん延防止等重点措置
実施期間（令和3年4月5
日～24日）

利用制限：20時までの利用(神戸・阪神地域)
催物開催：5千人以下、大声なし(屋内収容率100%)、大声あり(屋内収容率50%以内)

緊急事態宣言発令
（令和3年4月25日～6月
20日）

・4/25～5/11 休館 ※無観客の利用は可
・5/12～5/31 ①利用制限：20時までの利用 ②催物開催：21時までの開催(5千人以下、屋内収

容率50％以内※チケット販売済の場合除外あり)
・6/1～6/20 ①利用制限：20時までの利用 ②催物開催：21時までの開催(5千人以下、大声なし

(屋内収容率100%)大声あり(屋内収容率50%以内))

まん延防止等重点措置
実施期間（令和3年6月21
日～7月11日）

利用制限：20時までの利用(神戸･阪神･東播磨･姫路)、21時までの利用(その他地域)
催物開催：21時までの開催

(5千人以下､大声なし(屋内収容率100%)､大声あり(屋内収容率50%以内))
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分野別検証
８ 県立施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第２期②

【社会教育施設（子ども・青少年関係）】
● 神出学園・山の学校・こどもの館・いえしま自然体験センター

【教訓・課題】
①高齢者大学等高齢者利用が多い施設は、方針等について

特に迅速な意思決定・周知が必要
②寮など生活を共にする施設は接触機会が多く、感染拡大

の懸念が高い
③離島では島の医療体制へ与える影響が重大であり、水際

対策が重要
④利用者の特性に応じ感染症対策専門家の助言を得る機会

が必要

【有効であった対応】
①検温、スタッフによる消毒作業、

きめ細やかな道具の消毒
②共同生活の場面での感染症対策（寮での入浴

を交代制にする、食堂でﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ利用等）

【今後の感染症に生かすこと】
・感染症等における状況下でも、可能な限り通常通りの施設の運営を可能とする仕組みの検討
（事業等のｵﾝﾗｲﾝ実施の検討等）
・デジタルデバイドに応じた情報伝達
・家島は離島であり、島の医師に感染すると島民の医療が滞る。出来る限り島内へ感染症を持ち込ませない対策が初期

段階から必要
・施設利用者は島民の足である定期船に同乗し来島されることから、来島前段階での感染者確認対応を行うことが必要
・海水浴場のアクティビティーの非設置など、密になることを回避する非接触型運営の推進

期間 対応等
まん延防止等重点措置実施期間
（令和3年4月5日～24日）

神出学園：感染症対策を実施しながら運営（毎朝の消毒作業、用具の随時消毒の徹底､パー
テーション、入学式制限等）

山の学校：感染症対策を実施しながら運営（健康観察カードの運用徹底（帰寮時、起床時、
就寝前等）)

こども：（～R3年8/27大規模修繕により閉館）

いえしま：ガイドラインをもとに施設内での感染症対策の徹底（利用者共用の水道蛇口を
非接触型自動水栓に変更）

緊急事態宣言発令
（令和3年4月25日～6月20日）

まん延防止等重点措置実施期間
（令和3年6月21日～7月11日）
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分野別検証
８ 県立施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第３期①

【生活創造センター・文化会館・高齢者大学等】

【主な取組等】
感染状況や国からの緊急事態宣言等の発令状況等を勘案し、適宜、施設の休館や利用制限等を実施。●

● 生活創造ｾﾝﾀｰ（神戸生活創造ｾﾝﾀｰ、東播磨生活創造ｾﾝﾀｰ、丹波の森公苑）
● 文化会館等（嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ、但馬文教府、西播磨文化会館、淡路文化会館）
● 高齢者大学等（いなみ野学園、阪神ｼﾆｱｶﾚｯｼﾞ、ふるさとひょうご創生塾、生涯学習情報ｺｰﾅｰ、各地域高齢者大学）

【芸術文化施設】
● 美術館（兵庫陶芸美術館、横尾忠則美術館）
●ホール/劇場（芸術文化センター、ピッコロシアター、原田の森ギャラリー、県民会館）

期間 対応等
まん延防止等重点措置実施期間

（令和3年8月2日～8月19日）
開館時間の短縮もしくは感染防止対策を施しながらの通常運営を実施緊急事態宣言発令

（令和3年8月20日～9月12日）
宣言延長（9月13日～9月30日）

期間 対応等

感染リバウンド防止対策期間
（令和3年7月12日～31日）

利用制限：20時30分までの利用(神戸･阪神･東播磨･姫路)､21時30分までの利用(その他地域)
催物開催：21時までの開催(5千人以下､大声なし(屋内収容率100%)､大声あり(屋内収容率50%
以内))

まん延防止等重点措置実施期間
（令和3年8月2日～8月19日）

施設利用：20時までの利用(神戸･阪神･東播磨･姫路)､21時までの利用(その他地域）
催物開催：21時までの開催(5千人以下､大声なし(屋内収容率100%)､大声あり(屋内収容率50%
以内))

緊急事態宣言発令
（令和3年8月20日～9月12日）
宣言延長（9月13日～9月30日）

利用制限：20時までの利用(県全域)
催物開催：21時までの開催(5千人以下､大声なし(屋内収容率100%)､大声あり(屋内収容率50%
以内))

緊急事態宣言解除以降
（令和3年10月1日～12月29日）

・10/1～10/21 ①利用制限：21時までの利用(県全域) ②催物開催：21時までの開催(5千人
以下､大声なし(屋内収容率100%)､大声あり(屋内収容率50%以内))
・10/22～12/29 ①利用制限：制限なし ②催物開催：5千人以下､大声なし(屋内収容率
100%)､大声あり(屋内収容率50%以内))

※5千人超かつ屋内収容率50%超のイベントは「感染防止安全計画」を策定し、県に提出
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分野別検証
８ 県立施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第３期②

【社会教育施設（子ども・青少年関係）】
● 神出学園・山の学校・こどもの館・いえしま自然体験センター

【教訓・課題】
①高齢者大学等高齢者利用が多い施設は、方針等について

特に迅速な意思決定・周知が必要
②寮など生活を共にする施設は接触機会が多く、感染拡大

の懸念が高い
③離島では島の医療体制へ与える影響が重大であり、水際

対策が重要
④利用者の特性に応じ感染症対策専門家の助言を得る機会

が必要

【有効であった対応】
①検温、スタッフによる消毒作業、

きめ細やかな道具の消毒
②共同生活の場面での感染症対策（寮での入浴

を交代制にする、食堂でﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ利用、食堂
での昼食提供を弁当に変更等）

【今後の感染症に生かすこと】
・感染防止対策の慣れによる意識の低下を防ぐ指導の徹底
・感染症等における状況下でも、通常通りの文化会館等の運営を可能とする仕組みの検討
（事業等のｵﾝﾗｲﾝ実施の検討、密になる状況を避ける運営の継続等）
・デジタルデバイドに応じた情報伝達
・家島は離島であり、島の医師に感染すると島民の医療が滞る。出来る限り島内へ感染症を持ち込ませない対策が初期

段階から必要
・施設利用者は島民の足である定期船に同乗し来島することから、来島前段階での感染者確認対応を行うことが必要

期間 対応等
まん延防止等重点措置実施期間

（令和3年8月2日～8月19日）
神出学園：感染症対策を実施しながら運営（毎朝の消毒作業、用具の随時消毒の徹底、）

山の学校：感染症対策を実施しながら運営（健康観察カードの運用徹底（帰寮時、起床時、
就寝前）、10月の研修旅行までにワクチン接種を推奨）

こども：（～R3年8/27大規模修繕により閉館）感染症対策を実施しながら運営、一部施設の
利用制限

いえしま：ガイドラインをもとに施設内での感染症対策の徹底（利用者共用の水道蛇口を非
接触型自動水栓に変更）

緊急事態宣言発令
（令和3年8月20日～9月12日）
宣言延長（9月13日～9月30日）
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分野別検証８ 県立施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第４期①

【生活創造センター・文化会館・高齢者大学等】

【主な取組等】
感染状況や国からの緊急事態宣言等の発令状況等を勘案し、適宜、施設の休館や利用制限等を
実施

●

● 生活創造ｾﾝﾀｰ（神戸生活創造ｾﾝﾀｰ、東播磨生活創造ｾﾝﾀｰ、丹波の森公苑）
● 文化会館等（嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ、但馬文教府、西播磨文化会館、淡路文化会館）
● 高齢者大学等（いなみ野学園、阪神ｼﾆｱｶﾚｯｼﾞ、ふるさとひょうご創生塾、

生涯学習情報ｺｰﾅｰ、各地域高齢者大学）

【芸術文化施設】
・美術館（兵庫陶芸美術館、横尾忠則美術館）
・ホール/劇場（芸術文化センター、ピッコロシアター、原田の森ギャラリー、県民会館）

期間 対応等
まん延防止等重点措置実施期間

（令和4年1月27日～3月21日） 感染防止対策を施しながらの通常運営を実施

期間 対応等

まん延防止等重点措置実施期間
（令和4年1月27日～3月21日）

利用制限：制限なし
催物開催：2万人以下、大声なし（屋内収容率100％）、

大声あり（屋内収容率50%以内））
※5000人超かつ屋内収容率50％超のイベントは「感染防止安全計画」を策定し、県に提出
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分野別検証８ 県立施設
（分野）社会活動（項目）県立施設等：第４期②

【社会教育施設（子ども・青少年関係）】
● 神出学園・山の学校・こどもの館・いえしま自然体験センター

【教訓・課題】
①高齢者大学等高齢者利用が多い施設は方針等について特

に迅速な意思決定・周知が必要
②利用者の特性に応じ感染症対策専門家の助言を得る機会

が必要

【有効であった対応】
①検温、スタッフによる消毒作業、

きめ細やかな道具の消毒
②抗ウイルスコーティングの実施
③健康観察による感染防止への意識付け

【今後の感染症に生かすこと】
・感染症等における状況下でも、通常通りの文化会館等の運営を可能とする仕組みの検討
（事業等のｵﾝﾗｲﾝ実施の検討等）
・デジタルデバイドに応じた情報伝達
・家島は離島であり、島の医師に感染すると島民の医療が滞る。出来る限り島内へ感染症を持ち込ませない対策が初期

段階から必要
・施設利用者は島民の足である定期船に同乗し来島されることから、県立施設としては来島前段階での感染者確認対応を

行うことが必要
・抗ウィルスコーティング施工、非接触型水道の増設など施設整備における対策

期間 対応等

まん延防止等重点措置実施期間
（令和4年1月27日～3月21日） 感染防止対策を施しながら通常運営を実施。
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

国
等
の
動
向

・国の要請による臨時休業
（R2.3.3～3.23）
・私立学校等感染症対策に係る

国通知（随時）
・学校に対する国支援

①マスク等購入支援
②感染症対策・学習保障等支
援
③家庭学習・遠隔学習環境充
実
④修学旅行キャンセル料等支
援

・専修学校（高等課程）に対す
る国支援
①学校再開に伴う感染症対策
等の支援
②遠隔授業環境の整備支援
等

・私立学校等感染症対策に係る
国通知（随時）

・学校に対する国支援
①感染症対策・学習保障等支
援
②家庭学習・遠隔授業環境充
実

・専修学校等に対する国支援
①安全安心な学習環境確保及
び学校教育活動継続支援
②遠隔授業環境の整備支援

・私立学校等感染症対策に係る
国通知（随時）

・学校に対する国支援
①感染症対策・学習保障等支
援
②遠隔授業等授業環境高度化
等

・抗原検査キットの学校への配
布

・私立学校等感染症対策に係る
国通知（随時）

・学校に対する国支援
①学校等の感染症対策等支援
②感染症流行下における学校
教育活動体制整備支援

・専修学校等に対する国支援
①学校等の感染症対策等支援
②感染症流行下における学校
教育活動体制整備支援



Hyogo Prefecture

総括表【教育】 172Chapter 03

分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

県
の
取
組

・「教育委員会新型コロナウイル
ス対策会議」
の設置、開催

(1) 公立学校
・国の要請による臨時休業
・緊急事態宣言を受けた臨時休

業
・基本的感染対策の徹底

(2) 県内大学
・休業要請や感染防止対策の呼

びかけ
(3) 県立大学

・マニュアルの策定、遠隔授業
体制の整備等

(4)私立小学校・中学校・高校
・緊急事態宣言発令等に伴う休

校を要請
・県立学校と同様の対応を要請
・感染症対策・学校再開に向け

た支援、家計急変世帯等への
修学支援

(5) 私立幼稚園
・緊急事態宣言発令に伴う休園

を要請
・補助事業の要件の緩和
・保健衛生用品の購入費用等の

支援
(6) 私立専修学校・各種学校

・緊急事態宣言発令等に伴う休
校を要請

・県内大学と同様の対応を要請
・感染症対策・学校再開に向け

た支援、家計急変世帯等への
修学支援

(7) 農業大学校・森林大学校
・感染防止対策を呼びかけ
・マニュアルの策定、遠隔授業

体制の整備等

(1) 公立学校
・十分な感染防止対策の実

施
・活動を制限しながら、教

育活動等を継続
(2) 県内大学

・部活・サークル活動の自
粛要請や感染防止対策の
呼びかけ

(3) 県立大学・芸術文化観光
専門職大学
・独自動画の作成による注

意喚起、対面授業の順次
再開等

(4) 私立小学校・中学校・高校
・県立学校と同様の対応を

要請
・感染症対策・ICT環境の

充実に向けた支援、家計
急変世帯等への修学支援

(5) 私立幼稚園
・補助事業の要件の緩和
・保健衛生用品の購入費用

等の支援
(6) 私立専修学校・各種学校

・県内大学と同様の対応を
要請

・感染症対策・ICT環境の
充実に向けた支援、家計
急変世帯等への修学支援

(7) 農業大学校・森林大学校
・感染防止対策を呼びかけ
・マニュアルの策定、遠隔

授業体制の整備等

(1) 公立学校
・十分な感染防止対策の実施
・活動を制限しながら、教育

活動等を継続
(2) 県内大学

・緊急事態宣言、まん延防止
等措置区域を除き部活・
サークル活動を可能とする
ことや感染防止対策の呼び
かけ

(3) 県立大学・芸術文化観光専門
職大学
・大学キャンパス内でのワク

チン接種の実施
(4) 私立小学校・中学校・高校

・県立学校と同様の対応を要
請

・感染症対策・ICT環境の充実
に向けた支援、家計急変世
帯等への修学支援

(5) 私立幼稚園
・補助事業の要件の緩和
・保健衛生用品の購入費用等

の支援
(6) 私立専修学校・各種学校

・県内大学と同様の対応を要
請

・感染症対策に向けた支援、
家計急変世帯等への修学支
援

(7) 農業大学校・森林大学校
・感染防止対策を呼びかけ
・マニュアルの策定、遠隔授

業体制の整備等

(1) 公立学校
・十分な感染防止対策の実施
・活動を制限しながら、教育

活動等を継続
(2) 県内大学

・ワクチン接種や感染防止対
策の呼びかけ

(3) 県立大学・芸術文化観光専門
職大学
・学生への注意喚起等

(4) 私立小学校・中学校・高校
・県立学校と同様の対応を要

請
・感染症対策に向けた支援、

家計急変世帯等への修学支
援

(5) 私立幼稚園
・補助事業の要件の緩和
・保健衛生用品の購入費用等

の支援
(6) 私立専修学校・各種学校

・県内大学と同様の対応を要
請

・感染症対策に向けた支援、
家計急変世帯等への修学支
援

(7) 農業大学校・森林大学校
・感染防止対策を呼びかけ
・マニュアルの策定、遠隔授

業体制の整備等
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分野別検証１ 学校等（教育委員会）
（分野）教育（項目）学校等：第１期～第４期

【教訓・課題】
①県の方針等について、県立学校、市町組合教育委

員会に対し、迅速かつわかりやすく周知、伝達す
ることが必要

【有効であった対応】
①教育委員会新型コロナウイルス対策会議の設置は、

感染症の状況等が刻一刻と変化する中で、近隣府
県等の情報を基に様々な観点から課題と対応を迅
速に検討する上で機動性を発揮

【今後の感染症に生かすこと】
感染症の状況に応じ、迅速に対応するため、教育委員会事務局に対策会議を設置するなど機動性のある
体制を構築

【主な取組等】
教育委員会事務局に「教育委員会新型コロナウイルス対策会議」を設置し、
対応方針等を検討・協議

●

項目 内容

構 成

教育長

教育次長

総務課長、財務課長、教育企画課長、教職員課長、義務教育課長、特別支援教育課長、

高校教育課長、社会教育課長、文化財課長、体育保健課長

※教育事務所長がオンライン参加のうえ、所管市町教育委員会に対し県の対応方針等を事前提供

内 容
・感染症発生状況が刻一刻と変化する中、様々な観点から課題と対応を検討

・「対処方針」の改正案や、県立学校等に向けた通知文書案を作成

開催回数 延べ１０８回（R2年度：６６回、R3年度：３９回）

【教育委員会の体制】
・教育委員会事務局内に「教育委員会新型コロナウイルス対策会議」を設置・開催



Hyogo Prefecture

174Chapter 03

分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期①

【主な取組等】
国の要請による臨時休業 （R2.3.3～3.23）※ R2.3.24～4.8 長期休業期間
緊急事態宣言を受け臨時休業 （R2.4.9～5.31）
緊急事態宣言の解除を受け、学校再開（R2.6.1～）※ R2.6.1～6.14 分散登校、R2.6.15～通常どおり
以降、十分な感染防止対策を実施したうえで教育活動等を行う。
緊急事態措置実施期間においては、活動を制限しながら、教育活動等を継続

●
●
●

●
●

【公立学校】
１ 感染防止対策

○ 基本的感染対策の徹底
・身体的距離の確保、マスク着用、換気
・毎日の検温、手洗い
・教室等の消毒
・食事の際は会話を控える

事 業 内 容

感染症対策備品等の購入支援 対象経費 ： 換気対策備品（エアコン、サーキュレーター等）
感染予防備品（消毒液等消耗品、マスク、フェイスシールド等）等

支援対象 ： 県立学校 164校
特別支援学校スクールバス
感染症対策の強化

３密を避けるため、スクールバスの増便等を行い、分乗を実施
対象経費 ： バス借り上げ料、介助員報酬
増車期間 ： R2 １学期中

【主な事業】
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期②

・児童生徒の健康状態、家庭における学習の進捗状況の確認等を行うため、登校可能日を設定

（R2.4.9～5.17）
※ 感染状況を考慮し、登校日は設定しなかった。

項目 内容
登校可能日 週１日（第５学区は週２日上限）
登校時間 通勤時間帯を避けること
下校時間 午前中で下校
授業時間 実施しない
部活動 実施しない

R2.4.8 午前中：在校生説明会（学年別に時間を変えて実施）、午後：新入生説明会
いずれも最少人数で簡素化し、感染防止の措置を講じた上で実施

区分 第５学区以外 第５学区（但馬地区）

登校可能日の
日数の上限

5.18～ 週１日 週２日
5.22～ 週２日

登校時間 通勤時間帯を避けること（分散登校）
下校時間 16時までに全ての児童生徒は下校
授業時間 実施しない
部活動 実施しない

（R2.5.18～5.31）

２ 教育活動
［臨時休業中］
①登校可能日の設定
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期③

② 学習支援

学校別 内 容
県立学校 ・オンラインを活用した学習支援

①児童生徒用タブレット端末の貸与を実施
②全生徒を対象に学習支援アプリの導入

県立特別支援学校 ・ 障害児児童生徒入出力支援装置の整備
市町組合立学校 ・（株）サンテレビと連携した学習支援番組（「みて・学ぼう！ひょうごっ子広場」～

家庭での過ごし方編～）を放映（R2.5.18～20）

［学校再開後］
○県外活動

実施（実施時期、実施場所、参加人数、移動方法などの検討）
○修学旅行

感染拡大地域への往来を自粛
【緊急事態措置期間（R3.1.14～2.28）】

・県外活動（修学旅行を含む、受検及び就職活動を除く）を行わない。

○兵庫型「体験教育」
実施日数の弾力化（各市町の判断により、通常の日数を基本に、１日単位での実施可）

○入試
感染防止対策を徹底のうえ、予定どおり実施

○卒業式
参加人数の制限、マスクの着用、消毒、換気など感染防止対策を徹底のうえ、実施
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分野別検証
２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期④

【ICTを活用した学習支援のための環境整備】

学校別 内 容

県立学校 ・全学校に校内通信ネットワーク、無線LANを整備
・全学校の普通教室に大型提示装置を整備

（高校：プロジェクター型、特別支援学校：電子黒板型）
・全学校に学習者用端末を配備

（高校：１学年１学級相当分、特別支援学校：小中学部全児童生徒）
・全学校の通信ネットワーク環境を充実（１Gbps）
・ICT技術者及び県立学校ICTサポーターの配置

市町組合立学校 ・学習者用端末（１人１台端末）の共同調達の実施
・（株）サンテレビと連携した学習支援番組（「みて・学ぼう！ひょうごっ子広場」

～つまづきポイント編～）を放映（R2.7.25～9.27）
県立・市町 共通 ・HYOGOスクールエバンジェリスト（ICT活用を先導する教員）の養成

・「ICT活用指導力ステップアッププログラム」の実施
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期⑤

３ 部活動
・R2.6.15以降、「いきいき運動部活動」「文化部活動の在り方に関する方針」に基づき、平日４日２時間程度、

土日１日３時間程度の実施を基本とし、感染状況を考慮し、「活動場所」、「練習試合」、「合宿等宿泊」を
制限して実施（第１～４期共通）

期間
活動場所 練習試合 合宿等宿泊

備考
校内 県内 県外 県内 県外 県内 県外

R2.6.15～6.21 ○ 学区内 × 学区内 × × × 平日3日・土日1日ともに上限2時間

R2.6.22～7.8 ○ ○ × ○ × × ×

R2.7.9～7.31 ○ ○ × ○ × ○ ×

R2.8.1～11.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R2.12.21～R3.1.11 ○ ○ × ○ × ○ × GoToトラベル一時停止、
全国的移動自粛

R3.1.12～3.7 ○ × × × × × × 緊急事態措置期間（R3.1.14～2.28）

R3.3. 8～ 3.23 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

R3.3.24～ 4. 4 ○ ○ ○
※ ○ ○ ○ ○ ※緊急事態措置実施区域での活動×

※R2.6.1～6.14（分散登校期間）は、活動場所を校内に限定し、平日２日、土日１日に90分を上限として実施
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期⑥

【教訓・課題】
①児童生徒に新型コロナウイルス感染症への正しい

知識を身につけさせ、差別や偏見を防止するため
の指導等に取り組むことが必要

②日頃からICTを活用した授業を行う環境整備が必
要。ICTを活用した授業ができることを教員の資
質に位置づけスキルアップできる研修体制が必要

【有効であった対応】
①感染症対策、学習支援に必要な予算執行を学校長

裁量で実施
②心のケア調査を実施により、小・中学校ともにス

トレス反応を示している児童生徒が一定数存在す
ることや、児童生徒と保護者の間でストレス等に
関する認識にズレがあることを確認

【今後の感染症に生かすこと】
感染症に関する正しい知識を基に、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、教

育活動を継続実施

４ 心のケア
○きめ細やかな健康観察をはじめ、児童生徒の状況を把握し、必要に応じて関係機関と連携するなど、

心身の健康に適切に対応（第１～４期共通）
・児童生徒の状況把握(個人面談等の機会の拡充等）
・キャンパスカウンセラー及び各種相談窓口の活用促進
・通級指導対象生徒や外国人生徒等への個別支援

○新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケア調査
精神的に不安定な状況にある児童生徒の状況を把握し、その心の理解とケアへの取組を充実
・実施期間：第１回：R2.7月、第２回：R2.9月、第３回：R3.1月
・調査対象：各市町（神戸市含む） 小学校１校（６年生）、中学校１校（３年生）
・調査結果：小・中学校ともにストレス反応を示している児童生徒が一定数存在することや、児童生徒と保護者

の間でストレス等に関する認識にズレがあることを確認

○ＳＮＳ悩み相談窓口の拡充
不安や恐れなど心理的ストレスを抱えている児童生徒の心のケアに対応するため、SNS相談窓口の相談時間を拡充
・期 間：① R2.4.8～5.31、R2.7.27～8.31 ② R3.1.13～3.5
・拡充時間：①（通常）平日 17:00～21:00 → 平日 12:00～21:00 ② → 平日 15:00～21:00
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第２期①

【主な取組等】
●「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、十分な感染防止対策を実施したうえで

教育活動等を行う
●緊急事態措置実施期間、まん延防止等重点措置実施期間においても、活動を制限しながら、教育

活動等を継続
【公立学校】

１ 感染防止対策
○基本的感染対策の徹底（第２～４期共通）

[登校・出勤時]
・同居家族に症状がある場合は登校しないことを徹底

[教育活動時]
・身体的距離の確保、マスク着用、換気
・毎日の検温、手洗い
・教室等の消毒
・食事の際は会話を控える

２ 教育活動
「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、十分な感染防止対策を実施したうえで継続

（第２～４期共通）
○県外活動（修学旅行を含む）

・感染防止対策がとられていることを確認の上、実施時期、実施場所、参加人数、移動方法などを
十分に検討のうえ実施（第２～４期共通）

・まん延防止措等重点措置実施区域など著しく感染が拡大している地域や国が定めるステージ３や４、
都道府県の発表する感染状況など客観的な感染状況を踏まえ、活動地域について慎重に選定
【緊急事態措置期間（R3.4.25～6.20）】

・県外活動（修学旅行を含む）は行わない。ただし、R2年度から延期している修学旅行及び
既に計画済の修学旅行は、旅行先の感染状況を踏まえ各学校で実施の可否を判断

・校外から大人数を呼び込むような校内行事（オープンハイスクール、学校説明会、授業参観等）
は、原則自粛とするが、各学校の実情を踏まえ、実施の可否を判断
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第２期②

２ 教育活動（続き）
○ 入学式・始業式等

参加人数の制限、マスクの着用、消毒、換気など感染症対策を徹底のうえ、実施

３ 部活動

期間
活動場所 練習試合 合宿等宿泊

備考
校内 県内 県外 県内 県外 県内 県外

R3.4.5～4.14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※

まん延防止等重点措置期間
（R3.4.5～4.24）
※行動制限区域での合宿×

R3.4.15～4.22 ○ ○ × ○ × × ×

R3.4.23～4.27 ○ ○ × ○ × × × 緊急事態措置期間（R3.4.25～6.20）

R3.4.28～5.11
原則休止

（ただし公式戦に係る活動は３週間前から校内のみ○）
（自校で練習試合できない場合は校外○）

R3.5.12～5.31 平日○ × × × × × × 土日原則休止

R3.6.1～6.20 平日○ × × × × ×
※

×
※

土日原則休止
※公式戦出場に係る宿泊○

R3.6.21～7.20 ○ ○ ×
※

○ ×
※

○ ×
※

まん延防止等重点措置（R3.6.21～7.11）
※全国・近畿大会に向けた県外○

R3.7.21～ 8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 行動制限区域での活動は×
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第２期③

４ 心のケア
○新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケア調査

精神的に不安定な状況にある児童生徒の状況を把握し、その心の理解とケアへの取組を充実
・実施期間：R3.5月 （R3年度２回実施のうち、１回目）
・調査対象：各市町（神戸市含む） 小学校１校（６年生）、中学校１校（３年生） 各１学級抽出
・調査結果：第１期同様、小・中学校ともにストレス反応を示している児童生徒が一定数存在することを確認

ストレスへの対処法の特別授業等の実施

○ＳＮＳ悩み相談窓口の拡充
不安や恐れなど心理的ストレスを抱えている児童生徒の心のケアに対応するため、SNS相談窓口の相談時間を拡充

・期 間：R3.4.26～5.31、R3.6.1～6.20 ※
・拡充時間：（通常）17:00～21:00 → 平日 16:00～22:00（※は全日拡充）

○ 個別相談等の充実を図る心のケア支援員の配置（～R4.3月）

○経済的困窮に配慮し、女性用品を県立高校に配備（～R4.3月)

【教訓・課題】
①学校における感染及びその拡大のリスクを可能な

限り低減した上で、学校運営を継続することが重要

【有効であった対応】
①基本的な感染対策の徹底

【今後の感染症に生かすこと】
○ 感染症に関する正しい知識を基に、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、

教育活動を継続実施【再掲】
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第３期①

【主な取組等】
●「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、十分な感染防止対策を実施したうえで

教育活動等を実施
●緊急事態措置実施期間、まん延防止等重点措置実施期間においても、活動を制限しながら、教育

活動等を継続
【公立学校】

１ 感染防止対策
○基本的感染対策の徹底

・不織布マスク着用を奨励（第３～４期共通）

○ワクチン大規模接種会場における県立学校教職員の優先接種の実施（R3.7～8月)

２ 教育活動
○県外活動（修学旅行を含む）

・感染防止対策がとられていることを確認の上、実施時期、実施場所、参加人数、移動方法などを十
分に検討のうえ実施

・緊急事態措置実施区域、まん延防止措等重点措置実施区域など著しく感染が拡大している地域など、
受入先の意向、参加人数、移動方法など実施可能であることを十分に確認のうえ実施

・修学旅行はキャンセル料を支援。感染状況を踏まえ、実施の時期・場所等を適切に判断

【緊急事態措置期間（R3.8.20～9.30）】
・県外活動（修学旅行を含む）は行わない。ただし、既に計画済の活動（修学旅行を含む）を実施

する際には、旅行先の感染状況を踏まえ各学校で実施の可否を判断
・夏季休業中の補習や校外から大人数を呼び込むような校内行事(オープンハイスクール、学校説明

会等)は、マスク着用、消毒はもとより体調が不調の場合は来校を自粛するなど感染防止対策の徹
底を周知。１回当たりの参加人数の制限や座席の間隔を広く取るなどの対応を行ったうえで実施
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第３期②

３ 部活動

期 間
活動場所 練習試合 合宿等宿泊

備 考
校内 県内 県外 県内 県外 県内 県外

R3.8.2～ 8.19 ○ ○ ×
※ ○ ×

※ ○ ×
※

まん延防止等重点措置
期間（R3.8.2～8.19）
※計画済の県外活動除く

R3.8.20～9.30 ○ ○ × ○ × × × 緊急事態措置期間
（R3.8.20～9.30）

R3.8.23～8.26 ○ × × × × × ×

R3.8.27～9.30 原則休止、ただし公式戦に係る活動は４週間前から校内のみ○ 練習試合・合宿×

R3.10.1～10.14 ○ ○ × ○ × × ×

R3.10.15～ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第３期③

４ 心のケア
○ 新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケア調査

精神的に不安定な状況にある児童生徒の状況を把握し、その心の理解とケアへの取組を実施
・実施期間：R3.11月 （ R3年度２回実施のうち、２回目）
・調査対象：各市町（神戸市含む）小学校１校（６年生）、中学校１校（３年生）
・調査結果：ストレスを抱える児童生徒の割合については、前回と比較して大きな変化は見られ

ない。リラックス方法（新規調査項目）については、「テレビや動画を観たり、音
楽を聴く」が小・中学校ともに最も多い。

○ＳＮＳ悩み相談窓口の拡充
不安や恐れなど心理的ストレスを抱えている児童生徒の心のケアに対応するため、SNS相談窓口
の相談時間を拡充
・期 間：R3.8.23～9.10、R3.9.13～9.30
・拡充時間：（通常）平日 17:00～21:00 → 平日 16:00～22:00

【教訓・課題】
○学校における感染およびその拡大のリスクを可能な限

り低減した上で、学校運営を継続することが重要
【再掲】

【有効であった対応】
① ワクチン大規模接種会場における県立学校

教職員の優先接種の実施
② 修学旅行キャンセル料への支援による保護

者の負担軽減

【今後の感染症に生かすこと】
○ 感染症に関する正しい知識を基に、学校における感染及びその感染のリスクを可能な限り低減しつつ、

教育活動を継続実施【再掲】
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第４期①

【主な取組等】
●「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、十分な感染防止対策を実施したうえで

教育活動等を実施
●緊急事態措置実施期間、まん延防止等重点措置実施期間においても、活動を制限しながら、

教育活動等を継続
【公立学校】

１ 感染防止対策
○ワクチン大規模接種会場における県立学校教職員の優先接種の実施（R4.2～3月）

○マスク着用の取扱い

場 面
R4.5月以降 着用が必要ない場面 ① 十分な身体的距離（2m以上）が確保できる

② 熱中症などの健康被害が発生するおそれがある
③ 体育の授業

上記の場面のうち、
着用が必要な場面

① 登下校時に公共交通機関を利用する場合
② 体育の授業で、十分な身体的距離が取れない状況で、十分な呼吸が
できなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合

R4年度卒業式 ・児童生徒及び教職員は式典全体を通じてマスクを外すことを基本
・来賓や保護者等はマスクを着用、座席の距離を確保する

R5.4.1以降 児童生徒・教職員ともに、マスクの着用を求めないことを基本とする
着用が推奨される場面 ① 登下校時（通勤ラッシュ時）に混雑した電車やバスを利用する

② 校外学習等において医療期間や高齢者施設等を訪問する
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第４期②

２ 教育活動
○県外の活動は、実施地域の感染状況等を十分に確認のうえ、感染防止対策を徹底して実施
○宿泊を伴う活動は、県内外とも、感染症防止対策が確認される宿泊施設に限定
○修学旅行については、行き先の感染状況等を十分に確認し、延期を含む実施の可否を適

切に判断
○季節性インフルエンザとの同時流行を踏まえた対応

・発熱等の体調不良時は、新型コロナウイルスの検査結果が陰性であっても、出勤・登校させない
ことを徹底

○ICTを活用した学習支援のための環境整備（R4年度～）
１人１台端末環境の実現に向けた県立高校におけるBYODの導入

【まん延防止等重点措置期間（R4.1.27～3.21）】
・保護者等を学校内に招く行事は行わず、必要に応じてオンラインで実施
・県外での活動は原則不可
・高校入試については、感染防止対策を徹底のうえ実施。検査当日に感染および濃厚接触

者のうち、有症者を対象に、２月入試は特別選抜、３月入試は追検査を実施
・卒業式は、感染拡大防止対策に十分留意のうえ開催
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分野別検証２ 学校等（公立学校）
（分野）教育（項目）学校等：第４期③

４ 心のケア
○ 新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケア調査

調査期間：R4.3月
調査対象：各市町 小学校１校（６年生）、中学校１校（３年生）各１学級抽出
調査結果：第５波後に行った第２回調査と比較して、ストレス反応の平均値に大きな変化は見られないもの

の小学校におけるストレス反応の平均値が0.1ポイント（15点法）高くなった

【教訓・課題】
① 学校における感染およびその拡大のリスクを可能な限り

低減した上で、学校運営を継続することが重要
② 感染防止対策における教職員の負担軽減策が必要（人員

確保）

【有効であった対応】
①基本的な感染対策の徹底

【今後の感染症に生かすこと】
感染症に関する正しい知識を基に、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、
教育活動を継続実施【再掲】

３ 部活動

期間
活動場所 練習試合 合宿等宿泊

備考
校内 県内 県外 県内 県外 県内 県外

R4.1.18～ 1.31 ○ ○ × ×
※ × × × ※公式試合に向けた県内練習試合は○

R3.1.27～ 3.21
○ ○ × ×

※ × × ×
まん延防止等重点措置期間
（R4.1.27～3.21）
※公式試合に向けた県内練習試合は○

R4.3.22～ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※

○
※

※宿泊は感染対策が確認できる施設に限定
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分野別検証３ 学校等（大学）
（分野）教育（項目）学校等：第１期

【教訓・課題】
①県対処方針等の円滑な連絡体制の確立(県内・県立)
②対面授業の早期再開(県内・県立)
③授業料減免・給付金業務に関する体制整備(県立)

【有効であった対応】
①休業要請及び遠隔授業等の実施（県内・県立）
②対応方針と行動マニュアルの策定（県立）
③授業料減免制度の拡充等学生への支援（県立）

【今後の感染症に生かすこと】
行動指針や行動マニュアルを作成し、速やかに危機管理体制を構築
感染防止対策を徹底したうえで対面授業をできるだけ早期に再開

【主な取組等】
●県内大学に対しては、フェーズに応じ、休業要請や感染防止対策を呼びかけ
●県立大学では、対応方針やマニュアルの策定、遠隔授業体制の整備等を実施

【県内大学】
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県内大学・短期大学（49校）に対して授業内容を問わず

休業を要請（期間：R2.4.7～5.15）
・県対処方針や知事メッセージ等を随時周知し、感染防止対策を呼びかけ

【県立大学】
・フェーズごとの対応方針と「公立大学法人兵庫県立大学新型コロナウイルス感染症行動マニュアル」を策定
・教室用WEBカメラや貸出・配信用PC、回線・ソフトウェア等、遠隔授業ができる体制を整備し、

R2.5.7よりオンライン授業を実施（対面授業も段階的に実施し、R2.10.1から原則対面授業）
・新型コロナウイルス感染症の影響等により経済的な支援が必要となっている学生に対する授業料減免制度の

拡充などの支援を実施
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分野別検証３ 学校等（大学）
（分野）教育（項目）学校等：第２期

【教訓・課題】
①学生への効果的な感染対策周知方法の確立(県内・

県立)
②対面授業の早期再開(県内・県立)

【有効であった対応】
①入学式等での知事ﾒｯｾｰｼﾞや学生向け動画等の発

信・送付（県内・県立）
②部活・サークル活動の自粛要請（県内・県立）

【今後の感染症に生かすこと】
迅速かつ効果的なオンライン教育の充実（外国人留学生向けオンライン授業や対面授業との併用など）
地域や社会に貢献し得る教員のコロナ関連研究の支援

【主な取組等】
県内大学に対しては、フェーズに応じ、部活・サークル活動の自粛要請や感染防止対策を呼びかけ
県立大学・芸術文化観光専門職大学では、独自動画の作成による注意喚起、対面授業の順次再開等を実施

●

【県内大学】

●

・若い世代の感染が増加している状況を踏まえ、入学式、始業式など年度初めの行事や教育活動の場において、
知事メッセージや学生向け動画等を配信・送付することなどにより、大人数・長時間の飲食の自粛や、講義・
授業や課外活動時における感染防止対策の徹底を学生に呼びかけることを要請

・部活・サークル活動の自粛を要請

【県立大学・ 芸術文化観光専門職大学】
・県立大学においては、入学宣誓式を、午前・午後の２部制で実施
・学長メッセージの発信や独自動画の作成等、学生への注意喚起を実施
・県立大学においては、R3.4.25から県の要請に応じて教育の質保証に留意しながらオンライン授業等を活用し、

R3.6.20（緊急事態宣言の解除）以降は、十分な感染防止対策を施した上で順次対面授業を実施（芸術文化観光
専門職大学は学生数や授業内容等を考慮し原則対面式授業を実施）
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分野別検証３ 学校等（大学）
（分野）教育（項目）学校等：第３期

【今後の感染症に生かすこと】
大学主体によるワクチン接種の実施（学生・教職員のほか、他機関への接種も実施）
看護分野における専門人材（教員や大学院生）による行政等への支援

【主な取組等】
● 県内大学に対しては、緊急事態宣言、まん延防止等措置区域を除き、部活・サークル活動を可能と

することや感染防止対策を呼びかけ
●県立大学・芸術文化観光専門職大学では、大学キャンパス内で接種を実施

【県内大学】
・若い世代の感染が増加している状況を踏まえ、教育活動の場において、知事メッセージや学生

向け動画等を配信・送付することなどにより、大人数・長時間の飲食の自粛や、講義・授業や課外
活動時における感染防止対策の徹底を学生に呼びかけることを要請

・緊急事態宣言、まん延防止等措置区域を除き、部活・サークル活動を可能とした

【県立大学・ 芸術文化観光専門職大学】
・学長メッセージや独自動画の発信等、学生への注意喚起を実施
・県立大学、芸術文化観光専門職大学の学生、教職員への新型コロナウイルスのワクチンの接種を促進する

ため、大学キャンパス内で接種を実施（被接種実績：約2,800人／回）

【教訓・課題】
①学生への効果的な感染対策周知方法の確立(県内・

県立)

【有効であった対応】
①教育活動の場での知事ﾒｯｾｰｼﾞや学生向け動画等

の発信・送付（県内・県立）
②県立大学におけるワクチン接種の実施（県立）
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分野別検証３ 学校等（大学）
（分野）教育（項目）学校等：第４期

【教訓・課題】
①学生への効果的な感染対策周知方法の確立(県内・

県立)

【有効であった対応】
①教育活動の場での知事ﾒｯｾｰｼﾞや学生向け動画等

の発信・送付（県内・県立）
②対面授業や部活等の自粛要請の段階的な緩和

（県内・県立）

【今後の感染症に生かすこと】
飲食や課外活動など、特に対策が必要な場面に対する注意喚起
学生生活の充実を図るため、社会の状況に応じた段階的な制限の緩和

【主な取組等】
県内大学に対しては、ワクチン接種や感染防止対策を呼びかけ
県立大学・芸術文化観光専門職大学では、学生への注意喚起等を実施

●

【県内大学】

●

・ 若い世代の感染が増加している状況を踏まえ、教育活動の場において、知事メッセージや学生向け動画等を
配信・送付することなどにより、大人数・長時間の飲食の自粛や、講義・授業や課外活動時における感染防
止対策の徹底を学生に呼びかけることを要請

・ 感染対策を強化しつつ、対面での授業や部活・サークル活動の自粛要請を段階的に緩和するなど、教育の質
を確保

・ 新型コロナウイルスワクチン接種の推進の呼びかけ

【県立大学・ 芸術文化観光専門職大学】
・学長メッセージや独自動画の発信等、学生への注意喚起を実施
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分野別検証４ 学校等（私立小学校・中学校・高等学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期

【主な取組等】
私立小学校・中学校・高校に対し、緊急事態宣言発令等に伴う休校を要請
国等の通知・県対処方針を周知し、県立学校と同様の対応を要請
感染症対策・学校再開に向けた支援、家計急変世帯等への修学支援を実施

●
●
●

【教訓・課題】
①休業期間中のオンライン授業等への対応など、学校間で

ICTの活用環境に差があり、学習保障の確保に工夫が必要
②感染者数の把握が教職員の加重負担となった学校もあり、

スマホ等で人数集計できるソフト開発が必要

【有効であった対応】
①感染対策に係る国通知の県による適確な周知
②県に感染者数を報告することで、感染状況が

可視化され、出校停止や休校等の判断に転用

【今後の感染症に生かすこと】
前例のない感染症対策行う場合、補助対象経費を限定的でなく、学校の実状に即し必要な物品等の入手
が可能となるよう、弾力的な運用とすることが必要

【私立小学校・中学校・高校】
・休業要請（要請期間：R2.3.3～5.31 ※春季休業期間を除く）、児童生徒等の感染者数の把握、国通知等の周知
・感染症対策・学校再開支援 ※①～④：国実施、⑤：県実施［R2年度2月補正］

支援区分 支援内容 実施校数

①マスク等購入支援 保健衛生用品（マスク、消毒液、非接触型体温計等）購入経費 72校/101校

②感染症対策・学習保障等支援 感染症対策・学習保障（家庭学習のための教材の購入等）経費 98校/101校

③家庭学習・遠隔学習環境充実 児童生徒１人１台端末、家庭学習・遠隔学習使用機器整備経費等 23校/101校

④修学旅行キャンセル料等支援 休業要請で中止した修学旅行のキャンセル料等の学校負担経費 ７校/101校

⑤修学旅行キャンセル料等支援 不測の事態により修学旅行のキャンセル料等の学校負担経費 ４校/101校

・授業料軽減臨時特別補助事業・奨学給付金事業において、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変
した世帯への支援制度を創設［R2年度4月補正］

・奨学給付金事業の給付額を加算（対象:非課税世帯、加算額:１万円）［R2年度6月補正］
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分野別検証４ 学校等（私立小学校・中学校・高等学校）
（分野）教育（項目）学校等：第２期

【教訓・課題】
①感染症流行時は対象機器などが品薄で納期に時間

を要する。補助制度の効果的な活用のため、十分
な申請期間の確保が必要

【有効であった対応】
①国の補助金を活用し、消毒液の購入等の想定外の

支出への対応が実現
②国の補助金に教職員向けの研修等も対象となり、

学校教育活動の継続実施に向けた体制整備に活用

【今後の感染症に生かすこと】
感染症流行時は対象機器が入手困難となる可能性があるため、十分な申請期間を確保することが必要

【主な取組等】
私立小学校・中学校・高校に国等の通知・県対処方針を周知し、県立学校と同様の対応を要請
感染症対策・ICT環境の充実に向けた支援、家計急変世帯等への修学支援を実施

●

【私立小学校・中学校・高校】

●

○感染症対策の徹底
・児童生徒、教職員の感染者数の把握
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施）

○ 感染症対策・ICT環境の充実支援 ※ ①、②：国実施
支援区分 支援内容 実施校数

①感染症対策・学習保障等支援
・感染症対策経費（マスク、消毒液）
・学習保障（家庭学習のための教材の購入等）経費
・教職員の資質向上のための研修等経費

75校/100校

②家庭学習・遠隔授業環境充実
・児童生徒１人１台端末(※)、家庭学習・遠隔学習使用機器整備経費等

※従来の義務教育段階（小中学校）に高等学校段階を対象に拡充 22校/100校

○ 低所得・家計急変世帯支援
・授業料軽減臨時特別補助事業・奨学給付金事業において、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が

急変した世帯への支援制度を継続［R3年度当初］
・奨学給付金事業の給付額を加算（対象:非課税世帯、加算額:12千円～26.1千円）［R2年度2月補正］
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分野別検証４ 学校等（私立小学校・中学校・高等学校）
（分野）教育（項目）学校等：第３期

【教訓・課題】
①感染症流行時は対象機器などが品薄で納期に時間

を要するため、十分な申請期間の確保が必要
②学校内で抗原検査等を実施する場合、事前に保護

者の同意を得る必要があるなど、手続面で課題

【有効であった対応】
①国の補助金を活用し、消毒液の購入等の想定外の

支出への対応が実現
②修学旅行キャンセル料の支援制度を継続すること

で、直前でも修学旅行のキャンセルが可能となり、
保護者等の負担軽減や修学旅行の実施時期の見直
しが可能な体制が実現

【今後の感染症に生かすこと】
感染症対策に加え、修学旅行等の教育活動が制限される場合の逸失利益に対する補填制度も整備が必要

【主な取組等】
私立小学校・中学校・高校に国等の通知・県対処方針を周知し、県立学校と同様の対応を要請
感染症対策・ICT環境の充実に向けた支援、家計急変世帯等への修学支援を実施

●

【私立小学校・中学校・高校】
●

○感染症対策の徹底
・児童・生徒、教職員の感染者数の把握
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施）、国による抗原検査キットの配布

○ 感染症対策・ICT環境の充実支援 ※ ①、②：国実施、③、④：県実施

※その他、感染予防やワクチン接種に関する理解促進のための説明会等への専門家派遣事業を県事業として予算化（実績なし）

支援区分 支援内容 実施校数

①感染症対策・学習保障等支援 ①感染症対策経費（マスク、消毒液）
②学習保障（家庭学習のための教材の購入等）経費 91校/100校

②遠隔授業等授業環境高度化等
児童生徒１人１台端末、家庭学習・遠隔学習使用機器整備経費等
※遠隔授業等オンライン学習本格化に向けた機器整備等も対象に拡充

8校/100校

③抗原検査等実施支援 抗原検査キット及び抗原検査の実施に必要な物品等の購入経費 5校/100校

④修学旅行キャンセル料等支援 不測の事態により修学旅行のキャンセル料等の学校負担経費 16校/100校
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分野別検証４ 学校等（私立小学校・中学校・高等学校）
（分野）教育（項目）学校等：第４期

【教訓・課題】
①被災時に避難施設となる学校施設をはじめ、トイ

レ等の衛生環境の改善が必要

【有効であった対応】
①抗菌カーテンの導入（衛生状況の改善）
②教室用換気扇の設置による室内換気

【今後の感染症に生かすこと】
自動照明、自動手洗、自動洗浄など、生徒が手を触れずに使用できるトイレ改修等の環境改善が必要

【主な取組等】
私立小学校・中学校・高校に国等の通知・県対処方針を周知し、県立学校と同様の対応を要請
感染症対策に向けた支援、家計急変世帯等への修学支援を実施

●
●

○ 低所得・家計急変世帯支援
・授業料軽減臨時特別補助事業・奨学給付金事業において、新型コロナウイルス感染症の影響により

家計が急変した世帯への支援制度を継続［R4年度当初］

【私立小学校・中学校・高校】
○感染症対策の徹底

・児童・生徒、教職員の感染者数の把握を終了（～R4.9月）
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施）
・感染症対策への支援 ※ 国実施

支援区分 対象経費 実施校数

①学校等の感染症対策等支援 ①感染症対策経費(保健衛生用品の追加的購入経費等）
②学習保障（家庭学習のための教材購入費等） 81校/100校

②感染症流行下における学校教育活動体制整備支援 ①感染症対策経費(保健衛生用品の追加的購入経費等）
②学習保障（家庭学習のための教材購入費等） 38校/100校
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分野別検証５ 学校等（私立幼稚園）
（分野）教育（項目）学校等：第１期

【教訓・課題】
①感染症対策用品の備蓄
②保護者への丁寧な説明の必要性を痛感
③正しい知識の情報収集

【有効であった対応】
①緊急事態宣言下やクラスター発生に伴う休園
②毎日の検温（体調不良時は登園させない）
③基本的な感染対策の徹底

【今後の感染症に生かすこと】
必要な感染対策用品の備蓄
毎日の検温、基本的な感染対策の継続

【主な取組等】
小学校等への休業要請等を踏まえ、開園を自粛する私立幼稚園に対して補助事業の要件を緩和
私立幼稚園における感染防止対策を支援するため、保健衛生用品の購入費用等を支援

●

【私立幼稚園】

●

○休校要請・感染症対策の徹底
・ 緊急事態宣言に伴う休園要請の実施（要請期間：R2.4.9～5.31（預かり保育に限り実施可））

※その他、臨時休業要請期間（R2.3.3～3.23）は預かり保育があるため休業要請せず
・ 感染症対策に係る国通知(教職員用マスク配布等）や県対処方針の周知、教職員等の感染者数の把握

○ 円滑な事業実施・感染防止対策支援
・補助事業の要件緩和（R2.3）

緊急事態宣言等の影響で、従来の補助要件（基準回数（日数））を満たさない場合でも実施回数（日数）に応じて補助が実施できるよう、
要件緩和を実施（親子学級開設費補助ほか３事業）

・感染拡大防止対策事業の実施
新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品（マスク、消毒液、空気清浄器等）の購入に対する補助を実施

予算措置 予算額（対象園数） 補助額（実施園数）

令和２年度４月補正 95,000千円（190園） 74,394千円（162園）

令和２年度６月補正 95,000千円（190園） 79,147千円（162園）
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分野別検証５ 学校等（私立幼稚園）
（分野）教育（項目）学校等：第２期

【教訓・課題】
①マスク着用と熱中症対策のバランス
②保護者への丁寧な説明の必要性を痛感
③正しい知識の園内共有

【有効であった対応】
①分散登園・分散保育、行事の分散開催
②毎日の検温（体調不良時は登園させない）
③基本的な感染対策の徹底

【今後の感染症に生かすこと】
職員間の情報共有の徹底

【主な取組等】
まん延防止等重点措置(R3.4.5～)の施行等を踏まえた私立幼稚園への対応として補助事業の要件を緩和
私立の幼稚園における感染防止対策を支援するため、保健衛生用品の購入費用等の支援を継続

●

【私立幼稚園】

●

○ 感染症対策の徹底
・児童・教職員の感染者数の把握
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施）
○ 円滑な事業実施・感染防止対策支援
・補助事業の要件緩和

親子学級開設費補助事業について、まん延防止等重点措置(R3.4.5～)等の影響で、従来の補助要件（基準回数を
満たさない場合でも、実施回数に応じて補助が実施できるよう、要件緩和を実施（年間14回以上→年間７回以上）

・感染拡大防止対策事業の実施
新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品（マスク、消毒液、空気清浄器等）の
購入に対する補助を実施

予算措置 予算額（対象園数） 補助額（実施園数）

R３年度当初 ８８，６６９千円（182園） ６４，１６８千円（149園）
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分野別検証５ 学校等（私立幼稚園）
（分野）教育（項目）学校等：第３期

【教訓・課題】
①マスク着用による意思疎通の問題
②行事や保育環境などを見直す機会となった
③設置者判断とされることが多く困惑

【有効であった対応】
①ZOOM等による保育参観や懇談の実施
②毎日の検温（体調不良時は登園させない）
③基本的な感染対策の徹底

【今後の感染症に生かすこと】
幼稚園としての判断基準を早期に決め、丁寧な保護者説明に努める

【主な取組等】
緊急事態宣言措置(R3.8.20～)等を踏まえた幼稚園への対応として補助事業の要件を緩和
私立の幼稚園における感染防止対策を支援するため、保健衛生用品の購入費用等の支援を継続

●

【私立幼稚園】

●

○ 感染症対策の徹底
・児童・教職員の感染者数の把握
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施）
○ 円滑な事業実施・感染防止対策支援
・補助事業の要件緩和

親子学級開設費補助事業について、まん延防止等重点措置(R3.4.5～)等の影響で、従来の補助要件（基準回数を
満たさない場合でも、実施回数に応じて補助が実施できるよう、要件緩和を実施（年間14回以上→年間７回以上）

・感染拡大防止対策事業の実施
新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品（マスク、消毒液、空気清浄器等）の
購入に対する補助を実施

予算措置 予算額（対象園数） 補助額（実施園数）

令和３年度当初 ８８，６６９千円（182園） ６４，１６８千円（149園）
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分野別検証５ 学校等（私立幼稚園）
（分野）教育（項目）学校等：第４期

【教訓・課題】
①マスクの自由着用に伴う保護者対応
②爆発的な感染下における人員体制
③マスクの長期着用や黙食による発達への影響

【有効であった対応】
①マスクの自由着用
②毎日の検温（体調不良時は登園させない）
③感染対策を行った上での各種行事の再開

【今後の感染症に生かすこと】
保護者への適宜、適切かつ丁寧な情報提供

【主な取組等】
まん延防止等重点措置(R4.1.27～)の施行を踏まえた幼稚園への対応として補助事業の要件を緩和
私立の幼稚園における感染防止対策を支援するため、保健衛生用品の購入費用等の支援を継続

●

【私立幼稚園】

●

○ 感染症対策の徹底
・児童、教職員の感染者数の把握を終了（～R4.9月）
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施）
○ 円滑な事業実施・感染防止対策支援
・補助事業の要件緩和

親子学級開設費補助事業について、まん延防止等重点措置(R3.4.5～)等の影響で、従来の補助要件（基準回数）を
満たさない場合でも、実施回数に応じて補助が実施できるよう、要件緩和を実施（年間14回以上→年間７回以上）

・感染拡大防止対策事業の実施
新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品（マスク、消毒液、空気清浄器等）の
購入に対する補助を実施

予算措置 予算額（対象園数） 補助額（実施園数）

R3年度2月補正 ９１，０００千円（182園） ７１，４９１千円（154園）

R4年度2月補正 ９０，５００千円（181園） 実施中
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分野別検証６ 学校等（私立専修学校・各種学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期

【教訓・課題】
①感染症流行時は対象機器などが品薄で納期に時間を要

することから、十分な申請期間の確保が必要
②感染症流行期に備え、保健衛生用品等の備蓄が必要

【有効であった対応】
① 国制度の対象外となる学校種（専修学校(専門課程)・

各種学校）に対する県独自制度の創設
（空気清浄機等の高価な物品購入を実現）

【今後の感染症に生かすこと】
感染症流行時は保健衛生用品等が入手困難となる可能性があるため、備蓄が必要

【主な取組等】
私立専修学校・各種学校に対し、緊急事態宣言発令等に伴う休校を要請
国等の通知・県対処方針を周知し、県内大学と同様の対応を要請
感染症対策・学校再開に向けた支援、家計急変世帯等への修学支援を実施

●

【私立専修学校・各種学校】

●
●

○ 休校要請・感染症対策の徹底
・休業要請（期間：R2.3.3～5.15 ※春季休業期間を除く）、学生等の感染数の把握、国通知(教職員用マスク配布等)等の周知

○ 感染症対策・学校再開支援 ※専修学校(高等課程)は国実施、専修学校(専門課程)・各種学校は県実施

支援区分 対象校種 支援内容 実施校数

①学校再開に伴う感染症対策等
の支援

専修学校（高等課程） 保健衛生用品（マスク、消毒液、非接触型体温計
等）購入経費

11校

専修学校（専門課程）、各種学校 74校

②遠隔授業環境の整備支援
専修学校※事業費200万円以上

家庭学習・遠隔学習使用機器整備経費
11校

専修学校（専門課程）、各種学校 11校

③学校教育活動継続支援
専修学校（高等課程）

感染症対策・教職員研修経費
12校

11校専修学校（専門課程）、各種学校
○低所得・家計急変世帯支援
・授業料軽減臨時特別補助事業・奨学給付金事業において、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への

支援制度を創設［R2年度4月補正］
・奨学給付金事業の給付額を加算（対象:非課税世帯、加算額:１万円）［ R2年度6月補正］
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分野別検証６ 学校等（私立専修学校・各種学校）
（分野）教育（項目）学校等：第２期

【教訓・課題】
○感染症流行時は対象機器などが品薄で納期に時間を

要する。補助制度の効果的な活用のため、十分な申
請期間の確保が必要

【有効であった対応】
○国制度の対象外となる学校種（専修学校(専門

課程)・各種学校）に対する県独自制度の創設
（空気清浄機等高価な物品購入を実現）

【今後の感染症に生かすこと】
感染症流行時は対象機器が入手困難となる可能性があるため、十分な申請期間を確保することが必要

【主な取組等】
私立専修学校・各種学校に国等の通知・県対処方針を周知し、県内大学と同様の対応を要請
感染症対策・ICT環境の充実に向けた支援、家計急変世帯等への修学支援を実施

●

【私立専修学校・各種学校】

●

○ 感染症対策の徹底
・生徒・学生、教職員の感染者数の把握
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施）

○ 感染症対策・ICT環境の充実支援 ※①、③：国実施、②：県実施
支援区分 対象校種 支援内容 実施校数

①安全安心な学習環境確保及び
学校教育活動継続支援

専修学校(高等課程)
外国人学校

保健衛生用品・換気設備・保健室等の衛生環境の向上に必要
な備品の購入等経費、家庭学習使用機器整備等経費 16校

②安全安心な学習環境確保及び
学校教育活動継続支援

専修学校(専門課程)
各種学校 保健衛生用品の購入・遠隔授業の設備整備・教職員研修経費 73校

③遠隔授業環境の整備支援
専修学校
(高等課程・専門課程)

家庭学習・遠隔学習使用機器整備経費 6校

○低所得・家計急変世帯支援
・授業料軽減臨時特別補助事業・奨学給付金事業において、新型コロナウイルス感染症の影響により家計

が急変した世帯への支援制度を継続［R3年度当初］
・奨学給付金事業の給付額を加算（対象:非課税世帯、加算額:12千円～26.1千円）［R2年度2月補正］
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分野別検証６ 学校等（私立専修学校・各種学校）
（分野）教育（項目）学校等：第３期

【教訓・課題】
①感染症流行時は対象機器等が品薄で納期に時間を要

するため、十分な申請期間の確保が必要

【有効であった対応】
①特に寮を備える学校において、アルコール消毒

液などの消耗品が寮内での感染症対策に貢献
②抗原検査等実施支援により、実習参加の条件と

なる陰性証明の取得が促進され、生徒・学生の
学習機会確保に貢献

【今後の感染症に生かすこと】
専修学校・各種学校には、外国人留学生も多い。中には、「手を洗う」などの日本の衛生観念の理解に
苦労する学生もいることから、外国人留学生への効果的な指導・注意喚起のための手法の検討が必要

【主な取組等】
私立専修学校・各種学校に国等の通知・県対処方針を周知し、県内大学と同様の対応を要請
感染症対策に向けた支援、家計急変世帯等への修学支援を実施

●

【私立専修学校・各種学校】

●

○ 感染症対策の徹底
・生徒・学生、教職員の感染者数の把握
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施） 、国による抗原検査キットの配布

○ 感染症対策への支援 ※県実施

○低所得・家計急変世帯支援
・授業料軽減臨時特別補助事業・奨学給付金事業において、新型コロナウイルス感染症の影響により家計

が急変した世帯への支援制度を継続［R3年度当初］
・奨学給付金事業の給付額を加算（対象:非課税世帯、加算額:12千円～26.1千円）［R2年度2月補正］

支援区分 支援内容 実施校数

抗原検査等実施支援 抗原検査キット及び抗原検査の実施に必要な物品等の購入経費 14校

※ その他、修学旅行キャンセル料補助、感染予防やワクチン接種に関する理解促進のための説明会等への専門家派遣事業を県事業として
予算化（実績なし）
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分野別検証６ 学校等（私立専修学校・各種学校）
（分野）教育（項目）学校等：第４期

【教訓・課題】
①学校現場からは、従事者確保の観点から、寮でクラ

スターが発生した場合、医療従事者に限らず、
感染者の発生後に消毒作業等に従事していた教職員
に対する諸手当が望まれた

【有効であった対応】
①特に寮を備える学校において、アルコール消毒

液などの消耗品が寮内での感染症対策に貢献
②抗原検査等実施支援により、実習参加の条件と

なる陰性証明の取得が促進され、生徒・学生の
学習機会確保に貢献

【今後の感染症に生かすこと】
専修学校・各種学校には、外国人留学生も多い。中には、「手を洗う」などの日本の衛生観念の理解に
苦労する学生もいることから、外国人留学生への効果的な指導・注意喚起のための手法の検討が必要

【主な取組等】
私立専修学校・各種学校に国等の通知・県対処方針を周知し、県内大学と同様の対応を要請
感染症対策に向けた支援、家計急変世帯等への修学支援を実施

●

【私立専修学校・各種学校】
●

○ 感染症対策の徹底
・生徒・学生、教職員の感染者数の把握（～R4.9月）
・感染症対策に係る国通知・県の対処方針の周知（随時実施）

○感染症対策への支援 ※①、②：国実施、③、④：県実施

○ 低所得・家計急変世帯支援
・授業料軽減臨時特別補助事業・奨学給付金事業に加え、高等教育無償化授業料・入学金減免事業においても、

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への支援制度を創設［R4年度当初］

支援区分 支援内容 実施校数

①学校等の感染症対策等支援 保健衛生用品（マスク、消毒液等）の追加購入経費等 17校

②感染症流行下における学校教育活動体制整備支援 保健衛生用品（マスク、消毒液等）の追加購入経費等 3校

③感染症対策への支援 保健衛生用品（マスク、消毒液等）の購入経費 51校

④抗原検査等実施支援 抗原検査キット、抗原検査実施に必要な物品等購入経費 17校
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分野別検証７ 学校等（農業大学校・森林大学校）
（分野）教育（項目）学校等：第１期

【教訓・課題】
①職員等に感染者が出た場合に管理の人員が確保できな

いため、感染症防止対策の徹底に加え、人員体制整備
が必要

②休校期間中しか経験できない作物等の生育に合わせた
管理実習は、YouTube等の自宅で学習可能な内容への
切替が必要

③資格取得に直結する実習の回数が減り、資格取得へ影
響がでるため、代替カリキュラムの検討が必要

④感染防止対策資材の確保

【有効であった対応】
①教員等の当番制により栽培管理や家畜の飼養管

理を実施
②夏期等の長期休暇を削減し、年間の実習時間を

確保
③テキストによる学習など、実習に代わる自宅で

取り組み可能な課題を設定するとともに、学生
からの質疑にはメール等で対応することで必要
な学習を確保

④座学は対人距離を確保（１ｍ以上、アクリル板
設置）

⑤実習は小グループに分けて分散実施

【今後の感染症に生かすこと】
対面授業や実習ができない場合に備えたオンライン教育の充実
感染防止対策を徹底した上で、できるだけ早期の対面授業再開

【主な取組等】
●

【農業大学校・森林大学校】

●

・ 農業大学校は、R2.3.2～5.31、森林大学校は、R2.3.3～5.31の間休校
・ 登校・出勤人数を絞る必要が生じたため、感染防止対策を行いながら、学生を含めた当番等の限られた人数で

家畜の飼養管理をしていたが、学生への感染防止を優先し、職員のみでシフトを組んで対応（R2.5.7～5.31）
・ 海外への渡航制限や県をまたぐ移動の自粛制限を受け、授業内容を変更
・ 学生の受講時間を確保するため、WEB 会議アプリ等を通じた遠隔授業が実施できる体制を整備
・ マスク着用、手洗い励行及び共用スペースの定期的な消毒を徹底

フェーズに応じ感染防止対策を呼びかけ
対応方針やマニュアルの策定、遠隔授業体制の整備等を行った
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分野別検証７ 学校等（農業大学校・森林大学校）
（分野）教育（項目）学校等：第２期

【教訓・課題】
①職員等に感染者が出た場合に管理の人員が確保できな

いため、感染症防止対策の徹底に加え、人員体制整備
が必要

②隔離･自宅待機期間中しか経験できない作物等の生育に
合わせた管理実習は、YouTube等による学習への切替
が必要

③資格取得に直結する実習の回数が減り、資格取得へ影
響がでるため、代替カリキュラムの検討が必要

④学生への効果的な感染対策周知方法の確立
⑤学外就業体験、校外学習、インターンシップ受入先の

確保

【有効であった対応】
①テキストによる学習など、実習に代わる自宅で

取り組み可能な課題を設定するとともに、学生
からの質疑にはメール等で対応することで必要
な学習を確保

②濃厚接触者となった場合の帰寮マニュアル等の
策定

③自治会（学生）による感染対策ルールの策定
④座学は対人距離を確保（１ｍ以上、アクリル板

設置）
⑤実習は小グループに分けて分散実施

【今後の感染症に生かすこと】
対面授業や実習ができない場合に備えたオンライン教育の充実
感染防止対策を徹底した上で、できるだけ早期に対面授業を再開

【主な取組等】
フェーズに応じ感染防止対策を呼びかけ
対応方針やマニュアルの策定、遠隔授業体制の整備等を行った

●

【農業大学校・森林大学校】
●

・ 校舎、体育館等の換気設備の整備
・ 入学式は人数、規模を縮小して実施
・ 特定の季節しかできない実習について、季節を問わない内容に振替
・ 海外への渡航制限等を受け、授業内容を振替
・ 一部の講義をオンラインで実施
・ 空き教室を活用した分散型の同時双方向遠隔授業の実施体制を整備
・ 人数制限（時間差体制）による昼食等の実施
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分野別検証７ 学校等（農業大学校・森林大学校）
（分野）教育（項目）学校等：第３期

【教訓・課題】
①職員等に感染者が出た場合に管理の人員が確保できな

いため、感染症防止対策の徹底に加え、人員体制整備
が必要

②隔離･自宅待機期間中しか経験できない作物等の生育に
合わせた管理実習は、YouTube等による学習への切替
が必要

③学外就業体験、校外学習、インターンシップ受入先の
確保

④信頼性の高い感染検査キットの確保

【有効であった対応】
①テキストによる学習など、実習に代わる自宅で

取り組み可能な課題を設定するとともに、学生
からの質疑にはメール等で対応することで必要
な学習を確保

②夏休みなどの長期休暇期間における帰寮前の行
動・健康管理チェック

③濃厚接触者となった場合の帰寮マニュアル等の
策定

④自治会（学生）による感染対策ルールの策定
⑤学生の家族等に対する感染状況、対応等の情報

提供

【今後の感染症に生かすこと】
対面授業や実習ができない場合に備えたオンライン教育の充実
行動指針や行動マニュアルを作成し、速やかに危機管理体制を構築

【主な取組等】
フェーズに応じ感染防止対策を呼びかけ
対応方針やマニュアルの策定、遠隔授業体制の整備等

●

【農業大学校・森林大学校】
●

・ 特定の季節しかできない実習について、季節を問わない内容に振替
・ 海外への渡航制限等を受け授業内容を振替
・ 濃厚接触者及び独自基準に基づく体調不良者等の隔離、自宅待機
・ 隔離、自宅待機の学生に対するリモート授業の実施
・ 人数制限（時間差体制）による昼食等の実施
・ 体温、体調のチェック、マスク着用、手指のアルコール消毒、黙食など、感染防止対策の徹底
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分野別検証７ 学校等（農業大学校・森林大学校）
（分野）教育（項目）学校等：第４期

【教訓・課題】
①職員等に感染者が出た場合に管理の人員が確保できな

いため、感染症防止対策の徹底に加え、人員体制整備
が必要

②隔離･自宅待機期間中しか経験できない作物等の生育に
合わせた管理実習は、YouTube等による学習への切替
が必要

③学外就業体験、校外学習、インターンシップ受入先の
確保

④信頼性の高い感染検査キットの確保

【有効であった対応】
①テキストによる学習など、実習に代わる自宅で

取り組み可能な課題を設定するとともに、学生
からの質疑にはメール等で対応することで必要
な学習を確保

②夏休みなどの長期休暇期間における帰寮前の行
動・健康管理チェック

③濃厚接触者となった場合の帰寮マニュアル等の
策定

④自治会（学生）による感染対策ルールの策定
⑤学生の家族等に対する感染状況、対応等の情報

提供

【今後の感染症に生かすこと】
対面授業や実習ができない場合に備えたオンライン教育の充実
行動指針や行動マニュアルを作成し、速やかに危機管理体制を構築

【主な取組等】
フェーズに応じ感染防止対策を呼びかけ
対応方針やマニュアルの策定、遠隔授業体制の整備等を行った

●

【農業大学校・森林大学校】
●

・海外への渡航制限等を受け授業内容を振替
・濃厚接触者及び独自基準に基づく体調不良者等の隔離、自宅待機
・隔離、自宅待機の学生に対するリモート授業の実施
・体温、体調のチェック、マスク着用、手指のアルコール消毒、黙食など、感染防止対策の徹底
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期 第１期 第２期 第３期 第４期

国
等
の
動
向

・特措法の改正(新型ｺﾛﾅに同法
の規定を適用)

・特措法に基づく政府対策本部
設置

・軽症者等自宅療養及び宿泊療
養の対象者の明確化

・地方創生臨時交付金を活用し
た「協力要請推進枠」の創設

・R2年度1～3次補正予算、R3年
度当初予算、予備費使用（国
内感染対策の強化等）

・VRS（ﾜｸﾁﾝ接種記録ｼｽﾃﾑ）運
用開始

・１日100万回の接種回数の目
標を表明

・企業や大学等における職域接
種開始

・自衛隊大規模接種会場の設置
・予備費使用（地方創生臨時交

付金、ワクチン確保等）

・抗原定性検査ｷｯﾄの薬局での一
般販売開始

・感染防止計画策定やﾜｸﾁﾝ・検
査ﾊﾟｯｹｰｼﾞによる行動制限緩和

・予備費使用（子育て世帯に対
する給付、ワクチン接種の促
進、緊急雇用安定助成金等）

・療養期間の見直し
（1/5～：有症状:10日かつ症
状軽快後 72 時間経過､無症状:
７日）
（9/7～：有症状:７日かつ症
状軽快後24時間経過､無症状:
７日）

・R3年度補正予算、R4年度当初
予算、R4年度1,2次補正予算、
R5年度当初予算、予備費使用
(ワクチン・治療薬の確保等)

・R5.5.8から、５類感染症とす
る方針決定

本
部
運
営

・連絡会議（１回）→ 警戒本部（５回、R2.1.28～R2.2.29）→ 対策本部（81回、R2.3.1～R5.5.7）
・体制の強化を随時実施（入院コーディネートセンター設置(CCC-hyogo)、宿泊療養対策窓口設置、保健所業務支援室設置、兵庫県感染

症対策アドバイザー設置(３名)）
・県独自に「兵庫県対処方針」をとりまとめることで、対策全般を網羅的に把握することが可能に。

関
西
広
域
連
合

・関西広域連合のスキームを活用し､適宜課題の共有や共通メッセージの発信などを実施
・３府県(京都・大阪・兵庫)は､経済や人流の交流圏として特に一体であることから連携し､国に対し緊急事態宣言の発出・延長・解除等の

要請や､まん延防止等重点措置の要請等の協議を実施
・緊急事態宣言対象地域である４府県(滋賀・京都・大阪・兵庫) で、府県域を超える移動の自粛を呼びかける知事メッセージ動画を発信
・対策本部会議を開催し、関西圏域の感染状況や各構成団体の対策等にかかる情報共有・意見交換を実施するとともに、府県市民向け統

一メッセージを発出
・全国知事会等と連携し、国への要望・提案を実施
・広域での医療人材や医療物資の融通等、連携・応援の実施
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分野別検証

期 第１期 第２期 第３期 第４期

市
町
連
携

・県対策本部会議で決定した対処方針等の資料について、迅速に県内市町の保健担当部局だけでなく、防災担当部局へ共有を実施
・県内市町におけるコロナ対策に十分留意した避難所運営を支援するため、令和２年６月に避難所運営ガイドラインを策定するとともに、

市町職員を対象とした研修会を開催
・感染が急拡大する中、軽症者の自主療養を促進し、外来医療のひっ迫に対応するため、検査キットを市町に配分し、市町から住民へ配

布できるよう住民へのきめ細やかな対応を実施

行
政
機
能
維
持

・柔軟な働き方の推進（①在宅勤務の推進、②時差出勤の拡充、③フレックスタイム制の拡充、④サテライトオフィスの増設）
・コロナ蔓延に伴い、感染症予防のための執務環境整備を実施（来庁者に対する感染症対策、本庁舎清掃箇所の追加、冷・暖房運転換気

対策、県民テレワークルームの開設等）
・河川管理施設・水防本部の体制維持

・ハンディ型サーモグラフィー、非接触型温度計、
体表面温度計測機能付き顔認証リーダー等の機
器購入

・感染拡大防止の取組に関する所属・職員向け通
知の発出等

・県の対処方針を踏まえた所属・職員向け通知の
更新

・職員が新型コロナワクチンを接種しやすいよう
服務の整理

・希望する職員に対する新型コロナワクチンの職
域接種の実施

・５類感染症へ変更後の感染拡
大対策へ移行（マスク着用の
原則個人判断等）

予
算
措
置

・R2.2補正、R2.3補正、R2.4補
正、R2.6補正、 R2.7補正、
R2.9補正、R2.10補正、R2.12
補正、R3.2補正、R3当初、
R3.3補正

・R3.6補正 ・R3.9補正、R3.10補正 ・R3.12補正、R4.2補正、R4.3
補正、R4当初、R4.6補正、
R4.9補正、R4.12補正、R5当
初、R5.6補正
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【主な取組等】
知事を本部長とする対策本部を設置し、多様な課題に対して、全庁体制により対応

対策本部会議に保健・医療関係者が参与やｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして参画することで、現場意見を県施策に反映

県独自に「兵庫県対処方針」をとりまとめることで、対策全般を網羅的に把握することが可能に

211Chapter 03

分野別検証１ 本部体制
（分野）体制（項目）本部体制：第１期～第４期①

●

●

●

１ 本部運営体制等
区 分 設置者 設置日 設置根拠 会議開催 設置理由

連絡会議 防災監 ー 県危機管理基本指針 計１回
国が新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症を指定感
染症に指定する方針を示したこと
を受けて設置

警戒本部 防災監 R2.1.28
～R2.2.29 県危機管理基本指針 計５回 近畿で初めてとなる感染者が確認

されたことを受けて設置

対策本部 知 事 R2.3.1
～R5.5.７

R2.3.1～ 県危機管理基本指針
R2.3.26～ 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策

特別措置法
計81回 本県で初めてとなる感染者が確認

されたことを受けて設置

体制の強化を随時実施

・R2.3～ 入院コーディネートセンター設置（CCC-hyogo）

・R2.4～ 宿泊療養対策窓口設置

・R4.1～ 保健所業務支援室設置

・R4.4～ 兵庫県感染症対策アドバイザー設置

●
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分野別検証１ 本部体制
（分野）体制（項目）本部体制：第１期～第４期②

２ ５類移行後の本部運営体制等
体制・会議 設置者 設置基準等

連絡会議(県危機管理指針に基づく) 防災監 当面の間は、関係者間の情報共有等を図るため、連絡体制を継続

警戒本部設置・会議（同上） 防災監 急速な感染拡大や変異株の発生等により、医療提供体制の逼迫の
おそれがある場合等

対策本部設置・会議（同上） 知事 急速な感染拡大や変異株の発生等により、医療提供体制の逼迫が
生じている場合等

【教訓・課題】
① 感染症対策や社会活動制限に対する専門家の助言を得

られる体制の確立
② 全庁横断的な体制の構築
③ 緊急事態宣言及び解除等は国が判断すべき事項

【有効であった対応】
① 対策本部への医療関係者の参画
② 網羅的な県独自の対処方針の策定・更新
③ 体制強化を適切に実施
④ 対策本部を非公開で実施することで忌憚のない

医療現場の意見を踏まえて議論（会議後、知事
会見を実施し、今後の方針等を公表）

⑤ 専門家会議や各分野別のアドバイザー設置による
段階毎の医療提供体制の専門的見地からの検討

【今後の感染症に生かすこと】
感染症対策や社会活動制限等について、今後の対策を検討するにあたり、専門的な見地から助言を得られ

るような体制を早期に構築
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分野別検証２ 県内市町との連携
（分野）体制（項目）県内市町との連携：第１期～第４期①

１ 対処方針等の共有

２ 避難所運営支援

県対策本部会議で決定した対処方針等の資料について、迅速に県内市町の保健担当部局だけでなく、
防災担当部局へ共有を実施

県内市町におけるコロナ対策に十分留意した避難所運営を支援するため、令和２年６月に避難所運営
ガイドラインを策定するとともに、市町職員を対象とした研修会を開催

[対策の目標]
①避難所で集団感染(クラスター)を発生させない
②避難所での感染を恐れて避難行動・安全確保行動をとらず、犠牲になることを防ぐ

【主な取組等】
●県の対処方針等について、迅速に県内市町へ共有を実施
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分野別検証２ 県内市町との連携
（分野）体制（項目）県内市町との連携：第１期～第４期②

【感染症対策課における政令・中核市との連携実績】
開催日 内容 方法

R4.4～5 神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市へのヒアリング 保健所訪問
1 R4.8.26 発生届の限定化について WEB会議
2 R4.9.15 フォローアップ体制整備について WEB会議
3 R4.10.11 新体制の共有と今後の対策について WEB会議
4 R4.10.21 外来医療体制等の整備、陽性者登録センターの統合について WEB会議
5 R4.11.10 インフル同時流行対策について WEB会議
6 R4.12.22 年末年始に向けての医療提供体制について WEB会議
7 R5.2.8 感染症法の位置づけ変更等に関する説明会 WEB会議
8 R5.3.15 5類移行に伴う医療提供体制について WEB会議
9 R5.9.8 10月以降に医療提供体制について WEB会議

実施回数

【教訓・課題】
① 平時からの県内市町との情報提供体制の構築

【有効であった対応】
① 県内市町との情報提供体制の構築
② コロナ対策に留意した避難所運営支援

【今後の感染症に生かすこと】
県内市町への迅速な情報提供や情報共有をめざし、平時から情報提供体制を構築

214
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分野別検証３ 市町と連携した抗原検査キットの配布
（分野）体制（項目）県内市町との連携：第４期

【教訓・課題】
① 検査器具がバラバラの納入で別途袋詰め作業が必要
② 各市町の実情に応じた柔軟な対応

【有効であった対応】
① 市町の配付協力を得たことにより、住民への即

日配付が可能な体制を構築

【今後の感染症に生かすこと】
検査キットを必要とする多くの住民にいきわたるよう、各市町の実情に応じた柔軟な対応と、
他部局とも連携した体制構築や効果的な広報の実施等が必要

配分・配付状況

配付期間：令和４年８月８日（月）※２～９月３０日（金）
配付方法：ドライブスルーや庁舎玄関での受け渡し、配送・郵送、職員訪問、予約来庁等
配付実績：

【主な取組等】
●感染が急拡大する中、軽症者の自主療養を促進し、外来医療のひっ迫に対応するため、検査キット

を市町に配分し、市町から住民へ配布できるよう住民へのきめ細やかな対応を実施
●市町からも検査キットを入手できるようにすることで、検査キットの早期入手を希望する方に、可

能な限り即日配付できる体制を構築

8/15時点 8/22時点 8/29時点 9/5時点 9/12時点 9/16時点
市町への配分数 161,500 161,500 168,150 169,600 169,600 169,600
住民への配付数 24,914 48,992 66,297 82,491 88,207 90,173

配 付 率 15 30 39 49 52 53
使用不可・滅失等 57 85 129 158 166 228
残キット数 ※３ 136,529 112,423 101,724 86,951 81,227 79,199

住民への
配付状況

市町への
配分状況

配分市町：県内全市町（神戸市除く※１）
配 分 数：169,600キット 配分開始：令和４年８月５日（金）から

※３ 残キットは、市町で活用するものを除いて県が回収

※１ 神戸市は国から直接配分
※２ 提供体制が整った市町から順次開始
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【主な取組等】
関西広域連合のスキームを活用し､適宜課題の共有や共通メッセージの発信などを実施（全期）
３府県(京都府・大阪府・兵庫県)は､経済や人流の交流圏として特に一体であることから連携し､国
に対し緊急事態宣言の発出・延長・解除等の要請や､まん延防止等重点措置の要請等の協議を実施
緊急事態宣言対象地域である４府県(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県) で、府県域を超える移動の
自粛を呼びかける知事メッセージ動画を発信

216Chapter 03

分野別検証４ 他府県との調整
（分野）体制（項目）関西広域連合及び他府県との調整：第１期～第４期

●
●

●

３府県知事による協議

【教訓・課題】
①平時からの情報共有など連携体制の構築
②緊急事態宣言及び解除等は国が判断すべき事項

【有効であった対応】
①３府県が密に連携した国への要請
②感染状況や医療提供体制等の情報共有

【今後の感染症に生かすこと】
①関西広域連合のスキームを活用した共通メッセージの発信
②３府県（京都府・大阪府・兵庫県）は、経済や人流の交流圏として特に一体であるため、平時から連携

体制の構築が必要

開催日 概要

R3.1.9 感染急拡大、医療提供体制のひっ迫の状況を踏まえ、国へ緊急事態宣言の発出を要請す
ることを協議し、３府県で要請

R3.2.1 緊急事態宣言の延長が決定される見通しを受けて、国への要請（期間内の解除、協力金
の財政措置）について協議し、大阪府が代表して要請

R3.2.23 新規感染者の減少、病床使用率低減の傾向を踏まえ、国へ緊急事態宣言の解除を要請す
ることを協議し、３府県で要請

R3.5.26 新規感染者は減少傾向にあるが、第３波の緊急事態宣言解除時と比較すると感染状況は
感染状況は芳しくないため、国へ緊急事態宣言の延長を要請することを協議・決定

R3.6.16 人流を抑える観点から、それぞれの府県の措置内容等をすりあわせ

R4.1.19 今後の感染状況を踏まえたまん延防止等重点措置の要請等をすりあわせ

４府県知事による
メッセージ動画協議
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【主な取組等】
●対策本部会議を開催し、関西圏域の感染状況や各構成団体の対策等に係る情報共有・意見交換を

実施するとともに、府県市民向け統一メッセージを発出
●全国知事会等と連携し、国への要望・提案を実施
●広域での医療人材や医療物資の融通等、連携・応援の実施
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分野別検証５ 関西広域連合及び他府県との調整
（分野）体制（項目）関西広域連合及び他府県との調整：第１期～第４期

１ 対策本部会議等の開催

【教訓・課題】
①対策本部の設置時期
②構成府県市が発出するメッセージとの内容の重複
③各構成団体の保有する物資等の事前の情報共有

【有効であった対応】
①定期的な情報共有・意見交換による連携の強化
②複数府県市に共有する対策等に係る統一的な発信
③関西圏域が一丸となった要望・提案
④関西全体の経済界との連携

【今後の感染症に生かすこと】
〇感染症の早期の封じ込めのための、初動体制の見直し
〇府県市民が感染予防に役立てられる情報の効果的な情報発信
〇各府県が社会活動制限を行う場合の、府県間連携・調整の場としての広域連合委員会の有効活用
○「応援・受援調整支援システム」を活用した、より円滑な物資の調整・配布
○感染症に特性に応じた広域支援の検討（余力のある構成団体が支援するスキームが機能しづらい等）

２ 国への要望・提案
① 対策準備室

・関西圏域で１例目の患者が確認された
R2.1.28に設置

・国内の発生状況、各構成団体における検査
可能検体数、入院可能病床数等の情報共有
を実施

② 対策本部会議
・政府対策本部及び各府県対策本部の設置状

況と感染動向を踏まえ､R2.3.2に設置し､
R5.5まで､概ね毎月､計43回開催

〇関西圏域の感染状況や各構成団体の対策等に
かかる情報共有及び意見交換

〇感染症対策の現場で直面する課題について、
全国知事会等とも連携を図りながら、適時に
国へ要望・提案を実施（計18回）

３ 広域での連携・応援
〇医薬品・医療資器材・医療専門人材の広域融

通調整、検査機関の広域連携、広域的な患者
受入体制の連携の仕組みを構築。

〇関西圏の経済団体と連携した医療物資・資器
材の確保

〇関西府県市民に対し、効果的に情報提供及び
注意喚起を行うための統一メッセージを発出
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分野別検証６ 柔軟な働き方の推進
（分野）体制（項目）行政機能維持：第１期～第４期①

１ 在宅勤務の推進

【主な取組等】
●新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、行政機能を維持するために職員の在宅勤務や時差出勤

等、柔軟な働き方を推進

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、職員の在宅勤務を活用
※R2.4.14～5.21（第1波・緊急事態措置期間中） 出勤削減率△57.5％、うち本庁△65.8％

（県立病院、警察、県立学校、感染症対策業務従事者は除く）

○自宅から簡単・安全に職場パソコンを利用できる在宅勤務システム
「テレワーク兵庫」を構築（令和２年11月から利用開始）

○県職員の利用のほか、市町・中小企業等に無償提供
（中小企業等への提供は、令和５年12月末まで。

市町は、令和６年１月以降、一部経費を負担）

在宅勤務システム「テレワーク兵庫」の整備

２ 時差出勤の拡充
所属職員数の概ね２割を上限としていたE・L勤務について、満員電車等による出退勤を避けること等
を目的に上限設定を廃止（R2.2.28～） Ｅ勤務 Ａ勤務 Ｂ勤務 Ｌ勤務

8:15～17:00 8:45～17:30 9:00～17:45 9:30～18:15

３ フレックスタイム制の拡充
育児・介護を行う本庁の職員のみに対象を限定していたが、対象を全ての職員に拡充（R4.4.1～）

拡充前 拡充後
対 象 職 員 育児・介護を行う職員 全ての職員
対象勤務地 本庁 本庁・地方機関
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分野別検証６ 柔軟な働き方の推進
（分野）体制（項目）行政機能維持：第１期～第４期②

４ サテライトオフィスの増設
従来、出張時等における県庁WAN接続パソコン等の利用のため、２箇所で開設していたサテライトオ
フィスを20箇所に増設し、感染症拡大防止を図りながら業務を継続できる環境を確保

時 期 箇 所（席数） 設置庁舎

コロナ拡大前
（～R2.3） 2箇所（6席） 本庁２号館（７階）、自治研修所

コロナ拡大期
（R2.4～）
※R2.4当時

20箇所（63席）
本庁２号館（７階・12階）、自治研修所、新長田総合庁舎、西宮庁舎、
宝塚総合庁舎、伊丹庁舎、三田庁舎、加古川総合庁舎、社総合庁舎、
三木庁舎、姫路総合庁舎、西播磨総合庁舎、龍野庁舎、豊岡総合庁舎、
新温泉庁舎、和田山庁舎、柏原総合庁舎、篠山庁舎、洲本総合庁舎

※ 職員の柔軟で多様な働き方を推進するため、現在も20箇所に開設（設置場所は上記から一部変更あり）
【利用実績】

時 期 利用者数／日 稼働率 参考

R2年度
17.6人 27.9％ 第１回緊急事態宣言（出勤率７割削減）期間
21.4人 34.0％ 第２回緊急事態宣言期間

R3年度 10.8人 19.0％ うち緊急事態宣言・まん延防止等重点措置期間:14.0人/日、24.5％
R4年度 3.7人 6.4％

【教訓・課題】
① 円滑に在宅勤務を行うためのICT環境の整備
② 在宅勤務環境の格差（PCやﾈｯﾄﾜｰｸ環境の有無）
③ 秘匿性の高い業務や専用回線によるシステム利用は実施困難
④ ペーパーレス、ストックレスの推進

【有効であった対応】
① 職員間の接触機会減による感染拡大防止への寄与
② 在宅勤務や時差出勤等、多様な働き方の推進

【今後の感染症に生かすこと】
①感染症のまん延時に有効となる在宅勤務の円滑な実施に向けたICT環境の整備やペーパーレス・ストック

レス化を推進
②サテライトオフィスについては、秘匿性の高い業務を実施できるスペースの確保や機能向上の検討が必要
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分野別検証７ 執務環境整備
（分野）体制（項目）行政機能維持：第１期～第４期①

【主な取組等】
●会議室・研修室を利用する県民の感染防止のため、県立施設の会議室等にアクリル板を設置すると

ともに、消毒液・マスク等の衛生資材を整備［R２年度９月補正］

〇県立施設会議室等におけるアクリル板の設置（155,000千円）
・設置施設 県庁舎、県民利便施設など239施設

・設置枚数 机上設置型（60cm×55cm）： 約22.000枚
演題設置型（90cm×55cm）： 約700枚

・設置単価 机上設置型（60cm×55cm）： 6,600円/枚
演題設置型（90cm×55cm）： 10,450円/枚

〇県庁舎等における消毒液等の衛生資材の整備（52,000千円）
・設置施設 本庁舎、各総合庁舎、各集合庁舎、その他単独庁舎、教育研修所、警察署等

・設置単価 250千円/庁舎
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分野別検証７ 執務環境整備
（分野）体制（項目）行政機能維持：第１期～第４期②

【主な取組等】
●コロナ蔓延に伴い、感染症予防のための執務環境整備を実施

実施内容 実施日 理由・具体的実施内容等

来庁者に対する感染症対策 － 各号館のメイン入口への消毒液の設置、みどり展望園及び3号館喫
茶室における接触制限対策、来客用喫煙所の閉鎖を実施

本庁舎清掃箇所の追加 R2.6.8 ドアノブ・スイッチ等を介した接触感染を予防するために、自販
機ボタン・共用部椅子・机の消毒箇所を追加

冷・暖房運転換気対策の実施 R2.12.27
R3.6.2

感染症予防対策として、暖房運転時の共用部換気ルールを制定。
気温・風雨状況に応じて適宜変更するよう保安室と連携（実施日
上段は暖房、下段は冷房）

県民テレワークルームの開設
（県政改革課と共同実施） R3.1.19

緊急事態宣言期間中の「出勤者７割削減」を目指し、テレワーク
の一層の推進を図るため設置。設置に際しテレワークルームの環
境整備・利用管理を実施

敷地内全面禁煙の実施 R5.5.31 健康被害の防止の観点から敷地内の全面禁煙を実施。感染症対策
にも繋がっている

【教訓・課題】
① 結果的にテレワークルームの利用は非常に少なく、県民

への周知方法に課題
② 状況に応じた臨機応変な対応
③ 培ったノウハウの継承

【有効であった対応】
① 衛生資材の供与、清掃・換気対策により、県庁

利用者の感染予防と安心して勤務できる執務環
境作りができた

② 敷地内全面禁煙の実施は、密な空間での喫煙に
よる感染症蔓延予防にも貢献

【今後の感染症に生かすこと】
国・他自治体の実施例を参考にしながら、あらゆる対策を早急に実施
実施している対策の効果を検証しつつ、継続・非継続を判断
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分野別検証８ 河川管理施設・水防本部の体制維持
（分野）体制（項目）行政機能維持：第１期～第４期

【主な取組等】
●水防時に確実な施設稼働・操作が必要となる河川管理施設（ダム、排水機場等）の体制維持
●水防本部体制の維持

項目 取組内容

河川管理施設
の体制維持

① 在宅勤務や執務スペースの分離により、施設管理者の集団感染を抑止

② 万が一対応困難となった場合に備え、近隣施設および本庁との応援体制を確立

水防本部
の体制維持

① 平日勤務時間中の水防活動を在宅勤務者が水防室に出てきて対応

② 水防待機者は、執務室に入らず水防室に直接出勤し、集団感染を防止

③ 水防班は３班体制の同じ班内で調整し、複数人と接触しないよう工夫して集団感染を防止

④ 水防室入室時は手指のアルコール消毒、マスク着用、机にはアクリル板を設置し、感染予防

【教訓・課題】
① 河川管理施設管理者の人材育成

施設管理および操作可能な職員の拡大を図る
② ＤＸを活用した負担軽減策の検討
③ 水防業務簡素化の検討

【有効であった対応】
① 複数人との接触を避けることで、感染拡大を防止
② 手指をアルコール消毒、マスク着用等の感染予防

【今後の感染症に生かすこと】
（詳細検討中）
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分野別検証９ 行政機能維持（購入機器）
（分野）体制（項目）行政機能維持：第１期～第２期

【主な取組等】
●感染防止対策として、サーモグラフィ－等を購入し、当県が主催する会議や各種イベント等で活用
●検温機能付顔認証リーダーを各庁舎に設置し、職員の出勤時等や入庁者向けに検温を実施

名称・使用方法 画像
［ハンディ型サーモグラフィー］

※三脚付き

● 対象者が１人ずつカメラの
前を通り、その様子を、モ
ニター越しに監視者が確認

［非接触型温度計］

● 機器を、対象者の額や腕に
近づけ、測定レバーを引き、
体温を測定

【教訓・課題】
① 在庫不足等による、納入・設置時期の遅れ

【有効であった対応】
① 各庁舎への検温器付顔認証リーダーの設置、

サーモグラフィ等の全庁的な配布・貸し出し

【今後の感染症に生かすこと】
感染が拡大した際などに早急に設置・貸し出しできるよう、機器を適切に保管

名称・使用方法 画像
［体表面温度計測機能付き

顔認証リーダー］

● 対象者が１人ずつカメラ
の前を通ることで、自動
的に顔を認識し、表面温
度を測定。高温度判断や
マスク未着用判断の機能
あり。



Hyogo Prefecture

224Chapter 03

分野別検証10 行政機能維持（通知内容）
（分野）体制（項目）行政機能維持：第１期～第２期

【主な取組等】
●新型コロナウイルス感染拡大防止の取組に関する所属・職員向け通知の発出
●職員が感染した場合等の報告書による感染者の把握、及び感染した場合等の対応方法の明示

通知日 理由等
R2.4.8 国が新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を示したことによる

R2.5.22 国が緊急事態宣言の解除及び職場における感染予防についての通知を発出したことによる

R2.7.31 国が職場に関連したクラスター発生を防止する旨の通知を発出したことによる

R3.1.13 新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針が改定されたことによる

R3.3.8 新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針が改定されたことによる

【教訓・課題】
① 職員の感染者が急増した状況における注意喚起

通知等の発出
② 感染拡大時にも業務が的確に行えるようBCPを改定

【有効であった対応】
① 職員が感染した場合等の対応におけるフロー図

での説明
② 感染拡大防止に向けた庁内放送の実施

【今後の感染症に生かすこと】
国や当県の感染症対策本部の動向を注視し、適宜、通知を改定

１ 職場における対策の基本的な考え方

２ 職場内での感染防止行動の徹底

３密（密閉・密集・密接）の禁止

換気の徹底、接触感染の防止、飛沫感染の防止、必要に応じたマスク着用の徹底
職員に発熱等の風邪症状が見られる場合の特別休暇の承認

３ 通勤・出張に関する感染防止行動の徹底
咳エチケットの徹底、時差出勤の活用
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分野別検証11 行政機能維持
（分野）体制（項目）行政機能維持：第２期～第３期

【主な取組等】
●第１・２期からの所属・職員向け通知は、県の対処方針を踏まえつつ適宜更新
●職員が新型コロナワクチンを接種しやすいよう服務を整理
●国の通知を受け、希望する県職員に対し、新型コロナワクチンの職域接種を実施

【教訓・課題】
① 医師・接種会場の確保
② 県民局・県民センターでの実施

【有効であった対応】
① 直営での実施
② 残余ワクチンの他部局への接種案内
③選択肢の増加による接種機会の拡大

【今後の感染症に生かすこと】
ワクチンの供給が遅れる場合を想定し、職域接種によらない方法で早急な接種を促すなど、適宜対応

１ 服務

２ 職域接種

以下に該当する場合、職員の職務に専念する義務を免除（R3.5.31～）
① 勤務時間内にワクチンを接種する場合
② 接種後、接種との関連が高いと認められる症状（発熱等の風邪症状除く）により療養が必要となった場合

項 目 内 容
実施期間 R3.9.10～R3.11.24（基本は１人あたり２回接種）
実施場所 職員健康管理センター職員診療所内
対象者 本庁及び地方機関に勤務する県職員（会計年度任用職員・市町からの派遣職員を含む）

予定者数 約 2,000人
希望者数 約 300人※
実施体制 １日あたり医師１名（予診）、１日あたり看護師２名（接種補助、ワクチン分注）

使用したワクチン 武田／モデルナ社製ワクチン

※ 希望者数が予定者数を大きく下回っている要因は、ワクチン供給量の不足により、当初の予定より職域接種の実施開始日が後ろ倒し
となったため、それを待たずに各自で市町や大規模種会場等において接種するよう、担当課から通知したことが大きいと考えられる。
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分野別検証12 行政機能維持（通知内容）
（分野）体制（項目）行政機能維持：第４期

【主な取組等】
●新型コロナウイルス感染症の位置付けが５類感染症へ移行したことにより、兵庫県対処方針も廃止
●これにより、当課から発出していた通知を一旦廃止し、新たな対応方針を通知

【教訓・課題】
① 感染症の動向等を踏まえた的確な対応方針の通知

【有効であった対応】
① 県対処方針廃止後の所属・職員向けへの対応方

針の整理

【今後の感染症に生かすこと】
国や当県の感染症対策本部の動向を注視し、適宜、通知を改定

［５類感染症へ変更後の感染拡大対策］
１ サーモグラフィー

２ 消毒・パーティション

庁舎入口におけるサーモグラフィー等による検温の実施は一律には行わず、各地域等の感染状況によって適宜実施

設置等については各庁舎管理者または各所属の判断で実施

３ マスクの着用
着用については個人の判断に委ねるが、重症化リスクの高い方と接する可能性の高い医療機関等の従事者、医療機関
や高齢化施設等への出張時については、引き続きマスクの着用を原則
なお、着用を原則としていた県税事務所や健康福祉事務所などの通常の窓口業務時においては個人の判断
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分野別検証13 国及び県の予算措置
（分野）体制（項目）国及び県の予算措置：第１期①

【主な取組等】
●地方創生臨時交付金等の国の対策を活用し、感染症の拡大防止対策のほか、県民生活の安定化支援、

地域経済の活性化・地域の元気づくり、県民の安全・安心の基盤づくりなど、市町とも協調しなが
ら、適宜必要な予算を措置

１ 国の予算措置の状況
■ 予 算

区 分 予算成立 内 容 金 額

R2年度1次補正 R2.4.30
感染拡大防止策と医療提供体制の整備、雇用の維持と事業の継続、
新型コロナウイルス感染症対策予備費 等
[新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金、新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金の創設]

25兆6,914億円

R2年度2次補正 R2.6.12
資金繰り対応の強化、家賃支援給付金の創設、
地方創生臨時交付金の拡充、持続化給付金の対応強化 等
[地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)の創設(11/17)]

31兆9,134億円

R2年度3次補正 R3.1.28 新型コロナ感染症の拡大防止策、
ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅに向けた経済構造の転換・好循環の実現 等 21兆8,353億円

R3年度当初予算 R3.3.26 新型コロナウイルス感染症対策予備費 5兆円

■ 予備費使用
閣議決定日 内 容 金 額

R2.2.14 国内感染対策の強化、水際対策の強化 等 104億円

R2.3.10 感染防止対策と医療提供体制の整備、事業活動の縮小や雇用への対応 等 2,272億円

R2.4.24 後期高齢者医療給付費負担金 等 260億円

R2.5.19 学生支援緊急給付金 531億円

R2.5.26 医療用マスク・ガウン等の優先配布、診療報酬上の特例的な措置 1,839億円
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分野別検証13 国及び県の予算措置
（分野）体制（項目）国及び県の予算措置：第１期②

１ 国の予算措置の状況（つづき）
閣議決定日 内 容 金 額

R2.8.7 持続化給付金、個人向け緊急小口資金等の特例貸付 1兆1,257億円

R2.9.8 ワクチンの確保 6,714億円

R2.9.15 医療提供体制の確保、個人向け緊急小口資金等の特例貸付 等 2兆2,226億円

R2.10.16 雇用調整助成金の特例措置、国内投資促進事業費補助金 等 5,492億円

R2.12.11 ひとり親世帯臨時特別給付金、Go To トラベル 3,856億円

R2.12.25 更なる病床確保のための緊急支援、地方創生臨時交付金 4,862億円

R3.1.15 地方創生臨時交付金 7,418億円

R3.2.9 地方創生臨時交付金、一時支援金、PCR検査による感染拡大の早期探知 1兆1,373億円

R3.3.23 地方創生臨時交付金、子育て世帯生活支援特別給付金 等 2兆1,693億円

２ 県の予算措置の状況 ※1 金額はコロナに関連する予算を抜粋して記載 ※2 下線事業は市町との協調事業
区 分 内 容

R2.2月補正①
【1.3億円】

① 感染対策の強化（帰国者・接触者相談ｾﾝﾀｰの設置、帰国者・接触者外来の設置）
② 中小企業等への支援(経営円滑化貸付の強化、金融対策特別相談窓口の設置 等)

R2.2月補正②
【3.9億円】 ① 感染拡大防止と医療・検査体制の充実（医療機関で受入体制強化、検査体制の強化、相談窓口の拡充）

R2.３月補正
【25.9億円】

① 感染拡大防止と医療・検査体制の充実（入院病床の確保、施設の衛生管理体制強化 等）
② 県民生活の安心確保（生活福祉資金の拡充、デイサービス利用者負担支援 等）
③ 事業活動への支援（中小企業への運転資金等支援）



Hyogo Prefecture

229Chapter 03

分野別検証13 国及び県の予算措置
（分野）体制（項目）国及び県の予算措置：第１期③

２ 県の予算措置の状況（つづき）
区 分 内 容

R2.4月補正
【3,916.3億円】

① 感染拡大防止対策の強化と医療・検査体制の充実（医療提供体制の整備、学校の臨時休業等対応 等）
② 地域産業・県民生活への支援（休業要請事業者経営継続支援事業、無利子貸付資金の創設 等）
③ 収束後における地域の元気づくり（Welcome to Hyogoキャンペーン、商店街お買い物券事業 等）

R2.6月補正
【1,120.7億円】

① 医療提供体制・感染拡大防止対策等の充実（医療提供体制の強化、各施設等の感染防止対策支援 等）
② 地域経済の活性化・地域の元気づくり（中小企業等事業再開支援、保証料応援貸付の創設 等）
③ ポストコロナ社会を見据えた兵庫の基盤づくり（スマート兵庫基盤の整備 等）

R2.7月補正
【473.3億円】

① 新型コロナウイルス感染症対策の充実・強化（入院病床の確保、感染症対応従事者慰労金の支給 等）
② 地域経済の早急な活性化・地域の元気づくり（生活福祉資金の拡充、緊急対応型雇用創出事業 等）

R2.9月補正
【1,900.7億円】

① 医療提供・検査体制及び感染拡大防止対策の充実（外来検査体制の拡充、庁舎等の感染防止対策 等）
② 地域経済の活性化・地域の元気づくり（中小企業への運転資金支援、商店街お買い物券事業の拡充 等）
③ 県民の安全・安心の基盤づくり（社会基盤等の防災機能の強化・充実、流域下水道の地震津波対策 等）
④ 新時代に向けた情報基盤・交流基盤等の構築（情報通信ネットワーク基盤の整備 等）

R2.10月補正
【216.1億円】

① 医療提供体制の充実（重点医療機関(特定機能病院等)の病床確保料の引き上げ）
② 県民生活の安定化・地域経済の活性化（生活福祉資金の拡充、中小企業事業再開支援事業の拡充）

R2.12月補正
【12.4億円】

① 医療提供体制等の充実（臨時重症専用病棟の整備、保健所体制の強化 等）
② ポストコロナ社会における兵庫モデルの構築（兵庫情報ハイウェイの拡充（東京APの設置））
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分野別検証13 国及び県の予算措置
（分野）体制（項目）国及び県の予算措置：第１期④

２ 県の予算措置の状況（つづき）
区 分 内 容

R3.2月補正
【2,279.1億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進（入院医療体制の強化、感染症拡大防止協力金の支給 等）
② 地域経済の活性化・地域の元気づくり（産業教育設備の整備、生活福祉資金の拡充 等）
③ 県民の安全安心の基盤づくり（防災・減災、国土強靱化の推進 等）

R3当初予算
【2,951.8億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進(入院医療体制の強化、施設等における感染防止対策 等)
② 地域経済の活性化・地域の元気づくり(制度融資(コロナ関係資金)、緊急対応型雇用創出事業等)
③ 県民生活の安定化に向けた支援(県立大学入学料減免、就職氷河期世代等就労支援 等)

R3.2月補正②
【3.4億円】

① 高齢者施設の従事者への検査の実施
② 避難所における物資の備蓄

R3.３月補正
【152.0億円】 ① 感染症の拡大防止対策の推進（感染症拡大防止協力金の追加支給）
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【教訓・課題】
① 財政基金等を活用し、早急に独自の対応を実施する

団体がある中、財政基金残高が少額の本県では、県
独自の早急な対応が困難

② 事業実施が交付金内示額の範囲で制約
③ 変異など感染症の特性に応じた柔軟な対応が必要

【有効であった対応】
① 臨時交付金や包括支援交付金など、国の対策を活

用し、感染状況に応じて機動的に予算措置
② 市町と協調した支援の実施

※兵庫県独自の取組として、市町負担金を得ながら支援を
実施（休業要請事業者経営継続支援事業、感染症拡大防
止協力金）

③ 国への要望等により交付金等の制度が都度改善

【今後の感染症に生かすこと】
地域の感染状況に即した機動的で必要な予算措置を行うため、国制度基金を県に設置したうえで、あらか

じめ十分な額を国費により積み立てるなど、予見可能性及び自由度の高い財政制度の創設や初動対応のため
の県独自財源の確保
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分野別検証13 国及び県の予算措置
（分野）体制（項目）国及び県の予算措置：第２期

１ 国の予算措置の状況
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【教訓・課題】（第２期～第４期共通）
① 事業実施が交付金内示額の範囲で制約
② 変異など感染症の特性に応じた柔軟な対応が必要

【有効であった対応】
① 臨時交付金や包括支援交付金など、国の対策を活

用し、感染状況に応じて機動的に予算措置
② 市町と協調した支援の実施

※市と連携した大規模接種会場設置（ワクチン接種体制の
整備）

③ 国への要望等により交付金等の制度が都度改善
【今後の感染症に生かすこと】（第２期～第４期共通）

地域の感染状況に即した機動的で必要な予算措置を行うため、国制度基金を県に設置したうえで、あらか
じめ十分な額を国費により積み立てるなど、予見可能性及び自由度の高い財政制度の創設

２ 県の予算措置の状況 ※1 金額はコロナに関連する予算を抜粋して記載 ※2 下線事業は市町との協調事業

■ 予備費使用
閣議決定日 内 容 金 額

R3.4.30 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金
[地方創生臨時交付金(事業者支援分)の創設] 5,000億円

R3.5.14 ワクチンの確保 5,120億円

区 分 内 容

R3.6月補正①
【1,875.0億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進（ワクチン接種体制等の整備、酒類販売事業者への月次支援金支給 等）
② 地域経済の活性化・地域の元気づくりへの対策準備（地域観光支援、宿泊業者への事業継続支援 等）
③ 県民生活の安定化の推進（生活福祉資金の拡充、ひとり親世帯等臨時特別給付金の支給 等）

R3.6月補正②
【505.1億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進
（感染症拡大防止協力金の支給、酒類販売事業者への月次支援金支給、コロナワクチン個別接種促進

への支援）

【主な取組等】
●地方創生臨時交付金等の国の対策を活用し、感染症の拡大防止対策のほか、県民生活の安定化支援、

地域経済の活性化・地域の元気づくり、県民の安全・安心の基盤づくりなど、市町とも協調しなが
ら、適宜必要な予算を措置
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分野別検証13 国及び県の予算措置
（分野）体制（項目）国及び県の予算措置：第３期

１ 国の予算措置の状況
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【教訓・課題】【再掲】（第２期～第４期共通）
① 事業実施が交付金内示額の範囲で制約
② 変異など感染症の特性に応じた柔軟な対応が必要

【有効であった対応】
① 臨時交付金や包括支援交付金など、国の対策を活

用し、感染状況に応じて機動的に予算措置
※旅しようキャンペーンのプレ実施（関西府県で初）

② 国への要望等により交付金等の制度が都度改善

【今後の感染症に生かすこと】【再掲】（第２期～第４期共通）
地域の感染状況に即した機動的で必要な予算措置を行うため、国制度基金を県に設置したうえで、あらか

じめ十分な額を国費により積み立てるなど、予見可能性及び自由度の高い財政制度の創設

２ 県の予算措置の状況 ※1 金額はコロナに関連する予算を抜粋して記載

■ 予備費使用

【主な取組等】
●地方創生臨時交付金等の国の対策を活用し、感染症の拡大防止対策のほか、県民生活の安定化支援、

地域経済の活性化・地域の元気づくり、県民の安全・安心の基盤づくりなど、市町とも協調しなが
ら、適宜必要な予算を措置

区 分 内 容

R3.9月補正
【1,577.9億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進（入院医療体制の強化、感染症拡大防止協力金の支給 等）
② 県民生活の安定化に向けた支援（生活福祉資金の拡充 等）
③ 地域経済の活性化・地域の元気づくり

（旅しようキャンペーンのプレ実施、中小企業ポストコロナ出口戦略の構築 等）
④ 県民の安全・安心の基盤づくり（社会基盤の強化・充実 等）

R3.10月補正
【495.6億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進
（感染症拡大防止協力金の支給、酒類販売事業者に対する月次支援金の支給）

閣議決定日 内 容 金 額
R3.8.27 ワクチン接種の促進、緊急雇用安定助成金、緊急小口資金等の特例貸付 等 1兆4,226億円
R3.11.26 子育て世帯に対する給付 7,311億円
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１ 国の予算措置の状況

233

■ 予 算

【主な取組等】
●地方創生臨時交付金等の国の対策を活用し、感染症の拡大防止対策のほか、県民生活の安定化支援、

地域経済の活性化・地域の元気づくり、県民の安全・安心の基盤づくりなど、市町とも協調しなが
ら、適宜必要な予算を措置

区 分 予算成立 内 容 金 額

R3年度補正予算 R3.12.20
新型コロナ感染症拡大防止、社会経済活動の再開と次なる危
機への備え、新しい資本主義の躍動 等
［地方創生臨時交付金(検査促進枠)の創設］

35兆9,895億円

R４年度当初予算 R4.3.22 新型コロナウイルス感染症対策予備費 5兆円

R4年度1次補正 R4.5.31 コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策 2兆7,009億円

R4年度2次補正 R4.12.2 物価高騰・賃上げへの取組、新しい資本主義の加速
新型コロナ及び物価高騰等対策予備費 等 28兆9,222億円

R5年度当初予算 R5.3.28 新型コロナ感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費 4兆円

閣議決定日 内 容 金 額
R4.3.25 ワクチンの確保、治療薬の確保、抗原検査キットの確保 等 1兆4,529億円

R4.4.28 地方創生臨時交付金、中小企業等事業再構築促進事業 等
[地方創生臨時交付金(コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分)の創設] 1兆1,171億円

R4.7.29 電気利用効率化促進対策事業、肥料価格高騰対策事業 2,572億円

R4.9.20 地方創生臨時交付金、新型コロナ感染症緊急包括支援交付金 等
[地方創生臨時交付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)の創設] 3兆4,846億円

R5.3.28 地方創生臨時交付金、新型コロナ感染症緊急包括支援交付金 等 2兆2,226億円

■ 予備費使用



Hyogo Prefecture

Chapter 03

分野別検証13 国及び県の予算措置
（分野）体制（項目）国及び県の予算措置：第４期② 234

２ 県の予算措置の状況 ※1 金額はコロナに関連する予算を抜粋して記載 ※2 下線事業は市町との協調事業

区 分 内 容

R3.12月補正
【721.2億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進（入院医療体制の強化、保健所体制の強化、PCR検査等の無料実施 等）
② 県民生活の安定化に向けた支援（生活福祉資金の拡充 等）
③ 地域経済の活性化・地域の元気づくり

（旅しようキャンペーン期間延長、中小企業等への一時支援金支給 等）

R4.2月補正
【995.1億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進
（自宅療養者等相談支援センターの設置、感染症拡大防止協力金の支給 等）

② 地域経済の活性化・地域の元気づくり
（旅行・宿泊割引支援事業の展開、商店街お買い物キャンペーン 等）

③ 県民生活の安定化に向けた支援（支援の必要性の高い妊産婦への臨時支援 等）
④ 県民の安全・安心の基盤づくり（防災、減災、国土強靱化の推進 等）

R4.3月補正
【351.0億円】 ① 感染症の拡大防止対策の推進（感染症拡大防止協力金の支給）

R4当初予算
【1,991.6億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進(入院医療体制の強化、PCR等無料検査、ワクチン接種支援 等)
② 地域経済の活性化・地域の元気づくり

(中小企業経営改善・成長力強化支援、制度融資(コロナ関係資金) 等)
③ 県民生活の安定化に向けた支援(県立大学入学料減免、自殺対策強化関連事業 等)

R4.6月補正
【142.5億円】

① 事業者の経済活動の支援
（原油価格・物価高騰対策一時支援金の支給、省エネ化・新事業展開への支援 等）

② 県民生活の安定化に向けた支援
（ひとり親世帯生活支援特別給付金の支給、ヤングケアラーに対する配食支援 等）

③ 感染症の拡大防止対策の推進（ワクチン接種体制等の整備 等）

R4.9月補正
【649.0億円】

① 県民生活の安定化に向けた支援
（ひょうごで食べようキャンペーン、社会福祉施設等利用者負担軽減支援 等）

② 感染症の拡大防止対策の推進
（陽性者登録支援センターの設置、抗原検査キットの配布(自主療養制度) 等）

③ 事業者の経済活動への支援
（原油価格・物価高騰対策一時支援金の支給、公共交通事業者省エネ化支援 等）
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（分野）体制（項目）国及び県の予算措置：第４期③ 235

【教訓・課題】【再掲】（第２期～第４期共通）
① 事業実施が交付金内示額の範囲で制約
② 変異など感染症の特性に応じた柔軟な対応が必要

【有効であった対応】
① 臨時交付金や包括支援交付金など、国の対策を活

用し、感染状況に応じて機動的に予算措置
② 市町と協調した支援の実施

※県と市町が協力して自主療養制度開始（抗原検査キット
配布）

③ 国への要望等により交付金等の制度が都度改善

【今後の感染症に生かすこと】【再掲】（第２期～第４期共通）
地域の感染状況に即した機動的で必要な予算措置を行うため、国制度基金を県に設置したうえで、あらかじ

め十分な額を国費により積み立てるなど、予見可能性及び自由度の高い財政制度の創設

２ 県の予算措置の状況（つづき）
区 分 内 容

R4.12月補正
【1,006.5億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進（夜間救急外来の強化、妊婦対応入院医療体制の強化 等）
② 県民生活の安定化に向けた支援（医療機関等における物価高騰対策、出産・子育て世帯の支援 等）
③ 事業者の経済活動への支援（旅しようキャンペーン・ワイドの延長、農林水産業の省エネ化支援 等）
④ 県民の安全・安心の基盤づくり（防災、減災、国土強靱化の推進 等）

R5当初予算
【1,939.7億円】

① 感染症の拡大防止対策の推進(入院医療体制の強化、抗原検査キット配布 等)
② 地域経済の活性化・地域の元気づくり(制度融資(コロナ関係資金)、ポストコロナチャレンジ支援 等)
③ 県民生活の安定化に向けた支援(県立大学入学料減免、自殺対策強化関連事業 等)

R5.6月補正
【164.1億円】

① 県民生活の安定化に向けた支援（ひょうご家計応援キャンペーン、LPガス利用者負担軽減対策 等）
② 事業者の経済活動の支援（特別高圧電力を利用する中小企業等支援、中小企業等新事業展開支援 等）
③ 感染症の拡大防止対策の推進（下水サーベイランス実証実験の実施、ICTを活用した感染拡大の前兆把握 等)
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● 国への要望状況（第１期）
（地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金関係）

区 分 要望先 内 容

新型コロナウイルス感
染症に関する緊急提案
（R2.5.1）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 地方創生臨時交付金・緊急包括支援交付金の増額 等
① 交付金の大幅増額
② 柔軟な制度設計
③ 事業内容の速やかな提示、提出書類・申請手続き等の簡素化 等

新型コロナウイルス感
染症に関する緊急提案
（R2.5.21）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 地方創生臨時交付金・緊急包括支援交付金の増額と柔軟な運用
① 両交付金の大幅な増額とハード事業への活用
② 感染症緊急包括支援交付金の柔軟な運用
③ 感染症予防事業費等国庫負担金の県費負担分に対する財政措置

令和３年度国の予算編
成等に対する提案
（R2.9.2）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金
① 地方の実情を踏まえた追加予算措置
② 令和３年度における交付金の継続措置と必要な予算額の確保

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
① 所要額の確保
② 対象事業の拡充、補助上限額の撤廃等

令和３年度国の予算編
成等に対する提案
（R2.11.25）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金
① 地方の実情を踏まえた追加予算措置
② 令和３年度における交付金の継続措置と必要な予算額の確保

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
① 所要額の確保
② 対象事業の拡充、補助上限額の撤廃等
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● 国への要望状況（第２期）
（地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金関係）

区 分 要望先 内 容

新型コロナウイルス感
染症に関する緊急提言
（R3.5.19）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金
① 事業者支援分の早期の追加交付
② 緊急事態宣言下で休業要請等の上乗せ措置等を実施する都道府県への

事業者支援分の重点配分
③ 即時対応特定経費交付金の適用期間延長
④ 地方の必要額を踏まえた更なる増額
⑤ 大規模施設等の協力金に関する事務費の措置

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
① 所要額の確保
② 対象事業の拡充

令和４年度国の予算編
成等に対する提案
（R3.7.26）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金
① 事業者支援分の早期の追加交付
② 緊急事態宣言が発令された都道府県への事業者支援分の重点配分
③ 地方創生臨時交付金の更なる増額

（令和３年度における増額、令和４年度における継続・充実）
④ 即時対応特定経費交付金の適用期間の撤廃
⑤ 大規模施設等の協力金に関する事務費の措置

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
① 所要額の確保
② 対象事業の拡充、補助上限額の撤廃

新型コロナウイルス感
染症対策にかかる国の
財政措置について
（R3.7.30）

内閣府
１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金

① まん延防止等重点措置区域における飲食店等に対する規模別協力金に
係る単価の増額

② 事業者支援分の早期の追加交付
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● 国への要望状況（第３期）
（地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金関係）

区 分 要望先 内 容

令和４年度国の予算編
成等に対する提案
（R3.11.17）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金
① 令和３年度における更なる増額
② 令和４年度における継続・充実

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
① 交付金による入院病床や宿泊療養施設の確保に対する支援の継続・充実
② 対象事業の拡充、補助上限額の撤廃

● 国への要望状況（第４期）
（地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金関係）

区 分 要望先 内 容

令和５年度国の予算編
成等に対する提案
（R4.7.20）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金
① 令和５年度以降における支援の継続・充実
② 柔軟な枠の見直しや機動的な運用、手続きの簡素化

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
① 交付金による入院病床や宿泊療養施設の確保に対する支援の継続・充実
② 対象事業の拡充、補助上限額の撤廃

令和５年度国の予算編
成等に対する提案
（R4.11.22）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金
① 令和５年度以降における支援の継続・充実
② 対象事業の拡大や機動的な運用、手続きの簡素化 等

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
① 交付金による入院病床や宿泊療養施設の確保に対する支援の継続・充実
② 対象事業の拡充、補助上限額の撤廃

令和６年度国の予算編
成等に対する提案
（R5.6.28）

内閣官房
内閣府
厚生労働省

１ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金
① 令和６年度以降における支援の継続・充実
② 対象事業の拡大 等

２ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
① 対象事業の追加
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期 第１期 第２期 第３期 第４期
情
報
の
総
合
的
発
信

(1) 感染者発生状況の公表
・県が政令市・中核市から情報を収集し、県内の感染状況を一元的に毎日公表
・感染状況の公表にあたり、発表時間や問い合わせ方法をルール化

(2) 県の対処方針等総合的な情報の発信
・感染状況に応じた県の対処方針をわかりやすく県民に発信するため、①医療提供体制の確保状況や今後の対応策をフェーズに応じて整理、

②学校活動や社会福祉施設等の分野ごとに対応状況を整理して発信
・対策本部会議終了後、①速やかな知事会見の実施、②県の対処方針や協力依頼事項等の特に重要な内容を「知事メッセージ」として発信

メ
ッ
セ
ー
ジ
発
信
強
化

(1) 県民に対する迅速な情報発信
・対策本部会議終了後の知事記者会見、定例・臨時記者会見でコロナ関連情報を発表(知事記者会見の告知はホームページやSNS等で実施)
・県の対処方針や協力依頼事項等の特に重要な内容を「知事メッセージ」の形で要約して動画で発信
・記者会見の発言録を遅滞なくホームページに掲載するため、記録作成の応援職員を配置

(2) 公表資料の見える化
・全ての知事記者会見でインターネット中継・アーカイブ配信を実施、記者会見時に大型モニター等に記者会見資料等を表示、ホーム

ページにすべての記者会見資料を速やかに掲載
(3) メディア媒体の活用

・フェーズが変わるタイミング等で知事がテレビ番組やラジオ番組に出演し、県民や事業者へメッセージを発信
・報道機関への対応として、①県の対処方針についてのマスコミ向け勉強会を実施、②宿泊療養受入先等での現地取材機会の設定、

③正確な報道についての報道機関への申し入れを実施

情
報
の
一
元
化

(1) ホームページの緊急時用への切り替え
・県ホームページのトップページを新型コロナ関連情報に特化した緊急時用に切り替え、専門人材のアドバイスを得ながらページの構成・

配置・配色等を機動的に更新
(2) 危機管理情報・各種支援情報の一元化

・県ホームページに新型コロナ特設サイトを開設し、政令市・中核市分も含めた県内の感染状況や相談窓口、県の対処方針や支援策などを
ホームページ等に一元的に集約

・県民だよりひょうご等各種広報媒体にQRコードをつけ、新型コロナ特設サイトに誘導
・各種相談窓口（健康相談、支援事業等）について、ホームページ、テレビ、ラジオで案内

全
世
代
へ
の
情
報
発
信

(1) 広報媒体の特性を生かした多様な情報発信
・県政情報番組「ひょうご発信！」（サンテレビ）、ラジオ、県広報紙「県民だよりひょうご」、SNS、YouTube動画、ひょうご防災

ネット、繁華街での啓発動画、自動車啓発、
新聞紙面購入、インターネット広告、展示広報、ポスター作成・掲出

・民間企業等と協働した発信
(2) 障害者や外国人への情報発信

・障害者への情報発信として、点字広報紙「広報ひょうご」や声の広報「愛の小箱」による県施策の解説、知事記者会見や知事メッセージ
動画に手話通訳を導入

・外国人への情報発信として、緊急時用トップページに７か国語対応の自動翻訳機能へのリンクを設定、知事メッセージを７か国語に翻訳
しホームページに掲載

・第６波以降、感染者が大幅に増加した一方
で重症化率や死亡率が低下したことを踏ま
え、報道発表資料の項目を県全体の感染者
数と居住地域、年代等に絞った様式に変更

・外国人旅行者向けに、旅のエチケットや体
調不良時の相談窓口をまとめた情報サイト
を開設
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【主な取組等】
政令市、中核市と連携し、発表時間や問い合わせ方法をルール化して県内の感染状況を正確に提供

県の対処方針等の総合的な情報を、感染状況に応じてわかりやすく効果的に発信

240Chapter 03

分野別検証１ 感染者発生状況や対策等の情報を総合的に発信
（分野）広報（項目）広報：第１期～第４期①

●

●

① 感染者発生状況の公表
●

② 対処方針等、総合的な情報の発信

県が政令市・中核市から情報を収集し、県内の感染状況を一元的に毎日公表（R2.3.1～R5.5.8）

感染状況の公表にあたり、発表時間や問い合わせ方法をルール化（R2.3.1～）

第６波以降、感染者が大幅に増加した一方で重症化率や死亡率が低下したことを踏まえ、報道発表資
料の項目を県全体の感染者数と居住地域、年代等に絞った様式に変更（R4.1.21～）

感染状況に応じた県の対処方針をわかりやすく県民
に発信するため、医療提供体制の確保状況や今後の
対応策をフェーズに応じて整理するとともに、学校
活動や社会福祉施設等の分野ごとに対応状況を整理
して発信（R2.4.7～R5.4.26）

対策本部会議終了後、速やかに知事記者会見を実施
し、県の対処方針や協力依頼事項等、特に重要な内
容を「知事メッセージ」として、県民・事業者等へ
発信（R2.3.1～R5.4.26）

記者発表資料の様式（第６波以降）

●

●

●

●
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分野別検証１ 感染者発生状況や対策等の情報を総合的に発信
（分野）広報（項目）広報：第１期～第４期②

【教訓・課題】
①感染防止対策のための情報公開と個人情報保護

のバランスの確保
②感染者の居住地を保健所管内を基準に公表していた

が、管内市町毎の感染者数の情報共有
③記者発表資料の元資料を保健所（健康福祉事務所）

で作成することによる現場への過度な負担
④分かりやすい情報発信の一層の工夫
⑤発表資料作成における作業のデジタル化
⑥兵庫県ホームページの充実

・迅速な特化ポータルサイトの立ち上げ
・関係課と連携したサイトの一元管理
・通訳サイトへのリンクや分かりやすいバナー

表示等、平時から外国人に配慮した工夫

【有効であった対応】
①県、政令市、中核市間でメーリングリストを作

成し、感染者数等の発表内容を互いにチェック
することで、メディアに正確な情報を提供

②毎日の感染状況の公表時間や問い合わせ方法を
ルール化することにより、不要な問い合わせを
防止

③第６波以降の状況変化を踏まえ、報道発表資料
の項目を重点化することで、県内の感染状況を
端的かつ分析しやすいよう発信

④兵庫県ホームページへの「特設サイト」の整備、
SNSの活用や民間の大型ポータルサイトへの広
告掲載、外国人に配慮した英文や「やさしい日
本語」の使用により、効果的に情報発信

【今後の感染症に生かすこと】
県内の感染状況に関する総合的な情報を、誰にでも分かりやすく発信することが必要

記者会見資料（表紙） 兵庫県対処方針
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【主な取組等】
知事記者会見やメッセージ作成、メディア出演などにより、県民に直接、タイムリーに発信

マスコミ向け勉強会や現地取材の実施により、報道機関に対して正確な情報を発信
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分野別検証２ メッセージ発信強化
（分野）広報（項目）広報：第１期～第４期①

●

●

① 県民に対する迅速な情報発信
●

② 公表資料の見える化

対策本部会議終了後の知事記者会見、定例・
臨時記者会見でコロナ関連情報を発表
（R2.2.10～R5.4.26 計246回）
ホームページの他、SNS等で知事記者会見を
告知
県の対処方針や協力依頼事項等、特に重要な
内容については、県民・事業者へ呼びかける
べきポイントを「知事メッセージ」の形で要
約して動画で発信（R2.2.10～R4.1.27 計78
回)
記者会見の発言録を、遅滞なくホームページ
に掲載するため、記録作成の応援職員を配置

全ての知事記者会見でインターネット中継、アーカイブ配信を実施（R2.2.10～R5.4.26 計246回）
記者会見時には大型モニターやバックパネルに記者会見資料等を表示（R2.3.16～）
ホームページにすべての記者会見資料を速やかに掲載（R2.2.10～）

●

●

●

●

第81回対策本部会議(R5.4.26)で決定した知事メッセージ

●
●
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分野別検証２ メッセージ発信強化
（分野）広報（項目）広報：第１期～第４期②

【教訓・課題】
①県民・事業者へ呼びかけるべきポイントを、より

分かりやすく効果的に情報発信するための工夫

【有効であった対応】
①知事記者会見で大型モニターやバックパネルを

活用し、公表資料をわかりやすく発表
②知事が積極的にメディアに出演し、県民へ直接、

タイムリーにメッセージを発信
③マスコミ向け勉強会や現地取材の実施による正

確な情報発信

【今後の感染症に生かすこと】
知事から積極的な情報発信を行うとともに、県の対策等が正確かつ適切に県民に伝わるよう、より分かり

やすく効果的に情報発信するための工夫が必要

③ メディア媒体の活用
● 知事のメディア出演

・フェーズが変わるタイミング等で知事がテレビ番組やラジオ番組に出演し、県民や事業者へ
メッセージを発信（R2.4～R4.8 計26回）

報道機関への対応
・医療体制や検査体制など県の対処方針についてのマスコミ向け勉強会を実施
・宿泊療養の受入の様子など現地での取材機会を設定

●
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分野別検証３ 情報の一元化
（分野）広報（項目）広報：第１期～第４期

【教訓・課題】
①感染症と自然災害が同時発生した場合の一元的で

わかりやすい情報発信手法の検討

【有効であった対応】
①緊急時用トップページへの切り替えや支援情報

まとめページの開設によるわかりやすい情報発信
②ワンストップで情報発信することで県民が求める

情報や県が伝えたい情報をまとめて発信
③ページデザインに専門人材を活用し見やすい

ページづくりを実現
【今後の感染症に生かすこと】

緊急時においては、ホームページで分かりやすく情報提供するため、情報の一元化が必要

① ホームページの緊急時用への切り替え
・県ホームページのトップページを、感染状況

や各種支援・相談窓口等の新型コロナ関連情
報に特化した緊急時用に切り替え（R2.4～
R3.11）

・県対策のフェーズに応じて、ホームページの
構成・配置を機動的に更新

・広報プロデューサー等の専門人材のアドバイ
スを得ながらページの構成・配置・配色等を
工夫

② 危機管理情報・各種支援情報の一元化
・県ホームページに新型コロナ特設サイトを開設

（R2.2.19）
・個人向け・事業者向けの支援情報を分かりやすく

まとめたページを開設（R2.4.22～）
・政令市・中核市分も含めた県内の感染状況や相談

窓口、県の対処方針や支援策などをホームページ
等に一元的に集約（R2.2.19～）

・県民だよりひょうご等各種広報媒体にQRコードを
つけ、新型コロナ特設サイトに誘導（R2.3～R5.5)

・各種相談窓口(健康相談、支援事業等)について、
ホームページ、テレビ、ラジオで案内（R2.3～）

【主な取組等】
ホームページを緊急時用トップページに切り替え、専門人材を活用し見やすいページづくりを実現
特設サイトや支援情報まとめページを開設し、情報を一元的に集約してワンストップで情報発信

●
●
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【主な取組等】
県の各種広報媒体の特性を活かし、多様な手法で情報発信

民間企業との連携等により、フェーズに応じて県民に身近な媒体を活用した積極的な広報を展開

幅広い世帯に向け、一斉に必要な情報を届けるためのプッシュ型情報発信を展開
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分野別検証４ 全世代への情報発信
（分野）広報（項目）広報：第１期～第４期①

●

●

① 広報媒体の特性を生かした多様な情報発信
● 各種広報媒体の特性を生かし以下の取り組みを実施

項目 詳細

県政情報番組
「ひょうご発信！」
（サンテレビ）

・番組冒頭（約７分）に新型コロナに関する注意喚起を行うコーナーを設定
（R2～R3 ※R3.4～11は月１回）

・L字画面で相談窓口情報を案内（R2.3～R4.3のうち緊急事態・まん延防止等重点措置期間）
・県ホームページのQRコードを画面に常時表示（R2.3～R5.5のうちL字画面のない期間）
・「お知らせコーナー」（120～150秒）を設け、注意喚起や県の取り組みを告知（R3.4～）

ラジオ ・ラジオ関西「こちら知事室！」「GO！HYOGO！」の中で、注意喚起や県の取り組みを告知
・ラジオ関西・兵庫エフエム放送「兵庫県からのお知らせ」の中で、新型コロナに関するお知

らせを告知

県広報紙「県民だよ
りひょうご」

・臨時号の発行（R2：6回、R3：1回）
・通常号に１～４頁の範囲で新型コロナに関する記事を掲載（R2.4～R5.6)

SNS ・Twitterを中心に、感染状況（毎日）や知事定例会見のお知らせ、知事メッセージ等を発信
（R2.2～）

YouTube動画 ・広報専門員が県の新型コロナ対策を紹介する動画を発信（R2.8～R4.9 計64動画）
内容例：県民への呼びかけ、ワクチン接種、県立病院重症コロナ病床の紹介 など

ひょうご防災ネット ・県の対処方針や協力依頼事項等を知事メッセージとして発信（R2.3～R5.4 計93回）

●



Hyogo Prefecture
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分野別検証４ 全世代への情報発信
（分野）広報（項目）広報：第１期～第４期②

② フェーズに応じた情報発信の工夫
● 多様なツールの活用や民間企業との連携により積極的に情報発信

項目 詳細

繁華街での啓発動画
の放映

・三宮センター街や神戸国際会館、ミント神戸のスクリーンで感染拡大防止を呼びかける動画
を放映

三宮センター街・神戸国際会館（R2.8～R3.3、R3.6～R4.3 計2回）
ミント神戸（R3.1～R3.12 計7回）

自動車啓発 ・県内の繁華街や住宅街において感染拡大防止を呼びかける自動車啓発を実施
（R2.4～R3.9 計9回）

新聞紙面購入 ・感染対策の呼びかけやワクチン接種のお知らせ等を新聞
紙面広告に掲載（R2.3、R2.7、R3.6 計3回）

インターネット広告 ・ワクチン接種等を呼びかけるインターネット広告を実施
（R3.3、R4.12～R5.3 計2回）

展示広報 ・JR元町駅西口広報板、地下鉄県庁前駅の広報ショー
ウインドーに感染対策を呼びかけるポスター等を掲示

JR元町駅：R2.4～R5.3
地下鉄県庁前駅：R2.10～R3.3

ポスター作成・掲出 ・「ひょうごスタイル」を紹介するポスターを作成し、
県内主要駅やショッピングモール等で掲示
（R2.6、R2.11 計2回）
※ポスターのデータを県ホームページ上で提供

「ひょうごスタイル」を紹介するポスター

246
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分野別検証４ 全世代への情報発信
（分野）広報（項目）広報：第１期～第４期③

【教訓・課題】
①感染状況に応じたタイムリーな発信のための効果

的な手法の検討
②直接的に感染拡大防止を呼びかけるためのさらな

る取り組みの検討
③公民連携による広報の取り組みの一層の推進

【有効であった対応】
①スーパーや宅配事業者など県民に身近なサービ

スを提供する民間企業との連携による情報発信
②SNSや動画を活用し、感染状況や感染拡大防止

対策をリアルタイムで発信
③自動車啓発や新聞掲載、大型ビジョン等を活用

し、県民に直接的な訴求が可能
④ポスターのデータ公開による幅広い普及啓発

【今後の感染症に生かすこと】
感染状況に応じた効果的な広報媒体や手法を活用した上で、情報発信することが必要

③ 障害者や外国人への情報発信
● 障害者への情報発信

・点字広報紙「広報ひょうご」、声の広報「愛の小箱」により県の施策を解説（通期）
・知事記者会見や知事メッセージ動画に手話通訳を導入（R2.4～）
外国人への情報発信
・緊急時用トップページに英語、仏語等 7カ国語対応の自動翻訳機能へのリンクを設定（R2.4～）
・知事メッセージを７カ国語に翻訳しホームページに掲載（R2.5～）
・外国人旅行者向けに、旅のエチケットや体調不良時の相談窓口をまとめた情報サイトを開設(R4.12～)

●

項目 詳細

民間企業等と
協働した発信

・コープ、イオン各店で感染拡大防止を呼びかける館内放送を実施（R2.4～R3.6 計6回）
・スーパーマルアイでチラシに県民だよりひょうごを転載（R2.4）
・ヤマト運輸の宅配物に感染防止行動などを盛り込んだ啓発用付せんを貼付（R3.1～R3.3）
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Chapter 04

総括検証

今後、下記について記載予定
・県民モニター(R5.9.29～R5.10.9)結果
・県民アンケート(R5.11.1～R5.11.14)結果
・有識者や各種団体等(市町会、町村会、経済団体等)等の意見

等
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検証を踏まえて
今後取り組んでいく事項
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●検証結果及び専門家等の意見を踏まえ、新たな感染症に備えるため、今後への備えとして必
要となる対策をとりまとめ
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検証を踏まえて

今後取り組んでいく事項検証を踏まえて今後取り組んでいく事項
※ 今後、有識者や各団体等からの意見を踏まえ、内容等はブラッシュアップしていく予定

項 目 具体的な対策（例）

①医療提供体制の確保
・医療機関間の入院調整機能や情報共有の強化、入院調整困難時の

行政の支援体制（保健所や入院調整センター等）の充実
・平時からの体制確保による重症患者等の速やかな受け入れ

②高齢者施設をはじめとする要配慮者対策 ・高齢者施設等における感染拡大防止や業務継続に対する支援
・平時からの高齢者施設等と医療機関の連携体制の構築

③人材・物資の備えと確保
・感染症対策に関する専門性の高い人材の計画的育成
・医療資器材などの物資を確保する体制の整備
・職員欠勤時の診療体制確保のための実効性の高いBCP作成支援

④保健所業務の効率化 ・保健所業務を支援する組織の迅速な設置及び柔軟な運用
・保健所業務の一部集約による効率化

⑤各種情報の共有、的確な情報発信 ・県と市町、各保健所間などにおける各種情報の円滑な共有
・SNS等の多様な媒体を活用した県民への迅速・効果的な情報発信

⑥デジタル化の推進 ・デジタル化の推進による業務や情報共有等の効率化・迅速化
・救急搬送時の調整の効率化

⑦実効性ある社会活動制限の実施と広域連
携体制の構築

・エビデンスに基づく社会活動制限の要請
・平時からの近隣府県等との連携強化
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